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⽬次（サマリー）

・トピックで⾒る運輸の⼀年
⾸都圏の空港整備（４.12.６〜）
タンカー運輸に係る安全・環境対策の推進（５.２〜）
地球環境問題に対する観測・監視体制の強化（５.３〜）
輸⼊の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法（輸⼊・対内投資法）に基づく地域輸⼊促進計画の
承認５.３.24）
運輸政策審議会から「今後のタクシー事業のあり⽅について」答申（５.５.11）
成⽥空港問題シンポジウム終了（５.５.24）及び成⽥空港問題円卓会議開始（５.９.20）
⽇⽶運輸協⼒コンファレンスの開催（５.５.27）
運輸技術審議会から「今後の⾃動⾞の検査及び点検整備のあり⽅について」答申（５.６.17）
帝都⾼速度交通営通団11号線（⽔天宮前〜押上間）に免許付与（５.６.23）
⽇本⼈海外旅⾏安全対策啓蒙パンフレットの作成・配布（５.７〜）
広域電波航法システム（ロランＣ）の引継ぎ運⽤開始及び⼤阪湾海上交通センターの運⽤開始（５.７.１）
北海道南⻄沖地震（５.７.12）、８⽉豪⾬（５.７.31〜８.７）
「海の記念⽇」をめぐる諸⾏事を実施（５.７.20〜５.９.１）
快適通勤推進協議会の開催（５.９.９）〜快適通勤の実現に向けて（時差通勤の促進）〜
ＪＲ東⽇本株式の上場（５.10.26）

・第１部 利⽤交通⼿段の変化とこれからの運輸サービス −公共輸送機関と⾃家⽤⾃動⾞の調和ある利⽤をめ
ざして−

○はじめに

○第１章 利⽤交通⼿段の変化
１ 交通⼿段の利⽤状況の変化とその背景
２ ⾃動⾞利⽤の増⼤とその背景

○第２章 利⽤交通⼿段の変化に伴う諸問題
１ ⾃動⾞利⽤の増⼤に伴う諸問題
２ 公共輸送機関の利⽤をめぐる諸問題

○第３章 これからの運輸サービス
１ 運輸サービスの基本的⽅向
２ 魅⼒ある公共輸送機関の整備と運輸サービスの向上
３ 社会的ニーズに対応した運輸サービスの向上
４ ⾃動⾞を中⼼とする環境・安全対策

○むすび
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・第２部 運輸の動き

○第１章 平成４年度の運輸の概況と最近の動向
■第１節 ⼀般経済の動向と運輸活動

１ 旅客輸送の動向
２ 貨物輸送の動向
３ 輸送指数の動向
４ 最近の輸送動向（５年４⽉〜７⽉の実績）
５ 円⾼が運輸産業に与える影響

■第２節 施設整備の動向
１ 公共投資
２ ⺠間設備投資

○第２章 変貌する国際社会と運輸
■第１節 国際交通サービスの充実

１ 国際交通網の充実
２ 国際輸送の安全対策

■第２節 国際経済問題に対応した運輸⾏政の展開
■第３節 国際社会ヘの貢献

１ 国際協⼒の推進
２ 国際科学技術協⼒

○第３章 貨物流通の円滑化
■第１節 物流をめぐる社会的状況の変化と物流効率化の必要性
■第２節 モーダルシフトの推進

１ モーダルシフト推進の必要性
２ モーダルシフト円滑化策
３ モーダルシフト推進のための受け⽫の整備

■第３節 積合せ輸送の推進
１ 都市内・地域内における物流効率化の必要性
２ 中⼩企業の流通業務の効率化

■第４節 物流拠点の整備
１ 物流拠点の整備
２ 輸⼊関連インフラの整備

○第４章 観光レクリエーションの振興
■第１節 観光の振興

１ 観光交流拡⼤計画（Ｔwo Ｗay Ｔourism 21）の推進等
２ 90年代観光振興⾏動計画（ＴＡＰ90's）の推進等

■第２節 レクリエーションの振興
１ Ｍarine'99計画の推進
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２ スカイレジャーの振興

○第５章 国⺠のニーズに応える鉄道輸送の展開
■第１節 鉄道整備の推進

１ 鉄道整備の基本的⽅向
２ 鉄道整備に対する助成
３ 幹線鉄道の整備−地域間交流の促進をめざして
４ 都市鉄道の整備−圏域内交流の充実をめざして
５ 地⽅鉄道の整備

■第２節 鉄道輸送サービスの充実
１ 利便性及び快適さの向上
２ 余暇活動を⽀援する鉄道サービス

■第３節 国鉄改⾰の総仕上げに向けて
１ ＪＲ⻄⽇本株式の売却・上場
２ 残された課題への取組

○第６章 安全で環境と調和を図りつつ、利⽤者のニーズに対応した⾞社会の形成
■第１節 安全で環境と調和のとれた⾞社会の形成へ向けて

１ ⾃動⾞交通を取り巻く環境
２ 安全で環境と調和のとれた⾞社会の形成を⽬指して

■第２節 ⾃動⾞運送事業の活性化
１ ⾃動⾞旅客輸送の活性化
２ トラック輸送の効率化及び近代化

○第７章 海運、造船の新たな展開と船員対策の推進
■第１節 海上交通の充実

１ ⽇常⽣活を⽀える外航海運の発展をめざして
２ 安全で快適な海上旅客交通の充実をめざして
３ 内航、港湾運送の効率化をめざして
４ 海への理解と親しみを深めるために

■第２節 ⾼度化をめざす造船業
１ 我が国造船業の現状
２ 造船業の課題と対策
３ 中⼩造船対策の推進
４ 舶⽤⼯業対策の推進

■第３節 船員対策の推進
１ 船員の雇⽤
２ 船員教育体制の充実と船員制度の近代化
３ 船員の労働時間の短縮と船員災害防⽌対策の推進

○第８章 豊かなウォーターフロントの形成
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■第１節 港湾及び海岸の整備の基本的⽅向
１ 豊かなウォーターフロントをめざして
２ 海洋・沿岸域の計画的な利⽤の促進

■第２節 物流・産業を⽀える港湾の整備
１ 効率的な物流体系の形成
２ 資源の安定供給と地域の産業振興

■第３節 国⺠⽣活の質の向上をめざした港湾・海岸の整備
１ ゆとりのある⽣活のための基盤整備
２ 快適な港湾及び海岸の創造
３ 港湾空間の質の向上をめざして
４ 暮らしを守る港湾の整備

○第９章 航空ネットワークの充実に向けた取組み
■第１節 空港整備の推進

１ 第６次空港整備五箇年計画の推進
２ 新東京国際空港の整備
３ 東京国際空港の沖合展開事業の推進
４ 関⻄国際空港の設備
５ ⼀般空港の整備
６ 航空交通流管理センター等の整備

■第２節 航空サービスの充実
１ 我が国航空輸送の展開
２ 市場原理を反映した国際航空運賃政策の推進
３ 国際航空運賃制度の⾒直し
４ 我が国航空企業の競争⼒の強化
５ 国際航空ネットワークの充実
６ 「空の⽇」、「空の旬間」の事業の展開

○第10章 地球環境の保全
■第１節 地球環境問題等への対応

１ 地球環境問題をめぐる内外の動き
２ 地球環境問題の解決を⽬指した運輸の対応

■第２節 環境対策の推進
１ ⼤気保全、騒⾳対策
２ 海洋汚染対策
３ 港湾等における環境対策
４ その他

○第11章 運輸における安全対策等の推進
■第１節 交通安全対策の推進

１ 交通事故の概況

 平成５年度 5



２ 交通安全の確保
■第２節 災害対策の推進

１ 災害予防の強化
２ 国⼟保全の推進
３ わが国における地震・津波災害への対応
４ 雲仙岳噴⽕災害等への対応
５ 国際防災の10年の推進

■第３節 技術開発の推進
１ 鉄道技術の開発
２ 港湾技術の開発
３ 造船技術の開発
４ ⼈⼯衛星の開発利⽤
５ 交通安全のための技術開発
６ 地震・噴⽕、気候変動、気象予測のための技術開発

■第４節 情報化の推進
１ 運輸における電⼦データ交換化の推進
２ 共通乗⾞カード等運輸分野におけるカードシステム導⼊の推進
３ 総合観光情報システム等の推進

・付属統計表
第１表 輸送機関別国内旅客輸送量
第２表 輸送機関別国内貨物輸送量
第３表 我が国の国際輸送量

・平成４年度〜６年度 運輸の動き
施設整備等
施策・⼀般
技術開発・研究
事件・事故

・参考資料
１ 鉄道

・旅客輸送 鉄道旅客輸送の推移
・貨物輸送 鉄道貨物輸送の推移
・新幹線輸送の推移

２ ⾃動⾞交通
・旅客輸送量の実績
・貨物⾃動⾞輸送量の実績
・⾃動⾞保有⾞両数(a)
・⾃動⾞保有⾞両数(b)
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３ 海上交通
・世界の主要品⽬別海上荷動き量
・我が国の品⽬別海上貿易量及び貿易額
・我が国商船隊の輸送量の推移
・我が国商船隊の船腹量の推移
・国内旅客輸送実績
・⼀般旅客定期航路事業の⾃動⾞航送台数及び台キロ
・⻑距離フェリー輸送実積
・内航貨物輸送量の推移
・内航船舶の船種・船質別船腹量
・港湾運送量の推移

４ 航空
・世界の定期航空輸送量（国際線・国内線の計）の推移
・我が国航空企業の国際線輸送実績
・我が国出⼊国航空貨物量及び我が国航空企業の積取⽐率
・世界の国際航空に占める我が国航空企業のシェア
・国内線航空旅客輸送実績
・国内航空貨物輸送実績
・コミュータ−による定期的な旅客輸送の推移
・空港の利⽤状況
・空港の整備

５ 海上技術安全
・我が国の新造船受注量の推移
・我が国の造船⼿持⼯事量の推移
・従業員の年齢構成
・造船設備の現状
・部⾨別船員数及び船舶数

６ 港湾
・港湾数⼀覧表
・重要港湾位置図
・全国の⼊港船舶の状況

７ その他
(1) 国際協⼒

・有償資⾦協⼒及び無償資⾦協⼒（交換公⽂ベース）
・国際協⼒事業団（ＪＩＣＡ）を通じた技術協⼒

(2) 観光
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国際観光
・世界の国際観光量
・主要国の受⼊れ旅⾏者数及び旅⾏収⽀（1991年）
・登録ホテル・旅館の軒数及び客室数
・国際観光ペンション・⺠宿の軒数
・国際観光レストランの軒数
・訪⽇外国⼈数の推移

国内観光
・国⺠１⼈当たり平均宿泊旅⾏回数及び宿泊数

旅⾏業
・旅⾏業 旅⾏業者数

(3) 倉庫
・倉庫業者数及び倉庫⾯（容）積
・営業倉庫の品⽬別⼊庫量及び平均⽉末在庫量

(4) 運輸とエネルギー
・我が国の最終エネルギー消費に占める運輸部⾨の割合
・部⾨別⽯油依存度（３年度）
・国内主要機関の輸送量とエネルギー消費量の構成

(5) その他
・業種別事業者数の推移
・業種別損益状況（１社平均）(a)
・業種別損益状況（１社平均）(b)
・業種別損益状況（１社平均）(c)
・業種別損益状況（１社平均）(d)
・付加価値労働⽣産性の推移（50年度＝100）
・物的労働⽣産性の推移（50年度＝100）
・輸送原価の推移（50年度＝100）
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トピックで⾒る運輸の⼀年

●⾸都圏の空港整備（４.12.６〜）

 新東京国際空港（成⽥）においては、年々混雑が著しくなる中で、平成４年12⽉６⽇、第２旅客ターミナルビ
ルの供⽤を開始した。このターミナルビルは、第１旅客ターミナルビルの1.6倍（28万ｍ2）の延床⾯積を有して
おり、混雑緩和に⼤きく寄与するとともに、快適でゆとりのあるスペースの確保、空気浮上式シャトルシステム
等の最新技術の導⼊などにより⾼い⽔準のサービスを提供できるよう各種施設の充実が図られている。
 東京国際空港（⽻⽥）においては、沖合展開事業の第２期計画である⻄側ターミナル施設の整備が完了し、５
年９⽉27⽇に供⽤を開始した。空港の中枢機能である旅客ターミナルビル（国際線を除く）、管制塔等が移転
し、道路については湾岸道路及び環状８号線が、鉄道については東京モノレール、京浜急⾏（⽻⽥駅でモノレー
ルに接続）が延伸し、⾸都圏の空の⽞関にふさわしい空港へと⽣まれ変わった。

新東京国際空港第２旅客ターミナルビル
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東京国際空港⻄側ターミナル施設

●タンカー運輸に係る安全・環境対策の推進（５.２〜）

 近年、「エクソン・バルディーズ」号の座礁事故、「マースク・ナビゲーター」号の衝突・炎上事故など⼤型
タンカー事故が跡を絶たず、世界的にタンカー輸送に係る安全・環境対策に対する関⼼が⾼まっている。ＩＭＯ
（国際海事機関）においても、「1973年の船舶による汚染の防⽌のための国際条約に関する1978年の議定書」
（ＭＡＲＰＯＬ73／78条約）の改正などの取組みがなされ、我が国としても、平成５年３⽉、タンカーに対する
⼆重構造化等の義務付けを内容とする所要の国内法整備を⾏い、条約改正の発効にあわせて５年７⽉から施⾏し
た。
 さらに、運輸省では、５年１⽉の「マースク・ナビゲータ−」号の事故以来、タンカー輸送に係る対策の⼀層
の充実を図るため、①５年２⽉、アセアン海域における油防除対策（ＯＳＰＡＲ計画）の前倒し実施を決定し、
②５年３⽉及び４⽉、外国籍のタンカー等に対する集中的なポートステートコントロール（寄港国による監督）
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を実施したほか、③５年２⽉から「タンカー輸送の安全対策に関する懇談会」等において総合的な対策を検討す
るとともに、ＩＭＯに対してタンカーの安全対策の強化を働きかけるなどの積極的な貢献を⾏っている。

衝突炎上するタンカー「マースク・ナビゲーター」

 平成５年度 11



建造中の「⾼峰丸」（⽇本籍初の⼆重構造化タンカー）

●地球環境問題に対する観測・監視体制の強化（５.３〜）

 気象庁では、北⻄太平洋の洋上⼤気及び海⽔中の温室効果気体濃度を海洋気象観測船「凌⾵丸」により観測
し、その解析結果から平成５年３⽉、⼤気中の⼆酸化炭素が冬には海洋に吸収され、夏には逆に海洋から⼤気中
に放出されること等、海洋の果たす役割を明らかにした。なお、６年１⽉には、気候変動の鍵を握ると⾒られる
炭素循環の解明を⽬的として、北⻄太平洋域における海⽔中の有機炭素、有機窒素の観測を開始する。
 海上保安庁では、地球温暖化に係る諸現象を解明するため、海況変動及び海⾯⽔位変動の監視を引き続き⾏う
ほか、５年度から新たに⼆酸化炭素等のデータ項⽬の処理を⽇本海洋データセンターにおいて開始した。
 また気象庁は、５年３⽉には南⿃島に⼤気バックグランド汚染観測網の基準観測所を設⽴して、⼤気中の⼆酸
化炭素濃度の観測を開始し、５年度にはオゾン、メタン及び⼀酸化炭素の観測を開始する。
 南極上空のオゾン観測では、この４年間は連続して最⼤級のオゾンホールが観測されている。特に４年９⽉下旬
には過去最⼤の規模となった。

 平成５年度 12



洋上⼤気中と表⾯海⽔中の⼆酸化炭素の濃度（分圧）差（凌⾵丸による）

南半球平均オゾン全景分布（平成４年９⽉）
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図表掲載不可
https://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/heisei05/TOPIC/P3-2.GIF

●輸⼊の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法（輸⼊・対内投資法）に基づく地域輸⼊
促進計画の承認５.３.24）

 近年、国際的な保護主義、地域主義的な動きの強まりの中で、我が国にとっては、輸⼊を促進し、我が国経済
が国際経済との協調ある発展を遂げていくことが必要となっている。そのため、平成４年７⽉、輸⼊・対内投資
法が施⾏され、同法に基づく地域輸⼊促進計画として、５年３⽉に⼤阪府、⼤阪市、神⼾市、愛媛県、北九州市
及び⻑崎県の計画が運輸⼤⾂、通商産業⼤⾂等の主務⼤⾂により承認された。今後、承認された計画に基づく輸
⼊促進地域（フォーリン・アクセス・ゾーン：ＦＡＺ）の物流施設等の整備により、輸⼊貨物の円滑な流通が確
保され、輸⼊の促進に寄与することが期待される。

ＦＡＺイメージ図

●運輸政策審議会から「今後のタクシー事業のあり⽅について」答申（５.５.11）
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 最近の利⽤者ニーズの多様化、労働⼒の確保難等タクシー事業を取り巻く状況の変化や、４年６⽉の臨時⾏政改
⾰推進審議会答申の指摘を踏まえ、運輸政策審議会では、運輸⼤⾂の諮問を受けて、４年９⽉から今後のタクシ
ー事業のあり⽅について審議を⾏ってきた。そして、５年５⽉11⽇に、タクシー事業の発展を⽀える良質な労働
⼒の確保、ニーズの多様化に対応するための需給調整の運⽤の緩和、運賃料⾦の多様化等を内容とする答申が出
された。
 運輸省では、本答申を最⼤限尊重し、その実施に向けて努⼒していくこととしている。

タクシーを待つ乗客

●成⽥空港問題シンポジウム終了（５.５.24）及び成⽥空港問題円卓会議開始（５.９.20）

「成⽥空港問題シンポジウム」は、関係者が初めて⼀堂に会し、成⽥空港問題の原因を探り、その解決の道を模
索しようとするものであり、隅⾕三喜男東京⼤学名誉教授を中⼼に４名の学識経験者（隅⾕調査団）を進⾏・調
整役として、平成３年11⽉から開催され、本年５⽉（最終回）には、越智前運輸⼤⾂も出席する中で反対同盟か
ら⽰された問題解決のための３つの提案に対する隅⾕調査団の所⾒が⽰された。運輸省としては、反対同盟提案
の趣旨が、平和的に話し合いにより解決する状況を作り出すことにあると理解できたことから、所⾒に従って提
案をすべて受け⼊れ、問題解決を⽬指すこととした。

 平成５年度 15



 この結論を受けて、空港と地域との共⽣の道を話し合うための「成⽥空港問題円卓会議」が、今年９⽉から伊
藤運輸⼤⾂の出席の下で開催されている。今後は、この場等を通じて、新東京国際空港の整備についての地域の
コンセンサスを得るための努⼒を尽くし、その実現に全⼒を傾けていくこととしている。

第15回成⽥空港問題シンポジウム

●⽇⽶運輸協⼒コンファレンスの開催（５.５.27）

 ⽇⽶両国の運輸分野における協⼒関係を促進するため、平成５年５⽉27⽇ワシントンにおいて、(財)運輸経済
研究センターの主催による第１回⽇⽶運輸協⼒コンファレンスが開催された。このコンファレンスは４⽉の⽇⽶
⾸脳会談で合意された運輸技術に関する⽇⽶協⼒の実現への第⼀歩としての意義を持つもので、両国の政府機
関・議会・企業の代表約200名の聴衆を前に、⾼速鉄道をテーマとして運輸当局者・学識経験者による講演が⾏わ
れた。席上⽇本側より、⾼速鉄道等の運輸技術に関する協⼒を提案、折しも⽶政権が⽶国経済の再⽣のため交通
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インフラの整備に注⽬していただけに⼤いに関⼼を呼んだ（現在、⽇⽶間で運輸技術協⼒に関する枠組みについ
て鋭意調整を⾏っており、当該枠組みの合意後、⽇⽶の運輸技術専⾨家による会合を開催することとしている）。

⽇⽶運輸協⼒コンファレンス

●運輸技術審議会から「今後の⾃動⾞の検査及び点検整備のあり⽅について」答申（５.６.17）

 近年、⾃動⾞を取り巻く環境は、⾃動⾞の性能向上、構造・装置の⾼度化、さらには、⾃動⾞の使⽤形態の多
様化等⼤きく変化している。
 このような情勢を鑑み運輸技術審議会において技術的・専⾨的⾒地から⾃動⾞の検査及び点検整備について検
討を進めてきた。
 その結果、平成５年６⽉に⾃家⽤⾃動⾞等の定期点検項⽬の⼤幅な簡素化、整備料⾦・整備内容の適正化等を
内容とする「今後の⾃動⾞の検査及び点検整備のあり⽅について」の答申が出されたことから、今後はこれを踏
まえ、必要な対策を計画的に推進することとしている。
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⾃動⾞の検査⾵景

●帝都⾼速度交通営通団11号線（⽔天宮前〜押上間）に免許付与（５.６.23）

 運輸省は帝都⾼速度交通営団に対し、11号線（半蔵⾨線）の延伸部分（⽔天宮前〜押上間）について、平成５
年６⽉23⽇に事業免許を付与した。
 ⾸都圏の東部は、近年、⼈⼝の増加が著しいにもかかわらず、鉄道の整備が遅れていることもあって、鉄道の混
雑率が250％を超える線区があるなど、全国でも特に混雑の激しい地域となっている。
 11号線が、押上まで延伸され東武伊勢崎線と相互直通化されることにより、これへの旅客流動のシフトが予想
され、この地域における主要な乗換駅である北千住駅並びにＪＲ常磐線及び営団千代⽥線の混雑が緩和されるこ
とが期待される。

 平成５年度 18



北千住駅の混雑状況

●⽇本⼈海外旅⾏安全対策啓蒙パンフレットの作成・配布（５.７〜）

 近年、海外において⽇本⼈旅⾏者や国際交流等を⽬的とした短期留学が増加する⼀⽅で、凶悪な事件等に巻き
込まれる被害者も急増していることに鑑み、⽇本⼈海外旅⾏者及び短期留学⽣向けに、危険を知らせる英語表現
を盛り込んだ安全対策啓蒙パンフレット「知っておきたい安全な旅のための⽤語集」を作成し、全国の旅⾏業者
等を通じて海外旅⾏者に対し無料配布した。
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安全対策啓蒙パンフレット

●広域電波航法システム（ロランＣ）の引継ぎ運⽤開始及び⼤阪湾海上交通センターの運⽤開始（５.
７.１）

 ⽶国は、ハワイ及び国外で運⽤しているロランＣの廃⽌を公表したが、ロランＣは、電波により船舶の位置を
測定するシステムとして、有効範囲も広く、精度も⾼いことから、多数の船舶に利⽤されており、海上保安庁で
は、我が国の利⽤者の強い要望等を踏まえ、引継ぎ運⽤することとなり、所要の整備を⾏ってきたところ、５年
７⽉１⽇から北⻄太平洋ロランＣチェーンの段階的な引継ぎ運⽤を開始した。
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 また、操業漁船が多く、潮流が強いうえ、１⽇当たり約1,400隻の船舶が往来する国内で最も船舶交通量の多い
狭⽔道である明⽯海峡において、同海峡を航⾏する船舶の安全を確保するため、航路情報等の情報提供と海上交
通安全法に基づく航⾏管制を⼀元的かつ効率的に⾏う⼤阪湾海上交通センターを設置し、５年７⽉１⽇から業務
を開始した。

⼗勝太ロランＣ局
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⼤阪湾海上交通センター

●北海道南⻄沖地震（５.７.12）、８⽉豪⾬（５.７.31〜８.７）

 平成５年７⽉12⽇22時17分頃、マグニチュード7.8の地震が発⽣し、気象庁では、迅速に津波警報を発表するな
ど、警戒を呼びかけた。しかし、奥尻島などでは地震直後に⼤きな津波が来襲し、死者・⾏⽅不明者231⼈をはじ
めとする甚⼤な被害が⽣じた。このため、海上保安庁では捜索・救助活動、救援物資、⼈員の緊急輸送等を実施
し、また、気象庁及び海上保安庁においては、地震観測体制の強化を図った。⼀⽅、港湾、空港、鉄道等にも被
害が発⽣し、その迅速な復旧に努めた。
 ５年７⽉31⽇から８⽉７⽇にかけて九州・中国地⽅を中⼼に⼤⾬が降り、⼤きな被害が発⽣した。これに対
し、気象庁では適時、警報等を発表し、厳重な警戒を呼びかけ、また、海上保安庁では、海岸で孤⽴した被災者
の救出等の救援活動を実施した。⼀⽅、⼟砂崩れ等により⽇豊本線等が⻑期にわたり不通となる等、鉄道にも甚
⼤な被害が発⽣した。
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奥尻島⻘苗地区の被害状況
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ＪＲ九州⻯ヶ⽔駅の被害状況

●「海の記念⽇」をめぐる諸⾏事を実施（５.７.20〜５.９.１）

 四⾯を海に囲まれた我が国は、海上交通や漁業等を通じ産業、⽂化等の様々な⽣活の分野で海と深く関わり、
その恵みを受けてきている。
 このような海の重要性について、広く理解と認識を深めてもらうことを⽬的とする「海の記念⽇」（７⽉20
⽇）は平成５年で第53回を迎え、「海の旬間」（７⽉20⽇〜７⽉31⽇）においては、全国各地で講演会、体験乗
船、海洋関係施設の⼀般公開など海に関する様々な⾏事が盛⼤に⾏われた。
 また、海への理解を⼀層深めるために開催されている「海の祭典」についても、第８回である今年は、北海道
⼩樽市において開催され、記念式典、「海」をテーマとしたシンポジウムの開催、親⼦体験クルーズ、練習帆船
「⽇本丸」の船内⾒学会、海と港に親しむコーナーを設けた「まりんフェスティバル」など多彩な⾏事が繰り広
げられ、多数の⼈々が参加した。
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帆船「海星」でのセールトレーニング
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客船「⾶⿃」の⼀般公開（⼩樽港）

●快適通勤推進協議会の開催（５.９.９）〜快適通勤の実現に向けて（時差通勤の促進）〜

 ⼤都市圏の通勤混雑は、鉄道輸送⼒増強の努⼒にもかかわらず、通勤者数の⼤幅な増加のため依然として厳しい
状況にある。また、通勤の⻑時間化・⻑距離化が、通勤者の不満をさらに増幅させている。
 通勤混雑対策として、鉄道整備とあわせて時差通勤を強⼒に促進する必要があるため、労働省と連携し、学識
経験者、労使代表、関係省庁、地⽅公共団体、交通事業者等をメンバーとした快適通勤推進協議会を設け、時差
通勤の具体的実施に向けて政府全体で取り組むこととし、その第１回会合が平成５年９⽉９⽇に開催された。
 第１回快適通勤推進協議会において、ターミナルごとに混雑事情が異なることから地域ごとの具体的対応が必
要である等の意⾒が出されており、今後はこのような意⾒を踏まえ、地域部会を設けてきめ細かな働きかけを⾏
うこととしている。
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快適通勤推進協議会において挨拶する運輸⼤⾂

●ＪＲ東⽇本株式の上場（５.10.26）

 平成５年10⽉26⽇、ＪＲ株式の中で初めて、ＪＲ東⽇本株式が東京証券取引所等に上場された。
 ＪＲ株式の売却・上場は、ＪＲ各社の完全⺠営化という国鉄改⾰の趣旨を達成するためにも、また、⽇本国有
鉄道清算事業団の巨額の⻑期債務の早期償還を図るためにも必要なものであり、当初は平成３年度から実施する
⽅針であったが、証券市場の状況やその活性化の観点から２年間実施が⾒送られていた。
 今回のＪＲ東⽇本株式の売却・上場に対する国⺠の関⼼は⾼く、株式購⼊希望者は⼊札・売出分共に多数に上
り、上場を前に120万⼈を超える⺠間株主が誕⽣することとなった。
 昭和62年４⽉１⽇にＪＲ各社が発⾜してから７年⽬にして、その中から株式を上場する会社が登場したこと
で、国鉄改⾰は総仕上げに向けて新たな段階に⼊った。
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ＪＲ東京駅
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株券
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第１部 利⽤交通⼿段の変化とこれからの運輸サービス
−公共輸送機関と⾃家⽤⾃動⾞の調和ある利⽤をめざして−
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はじめに

 昭和40年代以降、モータリゼーションは、急速に進展した。⾃動⾞の持つ随意性、機動性は利⽤者ニーズに適
合しており、また、個室性等独⾃の魅⼒を有していることから⾃動⾞は国⺠⽣活や経済活動において極めて⼤き
な役割を果たすようになった。
 しかしながら、⾃動⾞交通量の増⼤に伴い、道路交通混雑の激化、道路交通事故の増加、環境問題等のさまざ
まな弊害が顕在化しており、都市部を中⼼に「豊かさ」や「ゆとりある⽣活」を実感できない⼀つの要因となって
いる。
 ⼀⽅、公共輸送機関は、⾃家⽤⾃動⾞に⽐べ、効率的な空間利⽤が可能で環境への負荷の少ない省エネルギー
型の交通⼿段であり、特に、⼤都市や地⽅中枢都市においては鉄道の利⽤が増⼤している。
 １世帯に1.5台の割合で⾃動⾞が普及するなど、⾞社会が成熟化しつつある今⽇、真に豊かでゆとりある⽣活を
実現するためには、⾃動⾞をめぐる諸問題を克服することが⼤きな課題となっている。このため、道路の整備・
改良や違法駐⾞の排除等によって、⾃動⾞交通の円滑化を図ることが必要であるが、⾃動⾞交通量の増⼤が続く
限り、これらの施策のみによっては、問題の根本的な解決を図ることは困難である。そこで、これらの施策とあ
わせて公共輸送機関の利⽤を促進することにより、公共輸送機関と⾃家⽤⾃動⾞の調和ある利⽤を図ることも必
要となっている。
 また、21世紀に向けて、東京への諸機能の⼀極集中やその他の⼤・中規模都市への⼈⼝・諸機能の集積に伴
い、これらの都市における通勤・通学混雑問題の解消や多極分散型国⼟の形成、さらには⾼齢化社会を迎えての
⾼齢者・障害者等への取組みが⼤きな課題となっている。公共輸送機関は、⾃家⽤⾃動⾞のような私的交通機関
とは異なった役割を果たすべきものとして、これらの課題への貢献が強く求められている。
 第１部では、こうした状況を踏まえ、まず第１章において、⾃動⾞利⽤の進展を中⼼に利⽤交通⼿段の変化を
分析し、次に第２章において、こうした利⽤交通⼿段の変化によって⽣じた諸問題を明らかにし、第３章におい
て、これらの問題の解決を図るとともに、21世紀に向けて⾼度化・多様化する利⽤者ニーズに応えつつ、様々な
社会的ニーズにも対応するため、これからの運輸サービスのあり⽅がどうあるべきかを考えていくこととしたい。
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第１章 利⽤交通⼿段の変化

１ 交通⼿段の利⽤状況の変化とその背景

 我が国の経済は、⾼度成⻑期以降、⼆度の⽯油危機による低迷はあったものの、拡⼤を続けており、これに伴
い、産業・国⺠⽣活における⼈員、物資の移動も⼤幅に増加している。そして、所得⽔準の上昇、交通基盤の整
備、産業・経済構造の変化、国⺠意識の多様化等により、交通⼿段の利⽤状況にもさまざまな変化がみられる。
このような交通⼿段の利⽤状況の変化を振り返ってみることとしたい。
 なお、最近の輸送活動は、経済動向を反映して、旅客、貨物とも低迷しているが、景気回復に向けて政府の総
合的な経済対策が講じられているところであり、⼆度の⽯油危機や円⾼不況時にも輸送量は伸び悩みないし減少
したが、その後再び増勢に向かっており、今後も基調としては、輸送量の増加が続くものと考えられる。

(1) 旅客輸送の利⽤状況の変化

(ｱ) ⾃動⾞利⽤の増⼤が著しい国内旅客輸送

 国内旅客輸送量の推移を⼈キロベースでみると、⾼度経済成⻑時代に⾼い伸びを⽰し、第１次⽯油危機以降、
伸び率が鈍化したものの、バブル経済期には再び⾼い伸びをみせた〔１−１−１図〕。

１−１−１図 国内旅客輸送量の推移
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 この間における交通⼿段の利⽤状況の変化をみると、昭和40年代から本格化したモータリゼーションの進展を
背景として⾃家⽤乗⽤⾞の分担率が著しく伸⻑している。50年代前半には鉄道の分担率を追い抜き、交通機関の
中では最⼤の割合を占めるようになり、その後も分担率が増加している。
 鉄道は、分担率については漸減しているが、輸送量をみると、50年代前半に減少がみられたものの、その後は
増加傾向が続いている。また、航空は、分担率としては⼤きくないが、着実に伸⻑している。

(ｲ) 鉄道への依存度が⼤きい⼤都市圏内旅客輸送

 ⼤都市圏内の旅客輸送の利⽤状況の変化をみると、東京圏、⼤阪圏について、鉄軌道が５割を超える⾼い分担
率で推移しており、⼀貫して中核的交通機関としての役割を果たしている〔１−１−２図〕。

１−１−２図 ⼤都市圏における地域内旅客輸送量の推移
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 ⼀⽅、⾃家⽤乗⽤⾞の進出も著しく、輸送⼈員が⼤きな伸びを⽰している。乗合バスについては、道路交通混
雑のため、定時運⾏の確保が図れなくなったことなどにより、輸送⼈員の減少が続いていたが、平成３年度に
は、東京都の乗合バスの輸送⼈員が増加に転じるなどバス復権の兆しも⼀部にはみられるようになっている〔１
−１−３図〕。

１−１−３図 東京都における営業⽤バス旅客輸送量の推移

(ｳ) ⾃家⽤乗⽤⾞の分担率の⾼い地⽅部の地域内旅客輸送

 地⽅部地域内における旅客輸送の交通⼿段の利⽤状況の変化をみると、⾃家⽤乗⽤⾞の分担率が⾮常に⼤きく
なっており、年々増加が続いている。これに対し、鉄道、乗合バスの分担率は低下が続いており、特に、乗合バ
スの分担率については、低下の度合が著しい〔１−１−４図〕。

１−１−４図 三⼤都市圏以外の地域の地域内旅客輸送分担率の推移
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 次に、交通⼿段の利⽤状況を地⽅都市の⼈⼝規模別にみると、⼈⼝規模の⼤きい中枢都市では、地下鉄等の公
共輸送機関の整備⽔準が⾼いことから、公共輸送機関の分担率が相対的に⾼くなっている〔１−１−５図〕。

１−１−５図 通勤・通学における鉄道利⽤率の推移
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(ｴ) ⾼速輸送サービスの伸⻑がみられる地域間旅客輸送

 地域間における国内旅客輸送は、最近の国⺠所得の向上等に伴う地域間交流の活発化や地域間の交通基盤整備
の進捗を背景として年々増加を続けている。三⼤都市圏相互間の輸送では、鉄道の分担率が⾼い割合を占めてい
るが、これは、新幹線等が整備されていることによるものと考えられる。三⼤都市圏とその他の地域間及びその
他の地域相互間の輸送では、⾃動⾞の分担率が⾼くなっている〔１−１−６図〕。

１−１−６図 地域間旅客流動分担率の推移

 平成５年度 37



 利⽤状況の変化を距離帯別にみると、500〜750kmの距離帯で鉄道のシェアが70％強を占めており、10年前に⽐
べてもわずかではあるがシェアが拡⼤している。
300〜500km距離帯では鉄道と⾃動⾞のシェアがほぼ拮抗しているが、300km未満の距離帯では⾃動⾞が７割以上
のシェアを占めている。750km〜1,000kmの距離帯では航空が鉄道をやや上回っているが、1,000km以上の⻑距離
では航空が８割強を占めている〔１−１−７図(a)〕〔同図(b)〕。
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１−１−７図 距離帯別旅客輸送分担率 (a)距離帯別旅客輸送分担率の推移

１−１−７図 距離帯別旅客輸送分担率 (b)500〜750kmの距離帯における旅客輸送分担率
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(2) 貨物輸送の利⽤状況の変化

(ｱ) トラックと内航海運が⼤きなウエイトを占める国内貨物輸送

 国内貨物輸送量の推移をトンキロベースでみると、⾼度経済成⻑時代に⾼い伸びを⽰し、その後⼆度の⽯油危
機の際にはそれぞれ減少したが、バブル経済期には再び⾼い伸びを⽰した。しかし、バブルの崩壊で平成４年度は
若⼲の減少となった〔１−１−８図〕。

１−１−８図 国内貨物輸送量の推移
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 この間における交通⼿段の利⽤状況の変化をみると、トラックの分担率が伸⻑している。昭和61年度には内航
海運の分担率を追い抜き、輸送機関の中では最⼤の割合を占めるようになった。⾃家⽤、営業⽤の別では、最
近、営業⽤の伸⻑が著しく、宅配便をはじめとして組織的な輸送網や効率性の⾼い輸送が求められていることに
対応しているものと考えられる。
 内航海運の分担率は、50年代前半から漸減しているものの、平成４年度には約45％とかなり⾼い割合を占めて
いる〔１−１−９図〕。

１−１−９図 内航海運と⾃動⾞の品⽬別輸送分担率
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 鉄道の分担率は、昭和30年代から⼀貫して低下を続けてきた。60年代に⼊ってからは、国鉄の⺠営化により、
ＪＲ貨物鉄道が発⾜し、コンテナ化、ピギーバック輸送等の荷主ニーズに対応した輸送サービスを充実させるこ
とにより、分担率の低下に⻭⽌めがかかっている〔１−１−10図〕。

１−１−10図 鉄道コンテナ輸送量の推移
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(ｲ) ⾃動⾞のシェアの伸⻑が著しい地域間貨物輸送

 地域間貨物輸送を距離帯別にみると、300〜500kmの距離帯では⾃動⾞と海運がほぼ同じシェアを占めているが
300km未満の距離帯では⾃動⾞が、750km以上の距離帯では海運が⼤半を占めている〔１−１−11図〕。

１−１−11図 距離帯別貨物輸送分担率の推移
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(ｳ) ⾃家⽤トラックが⼤きな⽐重を占める地域内貨物輸送

 地域内の貨物輸送は、個々の企業あるいは家庭を対象に集配を⾏うケースが多く、主としてトラックに頼るこ
ととなるが、特に、利便性の⾯で優れた⾃家⽤トラックへの依存度が⾼くなっている〔１−１−12図〕。

１−１−12図 貨物⾃動⾞距離帯別輸送トン数分担率
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２ ⾃動⾞利⽤の増⼤とその背景

(1) ⾃家⽤⾃動⾞の魅⼒

 ⾃家⽤⾃動⾞は、利⽤したいときにいつでも利⽤できるといった随時性、ドア・ツー・ドアで移動することが
できるといった機動性、個室内でゆったりと座ったままで移動できるといった快適性など公共輸送機関にはない
利点を有しており、これが⾃家⽤⾃動⾞の⼤きな魅⼒になっているものと考えられる。(財)運輸経済研究センター
が平成５年７⽉に実施したアンケート調査においても、⾃家⽤乗⽤⾞の魅⼒について「いつでも⾏きたいときに
⾏ける」、「荷物を持たせずにすむ」、「どこでも⾏きたいところへ⾏ける」と回答した⼈が多くなっている〔１
−１−13図〕。

１−１−13図 ⾃家⽤乗⽤⾞の魅⼒（複数回答）
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 前出のアンケートによれば、東京、仙台、⾼松ともに買い物、娯楽、旅⾏・レジャーでの⾃家⽤乗⽤⾞の利⽤
が最も多くなっている〔１−１−14図〕。

１−１−14図 買い物等に⾃家⽤乗⽤⾞を使⽤する理由（複数回答）
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 通勤・通学での⾃家⽤乗⽤⾞の利⽤は、東京では10％に満たないが、⾼松では40％を越えている〔１−１−15
図(a)〕〔同図(b),(c)〕。また、東京、仙台では⾃家⽤乗⽤⾞のみを利⽤する⼈は極めて少なく、鉄道、バスと⾃
家⽤乗⽤⾞を乗り継ぐパーク・アンド・ライドやキス・アンド・ライドがほとんどであるのに対し、⾼松では、
⾃家⽤乗⽤⾞のみを利⽤する⼈が多くなっている。

１−１−15図 通勤・通学時の⾃家⽤乗⽤⾞の利⽤(a)
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１−１−15図 通勤・通学時の⾃家⽤乗⽤⾞の利⽤(b),(c)
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(2) ⾃動⾞保有台数の増加

(ｱ) ⾃家⽤乗⽤⾞の著しい増加

 我が国の⾃動⾞保有台数の推移をみると、昭和40年度から平成４年度までの30年間に約８倍という急激な伸び
を⽰している。その結果、４年度末の保有台数は6,400万台を超えている〔１−１−16図〕。特に、⾃家⽤乗⽤⾞
については、この30年間に約17倍の伸びを⽰しており、⾯積当たりの乗⽤⾞保有台数についてみれば、国際的に
極めて⾼い⽔準にある〔１−１−17図〕。

１−１−16図 我が国の⾃動⾞保有台数の推移

１−１−17図 ⾯積当たり、道路延⻑当たり、⼈⼝当たり⾃動⾞保有台数の国際⽐較
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 なお、軽四輪⾃動⾞も着実に増加しており、４年度末には、⾃動⾞４台に１台が軽四輪⾃動⾞となっている。

(ｲ) 地⽅部における著しい⾃家⽤乗⽤⾞普及率の増加

 地域別にみると、⾃家⽤乗⽤⾞は、都市部よりも地⽅部において普及が進んでいる。４年度における１世帯当
たりの乗⽤⾞保有台数については、三⼤都市圏以外の地域は三⼤都市圏の約1.2倍となっている〔１−１−18
図〕。

１−１−18図 都道府県別⾃家⽤乗⽤⾞の世帯普及率
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(3) ⾃動⾞保有台数増加の背景

 このように⾃動⾞、特に⾃家⽤乗⽤⾞の保有台数が増加した背景としては以下のようなことが考えられる。

(ｱ) 運転免許保有者数の増加

 運転免許保有者数は、昭和45年末には約2,645万⼈で、平成４年末では約6,417万⼈と約2.4倍になり、この結
果、15歳から64歳までの⽣産年齢⼈⼝をみると、約７割の⼈が免許を保有するようになっている〔１−１−19
図〕。

１−１−19図 運転免許保有者数の推移
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(ｲ) ⾃動⾞の相対価格の低下

 国⺠の所得⽔準の上昇に伴い、⾃動⾞価格が相対的に低下している。⾃動⾞の価格収⼊⽐を20年前と⽐較する
と、ほぼ半分にまで低下しており、⼀般国⺠にとって⾃動⾞を購⼊することが容易になっている。また、住宅の取
得が困難な東京圏のような⼤都市圏では、容易に個⼈の空間を持てることが⾃家⽤乗⽤⾞の保有を助⻑している
⼀つの要因と考えられる〔１−１−20図〕。

１−１−20図 ⾃動⾞価格収⼊（⽉収）⽐の推移
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(ｳ) ⾃動⾞本体の性能、快適性等の向上

 ⾃動⾞については、燃費の改善、パワーアップ等により、性能が著しく向上しており、運転が容易になってい
る。また、諸機能の整備により快適性も⾼まっており、こうしたことが利⽤者の購⼊意欲を⾼めている。このよ
うな⾼性能の⾃動⾞の⽣産は、世界で最⾼⽔準にまで発達した我が国の⾃動⾞産業が⽀えていることはいうまで
もない。

(ｴ) 道路整備等の進捗

 道路整備の進捗により、⾃動⾞の利⽤環境が整備されたことも、⾃動⾞保有台数の増加の要因と考えられる。
 道路の整備状況をみると、⾼速⾃動⾞国道は、昭和40年代以降、全国的にその整備が進められ、平成４年度末
には5,404kmが供⽤されている。こうした道路の整備、特に、⾼速⾃動⾞国道等の整備により、⾃動⾞による移動
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時間が⼤幅に短縮されたことが、中・⻑距離帯の移動に⾃動⾞が進出するようになった⼤きな要因であると考え
られる。さらに、⻑距離フェリーが、昭和40年代以降、急速に発達したことも中・⻑距離帯の移動に⾃動⾞が進
出するようになったことに寄与していると考えられる。

(ｵ) 物流ニーズの変化

 産業構造の変化、利⽤者ニーズの⾼度化・多様化が進む中で、物流ニーズにも変化が⽣じているが、これに伴
い、トラックの利⽤が⼀層⾼まっている。
 我が国の産業は、近年、第３次産業の⽐重が⾼まっており、経済のサービス化・ソフト化が進んでいる。製造
業の分野でも、軽薄短⼩型の加⼯組⽴型産業の伸⻑等に伴い、輸送が⼩⼝化、多頻度化する傾向が⾒られるよう
になっている〔１−１−21図〕。

１−１−21図 貨物⾃動⾞の集荷件数と流動ロットの推移

 また、利⽤者ニーズの⾼度化、多様化を反映して、宅配便、ジャスト・イン・タイムサービス、多頻度少量輸
送等の物流サービスが発展してきている。特に宅配便は、昭和58年度以降急速に成⻑しており、取扱個数が著し
く増加しているほか、近年では、保冷便、産地直送便、書籍便、ゴルフ便、スキー便や配送時間指定宅配便とい
った様々な宅配サービスが展開されている。
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(4) 成熟化がみられる⾞社会と国⺠意識の変化

 ⾃動⾞の保有台数は、40年度には、国⺠12⼈に１⼈が１台を保有する状況であったが、平成４年度には国⺠２
⼈に１⼈が１台を保有する計算になる。また、世帯数でみると、昭和40年度の３世帯に１台の割合が平成３年度
には１世帯に1.5台になっている。また、現在では、免許保有者１⼈が概ね１台の⾃動⾞を保有する計算になる。
このため、⾞の保有台数や免許保有者数には伸び率の鈍化傾向がみられる。
 このような⾃動⾞の保有状況は、我が国においても⾞社会がかなり成熟化してきていることを⽰しているもの
と考えられる。そして、⾞の保有が⽣活の⼤きな⽬標であった時代は過去のものとなり、ほとんどの国⺠が⾞社
会のもたらす利便性と弊害について経験し、その経験を踏まえて、⾃動⾞を使⽤する国⺠の意識にも変化がみら
れる〔１−１−22図〕。

１−１−22図 ⾃動⾞使⽤に対する国⺠意識の変化
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第２章 利⽤交通⼿段の変化に伴う諸問題

 利⽤交通⼿段の変化をみると、旅客輸送、貨物輸送ともに⾃動⾞の利⽤が著しく増⼤している。しかしなが
ら、その⼀⽅で、⼤都市においては、鉄道への依存が⾼まっており、地域間輸送については、⾼速性志向の⾼ま
りから、中距離帯では、新幹線、⻑距離帯では航空の利⽤が増加している。また、⾼齢化の進展する中で、⾼齢
者等が公共輸送機関を利⽤する機会が増えている。ここでは、こうした利⽤交通⼿段の変化に伴い、具体的にどの
ような問題が顕在化しているかについて分析する

１ ⾃動⾞利⽤の増⼤に伴う諸問題

１ ⾃動⾞利⽤の増⼤に伴う諸問題

(1) 道路交通混雑の激化

 ⼤都市やその周辺部においては、⼀般道路のほか、都市⾼速道路で混雑は激しさを増しつつある〔１−２−１
図〕〔１−２−２図〕。

１−２−１図 交通量の増⼤と混雑度の推移（⾸都⾼速道路）
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１−２−２図 ⼤都市の乗合バスの表定速度の推移

 また、地⽅中枢都市等においても、地⽅圏における⼈⼝・業務機能の集中が進んでおり、⼤都市ほどではない
が、朝⼣のピーク時には、都⼼への流出⼊部において、かなり激しい道路交通混雑が⽣じている。さらに、⾼速
⾃動⾞国道等においても、通⾏⾞両の増⼤に伴い、東名⾼速道路、名神⾼速道路のような幹線を中⼼に混雑度が
⾼まっている。

(2) 道路交通事故の増加

 道路交通事故は、昭和45年には死亡者数が１万7,000⼈に迫り、「交通戦争」とまでいわれるに⾄った。その後
減少傾向がみられたが、55年以降再び増加する傾向にある。特に、近年は、63年から５年間連続して、死亡者数
が１万⼈を越えるなど「第２次交通戦争」ともいうべき厳しい状態が続いている〔１−２−３図〕。

１−２−３図 道路交通事故による死亡者数の推移
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(3) 地球環境問題

 地球温暖化は、⼆酸化炭素（ＣＯ2）等の温室効果気体の濃度が上昇することによって引き起こされる。我が国
は、全世界のＣＯ2の排出量の約５％を排出しているが、平成２（1990）年10⽉には、⻄暦2000年以降、概ね
1990年レベルで⼀⼈当たりＣＯ2排出量について安定化を図るとともに、総排出量についても安定化に努めること
等を⽬標として、「地球温暖化防⽌⾏動計画」を策定し、政府全体としてＣＯ2排出等を抑制するための各種施策
を講じている。
 運輸部⾨は、エネルギーの98％を⽯油に依存しており、そのＣＯ2排出量は、我が国の排出量全体の２割を占め
ている。
 特に、⾃動⾞は、単位輸送量当たりのＣＯ2排出量が他の交通機関と⽐較して極めて⼤きく、交通量の増⼤と相
まって、その排出総量は⼤きな伸びを⽰しており、現在では、運輸部⾨全体の約９割を占めるようになっている。
 窒素酸化物（ＮＯｘ）は、従来から、⼤気汚染防⽌法に基づく規制措置が講じられてきたが、近年では、酸性
⾬の原因物質としても注⽬されている。
 ⾃動⾞は、ＮＯｘの⼤きな排出源の⼀つとなっていることから個々の⾃動⾞からの窒素酸化物の排出量に対す
る規制も段階的に強化されている。しかしながら、⼤都市においては、⾃動⾞交通量が⾶躍的に増⼤しており、
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特に、貨物輸送については、ＮＯｘの排出量が多いディーゼル⾞が燃費の点で経済的に優れていること、⾼い出
⼒が出せること等から増加している。また、道路交通混雑に伴う速度の低下もＮＯｘ排出量の増加につながってい
る。

(4) エネルギー問題

 21世紀に向けて世界的にエネルギー需要が増⼤する中で、⽯油等の化⽯燃料については、需給の逼迫化が懸念
されているほか、地球温暖化問題への対応も⼤きな課題となっている。
 運輸部⾨は、エネルギーの⼀⼤消費部⾨であるが、特に、⾃動⾞はエネルギーの消費効率が悪く、交通量の増
加と相まって、そのエネルギー消費量は、⾼い伸びを⽰している。このため、⼤量輸送機関の利⽤を促進し、省エ
ネルギー型の交通体系を構築するとともに、各交通機関の省エネルギー対策を進めていくことが必要である〔１
−２−４図〕〔１−２−５図〕。

１−２−４図 国際旅客需要予測（⼈キロ・ベース）

１−２−５図 国内主要輸送機関の輸送量とエネルギー消費量の構成（平成３年度）
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(5) 労働⼒不⾜問題

 トラック事業は、その性格上労働集約的な産業であり、労働時間が⻑く、不規則であるなど、仕事の内容が厳
しいことから、職業選択にあたって忌避される傾向にあり、若年層を中⼼とする労働⼒不⾜が⼤きな問題となって
いる〔１−２−６図〕。

１−２−６図 常⽤労働者１⼈平均⽉間所定外労働時間
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 また、我が国は⾼齢化社会を迎えつつあり、⽣産年齢⼈⼝は平成７年をピークに減少すると⾒込まれており、
トラック事業における労働⼒不⾜は、今後、構造的問題としてより⼀層深刻化していくものと予測されている。

(6) 過疎地域をはじめとする地⽅部の⽣活の⾜の確保

 過疎地域をはじめとする地⽅部においては⼈⼝の減少や⾃家⽤⾃動⾞の普及に伴い、バスや鉄道の輸送⼈員が
減少しており、地域によってはこれらの公共輸送機関の維持が困難になっているところもある。こうした中で、⾼
齢者や年少者等のように公共輸送機関に⽇常⽣活における移動を頼らざるを得ない住⺠の⾜をどのように確保して
いくかが、これらの地域での⼤きな問題となっている。

２ 公共輸送機関の利⽤をめぐる諸問題

(1) ⼤都市における通勤・通学の混雑

 ⼤都市への⼈⼝・業務機能の集中が進む中で、都⼼部への通勤・通学⼈⼝も増加が続いている。このため、⼤
都市においては、周辺部と都⼼部の間に通勤・通学を⽬的とした⼤量の旅客流動が発⽣しているが、これらの旅
客輸送は、主として鉄道によって担われており、その結果、通勤・通学時には、激しい混雑が⽣じている〔１−２
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−７図〕。また、近年、住宅地の都⼼部からの遠隔地化がより⼀段と進んでおり、通勤・通学に要する時間が増
加しているが、激しい混雑と相まって、通勤・通学者の疲労や労働能率の低下等を招いている。

１−２−７図 地下鉄の混雑率の国際⽐較

 こうしたことが⼤都市を中⼼に国⺠が経済⼒に⾒合った豊かさを実感できない要因の１つになっているものと
考えられる。
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(2) ⼤都市圏の幹線交通施設の混雑

 東京圏への⼀極集中が進む中で、東海道新幹線の輸送需要は、着実に増加を続けており、朝⼣のピーク時間帯
には慢性的な混雑が⽣じている〔１−２−８図〕。このため、列⾞運⾏本数の増加等により逐次輸送⼒の増加を
図ってきたが、輸送需要がこれを上回って伸びていることから、混雑状況の改善が進まない状況が続いている。

１−２−８図 東海道新幹線の輸送状況の推移

 また、国内の航空ネットワークは、従来から東京圏、⼤阪圏の２⼤都市圏を中⼼に構築されてきた。航空需要
についも、その⼤多数が東京国際空港、⼤阪国際空港に集中しており、現在では、東京⼜は⼤阪の少なくとも⼀
⽅を利⽤する旅客は全体のほぼ８割を占めている。
 しかしながら、空港施設の制約から、東京国際空港、⼤阪国際空港の処理能⼒は、離着陸回数との関係でほぼ
限界に達しており、現状のままでは地⽅からの増便の要望に⼗分応じられない状況にある。

(3) ⾼齢者・障害者等の移動の確保

 我が国は、⾼齢化社会を迎えつつあり、⻄暦2020年には、４⼈に１⼈が65歳以上の⾼齢者になると予想されて
いる。また、⾝体障害者も年々増加している。
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 他⽅、⾼齢者や⾝体障害者の余暇活動、社会活動等への参加が増加しており〔１−２−９図〕、これらの⼈々
が安全に、かつ、⾝体的負担の少ない⽅法で移動できるようにすることが重要な課題である。このため、公共輸
送機関の整備にあたっては、⾼齢者・障害者等の利⽤に配慮することが必要である。

１−２−９図 ⾼齢者のレジャ⼀活動時間の推移
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第３章 これからの運輸サービス

１ 運輸サービスの基本的⽅向

(1) 公共輸送機関と⾃家⽤⾃動⾞との調和ある利⽤

 ⾃動⾞は、機動性、随時性、個室性等の点で他の輸送機関にはない利点と特性を有しており、利⽤者の選好を
踏まえて、旅客輸送、貨物輸送のどちらにおいても⼤きな⽐重を占めるようになっている。特に、⾃家⽤乗⽤⾞
は、国⺠⽣活において、極めて⼤きな役割を果たしている。
 他⽅、⾃動⾞交通量の増⼤に伴い、道路交通混雑、交通事故の増加、環境・エネルギー問題に対する影響が顕
在化しているほか、トラック運送事業においては、最近の不況下においても慢性的な労働⼒不⾜が続いている。
このように空間、環境、エネルギー、労働⼒といった制約要因を考えると、今後は、旅客輸送においては、公共
輸送機関と⾃家⽤乗⽤⾞との調和ある利⽤が、また、貨物輸送においては、トラック輸送に対する過度の依存の
⾒直しが⼤きな課題となる〔１−３−１図〕。

１−３−１図 環境・エネルギー問題に対する図や地⽅公共団体への期待
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 こうした中で、近年、東京のような⼤都市のほか、仙台、⾼松のような地⽅中枢・中核都市においても、鉄道
等の利⽤が⾼まっている〔１−３−２図〕。

１−３−２図 鉄道等の利⽤状況の10年前との⽐較

 このような動きは、⾞社会が⼀段と進んでいる⽶国においてもみられ、現にロサンゼルスでは各所で10⾞線以
上の道路が整備されているが、朝⼣のピーク時の交通混雑の改善が⼀向に図られないため、鉄道の開設に踏み切
っている。また、ヨーロッパにおいても、鉄道等を優先的に活⽤する施策を強⼒に進めることにより、⾞社会と
の調和ある発展に努めている都市が多くみられる。〔１−３−３図〕〔１−３−４表〕。

１−３−３図 各国の地下鉄整備の現状
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１−３−４表 諸外国の都市鉄道整備
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 通勤や旅⾏において⾃動⾞を利⽤する⼈は、⼀定地点までは⾃家⽤乗⽤⾞を使⽤するが、後は鉄道、バス等を
利⽤する、あるいは、逆に⽬的地までは鉄道、バス等で移動し、⽬的地での移動にはレンタカー等を活⽤すると
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いったように⾃動⾞の利⽤上⼿になることも求められている。神⼾市、福岡市、札幌市等では、鉄道駅等の周辺
に駐⾞場を整備し、⾃家⽤乗⽤⾞とバスや地下鉄を乗継ぐパーク・アンド・ライドシステムを導⼊している。

(2) 利⽤者ニーズへの対応

 どのような交通⼿段を利⽤するかは、基本的に利⽤者の⾃由な選択に委ねられるべきものであり、その⼈が住
む地域の状況あるいは、職業等によっても、利⽤交通⼿段は⼤いに異なってくる。そもそも輸送需要が極めて希薄
な地域においては、鉄道、バス等の公共輸送機関の維持そのものが困難であり、⾃家⽤⾃動⾞が⽇常⽣活を⽀え
る⾜としての役割を果たすことになる。
 ⾃家⽤⾃動⾞の利⽤増⼤が利⽤者のニーズに沿ったものである以上、そのニーズに対応することを考えずに、
強制的に、その抑制を図ることは適切ではない。したがって、旅客輸送については、利⽤者のニーズを踏まえ、
公共輸送機関の魅⼒を⾼めることによって⾃家⽤乗⽤⾞から公共輸送機関への誘導を図っていくことが必要であ
る。また、貨物輸送についても、利⽤者ニーズを踏まえることなく、トラックから鉄道や海運への転換を図るこ
とはできないのであり、利⽤者が鉄道・海運を利⽤しやすい環境を形成することが重要である。
 公共輸送機関を活⽤してもらうためには、まず⼀定レベルのサービスが提供されることが前提となり、そのサ
ービスを充実していくことが⼤きな課題となる。さらに、公共輸送機関の魅⼒を向上させる施策としては、国⺠
の所得⽔準の向上、時間価値の上昇、⾃由時間の増⼤等がみられることから、利便性、⾼速性、快適性に対する
利⽤者のニーズに適切に対応していく必要がある。

(3) 社会的ニ⼀ズへの対応

 公共輸送機関の運輸サービスの向上は、⾃家⽤⾃動⾞との調和ある発展を図る観点から重要であるが、このほ
かにも公共輸送機関はさまざまな社会的ニーズへの対応が要請されている。具体的な事例をあげると、⼤都市に
おいては、鉄道の通勤・通学混雑を緩和するための施策の推進が求められており、他⽅、過疎地域においては、
⾼齢者等の⽣活の⾜を確保することが求められている。また、⾼齢者・障害者等の増加に伴い、これらの⼈々が
利⽤しやすい交通⼿段の整備がこれまで以上に強く求められている。さらに、21世紀に向けての国家的課題であ
る多極分散型国⼟の形成を実現するため、⾼速の幹線ネットワークを全国的に展開し、地域間交流の促進を図る
ことも要請されている。これらの施策は、必ずしも旅客輸送需要の増⼤には直接結び付かないものや、また、需要
量に⽐べて事業者に対する負担が⼤きいものであることなどから、必要に応じて、国や地域社会において、多様
な視点による⽀援措置等を講じ、その実現を図っていくことが必要である〔１−３−５図〕。特に、地域におけ
る公共輸送機関は、都市機能の維持・向上、良好な住環境の形成、地域経済の活性化等に寄与するものである。
このため、公共輸送機関等の交通システムの維持・整備に当たっては、適切に地域の意向を反映させるとともに、
地域社会においても、創意⼯夫を⾏い、地域の実情に応じた対策を適時適切に講じることが必要である。

１−３−５図 公共輸送機関のあり⽅ (a)公共輸送機関に対する⽀援の是⾮ (b)公共輸送機関の整備に当たり、
国、地⽅公共団体が⽀援策を採るべきケース（複数回答）
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２ 魅⼒ある公共輸送機関の整備と運輸サービスの向上

 旅客、貨物の輸送量については、経済の拡⼤に伴い、今後とも増⼤していくものと思われる。また、旅客輸送
については、ゆとりがあり、快適な輸送サービスが、貨物輸送については、時間、品質、温度等の管理が⾏き届
いたきめ細かい輸送サービスが各々求められるようになるものと考えられる。
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 このため、輸送量の増加を適正に分担することができ、かつ、輸送サービスの質的⾼度化の要求に適切に対応
することができる魅⼒ある交通⼿段としての公共輸送機関の整備が課題となっている。

(1) 地下鉄等の都市鉄道の整備

(ｱ) 地下鉄等の整備の進捗

 ⼈⼝・業務の集積が⼤きい⼤都市中⼼部においては、交通需要が極めて⼤きいことから、基幹的な部分につい
ては、今後とも地下鉄を中⼼とする鉄道網によって対応する⼀⽅、郊外部の居住地と業務集積地との間の⼤量の
旅客流動についても鉄道による対応が不可⽋である。地下鉄については、現在までに全国９都市（東京都、札
幌、仙台、横浜、名古屋、京都、⼤阪、神⼾、福岡の各都市）において、総営業キロ543.1km（５年８⽉現在）の
路線が整備されており、さらに各地でその延伸⼯事や整備計画が進められている〔１−３−６図〕。

１−３−６図 地下鉄の営業キロと輸送⼈員の推移

 また、需要規模からみて地下鉄等の都市鉄道では過剰な施設となる区間においては、モノレールや新交通シス
テムの整備が進められている。
 このほか、地⽅中核都市等においては、既存の路⾯電⾞、ＪＲ各社の路線、地⽅鉄道等を有効に活⽤すること
も今後の課題である。
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(ｲ) 国や地域社会におけるインセンティブの強化

 ⼤都市における新線建設や輸送⼒の増強⼯事については、⽤地の取得難、⼟地価格の⾼騰等から、膨⼤な資⾦
を要し、その回収にも⻑期間を要すること等の問題があり、必要とされる供給量に対して、その整備は⼤幅に遅
れている。したがって、今後とも、鉄道事業者に対し、より質の⾼いサービスの提供に向けた経営努⼒を引き続
き求めていくことはいうまでもないが、鉄道の利便性を享受している利⽤者やその他の受益者に対して、⼀層の
協⼒と負担を求めていくことを検討する必要がある。
 また、鉄道事業者の投資意欲を醸成し、鉄道整備を着実に推進していくためには、利⽤者負担を原則としつつ
も、鉄道整備基⾦による地下⾼速鉄道建設費補助制度、⺠鉄線建設補助制度、ニュータウン鉄道建設費助成制度
等の各種の助成制度、特定都市鉄道整備積⽴⾦制度等を活⽤し、国や地域社会による投資促進のためのインセン
ティブを強化するなど、その協⼒と⽀援の体制の充実を検討していくことが必要となっている。
 また、地⽅中枢都市の地下鉄等の都市鉄道の整備・運営については、建設費が⾼騰している⼀⽅、⽐較的⻑期
間にわたって⼗分な需要を確保できないこと等から、累積⾚字が増加する傾向もみられる。しかし、これらの地
下鉄等は、⾃動⾞交通量の増⼤に伴う諸問題が深刻化することを回避しつつ、住⺠の円滑なモビリティを確保す
ることによって、地⽅都市の活性化や地域の振興に資するものであることから、その整備・運営について、国、
地域社会がそれぞれどのような協⼒と⽀援の仕組を採り得るのか早急に検討する必要がある。

(2) バス・タクシ⼀の活性化

 バスは、昭和43年度をピ⼀クとして輸送⼈員が減少しているが、平成４年度でも１⽇当たり約2,300万⼈を輸送
するなど⾝近な交通機関として重要な役割を果たしており、都市の郊外駅周辺や地⽅部の輸送においてはバスが
公共輸送機関として、⼤きな役割を担っている。
 都市部では、時間に正確な運⾏が困難になっていることから、⾛⾏環境の改善を図り、バスをより時間に正確
で、より魅⼒ある公共輸送機関としていくことが必要となっている。また、利⽤者が停留所で苛⽴たずにバス待ち
の時間を過ごせるようにするためのバスロケーションシステムの整備、さらに、バス専⽤・優先レーンの設置箇
所において、このシステムと低床・広ドア⾞両、シェルター付停留所等を組み合わせた都市新バスシステムの導⼊
が進められている。
 このほか、各地⽅運輸局、都道府県警察、道路管理者、地⽅公共団体、バス事業者等関係者が⼀体となって、
バス専⽤・優先レーン、バス優先信号の設置、違法駐⾞の排除等の⾛⾏環境改善施策に取組んでいる。
 既にみたとおり、都市交通では、⼤量公共輸送機関の果たす役割が⼤きいが、個別輸送機関としては、タクシ
ーは不特定多数の⼈がいつでも利⽤できるという意味で公共性があり、空間利⽤の⾯での効率性が⾃家⽤⾃動⾞
に⽐べてはるかに⾼い。また、交通需要が希薄で、バスや鉄道等の公共輸送機関によるサービスレベルが低い地
域における存在意義は極めて⼤きい。
 これまでも利⽤者ニーズが多様化する中で、９⼈乗りの都市・深夜型乗合タクシーや郊外の鉄道駅と団地を結
ぶ団地型乗合タクシー、⼤きな荷物があるときに便利なワゴンタクシー等新しいタイプのサービス提供が進めら
れてきた〔１−３−７表〕。また、５年５⽉の運輸政策審議会の「今後のタクシー事業のあり⽅について」の答
申を受けて、運賃料⾦の多様化及び需給調整の弾⼒化を進め、サービスの多様化を図ることとしている。

１−３−７表 バス・タクシーのサービスの向上
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(3) 地域間⾼速交通の整備

 地域間の⾼速交通ネットワークの整備は、⼈々の⽣活空間の拡⼤、活動の可能性を拡げるとともに、東京⼀極
集中の是正と、多極分散型国⼟の形成に貢献してきた。⾼速道路等の整備で⻑距離の輸送においても⾃動⾞の進
出が⽬覚ましいが、⻑距離輸送は本来、鉄道、航空等の公共輸送機関が⼤きな⼒を発揮できる分野であり、安
全、快適でかつより⾼速性の⾼いサービスの提供が求められている。
 特に、鉄道については、道路交通混雑緩和、環境・エネルギー安全問題等の観点から、世界各国においても⾒
直されるようになっており、都市間鉄道の整備計画が次々と具体化に移されている〔１−３−８表〕。

１−３−８表 諸外国の都市間鉄道の整備
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(ｱ) 鉄道ネットワ⼀クの充実

 （新幹線の整備）
 東海道新幹線の輸送⼒増強を図るため、変電所の新設等を進めているほか、品川新駅の設置についても現在関
係者間で調整が進められている。また、整備新幹線の建設については、着⼯優先順位、財源問題等の基本的事項
について定めた基本スキームに従って、現在３線５区間の⼯事が進められている。
 （新幹線と在来線の直通運転化）
 新幹線と在来線の直通運転化は、新幹線の便益を在来線に拡⼤するとともに、幹線鉄道の⾼速化を図るもので
ある。４年７⽉の新型⾞両「つばさ」による福島〜⼭形間の直通運転化に引き続き、盛岡〜秋⽥間でも⼯事が進
められているが、その完成により、東京〜秋⽥間の所要時間約４時間30分が４時間程度に短縮されることにな
る。
 （在来線の⾼速化）
 在来線については、表定速度でみれば、60〜90km/hの区間が⼤半となっているため、線路の改良、軌道強化、
新型⾞両の導⼊等によって、⾼速化を図っている。
 （技術開発）
 さらに、新幹線については、300km/h台の営業運転最⾼速度を⽬指して、次世代の新型⾞両の開発が進められ
ており、４年度からは、⾼速試験⾞両を⽤いた⾛⾏試験も実施されている。
 また、超電導磁気浮上式鉄道については、営業最⾼速度500km/hをめざして従来から技術開発が⾏われてお
り、２年度から⼭梨県で新実験線の建設が進められている。

(ｲ) 航空ネットワークの充実

 航空は⾼速性に最も優れており、⻑距離帯での移動や海越え、⼭越えを伴う移動で最も重要な役割を果たして
おり、1,000km以上の距離帯では航空は圧倒的に優位に⽴っている。また、近年、地⽅部相互間の交流も活発化し
つつあり、新たな地⽅空港の設置に伴い、航空の占める割合が⾼くなっている。
 （⼆⼤都市圏を基点とする航空ネットワークの充実）
 国内航空ネットワークは、東京国際空港、⼤阪国際空港を中⼼に形成されているが、その処理能⼒は、いずれ
も限界に達している〔１−３−９図〕。このため、東京国際空港の沖合展開、関⻄国際空港の６年９⽉の開港に
向けた整備を進めている。また、新東京国際空港については、地元の理解を得て、残された２本の滑⾛路の整備
に努めることとしているが、これにより、国際線のほか、乗継便等の国内線についても充実が図られる。このほ
か、⾸都圏における新空港構想の調査等を鋭意進めている。

１−３−９図 世界の主要空港の国際⽐較
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 （地⽅拠点空港を基点とする航空ネットワークの充実）
 近年、地⽅相互間の交流が活発化しつつあり、これに伴い、地⽅中枢都市の役割が⾼まっている。このため、
地⽅中枢都市に位置する地⽅拠点空港相互間あるいは地⽅拠点空港とその他の地⽅空港を直⾏便で結ぶ航空ネッ
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トワークの充実を図っており、これに対応して、地⽅拠点空港については、空港ターミナル地域の整備、拡充等
を、その他の地⽅空港については、ジェット化、⼤型化等の所要の整備を進めている。

(ｳ) 海上⾼速交通、⾼速バスネットワーク等の充実

 海上交通の分野でも、⾼速化が進んでいる。超⾼速船としては、ジェットフォイルが、その代表的なものであ
り、現在では、８航路に12隻が就航しているが、これらの海上⾼速交通に対応して、所要の港湾施設の整備を⾏
うことも必要となっている。
 また、近年、⾼速バスの⼈気が⾼まっている。⾼速バスは、新幹線や航空と⽐較して、所要時間が⻑く、輸送量
も⼩さいが、運賃の低廉性、移動時の快適性、夜⾏便の設定等により、利⽤が増加している。

(4) 利便性、快適性の向上

(ｱ) アクセスの充実

 ドア・ツー・ドアでの移動時間の短縮を図るためには、基幹となる交通機関の⾼速化を図るだけでなく、空
港、新幹線駅等の⾼速交通機関へのアクセスの充実を図ることが必要である。
 このため、アクセス⼿段の整備、空港や⾼速鉄道のターミナルにおける移動の短縮化・容易化、効率的なダイ
ヤの設定、情報提供施設の充実等のハード・ソフト両⾯にわたる対策が求められている。
 特に、空港については、都市部から離れた場所に設置されることが多く、航空の持つ優れた⾼速性を⼗⼆分に
活かすには、⾼速で定時性の⾼い軌道系アクセス⼿段の整備が⼤きな課題である。

(ｲ) 乗継ぎ利便の向上

 地域内交通では、⼤都市を中⼼に、エスカレーターの設置等によるターミナル内の移動の容易化・短縮化、交
通機関相互のダイヤ調整、鉄道の相互直通運転、共通乗⾞券の導⼊、乗継ぎ等に関する情報提供システムの整備等
が進められている。

(ｳ) カードシステムの導⼊

 ストアードフェアカード（改札時運賃⾃動引落しカードシステム）等のカードシステムは、鉄道やバスの円滑な
利⽤を可能とするものであり、運輸省としても、事業者がその導⼊を⾏うに当たり、積極的な⽀援を⾏っている。
現在、カードシステムは、⼤都市を中⼼にかなり普及しており、４年６⽉には、横浜市の地下鉄とバス、川崎市、
神奈川中央交通(株)のバスの３社間で共通のストアードフェアカードが導⼊された〔１−３−10表〕。今後、利
⽤者利便のより⼀層の向上のために、異種・複数事業者間で、システムの共通化を⾏い、複数交通機関の乗継ぎ、
乗換えをスムーズにすることが⼤きな課題である。カードシステムの共通化を進めるについては、システム機器の
標準化、セキュリティの確保、トラブル発⽣時の速やかな対応等の問題があるが、利⽤者利便のより⼀層の向上
のためには、これらの諸問題を克服し、共通化の拡⼤を図っていくことが必要である。

１−３−10表 ストアードフェアカードシステム等の導⼊状況
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(ｴ) ⾞両の快適性の向上

 ⼤都市の鉄道の冷房化は、着実に進んでおり、利⽤者から⾼い評価を受けている〔１−３−11図〕。

１−３−11図 通勤輸送の改善状況

 特に、近年では、弱冷房⾞の導⼊等きめの細かいサービスの提供や地下鉄の冷房化が積極的に進められてい
る。また、負担が増してもより質の⾼いサービスを求める利⽤者が多くなっている中で、ＪＲや私鉄各社は、遠距
離通勤対策として、⼀般⾞両の混雑状況にも配慮しつつ、追加料⾦の⽀払によって全員が着席できる通勤快速電
⾞、通勤定期券でも利⽤可能な特急・急⾏列⾞を連⾏している〔１−３−12図〕。

１−３−12図 着席列⾞の輸送量の推移
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 なお、⾃家⽤乗⽤⾞と⽐べて鉄道等の公共輸送機関による移動においては、⾃らが運転する必要がない分その
時間を有効に使えることが⼀つの利点といえる〔１−３−13図〕。

１−３−13図 移動時間の使い⽅（複数回答）
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 移動する際の快適性をより⼀層⾼めるため、鉄道の⾞両については、液晶テレビ、オーディオ等の装備、⼆階
建⾞両や個室、展望室等を設置した新型⾞両、さらには、北⽃星やトワイライトエクスプレスのような豪華寝台
列⾞の導⼊等いろいろな創意⼯夫が試みられている。

 また、乗合バスの⾞両については、冷房化、低床・広ドア、⼤型窓を備えた⾞両の導⼊、シート・ピッチの拡幅
等が進められている。
 このほか、ターミナルについては、従来から、エスカレーターの設置、冷房化の推進、情報案内施設の充実等
が進められてきたが、近年では、さらに、ギャラリー、集会所、コンビニエンスストア、地⽅公共団体の出張所等
の設置、各種の予約・取り次ぎサービスの提供等も⾏われるようになっている。今後は、⽣活の拠点、情報の拠
点として、⼀層その⾼度利⽤を図っていくことが期待されている〔１−３−14図〕。

１−３−14図 温泉付きコミュニティ施設（奥⽻本線⾼畠駅）
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(5) 貨物輸送の効率化

(ｱ) モーダルシフトの推進

 地域間の貨物輸送を効率化するため、トラックから鉄道、海運に輸送機関を転換するモーダルシフトの推進が
⼤きな課題となっている。
 このため、鉄道については、鉄道整備基⾦の助成制度を活⽤したコンテナ列⾞の⻑⼤編成化のために必要な鉄
道施設の整備、海運については、船舶整備公団の共有建造⽅式を活⽤したフェリー、ＲＯＲＯ船、コンテナ船の
整備等により輸送⼒の増強を進めている〔１−３−15図〕。今後は、さらに、所要時間、荷役⽅式、時間帯等に
ついてサービスの向上を図ることが必要である。また、鉄道、海運と末端のトラック輸送を機能的に組み合わせ
るための結節点である港湾、鉄道ターミナル、コンテナデポ等の複合⼀貫輸送施設、これらの施設へのアクセス
道路等の整備を図ることも必要である。

１−３−15図 内航コンテナ船、ＲＯＲＯ船及び⻑距離フェリーの航路数の推移
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 このほか、新形式超⾼速船（テクノスーパーライナー）の研究・開発やこれに対応した輸送システム、港湾整備
等に関する検討を引き続き進めていくことも必要である。
 また、鉄道や海運に転換できない幹線のトラック輸送については、⾞両や貨物に関する情報ネットワークを通
じた効率的な輸送を提供する必要がある。

(ｲ) 積合せ輸送の推進

 地域内輸送においては、トラック輸送に頼ることとなるが、営業⽤トラックは複数荷主の貨物の積合せが可能
であり、⾃家⽤トラックに⽐べ、輸送効率が格段に良いことから、営業⽤トラックへの利⽤の転換が重要であ
る。
 また、都市の問屋街、商店街のように集配貨物が⼤量に発⽣する商業・業務集積地に関しては、集荷、配送を
共同化する共同集配システムを構築することが極めて有効である。福岡市の天神地区等では、既にこのような試
みがなされている。
 なお、トラックの道路通⾏積載容量の緩和も輸送効率を⾼める上で重要な課題となっている。
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 さらに、都市内のトラック輸送についても、⾞両や貨物に関する情報システムを確⽴し、積合せ輸送の促進を
図ることが必要である。
 ジャスト・イン・タイムサービスについても、⾮効率な⾯を含むような過度なサービスはその⾒直しが求めら
れている。また、労働集約的なサービスには相対的に⾼い運賃・料⾦を設定するなど、コストを反映した適正な
価格体系の形成を図ることも必要である。

３ 社会的ニーズに対応した運輸サービスの向上

 ⼤都市の通勤・通学混雑、⾼齢者・障害者等の安全かつ円滑な移動の確保等の問題については、私的輸送機関
による対応には限界があり、国や地域社会において⽀援措置を講じるとともに、社会全体の理解と協⼒を得つ
つ、公共輸送機関による対応を図ることが必要となる。

(1) ⼤都市における通勤・通学混雑の緩和

 ⼤都市の鉄道については、事業者によりラッシュ時の輸送⼒の増強が徐々に進められつつあるものの、通勤・
通学混雑の状況は依然として厳しい状況にある。特に、東京圏においては、ラッシュ時の混雑率が200％（体が触
れ合い相当圧迫感がある状態）を超える区間も少なくないほか、250％（電⾞が揺れるたびに体が斜めになって⾝
動きができず、⼿も動かせない状態）を超える区間も存在している。こうした状況を踏まえ、⻑期的にはラッシュ
時の主要区間の平均混雑率を全体として150％（肩がふれあう程度で新聞は楽に読める状態）程度まで緩和し、特
に、混雑率の⾼い東京圏ではおおむね10年程度で180％（体がふれあうが、新聞は読める状態）程度にまで緩和す
ることを考えている。このため、輸送⼒の増強と時差通勤の促進の⼆つを⼤きな柱として、通勤・通学混雑の緩和
を図っていくこととしている。

(ｱ) 輸送⼒の増強

 輸送⼒の増強のための対策としては、従来から進めてきた列⾞の⻑⼤編成化、運⾏本数の増加等の施策を推進
するほか、より抜本的な対策として、引き続き、複々線化、新線建設等を進める必要がある。また、列⾞速度の
向上による到達時間の短縮による快適な通勤・通学の実現も重要な課題となっている。
 なお、複々線化⼯事等の実施にあたっては、⽤地取得問題等の諸問題を克服しつつ、鋭意進めることが喫緊の
急務となっていることは既に述べた通りである。

(ｲ) 時差通勤の促進

 通勤者の出社時刻が短い時間帯に集中していることから、朝のピーク時間帯に突出して混雑がみられる。した
がって、輸送需要をその前後に分散させれば、⻑期間にわたり膨⼤な資⾦を投⼊して⼯事を⾏うよりも短期間かつ
安いコストで現在の通勤・通学混雑を⼀定程度緩和することが可能となる。すなわち、時差通勤による需要の平
準化は⼤都市における公共輸送機関の上⼿な利⽤⽅法といえる。
 最近ではフレックスタイム制の導⼊等企業の側における出勤時刻を弾⼒化する動きがみられる〔１−３−16
図〕。

１−３−16図 フレックスタイム制の導⼊状況
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 運輸省としては、４年４⽉から時差通勤問題懇談会を設け、時差通勤拡⼤に向けた⽅策について検討するとと
もに、企業側の動きも踏まえつつ、⾏政、鉄道事業者等が⼀体となってキャンペーンを進めてきた。さらに、時
差通勤、フレックスタイム制の導⼊を⼀層強⼒に促進するため、５年９⽉には、労使代表、関係⾏政機関等で構
成する快適通勤推進協議会（第１回）を開催するなど、時差通勤等の具体的実施に向けた活動を⾏っている。ま
た、時差通勤等の促進に資する新たな運賃制度の導⼊について検討を進めている。

(2) ⾼齢者・障害者等にやさしい運輸サービス

 ⾼齢者・障害者等の就労意欲や余暇、社会活動への参加意欲は強い。こうした⾼齢者・障害者等が家から⽬的
地まで安全に、かつ、⾝体的負担の少ない⽅法で移動するには、公共交通ターミナルや⾞両の整備・改良が不可
⽋である。
 このため、従来から、各種のガイドライン等に基づき、駅のエスカレーター、エレベーターの設置・改良、ホ
ーム上の視覚障害者⽤誘導・警告ブロックの設置、リフト付きバスの導⼊等の対策を進めるよう、各交通事業者
を指導してきた〔１−３−17表(a)〕〔同表(b)〕ところであり、また、最近の新しい運輸関係施設の整備ニーズや
さまざまな技術開発等を反映した新たな施設整備ガイドラインを５年度内に策定することとしている。さらに、
今後における⾼齢者・障害者等のための施設整備の具体的なモデルケースとするため、５年度から３年間をかけ
て、横浜市と⾦沢市において、「⾼齢者・障害者等のためのモデル交通計画」を策定することとしている。

１−３−17表 ⾼齢者・障害者等のための公共輸送機関整備の状況
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１−３−17表 ⾼齢者・障害者等のための公共輸送機関整備の状況(のつづき）

 このような⾼齢者・障害者等のための施設等整備は、利⽤者の利便の増進にもつながることから、従来より基
本的には利⽤者全体の負担によって整備している。しかしながら、利⽤者全体に過重な負担をかけずに施設等の整
備を促進するため、⽇本開発銀⾏等のＪＲ、⺠鉄等に対する低利融資の対象⼯事に、エレベーター、エスカレー
ター等の⾼齢者・障害者等のための施設を含めている。また、５年度には、駅及び空港旅客ターミナルにおける
⾼齢者・障害者等のための施設整備を特に対象として⽇本開発銀⾏等の低利融資制度を創設したところである。
 また、地⽅公共団体において福祉政策の観点から、鉄道駅におけるエレベーターやエスカレーターの設置に対
する措置を講じる例もみられるようになってきている。
 運輸省としては、今後とも、交通事業者に対する指導を適切に⾏うとともに、各種助成制度を活⽤することに
より、⾼齢者、障害者等のための施設等の整備を推進していくこととしている。
 以上のような施設等整備のほか、鉄道、バス、タクシー、航空等において、⾝体障害者や精神薄弱者のための
運賃割引制度も導⼊している。
 なお、⾼齢者・障害者等が安全かつ円滑に移動できるようにするためには、以上のような施策のほか、⾼齢
者・障害者等に対して、周囲の利⽤者が進んで⼿助けをするような社会環境づくりも重要である。

(3) 過疎地域をはじめとする地⽅部の⽣活の⾜の確保

 地⽅バス、鉄道は、地域住⺠の⽣活の⾜として、重要な役割を果たしているが、輸送需要の減少等により、そ
の経営は、⼤変厳しい状況にある。
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 このため、地⽅バス事業者の集約化、競合路線の整理等による経営の合理化の推進を図る⼀⽅、地域住⺠の⽣
活上不可⽋なバス路線について⽋損補助を⾏い路線の維持を図るとともに、バス事業者が廃⽌した路線におい
て、市町村等が代替バスを運⾏する場合には地⽅公共団体と協⼒して所要の助成措置を⾏うことにより、地域住
⺠の⾜を確保している。
 また、10⼈乗りの⼤型⾞両等を利⽤して、定時・定路線運⾏を⾏う乗合タクシーや路線バスが乗客とともに宅
配貨物を運ぶ宅配バスの運⾏が、地域の実情に応じ試みられはじめている。
 また、鉄道事業者に対しても、設備の近代化を推進することにより、経営改善、サービス改善等の効果が著し
いと認められるものに対して、整備費の⼀部を補助（近代化補助）するなど各種の助成措置を講じている。
 離島航路、離島航空路は、離島住⺠の⽣活の⾜として、重要な役割を果たしているが、その経営は、⼤変厳し
い状況にある。このため、離島航路については、⼀定の要件を備えた航路に対して、その経営により⽣じた⽋損
に対して補助⾦を交付し、維持・整備を図っているところである。また、船舶整備公団の活⽤等により、船舶の⼤
型化・⾼速化を進めているところである。さらに、離島港湾等の施設についても重点的に整備を⾏っている。ま
た、離島航空路については、空港使⽤量の軽減、⼩型航空機の購⼊費補助等の助成措置を講じ、その維持・整備
を図っている。

４ ⾃動⾞を中⼼とする環境・安全対策

(1) 運輸活動による環境負荷の軽減

 交通機関のＣＯ2、ＮＯｘ等の排出量を抑制する観点からは、旅客輸送については、⾃家⽤⾞から公共輸送機関
への旅客の誘導が望ましく、また、貨物輸送については、貨物輸送体系の効率化が必要となる。さらに、⾃動⾞
は、旅客、貨物とも輸送シェアの半分以上を占め、環境に対する影響も⾮常に⼤きいことから、次のようなＣＯ
2、ＮＯｘの排出抑制対策を進めている。

(ｱ) 排出ガス対策

 昭和41年以降、20数回の規制強化を実施するなど世界でも最も厳しい排出ガス対策を実施してきている。
 最近では、窒素酸化物及び⿊煙の規制強化、粒⼦状物質の規制導⼊等を内容とする平成３年〜６年規制を推進
している〔１−３−18図〕。

１−３−18図 ⾃動⾞の窒素酸化物規制の推移
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(ｲ) ＮＯｘ法による総合対策

 ４年６⽉に「⾃動⾞から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（ＮＯｘ
法）」が公布され、⼤都市地域におけるディーゼルトラック、バス等の⾞検制度を使っての使⽤⾞種規制をはじめ
とするＮＯｘ削減のための総合施策を講じている。

(ｳ) 低公害⾞の導⼊

 環境への負荷を軽減するには、低公害⾞の開発や普及が有効であり、メタノール⾃動⾞、電気⾃動⾞、ハイブ
リッド⾃動⾞、ＣＮＧ（圧縮天然ガス）⾃動⾞の開発・導⼊が進められている〔１−３−19図〕。

１−３−19図 実⽤化が進むメタノール⾃動⾞
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 低公害⾞の導⼊を促進するため、国や地⽅公共団体による低利融資制度、税制上の優遇措置及び運輸事業振興
助成交付⾦を活⽤した助成措置が実施されているが、さらに、栃⽊県の奥⽇光地区のように、⾃然環境の保全を
図る観点から、県公安委員会が観光⽬的の⾃家⽤⾃動⾞等の乗⼊れを規制し、その代わりに地⽅公共団体が低公
害バスの運⾏を⾏っている。

(2) 安全対策

 ⾃動⾞輸送の活発化により、道路交通事故及び事故による死傷者数は年々増加してきた。⼈命尊重はなにもの
にも優先するものであり、交通事故を防⽌するための⾃動⾞安全対策を強⼒に推進していく必要がある。
 ４年３⽉、運輸技術審議会は、「⾃動⾞安全基準の拡充強化⽬標」について答申した。これは、衝突時の⾃動
⾞の衝撃吸収能⼒の向上、シートベルト⾮着⽤時の警報装置の導⼊等を内容とするもので、今後はこの答申に沿
った安全基準の強化対策を計画的に推進していく必要がある。
 また、先端技術を駆使した先進安全⽩動⾞（ＡＳＶ）の開発をはじめとする技術開発、(財)交通事故総合分析セ
ンターを活⽤した総合的な事故分析等安全対策を効果的に進める施策も⾏われている。
 さらに、５年６⽉、運輸技術審議会は、「今後の⾃動⾞の検査及び点検整備のあり⽅について」について答申
した。これは、定期点検整備の簡素化を図るなど、モータリゼーションの成熟を踏まえて⾃動⾞ユーザーによる⾃
主的な保守管理の⽅向を⽰したものであり、今後関係者の密接な協⼒により速やかにその実施を図っていくこと
が必要である。
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むすび

 ⾞社会は成熟化しつつあるものの、⾃動⾞交通量は今後も増加が予想される。⼀⽅、⾃動⾞交通量の増加は、
⾃動⾞が本来持つ機動性、利便性といったメリットを減殺し、交通事故、環境・エネルギー問題等の弊害を顕在
化させている。深刻な道路交通渋滞は、⼤都市ばかりでなく、地⽅中枢都市やその他の地⽅都市にも及んでい
る。
 こうした⾃動⾞交通量の増加は、世界各国の共通の問題ともいえる。⼀部の国では、⾃動⾞交通以外に交通需
要を分担させる⼿段がないため、慢性的な道路交通渋滞が発⽣し、健全な都市活動の維持が極めて困難な状態に
陥っている。また、⼀定区域への乗⼊れ制限、乗⼊れ料⾦の徴収等の⾞に対する直接的な規制⼿段を講じている
ところもある。
 幸いにして、我が国は、鉄道をはじめとする公共交通機関が相当発達している状況でモータリゼーションが進
展したため、これらの公共輸送機関の活⽤が可能であった。本論では、我が国においては、アンケート調査結果
にもみられるように、魅⼒ある公共輸送機関の整備を図ることにより、公共輸送機関と⾃家⽤⾃動⾞の調和ある
発展を図ることが望ましい⽅向と位置づけた。そして、公共輸送機関においては、今後より⼀層の⾼度化・多様
化が予想される利⽤者ニーズを的確に把握し、その魅⼒の向上に努めていくことが必要と考えた。しかし、魅⼒
ある公共輸送機関の整備や運輸サービスの向上を進めていくには、当然それに⾒合うコストがかかるのであり、
利⽤者であり、かつ納税者である国⺠、国、地域社会がコンセンサスを図りつつ、適切な負担と協⼒を⾏うこと
が不可⽋となる。また、運輸事業者が利⽤者ニーズに迅速かつ的確に対応し、利⽤者がより良質の運輸サービス
を享受することができるようにするためには、事業規制その他の規制について適時適切に⾒直していくことが必
要である。運輸省においては、この観点から今後３年間で許認可事項を２割削減することとし、その作業を鋭意
進めている。
 また、21世紀に向けて、公共輸送機関に課せられたもう⼀つの⼤きな課題である⼤都市の通勤・通学混雑の解
消、多極分散型国⼟の形成、⾼齢化社会への対応といった様々な社会的ニーズへの対応についても、公共輸送機
関は、その社会的使命を⾃覚し、これらのニーズに的確に対応していくことが必要であるが、このことについて
も、国⺠的コンセンサスのもとで国⺠の相応の負担や経済界、労働界の協⼒、さらに、国、地域社会による⽀援
体制の確⽴がぜひとも必要となっている。
 今⽇、豊かでゆとりある⽣活の実現が強く求められており、その実現のためには、これまでみてきたような⽣
活関連の運輸関係社会資本の充実が⼤きな課題となっている。さらに、その「豊かさ」や「ゆとり」の実感や
「道路交通渋滞」、「通勤・通学混雑」、「環境・エネルギー問題」等への国⺠の意識も時代とともによりよい
ものを求めて変化するものであり、世代を超えて豊かな⽣活を築いていけるよう、運輸サービスは、国⺠の理解
と協⼒の下で向上に向けた不断の努⼒を求められているものと考える。
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第２部 運輸の動き
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第１章 平成４年度の運輸の概況と最近の動向

第１節 ⼀般経済の動向と運輸活動

１ 旅客輸送の動向

(1) 国内輸送

(ｱ) 概況

 （景気後退により低調となった国内旅客輸送）
 平成４年度は、実質経済成⻑率はＧＤＰ（国内総⽣産）でみて、0.5％（３年度は3.3％）となり、旅客輸送の動
向に影響が⼤きいとされる実質⺠間最終消費⽀出は1.0％増（３年度は2.6％増）と低い伸びとなった。家計消費を
みると交通費（公共輸送機関関係）は1.8％増（３年度は2.2％増）と伸び率が低下したが、⾃動⾞等関係費（⾃家
⽤⾞関係）は、6.0％増（３年度は5.8％増）であった〔２−１−１図〕。

２−１−１図 国内旅客輸送量及び消費⽀出等の動向

 このように諸指標が景気後退を⽰し、消費活動が低迷する中で、４年度の国内旅客輸送量は、営業⽤輸送機関
を中⼼に低調な動きとなり、総輸送⼈員が818億⼈、対前年度⽐（以下同じ。）1.8％増、総輸送⼈キロが１兆
3,533億⼈キロ、1.7％増となった〔２−１−２表〕。
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２−１−２表 輸送機関別国内旅客輸送量

 （営業⽤輸送機関の分担率が縮⼩）
 ４年度は、前年度に⽐べ各営業⽤輸送機関のシェアが縮⼩或いは、横這いで推移し、⾃家⽤乗⽤⾞等が拡⼤し
た〔２−１−３図〕。

２−１−３図 国内旅客輸送の輸送機関分担率の推移（⼈キロ）
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(ｲ) 輸送機関別の輸送動向

 （鉄道は低調に推移）
 ＪＲ（旅客会社）は、輸送⼈員1.6％増、輸送⼈キロ1.0％増（３年度はそれぞれ3.8％増、3.9％増）と低調であ
った。このうち、定期旅客は、輸送⼈員が1.7％増、輸送⼈キロが3.3％増となった。新幹線や⾸都圏の通勤列⾞の
増強などを背景に⻑距離通勤化傾向が続き、平均輸送距離は1.5％⻑くなった。また、定期外旅客は、４年７⽉に
開業した⼭形新幹線「つばさ」や輸送⼒を増強した成⽥エクスプレスによる輸送量の増加はあったが、景気後退
の影響は否めず、輸送⼈員が1.4％増（３年度は4.3％増）、輸送⼈キロが0.5％減（３年度は3.3％増）で平均輸送
距離は1.9％短くなった〔２−１−４図〕。

２−１−４図 ＪＲ旅客の平均輸送距離と新幹線定期旅客輸送量の伸び率の推移
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 ⺠鉄（ＪＲ（旅客会社）を除く。）は、定期旅客、定期外旅客とも低調で、全体では輸送⼈員0.1％減、輸送⼈
キロ0.3％減となった。業態別でみると、⼤⼿⺠鉄（15社）は、輸送⼈員が0.6％減、輸送⼈キロが0.5％減とな
り、地下鉄は、輸送⼈員が0.4％増、輸送⼈キロが0.1％増と低調であったが、地⽅中⼩⺠鉄は、輸送⼈員が1.7％
増、輸送⼈キロが1.4％増と堅調に推移した。
 （⾃動⾞輸送は営業⽤は低調、⾃家⽤は堅調）
 ⾃動⾞のうち営業⽤⾃動⾞（バス、ハイヤー・タクシー）は、輸送⼈員2.8％減、輸送⼈キロ0.3％増と低調であ
った。また、⾃家⽤⾃動⾞は、バスが振るわなかったものの、全体では、輸送⼈員3.3％増、輸送⼈キロ2.4％増と
堅調な動きであった。
 （伸び悩むバス輸送）
 営業⽤バスは、輸送⼈員2.1％減、輸送⼈キロ0.9％増であった。このうち、３年度には都市部において⾛⾏環境
改善による増加傾向の兆しがみられた乗合バスは、４年度は他の輸送機関から⾼速バスへのシフトがみられたも
のの、景気後退を反映して輸送⼈員が2.1％減、輸送⼈キロが0.5％減となった〔２−１−５図〕。

２−１−５図 乗合バスの輸送⼈員の伸び率
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 また、貸切バスは、輸送⼈員が1.5％減、輸送⼈キロが2.1％増となり、⾃家⽤バスは、輸送⼈員が0.3％増、輸
送⼈キロが7.3％減であった。
 （ハイヤー・タクシーは、景気後退で減少傾向に拍⾞）
 営業⽤乗⽤⾞（ハイヤー・タクシー）は、景気後退により減少傾向に拍⾞がかかり輸送⼈員4.3％減、輸送⼈キ
ロ2.6％減となった。実働率（実働延⽇⾞／実在延⽇⾞×100）の低下傾向は労働⼒の需給緩和で乗務員が増加し
たことにより下げ⽌まったが、実⾞率（実⾞キロ／⾛⾏キロ×100）は景気後退下での旅客需要の減少により下落
に転じた〔２−１−６図〕。

２−１−６図 ハイヤー・タクシーの輸送⼈キロの伸びと実働率及び実⾞率の推移
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 （⾃家⽤乗⽤⾞の増加傾向は続く）
 ⾃家⽤乗⽤⾞は、保有⾞両数の伸びが⼩さくなってきているものの、実働率は前年度を上回っており、その利⽤
が増えていることを⽰している。このような状況の下、輸送⼈員3.1％増、輸送⼈キロ2.9％増と他の輸送機関に⽐
べ好調に推移した〔２−１−７図〕。

２−１−７図 ⾃家⽤乗⽤⾞の輸送⼈キロ及び保有⾞両数の伸びと実働率の推移
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 （幹線輸送が減少となった航空）
 航空は、輸送⼈員1.5％増（幹線1.8％減、ローカル線3.5％増）輸送⼈キロ2.4％増（幹線1.3％減、ローカル線
5.5％増）であった。新規路線開設等により幹線、ローカル線とも輸送⼒を増強したが、幹線はビジネス需要を中
⼼に減少に転じ、ローカル線も伸び率が低下したため、座席利⽤率は前年度の71.1％から66.3％へ4.8ポイント減
少した〔２−１−８図〕。

２−１−８図 国内航空旅客輸送量と輸送⼒の伸び率

 平成５年度 101



 （旅客船は減少幅拡⼤）
 旅客船（⼀般旅客定期航路、特定旅客定期航路及び旅客不定期航路の合計）は、国⺠の余暇活動の受⽫の⼀つ
としての旅客船に対するニーズの⾼まりから航路数を伸ばしてきているものの、輸送量は⼈員、⼈キロとも３年
度には減少に転じ、４年度は景気後退の影響もあり、輸送⼈員2.5％減、輸送⼈キロ1.6％減とさらに減少幅が拡⼤
した。
 また、⻑距離フェリー（⽚道の航路距離が300km以上であって陸上のバイパス的な役割を果たすもの）は輸送
⼈員が2.2％減、⾃動⾞航送台数が1.2％減と減少に転じた。

(2) 国際輸送

 （海外旅⾏者数は史上最⾼、下半期には景気後退の影響）
 平成４年（暦年）における出国⽇本⼈数は、10.9％増（３年は3.3％減）の1,179万⼈となり、初めて1,000万⼈
を超えた２年を79万⼈上回り、史上最⾼となった。上半期は、前年の湾岸戦争の影響による落ち込みの反動もあ
って対前年⽐（以下同じ。）27.4％増となったが、下半期は、景気後退を反映して９⽉以降減少が続き、1.4％減
となった。
 出国⽇本⼈の旅⾏⽬的別シェアをみると観光等が全体の83.5％を占め、次いで業務等の12.9％となっている。
 男⼥別では、男性は5.9％増、⼥性は18.7％増と⼥性の伸び率が男性の３倍以上になっており、全出国者に対す
るシェアは、男性が58.3％、⼥性が41.7％（３年は、それぞれ61.0％、39.0％）と⼥性のシェアの拡⼤傾向が続い
ている〔２−１−９図〕。
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２−１−９図 出国⽇本⼈数と⼊国外客数の推移

 渡航先シェアをみると、アジア州が535万⼈で全体の45.4％を占め、次いで北アメリカ州33.1％、ヨーロッパ州
11.4％の順となったが、オセアニア州（伸び率80.3％）、アフリカ州（伸び率74.3％）の伸びが著しかった〔２−
１−10図〕。さらに国別でみると、上位は前年と変わらず、アメリカ合衆国の31.1％を筆頭に韓国11.1％、⾹港
7.9％、台湾6.2％の順となっている。

２−１−10図 渡航地域別出国⽇本⼈数
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 （南アメリカからの⼊国者が減少）
 ４年の⼊国外客数は1.4％増と伸び率が鈍化したが、史上最⾼であった前年を５万⼈上回り358万⼈となった。
 地域別にみると、アジア州が223万⼈で全体の62.3％を占め、次いで北アメリカ州18.0％、ヨーロッパ州14.9％
の順になっており、伸び率では、ここ数年⼤幅な増加を続けてきた南アメリカ州が32.7％減となった〔２−１−11
図〕。国別では、韓国が86万⼈で前年に引き続き最も多く、次いで台湾72万⼈、アメリカ合衆国56万⼈の順にな
っている。

２−１−11図 地域別⼊国外客数
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２ 貨物輸送の動向

(1) 国内輸送

(ｱ) 概況

 （トン、トンキロとも前年度実績を下回った国内貨物輸送）
 平成４年度の我が国経済は、設備投資、個⼈消費等全般にわたって低調に推移し、実質経済成⻑率はＧＤＰ
（国内総⽣産）でみて、0.5％（３年度は3.3％）となった。平成３年度に鈍化した⺠間企業設備投資は、４年度に
は伸び率がマイナスとなり、３年度に⼤きく落ち込んだ⺠間住宅投資は、４年度に⼊って回復の兆しが⾒られた
ものの、伸び率は３年度に引続きマイナスとなった。⼀⽅、⺠間最終消費⽀出も４年度は1.0％増と３年度（2.6％
増）の伸び率を下回った〔２−１−12図〕。

２−１−12図 国内貨物輸送量と個⼈消費、設備投資、住宅投資の推移
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 このような状況のなかで、４年度の国内貨物輸送量は総輸送トン数で67億2,540万トン、対前年度⽐（以下同
じ。）2.8％減、総輸送トンキロで5,570億7,000万トンキロ、0.5％減とトン、トンキロとも３年度の実績を下回っ
た。
 輸送トン数では、３年度まで前年度実績を上回っていた⾃動⾞が2.5％減となったほか、内航海運（5.5％減）、
鉄道（3.8％減）、航空（2.2％減）と、全ての機関で３年度実績を下回った。また輸送トンキロでは、営業⽤⾃動
⾞（0.3％増）が、僅かに前年度実績を上回ったが、⾃家⽤⾃動⾞を含む⾃動⾞計では0.8％減となった。その他の
機関では、鉄道（1.8％減）、航空（1.0％減）内航海運（0.1％減）が、ともに３年度実績を下回った。〔２−１
−13表〕。

２−１−13表 輸送機関別国内貨物輸送量
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 また、輸送トンキロでみた輸送機関の分担率を⾒てみると、全体が輸送量を減らした中で輸送距離をのばした
内航海運が、0.2ポイントシェアを拡げた〔２−１−14図〕。

２−１−14図 国内貨物輸送の輸送機関分担率の推移（トンキロ）

(ｲ) 輸送機関別輸送動向
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 （景気後退で減少した鉄道貨物輸送）
 鉄道による貨物輸送は、低調な設備投資などの影響で、鉄道の輸送量の⼤半を占める⽣産関連貨物、建設関連
貨物が伸び悩み、４年度の輸送量はトン数で3.8％減、トンキロで1.8％減と３年度の実績を確保できなかった。こ
のうちＪＲ（貨物会社）のコンテナ貨物は、⽶が３年の不作で荷動きが⼤幅に減少したほか、化学⼯業品、⾷料
⼯業品等が振るわなかった。⾞扱貨物は、景気後退により、セメント、⽯灰⽯、紙・パルプ等が低迷したが、ピ
ギーバック輸送は好調に推移した。
 このようなことから、ＪＲ（貨物会社）の輸送量は３年度に⽐べ、トン、トンキロとも減少し、トン数で3.1％
減、トンキロで1.7％減となった。⺠鉄による貨物輸送もトン数で5.4％減、トンキロで7.1％減となった〔２−１
−15図〕〔２−１−16図〕。

２−１−15図 ＪＲ・⺠鉄の輸送トンキロと⾞扱・コンテナ列⾞運転本数

２−１−16図 ピギーバック輸送量の推移
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 （減少に転じた⾃動⾞貨物輸送）
 景気低迷により、伸び率が鈍化してきた⾃動⾞による貨物輸送は、４年度には、国内需要の伸びがマイナスに
転じたため輸送需要が減少し、トン数で2.5％減、トンキロで0.8％減と、昭和50年度以来はじめて前年度の実績を
下回った〔２−１−17図〕。

２−１−17図 ⾃動⾞貨物輸送量と国内需要の対前年度伸び率
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 営業⽤・⾃家⽤別にみると、営業⽤⾃動⾞の輸送量は、宅配貨物が時間指定や保冷輸送等の増加で好調に推移
したものの、３年度に⽐べトン数で2.1％減、トンキロで0.3％増と低調であった。また、建設関連貨物が⼤きな割
合を占める⾃家⽤⾃動⾞の輸送量も、トン数で2.8％減、トンキロで3.5％減となり、ともに３年度実績を下回っ
た。
 （低調に推移する内航海運貨物）
 内航海運貨物のうち油送船による輸送は、⽐較的堅調であったが、貨物船による輸送は、設備投資や鉱⼯業⽣
産が低調に推移したため、⽣産関連貨物等が減少し、低調であった。このため、トン数では5.5％減と３年度を⼤
きく下回り、各機関のなかで最も⼤きい減少を⽰した。しかしながら輸送距離がのびたことによりトンキロは、
0.1％減にとどまった。
 内航海運の輸送量は、昭和54年度末の第⼆次⽯油ショック以降、産業構造が重厚⻑⼤型から軽薄短⼩型へ移⾏
の動きをみせたのに伴い輸送量も低迷したが、その後61年度以降の景気拡⼤で、公共事業等の建設⼯事に伴う建
設関連貨物の増加等もあり輸送量が⼤幅に増加した。しかしながら、平成３年度以降は、景気減速が顕著にな
り、輸送量の伸びは鈍化し、４年度にはマイナスに転じた〔２−１−18図〕。

２−１−18図 内航海運の輸送量の推移
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 （景気後退で低迷する国内航空貨物）
 ４年度の国内航空貨物輸送量は、景気後退により、企業貨物が減少したことに加え、⽣鮮品等の消費関連貨物
も伸び悩んだため、トン数で2.2％減、トンキロで1.0％減となり、ともに３年度の実績を下回った〔２−１−19
図〕。

２−１−19図 国内航空貨物輸送量の推移
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(2) 国際輸送

(ｱ) 世界の輸送活動

 （微増となった世界の海上荷動き量）
 ＯＥＣＤ諸国の経済が低迷しているなかで、アジア諸国の経済が⽐較的好調なことなどから、平成４年の世界
の海上荷動き量の合計は、トンベースで42億700万トン、対前年⽐（以下同じ。）2.4％増、トン・マイルベース
で18兆2,800億トン・マイル、2.3％増となり、いずれも過去最⾼となっている。これを品⽬別の動向でみると、⽯
油はトンベースで3.9％増、鉄鉱⽯は我が国の粗鋼⽣産が⼤幅に減少したことなどから、5.9％減、⽯炭は電⼒需要
が堅調なことから、0.3％増、また穀物は2.5％増となった。なお、世界の海上荷動き量に占める我が国輸出⼊貨物
の割合はトンベースで18.7％、トン・マイルベースで22.6％となった〔２−１−20表〕。

２−１−20表 世界及び我が国の海上荷動き量
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(ｲ) 我が国の海上貿易量の動向

 （輸出が⼤幅に増加）
 ４年の我が国の海上貿易量（トンベース）は、輸出⼊合計で、0.5％減（３年は2.5％増）の７億8,549万トンと
なり、減少に転じた。
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 輸出は、14.5％増で２年連続の増加となった。これを品⽬別にみると、セメント（54.9％増）が⼤幅に増加した
ほか、鉄鋼（5.4％増）、機械類（5.3％増）が増加した。⼀⽅、乗⽤⾞（2.5％減）、電気製品（0.1％減）は減少
した。輸⼊については、昭和62年以来増加を続けていたが、平成４年には対前年⽐2.0％減の６億9,988万トンと減
少に転じた。輸⼊を品⽬別でみると乾貨物では鉄鉱⽯（10.5％減）、⽯炭（0.4％減）、⽊材（2.7％減）、チップ
（3.4％減）等が減少した。油類では、前年同様、原油（5.0％増）は増加を続け、重油（13.0％減）は⼤幅な減少
を続けた〔２−１−21表〕。

２−１−21表 我が国の品⽬別海上貿易量
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(ｳ) 我が国商船隊による海上輸送活動

 （輸出、三国間は増加、輸⼊は減少）
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 ４年の我が国商船隊による海上輸送量は、全体で６億4,900万トンで0.7％の微増となった。このうち輸出は、油
送船の輸送量が⼤幅に増加したほか、定期船、不定期船の輸送量も伸びたため、3,969万トン（14.7％増）となっ
た。⼀⽅輸⼊は、油送船の輸送量が増加したものの、定期船、不定期船は減少したため、0.9％減の５億18万トン
となった。また、三国間輸送は定期船、不定期船、油送船の全てで輸送量が伸びており、全体で3.8％増の１億
913万トンとなった〔２−１−22表〕。

２−１−22表 我が国をめぐる国際海上貨物輸送量

(ｴ) 国際航空による貨物輸送

 （低迷する国際航空貨物）
 平成４年度の我が国の国際航空貨物輸送量（継越貨物を除く。）は、輸出はトンベースで対前年度⽐（以下同
じ。）7.2％減の48万トン、輸⼊は、0.2％減の66万トンとなった。
 我が国の航空企業による輸送量（トンベース、継越貨物を含む。）をみると、輸出は3.2％増、輸⼊は6.6％増と
なり、積取⽐率は３年度に⽐べ、輸出は2.2ポイント増の40.0％、輸⼊は1.5ポイント増の40.2％となった〔２−１
−23表〕。
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２−１−23表 我が国をめぐる国際航空貨物輸送量

３ 輸送指数の動向

 （低い伸びとなった輸送指数）
 ４年度の輸送指数（輸送業総合）は、131.4、対前年度⽐（以下同じ。）0.1％増となった。輸送指数は、実質Ｇ
ＮＰの着実な成⻑に従って順調に伸びてきたが、４年度の実質ＧＮＰ成⻑率（0.8％）の鈍化に伴い、成⻑率を下
回る伸びとなった〔２−１−24図〕。

２−１−24図 輸送指数の動向
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 また、４年度の⾃家輸送を含む輸送指数（輸送活動総合）は、140.0で1.2％増と、前年度を僅かに上回った。
 （ＧＮＰ弾性値の動き）
 ４年度の実質ＧＮＰの動きと輸送指数の動きを対⽐した、ＧＮＰ弾性値（輸送指数の伸び率／実質ＧＮＰの伸
び率）をみてみると、国内貨物輸送業が1.5から0.3へ、国内旅客輸送業が0.7から-0.5へ減少したため、貨物と旅客
を統合した輸送業総合は、1.0を⼤きく下回った。これは、景気の減速以上に輸送業の経済活動が落ち込んだとい
うことを⽰している。また、⾃家輸送を含む輸送活動総合のＧＮＰ弾性値は1.5であった〔２−１−25表〕。

２−１−25図 輸送指数のＧＮＰ弾性値
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＜輸送指数とは＞

 輸送指数とは、我が国の国内旅客・貨物輸送活動及び我が国企業による国際輸送活動を総合的にとらえ、指数
化したものである。具体的には、各輸送機関別の旅客・貨物輸送量（原則として旅客は⼈キロ、貨物はトンキ
ロ）を、それぞれの輸送機関の創出した粗付加値額（雇⽤者所有・営業余剰等）をウエイトとして、基準時加重
相対法（ラスパイレス⽅式）により総合化している。
 従って、⼈や⼈キロまたはトンやトンキロを単位とするそれぞれの輸送量に対して、輸送活動を経済的側からと
らえた総合的な指数であり、鉱⼯業⽣産指数や国⺠総⽣産（ＧＮＰ）等と対⽐してととらえられることができる
ものである。
 この指数の系列のうち、輸送業総合は、営業輸送だけからなるもので、輸送活動総合は、⾃家輸送を含んだす
べての輸送からなるものである。

４ 最近の輸送動向（５年４⽉〜７⽉の実績）

(1) 国内旅客輸送の動向

 （ＪＲ（旅客会社）は定期旅客が低調）
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 ＪＲ（旅客会社）は、６社合計で、５年４⽉〜７⽉の輸送⼈員は、対前年度同期⽐（以下同じ。）0.9％増と低
調な動きとなっている。このうち、定期旅客は0.7％増、定期外旅客は1.3％増となっている。
 （⺠鉄は定期旅客が減少）
 ⺠鉄は、定期旅客1.3％減、定期外旅客1.1％増で全体では、0.4％減となっている。
 （東京のバス、タクシーともに減少）
 東京のバスは、2.7％減と減少傾向が続いている。また、タクシーは1.5％減となっているものの、６⽉以降、前
年の反動で増加に転じている。
 （航空は幹線が⼤幅減少）
 航空は、幹線が6.5％減と⼤幅な減少となっており、ローカル線も1.5％減となっているため、全体では3.6％減
となっている〔２−１−26表〕。

２−１−26表 輸送機関別国内旅客輸送量

(2) 国内貨物輸送の動向

 （ＪＲ（貨物会社）は依然減少）

 平成５年度 120



 鉄道による貨物輸送量は前年割れを継続しており、⾞扱は6.0％減、コンテナは4.3％減、鉄道全体で5.4％減と
なっている。景気減速による貨物量の減少が依然として続いていると考えられる。
 （特別積合せトラックは減少が続く）
 特別積合せトラックは、⼯業品、農産品等各種品⽬とも減少傾向となっており、全体で、0.6％減となってい
る。
 （内航海運は横這い）
 内航海運は、横這いの推移となっている。このうち、貨物船は、セメント、⽯灰⽯等が増加していたが、７⽉に
⼊ってほとんどの品⽬で⼤幅な減少となり全体で0.5％減となっている。油送船は、増加傾向が続いていたが、６
⽉以降減少に転じ、0.7％増となっている。
 （航空は増加）
 航空は、景気減速による４年度の貨物量の落ちこみが⼤きかった反動もあり、全体では1.4％増となっている
〔２−１−27表〕。

２−１−27表 輸送機関別国内貨物輸送量

(3) 国際輸送の動向

 （国際航空旅客は低調）
 国際航空旅客は、企業関係の業務⽤渡航が低調で、海外旅⾏需要も伸び悩んでいるため、7.3％減となっている
が、７⽉には急激な円⾼による渡航費の下落等により出国⽇本⼈数が11ケ⽉ぶりに対前年同⽉⽐で増加となっ
た。
 （外航海運貨物は増加）
 外航海運貨物は輸出が11.0％増、輸⼊が2.8％増、三国間が5.4％増となっており、全体で3.8％増となっている。
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 （国際航空貨物は輸出、輸⼊ともに増加）
 国際航空貨物は、輸出、輸⼊ともに増加し、輸出⼊計で5.4％増となっている〔２−１−28表〕。

２−１−28表 輸送機関別国際旅客・貨物輸送量

５ 円⾼が運輸産業に与える影響

 このところ、円⾼が急速に進⾏している。円の対ドルレートは、４年末には、約125円であったが、５年８⽉に
は、⼀時的には100円に近づくまでに⾄っている。こうした急速な円⾼の進⾏は、我が国の経済に様々な影響を及
ぼしているが、運輸の分野でも、国際的な事業活動を⾏っている外航海運業や造船業の事業経営は、これにより⼤
きな影響を受けている。
 外航海運業においては、営業収⼊に占めるドル建収⼊の⾦額が、営業費⽤中のドル建て費⽤の⾦額を上回るこ
とから、円⾼の進⾏は⼤幅な減益要因として作⽤する。さらに、円⾼による輸出産業の不振や景気の低迷に伴う
海上荷動き量の減少による収益の落ち込みも予想されており、その経営は⼤変厳しい状況に直⾯している。この
ため、外航海運各社においては、⼀層の経費削減と費⽤のドル化の⼀層の促進等により、現在の苦境に対処しよ
うとしている。また、中・⻑期的には、円建て運賃の拡⼤を図りたい意向である。
 造船業においては、既輸出船契約の⼤部分が円建てであるため、円⾼によって為替差損が⽣じる可能性は少な
いものの、新規受注に関しては円⾼の進⾏が国際競争⼒の急激な低下をもたらし、商談で撤退するケースが⽬⽴
ってきている。このため、⽣産システムの合理化、経営資源の有効活⽤等により価格競争⼒を強化する⼀⽅、創造
的な商品開発につながる技術競争⼒の向上等⾮価格的競争⼒の強化を図っていく必要がある。
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 なお、国際航空においては、収⼊⾯、⽀出⾯でのドル建て⽐率がほぼ均衡しているため、円⾼の影響はほとん
ど受けないものと予想される。
 ⼀⽅、現下の経済情勢を踏まえ、政府においては、５年９⽉16⽇、規制緩和、円⾼差益の還元に加え、国⺠が
直⾯する厳しい経済情勢等に対し速効的に対応し得る幅広い諸施策から成る緊急経済対策を決定した。
 その中で運輸省における円⾼差益の還元等の対策については、⼀般輸⼊消費財等の円⾼差益還元の項⽬の中に
海外旅⾏サービスが盛り込まれた。海外パック旅⾏については、従来より円⾼等による仕⼊れ価格の動向を反映
した価格設定がなされているが、今後とも引き続きこうした円⾼等を反映した価格設定を⾏うよう要請したとこ
ろである。
 また、公共料⾦等の円⾼差益還元等の項⽬の中には、円⾼差益還元策とは別に内需拡⼤・利⽤者サービスの拡
充等の施策の⼀環として航空、鉄道、国内旅客船の割引運賃の拡充などについて盛り込まれており、これらにつ
いても随時実施が図られることとなった。
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第２節 施設整備の動向

１ 公共投資

 （交通関係公共投資は増加）
 平成４年度の交通関係公共投資は、〔２−１−29表〕のとおりであり、総額15兆0,774億円、対前年度⽐（以下
同じ。）13.3％増となっている。個別部⾨についてみると次のとおりである。

２−１−29表 交通関係公共投資
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(1) 鉄道
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 鉄道全体では、6,304億円、36.3％増となっている。
 ４年度の内訳をみると、⽇本鉄道建設公団（貸付線）は、元年度に着⼯した北陸新幹線（⾼崎・軽井沢間）及
び３年度に着⼯した東北新幹線（盛岡・⻘森間）、北陸新幹線（軽井沢・⻑野間）及び九州新幹線（⼋⼾・⻄⿅
児島間）の⼯事が本格化したことにより、152.5％増の1,399億円となった。公営地下鉄は、東京都、名古屋市、⼤
阪市等の⼯事が進捗したことにより、全体では21.5％増の3,216億円となった。営団地下鉄は、南北線の⼯事が進
捗したことにより、24.7％増の1,365億円となった。公営ニュータウン鉄道は、横浜市３号線の⼯事が進捗したこ
とにより、30.1％増の324億円となった。

(2) 港湾

 港湾全体では、１兆0,953億円、19.1％増となっている。
 ４年度の内訳をみると、港湾整備事業は、⿅島港、川崎港等16港における外貿コンテナターミナルの整備、⻘
森港、室蘭港等21港における内貿ユニットロードターミナルの整備、横浜港、名古屋港等33港における港湾の再
開発、和歌⼭下津港等３港における沖合⼈⼯島の整備、清⽔港、徳⼭下松港等37港における公共マリーナの整備
等を重点課題として事業を推進した。港湾機能施設整備事業等は、港湾関係起債事業、⺠活事業の強い整備要請
を受け、24.8％増の1,895億円となった。海岸事業は、東京港、新潟港、津⽥港等295港で海岸保全施設の整備、
神⼾港、博多港等95港で海岸環境の整備が進められ、3.9％増の737億円となった。

(3) 空港

 空港全体では、4,533億円、前年度⽐97.2％となっている。４年度については、第６次空港整備五箇年計画に従
い、３年度に引き続き三⼤空港プロジェクトを最優先課題として空港整備を推進した。
 その内訳をみると、空港整備全体は前年度⽐89.3％となっているが、その主な要因としては、事業のピークをむ
かえている東京国際空港の沖合展開の事業費は⼤きく伸びたものの、３年度に過去最⾼の事業費が認められた新
東京国際空港の事業費が⼤幅な減となったことが挙げられる。
 また、三⼤空港プロジェクトの進捗に伴う航空交通流の増加に対応するため、航空交通流管理センター等の整
備を進めたため、航空保安施設については前年度⽐22.0％増となっている。

(4) 道路

 道路全体では、12兆8,984億円、12.5％増となった。

２ ⺠間設備投資

(1) ⺠間設備投資の動向

 ４年度の⺠間設備投資は、⼤蔵省「法⼈企業統計年報」によれば、57兆5,414億円で、運輸・通信業をはじめ多
くの業種で減少したこと等から、全体では対前年度⽐（以下同じ。）10.3％減と⼤幅に減少した。業種別の増加
率をみると、製造業は16.0％減、⾮製造業は7.3％減少となっている。製造業では、⽯油・⽯炭製品、⾷料品が増
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加したほかは、どの業種も⼤幅に減少している。⼀⽅、⾮製造業では、建設業、電気業、不動産業等が２桁の⼤
きな伸びを⽰したものの、運輸・通信業は⼤幅に減少している。

(2) 運輸関連⺠間設備投資の動向

 （４年度の運輸関連⺠間設備投資実績は引き続き増加）
「運輸関連企業設備投資動向調査」（原則として資本⾦１億円以上の3,252社調査）によると、４年度の運輸関連
⺠間設備投資の実績額は、⼯事ベースで総額３兆7,797億円、6.7％増と、３年度に引き続き増加となった〔２−１
−30表〕。このうち、「運送業部⾨」は3.1％増で、港湾運送業、国内旅客船業、バス業、鉄道業等が増加、ハイ
ヤー・タクシー業、鉄道利⽤運送業、内航海運業等が減少となった。「製造業部⾨」は2.7％増で、舶⽤⼯業、造
船業が増加、鉄道⾞両製造業が減少となった。「その他部⾨」は30.0％増で、⾃動⾞ターミナル業、登録ホテル
業等が増加、港湾建設業が減少となった。

２−１−30表 運輸関連設備投資実績及び計画（⼯事ベース）

 平成５年度 127



 平成５年度 128



 （鉄道業、航空関連施設業等が⼤幅増加）
 主な事業ごとにその設備投資動向をみると、鉄道業は、⽤地が減少になったものの、構築物を中⼼に7.4％増、
航空関連施設業は、⽤地が減少になったものの、構築物、給油施設を中⼼に41.8％増、登録ホテル業は、新築、
構築物等を中⼼に42.4％増となっており、20業種中13業種で投資額が増加した。
 ⼀⽅、トラック運送業は、⾃動⾞、⾞庫及び修理⼯場を中⼼に10.2％減となった。
 （エネルギー対策、研究開発のための投資が引き続き増加）
 ４年度設備投資実績（⼯事ベース）を投資⽬的別〔２−１−31表〕にみると、「エネルギー対策のための投
資」（192.4％増）、「研究開発のための投資」（77.1％増）、「公害防⽌設備及び環境整備のための投資」
（23.2％増）、「合理化及び省⼒化のための投資」（11.9％増）等、「サービス改善のための投資」（0.9％減）
を除く全ての項⽬にわたって増加している。また、シェアでは能⼒増強投資が約６割を占めている。

２−１−31表 運輸関連設備投資⽬的別内訳（⼯事ベース）

 （外部資⾦は引き続き増加）
 ４年度設備投資実績を⽀払ベースでみると、３兆5,428億円、5.7％増となった。資⾦調達別には、内部資⾦が１
兆4,892億円、2.5％増、外部資⾦が１兆0,536億円、8.2％増となっている。
 この結果、投資総額に占める外部資⾦の割合は58.0％、1.4ポイント増となり、その調達内訳では、株式
（23.8％増）、政府系⾦融機関（13.4％増）、⺠間⾦融機関（12.6％増）等がシェアを伸ばしたのに対し、社債
（18.4％減）、外資（12.8％減）のシェアが減少した〔２−１−32図〕。
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２−１−32図 運輸関連設備投資資⾦調達実績及び計画

 （６年ぶりに前年割れした５年度投資計画）
 ５年度の設備投資計画（⼯事ベース）〔２−１−30表〕は、総額３兆4,809億円、7.9％減と、昭和62年度調査
の6.7％減以来６年ぶりにマイナスに転じた。主な事業ごとの投資計画をみると、鉄道業は、新線建設に伴う構築
物や⽤地等に対する投資の増加で、１兆4,326億円、1.8％増、航空関連施設業は、東京国際空港の沖合展開⼯事や
関⻄国際空港の第１期⼯事の進展に伴う空港施設及び構築物等に対する投資の増加により、4,107億円、29.2％増
となっている。このほか、航空利⽤運送業の投資計画額が増加している。その他は全ての業種で投資計画額が減少
している〔２−１−33表〕。

２−１−33表 主要な業種別平成５年度設備投資計画（⼯事ベース）
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 また、投資⽬的別内訳にみると、「研究開発のための投資」（67.7％増）、「公害防⽌設備投資及び環境整備
のための投資」（13.7％増）については、増加しているものの、その他の⽬的については全て前年度⽐マイナスを
⽰した。
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第２章 変貌する国際社会と運輸

 (我が国の国際運輸の状況）
 現在我が国の経済規模は、世界の15％以上を占めるに⾄っているが、運輸の分野においても、⽇本の海上貿易
量は７億9,219万トンで世界（42億700万トン）の18.8％（平成４年）、⽇本を発着した国際航空旅客は、約3,300
万⼈で世界（２億6,600万⼈）の12.6％に及ぶ（３年）など、我が国を中⼼とする国際運輸活動が世界に占めるウ
エイトは⼤きいものとなっている〔２−２−１図〕。

２−２−１図 世界に占める⽇本の経済規模と運輸
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 我が国の経済は、諸外国の⼈・物との円滑な交流による相互依存関係の深化に伴って発展してきたが、特に近
年、円⾼の進⾏や経済摩擦の激化、これらに対応した⽇本企業の海外進出や国際分業の進展、内需主導型経済へ
の移⾏等経済構造の変化が進んでおり、我が国を取り巻く経済環境は⼤きく変化している。また、４年に1,179万
⼈にのぼった海外旅⾏者は、今後さらに着実な増加が予想される。
 こうした状況の中で我が国は国際交通網の整備や国際政策協調を進めるとともに、交通安全対策の実施、開発
途上国への経済協⼒等を通じて⽇本の進んだ運輸技術・ノウハウの提供等の積極的な貢献を引き続き進めるな
ど、国際運輸の充実に努⼒していくことが求められている。

第１節 国際交通サービスの充実

１ 国際交通網の充実

 経済活動、国⺠⽣活両⾯にわたる本格的な国際化時代を迎えて、我が国を中⼼とした国際的な⼈と物の流れが
かつてない程活発化しており、このため、国際交通網の⼀層の整備、充実が重要課題となっている。
 航空については、関係⼆国間の航空協定に基づいて国際定期航空運送事業が運営されており、我が国として
は、航空交渉に際し、利⽤者の利便に適切に対応した輸送⼒を確保し、国際的な⼈的交流及び物的流通の促進を
図ることを基本的⽬標としている。
 現在、６年９⽉開港予定の関⻄国際空港における国際路線を充実させるため、同空港への乗り⼊れを希望して
いる国々との間で航空交渉を精⼒的に推進しており、４年９⽉から５年８⽉までに39ヶ国との間で38回の協議が
⾏われた。これらにより、５年７⽉までにネパール、南アフリカ、ベトナム等の新規の航空協定締結国を含む30
ヶ国と、関⻄国際空港への新規乗り⼊れや既乗り⼊れ国の増便の取決め等について合意した。４年10⽉の第１回
に引き続き、５年８⽉に第２回⽇⽶航空交渉を開催し、関⻄国際空港への乗り⼊れ問題、⽇⽶航空権益の不均衡
問題等について⽶国政府と議論を⾏っているところである。
 また、海運については、我が国は「海運⾃由の原則」を政策の基本として、ＯＥＣＤ、ＧＡＴＴ、ＵＮＣＴＡ
Ｄ等の国際機関における活動に参加するとともに、⽶国、ＥＣ等と海運政策の調整及び意⾒交換を⾏ってきてい
る。また、中国、韓国等の近隣諸国との間では⼆国間協議により、両国海運企業が互恵平等の原則で航路開設や
営業活動の確保ができるよう努めており、最近の⽇中政府間協議においては、最⼤の懸案事項であった⽇本／上
海定期フェリー航路の第２船投⼊問題及び海運企業の相⼿国内における営業活動の⾃由化の問題が解決された。

２ 国際輸送の安全対策

 (海上安全対策の推進）
 我が国は従来から、海上安全確保及び海洋環境保護については、関係諸国や国際機関との国際協調のもと積極
的にその対策を推進してきているが、昨今のタンカーの重⼤事故の続発に対応して、５年２⽉、国際海事機関
（ＩＭＯ）に対し、油タンカーの⼆重構造化の推進、ＰＳＣ（寄港国による監督）の強化並びに包括的な船舶の
安全運航管理体制の確⽴を⽬的とした国際安全管理コード（ＩＳＭコード）の早期採択及び実施を主な内容とす
る「油タンカーの安全確保及び海洋環境保護に関する総会決議案」を提案した。同提案は５⽉の海上安全委員会
（ＭＳＣ）、７⽉の海洋環境保護委員会（ＭＥＰＣ）で概ね了承され、10⽉のＩＭＯ総会で採択された。マラッ
カ・シンガポール海峡についても、ＭＳＣに航⾏安全問題を検討するためのワーキング・グループが設⽴され、
我が国も同海峡の現地調査に積極的に協⼒し、同海峡における航⾏安全の確保に貢献しているところである。
 (核物質輸送に係る安全の確保）
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 原⼦⼒開発利⽤の進展に伴い、使⽤済み核燃料をはじめとする放射性物質の国際輸送の機会が増⼤しており、
事故による災害や核物質の盗取等を防⽌するための安全対策、防護対策等の適切な実施が重要となっている。４
年11⽉から５年１⽉にかけてのフランスから⽇本へのプルトニウムの海上輸送については、核物質の輸送⽤に特
別に設定された輸送船の使⽤等⼗分な安全対策を講じるとともに、海上保安庁においては護衛に当たる巡視船の
派遣、輸送船への海上保安官の乗船等の措置を講じ、総⽇数60⽇、総航程約２万海⾥に及ぶ⻑期間にわたって、
万全の体制で護衛を実施した。
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第２節 国際経済問題に対応した運輸⾏政の展開

 近年、運輸分野においても、ＧＡＴＴウルグアイ・ラウンド・サービス貿易交渉、ＥＣ統合、ＮＡＦＴＡ等に
おいて⾒られるように、貿易・投資の促進による経済成⻑を⽬的とする動きが進んでいる。最近では、ＡＰＥＣ
において域内の貿易・投資の⾃由化が議論されるなど、今後ますます運輸を含むサービス貿易をめぐる議論が⾼
まることが予想される。また、⼆国間協議においても空港等の建設市場への参⼊問題、⾃動⾞の基準認証問題等
運輸関連分野の事項が取り上げられる機会も多くなってきている。
 我が国としても、保護主義的な動きに留意しつつ、国際協調の進展と経済成⻑の実現が図られるよう、適切に
対応する必要がある。
 （運輸ハイレベル協議）
 運輸省では、主要運輸当局と密接な意思疎通を図ることにより、運輸分野における諸課題について円滑な調整
を⾏うため、運輸審議官と諸外国の次官クラスとの間で、運輸ハイレベル協議を実施している。平成５年３⽉に
は、ＥＣ委員会第７総局⻑（運輸担当）を迎え、ＥＣ共通運輸政策等を中⼼に協議が⾏われた。
 （⽇⽶経済パートナーシップ協議）
 ５年７⽉の⽇⽶⾸脳会談で、従来の⽇⽶構造問題協議（ＳＩＩ）に代え、新たにセクター別・構造⾯での協議
及び交渉並びに地球的展望に⽴った協⼒のための共通の課題を扱う枠組みが合意された。この中には、運輸技術
協⼒等運輸分野に関する事項が含まれており、運輸省としても、適切な対応が必要とされるところである。
 （⽇⽶建設協議）
 関⻄国際空港プロジェクト等⼤型公共事業への外国企業の参⼊等に関しては、⽇⽶両国間で合意された「⼤型
公共事業への参⼊機会等に関する我が国政府の措置」（昭和63年）及びその追加的措置（平成３年）を着実に実
施してきたところである。しかしながら、⽶国は、⽇本の市場の閉鎖性を理由として制裁措置を背景にー般競争
⼊札制度の導⼊等新たな提案を⾏っている。我が国としては、⽶国の制裁措置を前提とした交渉には応じられない
との⽴場をとりつつも、⽶側提案を含めたオープンな議論にのぞむこととしている。
 （⽇⽶運輸技術協⼒の推進）
 クリントン政権は、⽶国経済の再建を⽬指して打ち出した経済政策の中で、⾼速鉄道整備、磁気浮上式鉄道の
開発等インフラの整備・改良を重視し、また、電気⾃動⾞等の導⼊の提唱等環境・エネルギーにも重点を置いて
いる。これを踏まえて、５年４⽉の⽇⽶⾸脳会談において運輸技術の分野における包括的な⽇⽶協⼒の枠組みに
つき、基本的合意がなされ、⽇⽶経済パートナーシップ協議においても当該協⼒が積極的協⼒分野の⼀つとして
位置付けられている。今後、当該協⼒の枠組みを確定し、専⾨家による会合を開催することとしている。
 （ＧＡＴＴウルグアイ・ラウンド）
 昭和61年から開始されたＧＡＴＴウルグアイ・ラウンドにおいては、新たに運輸、⾦融等のサービス貿易が取
り上げられ、その⾃由化を促進するための協定の策定作業が進められてきており、運輸省では航空、海運等の分
野を中⼼に積極的に対応してきている。今後、ジュネーブでの交渉において、年内合意の達成に向けて調整が⾏
なわれることとなるが、⼀部の国が海運等の主要分野につき⾃由化に消極的な姿勢をとっていることから、我が
国としては、引き続き海運等の⾃由化を求め、ガット交渉の円滑な進展に貢献していく必要がある。
 （⾃動⾞基準・認証の国際化）
 我が国は、⾃動⾞基準・認証に関し、従来より諸外国の意⾒等を踏まえ必要な措置を講じてきている。特に、
⽶国より要望のあった⾃動⾞基準・認証に係る14項⽬については、平成４年１⽉のブッシュ⼤統領訪⽇の際に作
成された⽇⽶グローバルパートナーシップ⾏動計画において、解決⼜は解決⽬前として全て⽶国側の合意が得ら
れ、そのフォローアップとして⾃動⾞基準・認証に関する⽇⽶専⾨家の意⾒交換等を実施している。
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 今後とも、欧⽶の政府機関及び業界との意思疎通を図るとともに、国連欧州経済委員会⾃動⾞安全公害専⾨家
会議に積極的に参画し、⾃動⾞基準・認証の⼀層の国際化を図っていくこととしている。
 （造船助成の削減問題）
 ＯＥＣＤ造船部会においては、政府助成を削減し、造船業における公正な競争条件を確保するための新たな条
約に関する協議が⾏われており、⽶国における政権交替等により、４年４⽉以降⼀時中断されていたものの、５
年９⽉より再開された。我が国は主要造船国のー員として適正な条約の成⽴に引き続き努めていくこととしてい
る。
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第３節 国際社会ヘの貢献

１ 国際協⼒の推進

(1) 運輸分野における国際協⼒の重要性

 鉄道、港湾、空港等の運輸基盤施設の整備等による効率的な輸送体系の構築や、観光の振興は、経済発展や⽣活
向上を図っていく上で不可⽋な役割を担うものであるが、開発途上国等においては、資⾦及び技術の不⾜が著し
く、我が国の有する経済⼒や運輸分野の⾼い技術⼒に対する期待は⾼い。このため運輸省は、こうした途上国等
からの期待に応えてきており、その結果、我が国の国際協⼒の中で運輸分野は重要な地位を占めている。冷戦構
造の終焉、経済のボーダレス化の進展により、⼈流、物流はますます活発化してきており、運輸分野の国際協⼒
の重要性はますます増⼤してきている。

(2) 運輸分野における国際協⼒の実績

 途上国等からの協⼒要請は増⼤、多様化の⼀途をたどっている。過去５年間の協⼒実施国は約100ヶ国にのぼる
〔２−２−２図〕。４年度の協⼒形態別の実績は以下のとおりである。

２−２−２図 最近５ヶ年の運輸分野における国際協⼒の対象国
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(ｱ) 資⾦協⼒

 我が国の有償資⾦協⼒のプロジェクト借款（円借款のうち、鉄道、港湾の整備等特定のプロジェクトの実施に
関するもの）において、運輸分野は全体の約２割を占めている〔２−２−３図〕。４年度は中国の航空管制近代
化、インドネシアの⾸都圏鉄道近代化など18件、総額1,152億円に及ぶ借款の交換公⽂が締結された。また、無償
資⾦協⼒としてはバングラデシュの気象⽤通信網の整備など７件、総額56億円を供与する交換公⽂が締結され
た。

２−２−３図 最近５ヶ年における有償資⾦協⼒の内訳
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(ｲ) 技術協⼒

 開発調査（途上国のプロジェクトについて基本計画やプロジェクトの実現可能性を検討するための調査）につ
いては、運輸分野が全体の約１割を占めている。４年度は、ポ−ランドにおける総合交通計画、フィリピンにお
ける全国フェリー輸送計画の策定など34件について国際協⼒事業団を通じて、開発調査を実施した。
 また、31ヶ国等に250名の専⾨家を派遣し、68ヶ国から353名の研修員を受け⼊れるとともに、タイの船員教育
訓練センターなど６件についてプロジェクト⽅式技術協⼒（専⾨家の派遣、研修員の受⼊れ及び機材供与を総合
して実施するもの）を国際協⼒事業団を通じて実施した。

(3) 国際協⼒の動向〔２−２−４図〕

２−２−４図 インドネシアのジャボタベック鉄道（有償資⾦協⼒）
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 （国際社会の変化への対応）
 政治的、経済的に⼤きく変化する国際社会の動きに対応し、協⼒の内容、協⼒形態等も多様化している。例え
ばアジア太平洋地域における経済活動の活発化、相互依存関係の緊密化に対応して、アジア太平洋経済協⼒（Ａ
ＰＥＣ）閣僚会議（＊）等を通じた地域の輸送体系の構築、観光の振興への協⼒を⾏っている。また、冷戦構造
の終焉に伴い、旧社会主義国に対する協⼒が増⼤している。ロシアに対しては鉄道、物流、航空管制、港湾等の
分野における技術的⽀援を⾏っている。
 （環境問題への対応）
 地球環境問題の⾼まり等に対応して、交通公害対策、気候変動、海洋環境保全等の環境分野への協⼒を積極的
に推進している（第10章参照）。
 （開発途上国のニーズへの的確な対応）
 援助規模の量的拡⼤、多様化に伴い、協⼒の的確な実施が求められている。このため我が国は４年６⽉政府開
発援助⼤綱を策定した。運輸省としても、運輸審議官の派遣による途上国との政策対話などにより開発途上国の
ニーズを的確に把握するとともに、ニーズに的確に対応するため、国別、分野別の援助指針の策定など運輸分野
国際協⼒の基本⽅針を明確にするとともに、途上国の実情に適合した技術の開発などの援助⼿法の研究を⾏ってい
る。
 また、外貨獲得・雇⽤創出に効果的な観光振興に対する途上国の関⼼の⾼まり等に対応し、「国際観光開発総
合⽀援構想（ホリディ・ビレッジ構想）」を策定し、観光振興への協⼒を推進している。また、運輸の発展のた
めには、政府による鉄道等の基盤施設の整備とともに、運輸事業の振興など⺠間セクターの能⼒向上が重要であ
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る。このため、船員の乗船研修を我が国で実施するなど開発途上国における⺠間セクターの⼈材養成に努めてい
る。

＊「アジア太平洋協⼒（ＡＰＥＣ；Ａsia-Ｐacific Ｅconomic Ｃooperatoon）」…アジア太平洋地域に関する閣僚
会議を含む政府間の地域協議体。1989年設⽴。現在、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、中国、⾹港、インドネ
シア、⽇本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾（呼称：チャイニーズ・タ
イペイ）、タイ、⽶国、の15ヶ国・地域が参加。

２ 国際科学技術協⼒

(1) 運輸省における国際科学技術協⼒

 鉄道、⾃動⾞、船舶、港湾、航空、気象、海上保安等の運輸関係技術については、その技術関係の成果が国際
的に広く活⽤されるものであると同時に、地球環境問題への対応など国際的な研究協⼒の意義が⼤きな分野でも
ある。４年４⽉に改正された政府の「科学技術政策⼤綱」においても、国際的な科学技術活動強化の重要性が謳
われている。
 運輸省においては、このような環境の中で、所掌する各分野について国際間の情報交換、専⾨家交流、共同研
究等を積極的に推進している。運輸省関係の国際科学技術協⼒の案件は年々増加し、現在15ヶ国、103テーマ（４
年度末）に及んでいる。研究者の交流についても、科学技術庁の在外研究員派遣制度等を活⽤してその促進を図
っている。また、５年度には、科学技術振興調整費を活⽤して、⾃動⾞、船舶、港湾及び⽔路業務関係で計８件の
国際共同研究を実施する等、協⼒案件の質的な充実を図っている。

(2) 各分野毎の国際科学技術協⼒活動

(ｱ) ⾃動⾞、鉄道関係

 交通安全公害研究所において、⾃動⾞の排出ガス等公害対策について韓国、アメリカ、ドイツ及びデンマーク
と、鉄道局及び交通安全公害研究所において、常電導磁気浮上式鉄道についてドイツとそれぞれ情報交換、専⾨
家交流等を⾏っている。

(ｲ) 船舶関係

 船舶技術研究所において、アメリカと「天然資源の開発利⽤に関する⽇⽶会議（ＵＪＮＲ）」の海洋構造物専
⾨部会を通じて協⼒を⾏っているほか、海洋構造物・船舶の安全性、氷海域輸送、海洋汚染防⽌技術等に関する
情報交換、専⾨家交流及び共同研究を、韓国、ドイツ、カナダ、ノルウェー等12ヶ国と⾏っている。

(ｳ) 港湾関係

 港湾局及び港湾技術研究所において、沿岸開発、港湾海洋構造物、港湾及び海洋の汚染防⽌・浄化、⽔中調査
ロボット等に関する情報交換、専⾨家の交流及び共同研究をオーストラリア、アメリカ、ドイツ等９ヶ国と⾏って
いる。
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(ｴ) 航空関係

 航空局において、航空機の経年化等航空の安全に関する協⼒をアメリカと⾏っているほか、電⼦航法研究所にお
いて、マイクロ波着陸システムの協⼒を中国と、衛星航法に関する研究の協⼒をカナリとそれぞれ⾏っている。

(ｵ) 海上保安関係

 海上保安庁において、アメリカとＵＪＮＲの海底調査専⾨部会を通じて電⼦海図及び海洋地球物理データの管
理システムに関する共同研究等の協⼒を⾏っているほか、⼈⼯衛星レーザー測距による海洋測地、海洋及び海底地
形等に係るデータ交換、海洋汚染における油種等の識別技術等に関し、アメリカ、フランス、ドイツ等10ヶ国と
協⼒を⾏い、情報交換や専⾨家の交流等を⾏っている。

(ｶ) 気象関係

 気象庁において、フランス、オーストラリア、アメリカ等14ヶ国及びＥＣとの間で、気候変動、衛星気象学、天
気予報、海洋環境、地震・⽕⼭等の各分野にわたり59件の協⼒を実施し、情報交換、専⾨家の交流及び共同研究
を⾏っているほか、ＷＭＯ（世界気象機関）、ＩＯＣ（ユネスコ政府間海洋学委員会）等の推進している多数国間
技術協⼒にも参加している。
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第３章 貨物流通の円滑化

第１節 物流をめぐる社会的状況の変化と物流効率化の必要性

 第２次⽯油ショック以降の重厚⻑⼤型産業から軽薄短⼩型産業へのわが国産業構造の変化や、⽣産、消費⾏動の
⾼度化による商品の差別化傾向、国⺠の豊かな消費⽣活に対する志向のなかで、近年、多品種少量物品の多頻度
輸送、ジャスト・イン・タイムサービスに⾒られる定時性の確保、更には納品先の発注単位に合わせた包装のや
り直しなどの流通加⼯を含めた質の⾼い輸送サービスが物流業界に求められている。
 このような物流に対するニーズの多様化や質的な⾼まりに伴い、それらへの弾⼒的な対応が可能なトラック輸
送への依存度が⾼まってきた。
 ⼀⽅、近年、⾃動⾞交通量の増加により、主要道路を中⼼に、交通混雑の度合いが著しく、特に都⼼部での渋
滞は、円滑な道路交通の障害となっている。環境問題においても、地球温暖化の原因となる⼆酸化炭素等の温室
効果気体や、⼈間の呼吸器に悪影響を与えるほか酸性⾬の原因ともなる窒素酸化物等の排出量の抑制が重要な課題
となっている。また、労働⼒不⾜については、⼀時期ほどの逼迫感はないものの、労働時間の短縮に伴う必要労働
⼈⼝の増加、若年労働⼒の減少傾向等を考えれば、依然として対策を講じる必要がある。
 これらの制約要因を克服しつつ、今後のわが国経済や国⺠⽣活の健全な発展を⽀える円滑な物流を確保してい
くためには、物流システムをより効率的なものに転換していく必要がある。
 このためには、幹線貨物輸送におけるトラックから鉄道・海運へのモーダルシフトの推進、都市内・地域内に
おけるトラックの積合せ輸送の促進、また、こういった物流効率化に対する取り組みを⽀援するトラックターミ
ナルなどの物流拠点の整備等が必要である。
 また、物流サービスの⾼度化は、積載効率の低下や⼿待ち時間の増加等輸送効率の低下をもたらしている⾯が
あるため、この点について関係者の理解を求めながら、過度のジャスト・イン・タイムサービスの⾒直しや、計画
的な出荷、料⾦体系の⾒直しによる輸送需要の平準化などを進めていく必要がある。
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第２節 モーダルシフトの推進

１ モーダルシフト推進の必要性

 トラック輸送は、わが国の貨物輸送の中で、⾼速道路網を中⼼とした道路整備の進展を背景とし、ドア・ツ
ー・ドア輸送が可能であることなどの機動性や利便性により著しい伸びを⽰してきた。そして今や国内貨物輸送量
のトンキロベースでのシェアの半分以上を占めるに⾄っている。
 しかし、近年、トラック輸送において、幹線道路における道路交通混雑により以前に⽐べて定時性の確保が難
しくなってきており、輸送時間の伸⻑等の問題も顕在化している。また、⼤量の貨物を輸送する際の労働者⼀⼈あ
たりの貨物輸送量、⼀定の貨物輸送量に対する⼆酸化炭素の排出量を考えれば、トラック輸送は、鉄道・海運に
⽐べて効率的な輸送機関とは⾔い難く、⼤気汚染への影響も⼤きい。
 このため、端末輸送の分野におけるトラック輸送との連携を図りつつ、特に幹線貨物輸送の分野において、ト
ラックから省⼒型、低公害型の⼤量輸送機関である鉄道・海運へ輸送機関を転換するモーダルシフトを推進し、
諸制約要因の緩和を図っていくことが重要な課題となっている。

２ モーダルシフト円滑化策

 モーダルシフトを円滑かつ効果的に推進していくためには、⼤量輸送機関である鉄道・海運の⻑所を⽣かしつ
つ、荷主ニーズであるドア・ツー・ドアの機動性を満たすに⾜る複合⼀貫輸送体系を構築することが必要であ
る。
 このためには、物流事業者や荷主企業等の関係事業者が鉄道や海運を利⽤しやすいような環境を整備すること
が必要である。
 このような状況を踏まえ、運輸省は、平成２年12⽉に施⾏された貨物運送取扱事業法により、従来の通運事業
等について事業規制の緩和を⾏い、これらの事業が複合⼀貫輸送のコーディネーターとして、より⼀層積極的な
役割を果たしていくことのできる環境の整備を図っている。
 また、財政投融資制度や、税制措置を通じて、鉄道輸送や海運の利⽤促進に資する設備、機器の整備を図るため
の⽀援措置の拡充を図っており、５年度においては、複合⼀貫輸送⽤機器及び情報システムの整備に対する開銀融
資制度等を創設した。
 更に、５年５⽉より学識経験者、関係業界等からなる「モーダルシフトを推進するための鉄道・海運の活⽤⽅
策に関する懇談会」を開催し、輸送の⽅法、ダイヤ設定等を中⼼とした改善⽅策の検討を⾏っている。

３ モーダルシフト推進のための受け⽫の整備

 モーダルシフトを推進していくためには、関係事業者が鉄道や海運を利⽤しやすいような環境を形成する⼀⽅
で、輸送需要転換の受け⽫となる鉄道・海運の輸送⼒増強を図らなければならない。
 しかしそのために必要なインフラ等の整備に当たっては膨⼤な費⽤を要することから、このような輸送⼒増強
のためのインフラ整備等に対しても⾏政上の⽀援措置を講ずる必要がある。

(1) 鉄道の貨物輸送⼒増強
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 現在の鉄道貨物輸送⼒を増⼤させるためには、より⼀層のダイヤの増強が必要であるが、既にダイヤが過密状態
となっている主要幹線においては、今後⼤幅なダイヤ増強は困難であると考えられる。
 従って、主要幹線における貨物輸送⼒を増⼤させていくためには、可能な範囲でダイヤ増強を⾏う⼀⽅で、コン
テナ列⾞の⻑⼤編成化を図ることが必要である。
 ５年６⽉には、東海道線におけるコンテナ列⾞について、現在の20両主体の編成を当⾯26両主体とするための
貨物ターミナル駅の着発線、荷役線及び留置線や中間駅における待避線の延伸、変電所の新設等の整備⼯事が着
⼯された。
 運輸省としては、引き続き、これらの施設整備に対する鉄道整備基⾦からの無利⼦貸付等や、コンテナ列⾞の⻑
⼤編成化にあたって必要な⼤出⼒⼤型電気機関⾞の税制上の特例措置等を活⽤することにより、鉄道の貨物輸送
⼒増強を図っていくこととしている。

(2) 内航海運の輸送⼒増強

 モーダルシフトのもう⼀⽅の受け⽫となる内航海運については、コンテナ貨物や雑貨といった⼩⼝貨物の輸送
に適したコンテナ船、ロールオン・ロールオフ船（注1）等の整備が必要である。
 このため、コンテナ船、ロールオン・ロールオフ船等の整備に関しては、船腹調整制度（注2）の運⽤を４年度
以降弾⼒化している。また、船舶整備公団との共有建造⽅式においても、４年度に⻑距離フェリー、５年度に⾃
動⾞専⽤船、中距離フェリーについて公団共有⽐率の引上げを実施したほか、船舶整備公団の事業費枠の拡⼤を
図りこれからの建造を積極的に進めている。
 また、モーダルシフトの新たな受け⽫として期待されるテクノスーパーライナー（注3）の技術開発を進めると
ともに、テクノスーパーライナーを活⽤した輸送システム、港湾システム、事業運営システム等の検討を⾏ってい
る。
 更に、第８次港湾整備五箇年計画に基づき、コンテナ船等に対応する内貿ユニットロードターミナル（注4）の
整備を積極的に推進している。

（注1） トラックやトレーラー、フォークリフト等の⾞両が貨物を積載したまま⾃⾛して乗船する貨物船。荷役作
業が⼤幅に省⼒化できる。
（注2） 内航船の船腹量の適正化を図るため、⽇本内航海運組合総連合会が⾏っているスクラップ・アンド・ビル
ド⽅式で内航船の船腹量を調整する制度。
（注3） 速⼒50ノット、貨物積載量1,000トン、航続距離500海⾥以上の新形式超⾼速船
（注4） 国内における船舶による物品の海上輸送において、コンテナ単位、貨物⾃動⾞単位等でまとめられた貨物
（ユニットロード貨物）の輸送に対応したコンテナ埠頭、フェリー埠頭、駐⾞場等の港湾施設。
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第３節 積合せ輸送の推進

１ 都市内・地域内における物流効率化の必要性〔２−３−１図〕

２−３−１図 福岡市天神地区 共同集配現場

 産業構造の変化や消費ニーズの多様化に伴う物流サービスの⾼度化は、都市内・地域内における物流構造や流
通機構に⼤きな変化をもたらしている。
 都市内・地域内においては、主として貨物の輸送をトラックに頼ることとなるが、多頻度少量輸送、時間指定
配送、緊急配送といった近年の物流ニーズ⾼度化への対応は、トラックの積載効率の低下や⼿待ち時間の増加等
の輸送効率の低下をもたらしている⾯があり、また、トラックの交通量の増⼤や貨物積卸しのための駐停⾞は、
⼤都市内における環境問題の深刻化や交通混雑の⼀因となっている。
 ⾃家⽤トラックは、使⽤者にとっての利便性という点で営業⽤トラックに対する優位性を有しており、特に営業
活動等を伴う都市内・地域内においてその依存割合は⼤きい。
 しかし、⾃家⽤トラックによる輸送は、営業⽤トラックのように複数の荷主の貨物の積合せができず、また、⽚
道輸送がほとんどであるため、積載効率の低下は避けることができない。そしてこのことが物流に係る種々の制
約要因を⼀層深刻なものにしていると考えられる。
 こういった状況に対応にするためには、荷主企業等を含めた関係者が、これまでの⾃家⽤トラックによる個別
輸送から、営業⽤トラックの特性を活かした積合せ輸送の拡⼤による都市内・地域内物流の効率化のために積極
的に取り組むことが重要である。
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 そこで運輸省としては、都市内・地域内における営業⽤トラックの積合せ輸送、共同配送センターの整備を推
進するとともに、商業・業務集積地において共同集配システムを構築するため、５年度において、「商業・業務
集積地における物流円滑化のためのガイドライン」を策定すべく、東京、名古屋及び⼤阪のそれぞれ特⾊を持っ
た地区を対象として調査を⾏っている。

２ 中⼩企業の流通業務の効率化

 我が国の物流は、中⼩企業への依存度が⾼く、特にトラック事業者においてはその約99％が中⼩企業者で占め
られている。我が国の経済社会が今後も健全な発展を続けていくためには、物資の円滑な流通が確保されること
が必要であり、中⼩企業の物流効率化を通じて物流全体の効率化を図ることが重要な課題となっている。また⼤
企業に⽐べて経営基盤の脆弱な中⼩企業においては、道路交通混雑、環境問題、労働⼒不⾜等の物流をめぐる制
約要因の影響が深刻であり、企業経営の上でも効率化が必要とされている。
 しかしながら、資⾦調達⼒が脆弱であり、かつ効率化投資に⾒合う物流量の確保が難しい中⼩企業が単独でこ
のような問題に取り組んでいくことは困難であり、今後中⼩企業が流通業務の効率化を進めていくにあたって
は、複数の企業が共同して、⼀体的に流通業務を⾏うことにより、各企業の流通業務の効率化を図っていくことが
効果的な対応策であると考えられる。
 このため、中⼩企業のこのような取組みを⽀援するため、中⼩企業流通業務効率化促進法が４年10⽉に施⾏さ
れた。同法に基づいて運輸省及び中⼩企業庁は流通業務効率化事業の内容、⽅法等に関する基本的な⽅向を⽰す
とともに、認定を受けた効率化計画に従って⾏われる事業に対し、課税の特例措置や財政投融資等を⾏い、中⼩
企業者の流通業務の⼀層の効率化を促進することとしている。
 また、５年度から10年度を対象期間とするトラック事業に係る中⼩企業近代化計画を５年７⽉に告⽰した。こ
の計画を踏まえ各都道府県トラック協会が作成し、運輸省が承認した構造改善計画に沿って、構造改善事業の指
導等を⾏うこととしている。
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第４節 物流拠点の整備

１ 物流拠点の整備

 近年、物流ニーズの⾼度化・多様化に対応するとともに物流の効率化を図るため、倉庫、上屋、トラックター
ミナル等の物流施設については、従来からの保管、荷捌き等の機能に加えて、ラベル貼り、組⽴・さい断等の流
通加⼯機能、⾼度の情報処理機能、商品の展⽰機能等を備えるとともに、複数の物流事業者が共同で利⽤する会
議施設等を備えた複合的物流拠点として整備を進めることが必要となっている。
 このため、運輸省としてはＮＴＴ株の売却益による無利⼦貸付け、課税の特例措置、財政投融資等によりこれ
ら物流拠点の整備を⽀援している。
 また、物流ニーズの⾼度化・多様化に加え、貨物⾃動⾞交通の増加、物流関連施設の⽴地の広域化等を踏ま
え、新たな視点からこれらの経済社会情勢の変化に対応した流通業務市街地の整備を促進していくため、５年11
⽉に流通業務市街地整備の対象都市の拡⼤、⽴地規制の緩和、⽀援措置の拡充等を内容とする「流通業務市街地
の整備に関する法律の⼀部を改正する法律」を施⾏することとしている。
 更に、近年の労働⼒不⾜、環境問題等に対応するため、⾃動⽴体倉庫の整備等による省⼒化、特定フロンをし
ない冷凍設備の導⼊等を積極的に⽀援していくこととしている。

２ 輸⼊関連インフラの整備

 近年における我が国の産業構造の変化、国際的な⽔平分業の進展等に伴い、我が国の貿易環境は著しく変化し
ている。海上貨物については、最近の景気低迷を反映して伸び率が鈍化しているものの、製品輸⼊の増加に伴い
輸⼊コンテナ貨物量が増加の⼀途をたどっており、これに対応して港湾における物流施設の整備が求められてい
る。航空貨物については、輸⼊貨物の約９割が新東京国際空港及び⼤阪国際空港に集中していることや、航空貨物
の増加により貨物取扱施設が狭溢化していることなどから、貨物取扱能⼒の⼀層の拡充を図ることが求められて
いる。また、我が国の経常収⽀は膨⼤な⿊字を記録しており、我が国が国際経済の発展に貢献していくために
は、輸⼊の拡⼤を図ることが必要となっている。このような状況を背景に、現在、輸⼊に対応した港湾、空港等
の輸⼊関連インフラの整備を促進し、輸⼊貨物の円滑な流通を確保することが緊急の課題となっている。
 このため、運輸省では、港湾については、３年11⽉に閣議決定された第８次港湾整備五箇年計画に基づき、外
貿コンテナターミナル、⼤型多⽬的外貿ターミナルに重点を置いた港湾整備を推進するとともに、主要な港湾に
おいて、ＮＴＴ株の売却益による無利⼦貸付け、課税の特例措置、財政投融資等により、総合輸⼊ターミナルの
整備を⽀援している。５年４⽉には名古屋港において名古屋港国際流通センターが、５年５⽉には東京港におい
てワールド流通センターが開業し、その他博多港等においてもその整備が進められている。また、空港について
は、３年11⽉に閣議決定された第６次空港整備五箇年計画に基づき、新東京国際空港及び６年９⽉の開港を予定
している関⻄国際空港の整備を推進するとともに、新東京国際空港への貨物の⼀極集中を緩和し国際貨物流動の
円滑化を推進するため、国内での中継機能の拠点として地⽅空港の活⽤を図っていくこととしており、そのため必
要に応じこれら地⽅空港の整備を推進していくこととしている。
 更に、４年７⽉に施⾏された「輸⼊の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」に基づき、港湾⼜
は空港及びその周辺に輸⼊促進地域を設け、当該地城における輸⼊の促進に寄与する事業を⽀援し、輸⼊貨物の
円滑な流通を図ることとしている。５年３⽉には、同法に基づき、りんくうタウン（関⻄国際空港対岸部）、神
⼾港等全国６地域についての計画を承認したところであり、今後、これらの地域における物流施設整備等を推進
するとともに、各地において輸⼊促進地域の整備を促進していくこととしている。
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第４章 観光レクリエーションの振興

第１節 観光の振興

１ 観光交流拡⼤計画（Ｔwo Ｗay Ｔourism 21）の推進等

(1) 観光交流拡⼤計画の推進等〔２−４−１図〕

２−４−１図 モントリオールで開催された⽇加観光会議（平成５年９⽉）

 国際間の相互依存関係がますます深まっており、我が国の国際社会における地位が極めて重要なものになってい
るため、国際間の相互理解の増進及び市⺠レベルの国際交流の拡⼤を図り、我が国の国際社会における安定的地
位の維持・発展に努めることがますます重要になってきている。⼀⽅、⽇本⼈の海外旅⾏は有名地の駆け⾜旅⾏
やショッピングなど画⼀的なものが多く、モラルやマナーに依然問題があることから、国⺠が海外旅⾏が本来持
つ多様な価値を理解し、その個性に合ったより豊かな海外旅⾏に楽しむことができるようその質的向上を図って
いく必要がある。そのため、運輸省は、平成３年７⽉に、運輸政策審議会の答申や２年にその量的⽬標を達成し
た「海外旅⾏倍増計画」（テン・ミリオン計画）をも踏まえ、21世紀を展望した新たな国際観光の振興のための
⾏動計画として観光交流拡⼤計画（Ｔwo Ｗay Ｔourism 21）を策定し、双⽅向の観光交流の拡⼤と海外旅⾏の質
的向上を重点とした施策を強⼒に推進している。
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 また、各都道府県から都道府県観光協会に補助⾦として交付される観光事業振興助成交付⾦制度に基づき、(社)
⽇本観光協会は地域における観光事業の⼀層の推進を図り、観光振興に資するため、観光地の活性化・環境整
備、観光事業従事者の教育研修・福利厚⽣及び外客受⼊体制の整備等の事業を推進している。

(2) 快適な旅⾏の推進

(ア) 旅⾏業の現状

 近年順調に取扱⾼を伸ばしてきた旅⾏業も、今次の景気低迷の影響を受けて業況が悪化し、旅⾏業者のうち主
要35社の４年度の取扱⾼は５兆1,750億円と前年度に⽐べ微減となった。
 ⼀⽅、旅⾏業者の数は年々増加し、５年４⽉１⽇現在、⼀般旅⾏業者900社、国内旅⾏業者6,922社、旅⾏業代
理店業者4,653社の計12,457社となっている。

(イ) 旅⾏の振興

 従業員レクリエーション旅⾏の促進は、国際交流の拡⼤、ゆとりの創出、企業の⼈材確保等の観点から⼤きな
意義を有している。このため、５年４⽉の政府の「新総合経済対策」において、従業員レクリエーション旅⾏に
ついて、旅⾏⽬的地を拡⼤し、より⼀層個性を⽣かしたゆとりある旅⾏を可能とするため、⾮課税の対象となる
旅⾏の⽇数要件を緩和（３泊４⽇以内から４泊５⽇以内）した。

(ウ) 安全な旅⾏の確保

 近年、海外旅⾏者数が⾶躍的に増加する⼀⽅、⽇本⼈が海外において事故・事件等に遭遇するケースが増⼤し
ていることから、従来より海外旅⾏の安全に関する情報ビデオを作成するなど旅⾏者の安全意識の向上を図って
きたところである。更に、５年７⽉には、⽶国における⽇本⼈留学⽣射殺事件の発⽣を踏まえ、緊急・危険時に
おける英語表現を集めたリーフレット（「安全な旅のための⽤語集」）を作成し、旅⾏業者の窓⼝等を通じ旅⾏
者に配布した。

(エ) 消費者保護の充実

 旅⾏業に関しては、旅⾏取引に関する債権の保護を図るため、旅⾏業者についてあらかじめ⼀定額を国に供託
することを内容とする営業保証⾦制度を設け、消費者の保護を図ってきたところである。
 こうした中、４年以降、多数の⼀般消費者を巻き込んだ旅⾏業者の倒産事案が発⽣したことから、消費者保護
の充実を図るため、営業保証⾦制度に代替する弁済業務保証⾦制度に関し、旅⾏業協会を指導し、11⽉及び12⽉
に弁済業務保証⾦の還付⼿続の簡素化、消費者優先原則の明確化を内容とする弁済業務規約の変更を⾏わせた。
 また、５年７⽉には旅⾏業法施⾏規則の⼀部を改正し、旅⾏業者が供託すべき営業保証⾦の額の引上げを⾏っ
た。

(3) 外国⼈訪⽇旅⾏の促進

(ア) 外客誘致活動の充実
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 経済⾯において対外依存度の⾼い我が国にとって、国際的な信頼関係の維持は国家存⽴の絶対条件であり、外
客の招致は、⽂化的背景の異なる諸国との相互理解・相互交流の機会を提供し、市⺠レベルでの国際親善を進め
ていくうえで、積極的な意義を有している。
 このため運輸省としては、海外における観光宣伝や、外国⼈観光客に対する情報提供といった外客の来訪促進の
ための事業を、(特)国際観光振興会を通じて⾏うとともに、外客に低廉な宿泊施設を紹介するウェルカム・イン予
約センターの充実について(財)国際観光サービスセンターを指導するほか、訪⽇外客の利便を増進し、国際交流を
⼀層促進するため、(特)国際観光振興会や地⽅公共団体と連携しながら以下の諸施策を実施している。

(イ) 国際観光モデル地区の整備

 国際観光モデル地区構想は、外客が安⼼して⼀⼈歩きできる環境をつくり、同地城への外客の来訪を促進し、
地⽅の国際化、国際的相互理解の増進等に寄与しようというものであり、５年10⽉現在、39道県42地区が国際観
光モデル地区に指定されている。同地区においては、地⽅公共団体等が中⼼となって整備実施計画を策定し、こ
の計画に基づき、国際観光振興会と連携して「ｉ」案内所、総合案内版、各種標識等の整備、パンフレットの充
実、善意通訳、ホーム・ビジットの普及等外客受⼊体制の整備を推進している。（なお、５年７⽉に新たに指定
された６地区については、整備実施計画を策定中である。）
 この結果、５年４⽉には、42地区のうち、新たに指定された６地区を除く36地区において、「ｉ」案内所は指
定前の30ヶ所から82ヶ所に、総合案内版は297ヶ所から1,132ヶ所にそれぞれ増加した。
 なお、４年度に引き続き５年度も、当初の⽬的どおり外客が安⼼して⼀⼈歩きできるように効果的な整備が進
んでいるかを把握するため、外国⼈による整備推進状況モニター調査を12地区で⾏うこととしている。

(ウ) 国際交流村の整備

 国際交流村は、国際観光モデル地区における外客誘致の拠点として、外客に地域の⾃然、⽂化、歴史等の紹介
や外客の伝統的⽣活⽂化体験のための施設、イベントを通じた外客と地域住⺠の交流の場となる施設等を⼀体的
に整備するもので、現在、７地区において整備が終了し、５地区において整備が⾏われている。

(エ) 国際市⺠交流基盤施設の整備

 市⺠レベルにおける国際化の促進に資する交流拠点の形成を図るため、⺠活法に基づいて⺠間事業者による
「国際市⺠交流基盤施設（※）」の整備を推進している。

※「国際市⺠交流基盤施設」・・・我が国⼜は外国の経済・社会・技術等を効果的に紹介するための⼀群の施設
のことであり、以下の施設を⼀定のエリア内に整備するもののことである。
①展⽰施設（ex．歴史博物館、観光情報インフォメーションセンター等）
②展⽰物として供される建物⼜は構築物（ex．城の再現、外国の街並みの再現等）
③観覧場その他の共同利⽤施設（ex．イベントスペース、総合案内所等）

(オ) 登録ホテル・旅館等の整備
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 運輸省では、訪⽇外国⼈の利便の増進、国際観光の振興等の観点から、外国⼈客の宿泊に適したホテル・旅館
の登録、外国⼈旅⾏者が容易にかつ快適に⾷事ができる優秀なレストランについての登録を⾏い、その整備を推
進して、観光に⽋くことのできない宿泊及び⾷事の両⾯から外客接遇の充実を図っている。
 また、訪⽇外国⼈客のニーズの多様化等に対応して、５年４⽉からは、新たに外客接遇主任者制度の導⼊や登
録ホテル・旅館に関する情報提供制度の創設、登録基準の緩和等の措置を講じて、ハード・ソフト両⾯からの充
実を図っている。
 なお、５年９⽉末現在、679軒のホテル、1,694軒の旅館及び147軒のレストランが登録されている。

(4)コンベンションの振興

(ア)国際コンベンション・シティ構想の推進等

 運輸省では、国際コンベンションの振興を図るため、国際コンベンション・シティ構想に基づき、昭和63年に
25都市、平成４年に９都市の計34都市を国際コンベンション・シティとして指定し、(特)国際観光振興会及び(財)
⽇本コンベンション振興協会を通じて、海外トレードショーへの参加などによる諸外国への誘致宣伝事業、海外
先進都市への研修派遣・コンベンション振興フォーラムなどによる⼈材育成事業、コンベンション開催決定機関
の所在などの情報提供事業等の⽀援措置を講じている。
 また、地域における振興体制の整備を推進するため、運輸省の指導のもとに全国20都市で財団法⼈コンベンシ
ョンビューローが設⽴されている。

(イ)国際会議場施設の整備

 運輸省では、国際的な⼈的、経済的交流を促進する観点から⺠活法に基づき、整備計画の認定を受け国際会議
場施設の整備を⾏う⺠間事業者に対し⽀援を⾏っており、４年度までに３施設に係る整備計画の認定を⾏った。
 そのうち、横浜国際平和会議場については、３年７⽉より、宇奈⽉国際会館については、５年８⽉より、それ
ぞれ供⽤を開始している。また、４年７⽉に認定したりんくうゲートタワービル国際会議場については、引き続
き整備を推進しているところである。

２ 90年代観光振興⾏動計画（ＴＡＰ90's）の推進等

(1) 観光⽴県推進会議の開催〔２−４−２図〕

２−４−２図 観光⽴県推進地⽅会議開催状況
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 運輸省では観光の振興が地域の活性化、国⺠のゆとりある⽣活の実現、国際相互理解の増進等に⼤いに貢献す
ることから、21世紀を⽬指して観光のより⼀層の振興を図るため昭和63年４⽉「90年代観光振興⾏動計画（ＴＡ
Ｐ90's）」を策定した。
 この⾏動計画は、中央及び選定された地⽅ごとに有識者からなる観光⽴県推進会議を開催し、官・⺠、中央・
地⽅が⼀体となって観光振興に関する具体的施策を提⾔し、実⾏に移そうとするものである。
 観光⽴県推進地⽅会議は、平成４年度までに８回開催され、５年度は、５⽉31⽇から６⽉２⽇まで岡⼭県・広
島県において第９回地⽅会議が開催され、10⽉20⽇から22⽇まで京都府・兵庫県において第10回地⽅会議が開催
された。これらの地⽅会議では、それぞれの地域の特⾊を⽣かした観光振興⽅策について活発な審議が⾏われ、
会議での提⾔は、各地域の協議会等フォローアップ推進組織を通して、逐次実施に移されるなど、観光⽴県推進運
動は着実な成果をあげている。

(2) 地域伝統芸能等を活⽤した観光の振興

 地域伝統芸能等（地域の伝統的な芸能及び⾵俗慣習）は、地域固有の歴史、⽂化等を⾊濃く反映したものであ
り、これを活⽤することは、地域の特⾊を⽣かした観光の振興を図るためには極めて効果的と考えられる。
 そのため、第123回国会において成⽴した「地域伝統芸能等を活⽤した⾏事の実施による観光及び特定地域商⼯
業の振興に関する法律」に基づき都道府県が策定する基本計画に沿って実施される地域伝統芸能等を活⽤したイ
ベントに対して、同法に基づく⽀援事業実施機関からの資⾦提供、情報提供等の適切な⽀援を⾏うこととしてい
る。

(3) 観光資源の保存・活⽤を通じた観光の振興〔２−４−３図〕
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２−４−３図 岐⾩県⽩川郷合掌造り⺠家の屋根の葺き替え作業

 地域固有の貴重な⽂化遺産や⾃然景観などの観光資源を保存・活⽤していくことは、魅⼒ある観光地づくりの
ために⽋くことのできない要素である。
 こうした観光資源の保護、継承のために(財)⽇本ナショナルトラストでは、岐⾩県⽩川郷合掌造り⺠家やトラス
トトレイン（ＳＬ列⾞）といった貴重な観光資源について保護・保存等の事業を⾏っており、これらの活動を通
じて地域の特性を活かした観光の振興を図っている。

(4) 新たな観光地づくり

(ア) 家族旅⾏村の整備

 家族旅⾏村は、家族が恵まれた⾃然の中で⼿軽に観光レクリエーション活動ができるようキャンプ場、ピクニ
ック緑地、スポーツレクリエーション施設、簡易宿泊施設等を整備するもので、現在、38地区において供⽤さ
れ、９地区において整備が⾏われている。

(イ) 家族キャンプ村の整備

 家族キャンプ村は、国⺠の余暇活動の増⼤、⾃然志向の⾼まり等のニーズに対応するものとして、豊かな⾃然
の中に⼿軽・低廉でかつ快適に利⽤できる質の⾼いオートキャンプ施設（⾞をテントサイトまで乗り⼊れること
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のできるキャンプ場）を整備し、このキャンプ施設を滞在基地として周辺の観光レクリエーション施設等との連
携を図るものである。現在、７地区において整備が⾏われている。

(ウ) 総合保養地域の整備

 ゆとりある国⺠⽣活の実現と地域の振興を図ること等を⽬的とした総合保養地域整備法に基づき、５年９⽉末
までに総合保養地域の整備に関する40道府県の基本構想が承認され、各地域で⾃然環境の保全等に配慮しつつ総
合保養地域の整備が進められている。
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第２節 レクリエーションの振興

１ Ｍarine'99計画の推進

 1999年を⽬標とする海洋性レクリエーション振興のための「Ｍarine'99計画」（昭和63年度策定）に基づき、マ
リーナ等の基盤的施設や客船の整備を進めるとともに安全性の向上のための⽅策の充実を進めてきたが、今後、
①碧い潤い豊かな海洋環境の保全と創造、②⾝近で楽しい場の充実、③「⾃ら守る安全の確保」の奨励、④地域
性・多様性の推進の４つの視点に重点を置いて同計画を新たな視点から強⼒に推進していくこととした。その主
な施策は以下のとおりである。
(1) 公共マリーナや簡易な係留施設であるプレジャーボートスポットの整備を進めているほか、⺠間及び第三セク
ターが⾏うマリーナの整備に対する⽀援を⾏っている。また、優良マリーナ認定制度を活⽤して、安全性、利便性
の⾼いマリーナの普及を図っている。
(2) ウォーターフロント空間の魅⼒の増進のため、⼈⼯海浜等の親⽔性に富む港湾・海岸の整備を進めるととも
に、港湾⽂化交流施設（例：⼤阪港「海遊館」）や歴史的港湾施設（例：北九州港「⾚レンガの旧税関」）、海
上浮体施設（例：呉ポートピアランドのＥＳＴＲＥＬＬＡ号）等の整備を推進している。また、良好な海域環境
の創造や⽔質・底質の改善の事業を推進している。
(3) 海難防⽌講習会等を通じて海難防⽌思想の普及・⾼揚を図るとともに、種々の安全指導を⾏っている。また、
海上安全指導員制度及び(財)⽇本海洋レジャー安全・振興協会による「プレジャーボート救助事業（ＢＡＮ）」等
の⺠間の⾃主的な安全活動を積極的に⽀援している。
(4) 詳細な波浪予想図の作成をはじめとした気象・海象情報の拡充や局地的な気象・海象情報を提供する「船舶気
象通報」、「海の相談室」の充実等により海洋性レクリエーションに関する情報提供体制の強化を図るととも
に、400ＭＨＺ帯無線電話の普及や緊急通報⽤電話の整備等による遭難情報の速やかな連絡体制の充実強化を図っ
ている。
(5) クルーズ旅⾏を更に普及させるためクルーズ情報の提供、クルーズキャンペーンの開催等の振興⽅策を推進し
ている。

２ スカイレジャーの振興

 スカイレジャーの⼈気が⾼まり、愛好者は年々増加しており、地⽅⾃治体においても、その振興を通じて地域
振興を図ろうとする動きが増えてきている。
 このような状況下、運輸省としては、(財)⽇本航空協会、全国スカイレジャー振興協議会等の関係団体を指導し
つつ、ス⼒イレジャーの安全確保とともにその振興を図っているところである。特に、昨年、「優良スカイレジ
ャーエリア認定制度」を創設し、安全性、利便性が⾼く既存の航空交通との分離がなされている優良なスカイレ
ジャーエリアの認定を進めること等により、安全に楽しめるスカイレジャーエリアの整備を促進することとした
ところであるが、これに基づき認定を受けたパラグライダー等のエリアは８件（平成５年９⽉現在）となってい
る。
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第５章 国⺠のニーズに応える鉄道輸送の展開

第１節 鉄道整備の推進

１ 鉄道整備の基本的⽅向

 21世紀に向けて、国⼟の均衡ある発展を図り、豊かさを実感できる社会を実現するためには、交通関係社会資
本の充実・強化が重要となっている。特に、鉄道は、国⺠⽣活の基盤となる社会資本であり、通勤・通学時の混
雑緩和や都市間移動のスピードアップ等鉄道サービスの充実について国⺠の強い要望がある。また、道路の混雑
及び交通事故といった問題への対応、環境負荷の⼩さい交通体系の構築等の観点からも鉄道に対する期待が⾼ま
っている。
 これらの社会的要請に応えて、都市鉄道の輸送⼒増強や幹線鉄道の⾼速化等を進めてきているが、鉄道整備
は、建設費の増⼤、⽤地確保の困難性等から、ますます膨⼤な資⾦と⻑期の懐妊期間を要するものとなってお
り、鉄道事業者にとって投資リスクも⼤きくなっていることから、中⻑期的な視点に⽴って、必要に応じ助成策を
講じつつ、着実にその推進を図っていく必要がある。
 鉄道のうち都市間を結ぶ幹線鉄道については、現在その多くが表定速度(＊)が時速60kmから90kmの間にあり、
新幹線を含む全国主要幹線の全体でも表定速度(＊)の平均が時速100ｋｍ弱である。
 国⼟の均衡ある発展や地⽅の活性化のためには、この幹線鉄道ネットワークの⾼速化が重要な課題であり、全
国主要幹線鉄道の表定速度(＊)の平均を時速120km台に引き上げるとともに、鉄道特性のある分野において中枢都
市から中核都市までの間を３時間台で結ぶことを⽬標として、基本スキームに沿った整備新幹線の整備のほか、
在来幹線の分野においても、新幹線との直通運転化、スピードアップのための線形の改良、新型⾞両の開発等を
推進していく必要がある。
 ⼀⽅、都市鉄道については、東京圏における主要線区の平均混雑率が200％に上り、混雑率が250％を超える区
間も存在するなど、通勤通学時の混雑が深刻な問題となっている。
 このため、⼤都市圏におけるラッシュ時の混雑率を150％（東京圏については当⾯180％）にすることを⽬標と
して、新線建設、複々線化、列⾞の⻑編成化、列⾞本数の増加等による輸送⼒増強を進め、混雑の緩和を図る必
要がある。また、新しい住宅地の供給、通勤・通学時間の短縮等の観点からも、新線建設及び複々線化が有効な
⼿段であり、この点からも都市鉄道の整備が強く求められている。なお、これらの輸送⼒増強の⽅策に加え、ピ
ーク時間帯に集中する輸送需要の平準化のため、時差通勤についても、企業や社会の理解と協⼒を求めていくこ
ととしている。
 このような幹線鉄道及び都市鉄道の整備を進めていくためには、鉄道事業者の投資を促進していくためのイン
センティブとして、財政、政策⾦融、税制、運賃政策、地域社会の⽀援等について、あらゆる観点から検討を⾏
い、国、地域社会、利⽤者等の関係者がそれぞれ必要な負担を⾏い、鉄道整備の推進のため⼀層努⼒していくこ
とが重要となっている。

＊表定速度：列⾞の運転区間の距離を、運転時間（駅間の⾛⾏時間に途中駅の停⾞時間を加えた時間）で除した
もの。

２ 鉄道整備に対する助成

(1) 鉄道整備に対する助成の必要性
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 鉄道の整備には膨⼤な資⾦が必要となること、その回収には⻑期間を要すること等から、鉄道整備を着実に推
進していくためには、資本費の負担の軽減を図るなど鉄道事業者の投資意欲を醸成するための投資インセンティ
ブの強化が必要である。
 特に⼤都市圏における新線建設については、⼟地の価格の⾼騰等によってその整備に要する費⽤が上昇し、よ
り規模の⼤きな投資が必要となっているほか、⽤地取得の遅延等により投資の懐妊期間も⻑くなってきている。さ
らに、近年においては、需要開発型の路線が増加しているが、輸送需要が不確実であること等から、投資リスク
が⼤きなものとなっている。

(2) 鉄道整備に対する⽀援措置〔２−５−１図〕

２−５−１図 特定都市鉄道整備積⽴⾦による⼯事

 幹線鉄道の整備に対する⽀援措置として、全国新幹線鉄道整備法に基づく整備新幹線の整備に対する助成のほ
か、在来線の⾼速化、⾼規格化等に関して、幹線鉄道活性化補助制度等が導⼊されている。
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 ⼀⽅、都市鉄道の整備に対する⽀援措置としては、通勤・通学混雑の緩和等に資する新線建設や複々線化等を
進めるため、従来から地下⾼速鉄道建設費補助制度（昭和37年度開始）や特殊法⼈⽇本鉄道建設・公団による⺠
鉄線建設（Ｐ線補給⾦）制度（47年度開始）などの⽀援措置が導⼊されてきた。しかし、近年、⼤都市圏を中⼼
とする都市鉄道の整備が既存の⽀援措置だけでは困難な状況にあること等から、⽀援措置の多様化が進んでい
る。例えば、宅地開発と鉄道整備を複合的に⾏うものを対象に開発者負担や地域社会の⽀援措置を制度化したも
のとして、ニュータウン鉄道建設費補助制度（48年度開始）や⼤都市地域における宅地開発及び鉄道整備の⼀体
的推進に関する特別措置法に基づく制度（62年度開始）があるほか、鉄道事業者が運賃収⼊の⼀部を⾮課税で積
⽴て、これを将来にわたる輸送⼒増強⼯事のための資⾦に充てることのできる特定都市鉄道整備積⽴⾦制度（61
年度開始）が導⼊されている。
 さらに平成３年に特殊法⼈鉄道整備基⾦が設⽴され、既存の鉄道整備に関する国の⼀般会計等財源による助成
のほか、新たに既設新幹線の譲渡代⾦の⼀部（特定財源）を活⽤した整備新幹線の建設に対する交付⾦の交付や
主要幹線鉄道⼜は都市鉄道の整備事業に対する無利⼦の資⾦の貸付け等の助成が総合的かつ効率的に⾏われてい
る。
 このような鉄道の整備⾃体に着⽬した⽀援措置のほか、地域の活性化及び振興に⼤きな役割を果たす複合的な
機能をもった旅客ターミナル施設の整備に対しても、⽇本開発銀⾏による無利⼦貸付制度（ＮＴＴ−Ｃ）などの
⽀援措置等が講じられている。
 今後とも、これらの制度を有効に活⽤し、鉄道整備を積極的に進めていく必要がある。

３ 幹線鉄道の整備−地域間交流の促進をめざして

(1) 整備新幹線の整備〔２−５−２図〕〔２−５−３図〕

２−５−２図 整備新幹線３線５区間概要図
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２−５−３図 フル、ミニ及びスーパーについて
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 全国新幹線鉄道整備法に基づく整備計画が定められている整備新幹線については、規格、着⼯優先順位、財源
等の基本的事項について定めた基本スキームに従って、整備を⾏っているところである。
 ５年度においては、北陸新幹線⽷⿂川〜⿂津間について着⼯し、４年度までに着⼯された東北新幹線盛岡〜⻘
森間、北陸新幹線⾼崎〜⻑野間及び⽯動〜⾦沢間並びに九州新幹線⼋代〜⻄⿅児島間を含めた３線５区間につい
て、現在、建設を進めている。なお、５年度においては、北陸新幹線⾼崎〜⻑野間に対して、その償還確実性を
⼗分に精査した上、財政投融資を導⼊した。
 また、駅を中⼼とした魅⼒ある町づくりを⾏おうという動きに対応して、これと⼀体となる新幹線駅施設を先
⾏的に整備する「町づくりと⼀体となった鉄道駅緊急整備事業」を４年度に創設し、北陸新幹線⾦沢駅及び九州
新幹線⻄⿅児島駅について着⼯したところであるが、５年度においても引き続きその整備を推進している。

(2) 在来幹線等の⾼速化等〔２−５−４図〕〔２−５−５表〕

２−５−４図 幹線鉄道⾼速化事業等⼀覧

２−５−５表 幹線鉄道⾼速化事業等⼀覧
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 鉄道整備基⾦による無利⼦貸付制度等を活⽤し、⽥沢湖線・奥⽻線盛岡〜秋⽥間の新幹線直通運転化等の⼯事
を進めているところであるが、５年度においては、新たに、⼭陰線・宮福線等の園部〜天橋⽴間及び⽇豊線⼩倉
〜⼤分間の⾼速化⼯事並びに東海道線貨物輸送⼒増強⼯事に着⼿した。

４ 都市鉄道の整備−圏域内交流の充実をめざして

(1) 都市鉄道の整備の計画

 運輸省は、都市鉄道の計画的かつ着実な整備のため、運輸政策審議会及び地⽅交通審議会の答申に基づき、ま
た、各種の助成制度を活⽤すること等により、都市鉄道の整備に努めている。
 東京圏については、昭和60年７⽉に平成12年を⽬標年次とした鉄道網整備計画が答申され、⼤阪圏について
は、元年５⽉に17年を⽬標年次とした鉄道網整備計画が答申され、また、名古屋圏についても、４年１⽉に20年
を⽬標年次とした鉄道網整備計画が答申された。
 都市鉄道の整備については、４年６⽉の経済審議会の「⽣活⼤国５ヵ年計画」において、特⾊ある質の⾼い⽣
活空間の実現に資する社会資本整備として位置づけられており、５年４⽉の政府の「総合的な経済対策の推進に
ついて」（以下「新総合経済対策」という。）においても、社会資本整備の新たな展開として、通勤・通学の混
雑緩和を⽬指した都市鉄道の整備が掲げられている。この新総合経済対策の⼀環として、埼⽟⾼速鉄道埼⽟⾼速
鉄道線（⾚⽻岩淵〜浦和⼤⾨間14.5km）・帝都⾼速度交通営団11号線（⽔天宮前〜押上間5.9km）が今年度中に
着⼯されることとなっている。
 運輸省としても、これらの考え⽅に従って、上記計画の⼀層の円滑な進捗に努めている。

(2) 旅客会社（ＪＲ）の鉄道の整備
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 新線建設については、５年３⽉にＪＲ東海城北線（枇杷島〜尾張星の宮間）が開業した。これにより城北線は
３年度開業区間（尾張星の宮〜勝川間）とあわせ、全線11.2kmが開通した。また、線路増設⼯事については、Ｊ
Ｒ北海道函館本線（札幌〜桑園間）で３線化⼯事が、ＪＲ北海道札沼線（⼋軒〜あいの⾥教育⼤間）及びＪＲ⻄
⽇本福知⼭線（新三⽥〜篠⼭⼝間）で複線化⼯事が進められている。

(3) ⼤⼿⺠鉄の整備

 ⾸都圏の⼤⼿⺠鉄５社は、混雑緩和に資する複々線化等の抜本的な輸送⼒増強を図るため、特定都市鉄道整備
積⽴⾦制度の活⽤による⼤規模⼯事を進めている。また、⼤⼿⺠鉄15社は、新線建設を始めとする輸送⼒増強⼯
事、安全対策⼯事及びサービス改善⼯事を内容とする輸送⼒増強等投資計画を昭和36年度以降７次にわたり推進
してきたが、現在は、平成４年度に策定された第８次輸送⼒増強等投資計画に基づいて、引き続き輸送サービス
の向上等に努めている。

(4) 地下鉄の整備〔２−５−６図〕

２−５−６図 福岡市営地下鉄

 平成５年度 165



 地下鉄は、５年８⽉現在、帝都⾼速度交通営団及び９都市（札幌市、仙台市、東京都、横浜市、名古屋市、京
都市、⼤阪市、神⼾市及び福岡市）の公営事業者によって総営業キロ543.1kmの運営が⾏われており、４年度の輸
送⼈員は4,738百万⼈、輸送⼈キロは31,640百万⼈キロとなっている。このうち最近では、⼤阪市６号線（動物園
前〜天下茶屋間1.7km）、横浜市３号線（新横浜〜あざみ野10.7km）、福岡市１号線（博多〜福岡空港間3.1km）
が５年３⽉に、名古屋市３号線（上⼩⽥井〜庄内緑地公園間1.4km）が５年８⽉に開業したほか、名古屋市６号線
（今池〜野並間8.6km）の開業が６年３⽉に予定されている。なお、地下鉄全体で98.4kmにのぼる新線建設が進
められている。

(5) モノレール及び新交通システムの整備

 モノレールは、現在、東京モノレールの⽻⽥線等８路線あるが、現在東京、千葉及び⼤阪において６路線の延
伸⼯事が⾏われている。新交通システムは、神⼾新交通のポートアイランド線等６路線が営業中であるが、東
京、⼤阪及び広島において３路線が⼯事中である。

(6) 宅地開発と⼀体となった鉄道の整備
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 ⼤都市地域における宅地供給は重要な課題となっており、宅地開発と⼀体となった鉄道の整備が進められてい
る。秋葉原とつくばを結ぶ常磐新線の整備については、３年３⽉、整備主体として第３セクター「⾸都圏新都市
鉄道株式会社」が設⽴され、同年10⽉には、「⼤都市地域における宅地開発及び鉄道整備の⼀体的推進に関する
特別措置法」に基づき、東京都、埼⽟県、千葉県及び茨城県が運輸⼤⾂、建設⼤⾂及び⾃治⼤⾂から基本計画の
承認を受けた。同会社は、４年１⽉にこの承認基本計画の内容に従った鉄道事業法上の免許を受け、５年１⽉に
は東京都内の秋葉原〜新浅草間について⼯事施⾏認可を受けて、事業に着⼿した。

(7) 空港へのアクセス鉄道の整備

 空港へのアクセスについては、近年、空港利⽤者が増加していることから、その改善が求められており、輸送
⼒及び定時性に優れたアクセス鉄道の整備が求められている。新千歳空港には、ＪＲ北海道が４年７⽉から乗り
⼊れを開始しており、東京国際空港についても京浜急⾏電鉄が５年４⽉に空港⼝まで、東京モノレールが９⽉に
⻄側ターミナルまで乗り⼊れを開始した。
 さらに、福岡市では、３⽉に、地下鉄としては全国で初めて空港に乗り⼊れを開始し、これにより、都⼼部か
ら福岡空港へのアクセスが⾶躍的に向上した。また、今後関⻄国際空港、⼤阪国際空港及び宮崎空港にも、鉄軌
道の乗り⼊れが予定されている。

５ 地⽅鉄道の整備

(1) 地⽅鉄道の現状

(ア) 中⼩⺠鉄の維持

 中⼩⺠鉄は、地域における重要な⽣活基盤の⼀つとなっているが、過疎化による運賃収⼊の伸び悩みや⼈件費
等の諸経費の増加等の理由から⼤部分の事業者が⾚字経営となっている。これらのうち、他の交通機関への代替
が困難であるものについては、当該鉄道の⽋損額の⼀部を補助（⽋損補助）し、また、設備の近代化等を推進す
ることにより⾃⽴的な経営が可能なものについては、設備整備費の⼀部を補助（近代化補助）するなど従来から
各種の助成措置を講じている。
 ３年５⽉の信楽⾼原鐵道の事故等にかんがみ、４年度から、転換鉄道を含む中⼩⺠鉄に対し、安全投資につい
て近代化補助の制度を⼀層充実し、鉄道係員に対して鉄道の専⾨家が教育・指導する教育補助の制度を新設し
た。なお、近年は、⽋損補助を受けている事業者の中にも、経営が好転し⿊字となるもの、⼜は利⽤者の減少や
道路整備の進展に伴いバス輸送の可能性がでてきているものがあり、今後は、基本的には各事業者は⽋損補助か
らの脱却を⽬指し、国及び地⽅公共団体は事業者の⾃⽴の努⼒を近代化補助等により⽀援していくことが必要で
ある。

(イ) 転換鉄道の現状

 地⽅交通線対策の⼀環として旧国鉄の経営から切り離された転換鉄道は、現在、地元⾃治体が中⼼となって設⽴
した第３セクター等により運営されている。転換後、列⾞の運⾏回数が増加するなど利便性が⾼まっているが、
収⽀状況については、経常損失を出している事業者も多く、地⽅公共団体が中⼼となって積み⽴てた基⾦の運⽤益
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等により路線の維持を図っていく必要がある。また今後とも、経費の削減等事業者における⼀層の経営努⼒や旅
客誘致に対する地元関係者の積極的な協⼒が不可⽋となっている。

(2) 地⽅鉄道新線建設の整備

 地⽅鉄道新線（旧国鉄の地⽅交通線対策の⼀環として国鉄新線としての⼯事が凍結されていた路線のうち、地
元⾃治体による第３セクターが経営することとなり⽇本鉄道建設公団による⼯事を再開したもの）は、現在まで
に、秋⽥内陸縦貫鉄道（⽐⽴内〜松葉間）等９社が営業中であるが、さらに、北越北線（六⽇町〜犀潟間）等残
る５路線の建設が進められている。
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第２節 鉄道輸送サービスの充実

 鉄道は、⼤量性、定時制及び安全性に優れた公共輸送機関であるが、近年の国⺠の⽣活⽔準の向上に伴い、鉄
道輸送に対しても快適性や利便性が求められており、より質の⾼いサービスの提供を図る必要がある。

１ 利便性及び快適さの向上

(1) 駅施設の改善

 駅施設の改善については、通路・階段の拡幅、ホームの拡幅等により、旅客の移動を円滑化することにより、
混雑の緩和、危険の防⽌、通勤時間の短縮が図られている。
 また、運輸省では、⾼齢者・障害者等の利便性の確保を考慮しつつ、利⽤者サービスの観点から施設・設備が
整備されるように鉄道事業者を指導しており、各鉄道事業者においても、計画的に、エレベーター、エスカレー
ター、⾞椅⼦通路、誘導・警告ブロック、⾝障者⽤トイレ等の整備が進められている。特にエレベーターは、エス
カレーターと並んで垂直移動の負担の軽減を図るために重要な設備であることから、従来のエスカレーターに関
する整備指針に加えて、平成５年８⽉新たにエレベーターに関する整備指針を策定し、順次整備していくこととし
ている。

(2) より快適な⾞両の導⼊〔２−５−７図〕

２−５−７図 ２階建て⾞両
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 国⺠⽣活の向上に伴い、より快適な⾞両の導⼊が求められている。
 このような要望に対し、⾞両の新製及び改造により逐次改善が進められてきた⾞両の冷房化については、旅客
会社（ＪＲ）６社合計の冷房化率が91.3％、⼤⼿⺠鉄15社合計の冷房化率が98.3％となり、さらに冷房化が遅れて
いた地下鉄においても、着実に冷房化率は向上している。
 さらに、⾞両の冷房化に加え、通勤電⾞では、マイコン制御による空調設備、⾞内でＡＭ・ＦＭラジオ受信が
可能な設備、側窓の⼤型化等の居住性向上が進められている。また、着席⼈数の増加を図るため、２階建て⾞両
も導⼊されている。

(3) 相互乗り⼊れ

 ⼤都市圏においては、複数の鉄道事業者による鉄道ネットワークが形成されていることから、乗り換えに伴う
不便を解消することが旅客の利便性の向上に⽋かせなくなっており、鉄道の相互乗り⼊れや乗り換え駅の施設の
改善を進めることがますます重要になってきている。
 このうち、⾸都圏については、11事業者によって相互乗り⼊れが⾏われており、平成５年８⽉１⽇現在、その
距離は589.4kmとなっている。また、全国では、旅客会社と第３セクター鉄道間の相互乗り⼊れを含め、５年８⽉
１⽇現在、55事業者2,701.0kmにおいて乗り⼊れが⾏われている。
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２ 余暇活動を⽀援する鉄道サービス〔２−５−８図〕

２−５−８図 展望室

 今や旅⾏は、⽬的地で楽しむばかりでなく、⽬的地までいかに楽しむかということも重要になっている。この
ような国⺠のニーズに対応し、種々の⾞両の導⼊が進められている。
 特に、⻑距離列⾞には、豪華寝台⾞両、⼥性客等のプライバシー保護のための個室寝台⾞両、サロン、バーカウ
ンター、展望室等の⾃由空間の充実を図った⾞両やフリーストップ式リクライニング回転シートの採⽤、液晶テ
レビやオーディオ装置の設置等の居住性向上を図った⾞両等が導⼊されている。
 この他、団体列⾞やイベント列⾞等として、各種ニーズに対応したお座敷⾞両、カラオケ⾞両、ディスコ⾞両
等も導⼊されている。
 運賃・料⾦についても、利⽤者のニーズの多様化に対応して旅⾏需要喚起のため、周遊券、フルムーンパス等
の豊富な企画商品が設定されている。
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第３節 国鉄改⾰の総仕上げに向けて

１ ＪＲ⻄⽇本株式の売却・上場

 ＪＲ株式の処分は、ＪＲ各社の完全⺠営化という国鉄改⾰の趣旨を達成するため、また、⽇本国有鉄道清算事
業団の巨額の⻑期債務の早期償還を図るために必要であり、所要の準備を進めて平成３年度から上場する⽅針で
あったが、証券市場の状況やその活性化対策の観点から２年間その実施が⾒送られていた。５年度には、ＪＲ東
⽇本株式の売却・上場がＪＲ株式の中で初めて〔２−５−９表〕の⽇程で実施された（売却株式数は上場⽇に値
付株として売却された株式を含めて250万株であった。）。これにより国鉄改⾰の総仕上げに向け、新たな⼀歩が
踏み出された。

２−５−９表 ＪＲ東⽇本株式売却・上場⽇程

２ 残された課題への取組

(1) 国鉄⻑期債務等の処理

(ア) 概要

 昭和62年４⽉１⽇、国鉄改⾰により、国鉄⻑期債務等の償還のために国鉄の⼟地その他の資産の処分を⾏うこ
と等を業務とする⽇本国有鉄道清算事業団（以下「事業団」という。）が発⾜した。
 事業団に帰属した国鉄⻑期債務等の処理については、「⽇本国有鉄道清算事業団の債務の償還等に関する基本
⽅針について」（63年１⽉閣議決定）及び「⽇本国有鉄道清算事業団の債務の償還等に関する具体的処理⽅針に
ついて」（平成元年12⽉閣議決定）に従って進められており、５年度⾸までの債務等の額の推移は〔２−５−10
表〕のとおりである。

２−５−10表 債務等の額の推移
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 ５年度⾸の⻑期債務等の額は、４年度の⼟地処分実績が、過去最⾼の9,017億円であったものの当初の売却予定
額を下回ったことや、ＪＲ東⽇本株式の売却を⾒送らざるを得なかったことから、前年度⾸より0.2兆円増加して
いる。
 ⼟地売却収⼊、ＪＲ株式売却収⼊等の⾃主財源を充ててもなお残る債務等については、最終的には国において
処理することとしているが、運輸省及び事業団は、⼟地及びＪＲ株式の効果的な処分の推進による債務等の処理
の早期実現を⽬指し、最終的な国⺠負担を極⼒軽減するべく全⼒を挙げて取り組んでいる。

(イ) ⼟地の処分について

 事業団の⼟地の処分については、昨今の経済情勢及び不動産を取り巻く環境の激変により極めて厳しい状況に
あり、従前の⼟地処分⽅法だけでは、事業団の使命である早期かつ円滑な債務等の処理に⽀障をきたし、ひいて
は債務等の累増にもつながりかねないとの認識から、３年９⽉に⼟地処分⽅法の⾒直しについて、事業団に設置
された資産処分審議会から「⽇本国有鉄道清算事業団の⼟地処分に関する緊急提⾔」が出された。これを踏ま
え、運輸省及び事業団は関係⾏政機関及び地⽅公共団体の協⼒も得つつ、事業団⽤地処分の推進のためにあらゆ
る⽅⾯で最⼤限の努⼒を傾注してきている。

(a) ⼀般競争⼊札の拡⼤

 事業団の⼟地の処分に当たっては、公正さの確保及び国⺠負担軽減の観点から、⼀般競争⼊札によることが原
則とされているが、昭和62年頃から平成３年頃までの地価の異常な⾼騰を受けて、地価対策への配慮から、「緊
急⼟地対策要綱」（昭和62年10⽉閣議決定）等により、市街地等において⼀般競争⼊札を⾒合わせざるを得ない
状況となった。その後の地価の沈静化の中で債務の早期かつ適切な償還を図るため、平成３年11⽉に地価に悪影
響を与えない⼿法として、上限価格付競争⼊札を導⼊するとともに、４年11⽉には⼤規模⽤地にも上限価格付競
争⼊札を拡⼤した。
 今後とも、地価対策に配慮しつつ関係⾏政機関とも協議を進め、事業団の⽤地処分を推進するためさらに⼊札
の拡⼤を図っていくこととしている。

(b) 随意契約による処分の推進

 ⼀般競争⼊札以外の⽅法として、地⽅公共団体等が公的⽤途に供する場合は随意契約によることができるとさ
れていたが、３年10⽉に随意契約対象者に⺠間の公益事業者を加えるなど随意契約の要件緩和を⾏った。また、
４年８⽉の「総合経済対策」において、地⽅公共団体による公共⽤地の先⾏取得の促進を図るため、事業団⽤地
等の先⾏取得に対する利⼦負担軽減措置が講じられ、これを受けて４年９⽉に事業団では将来公共⽤途に利⽤す
ることが確実であれば、当⾯、具体的利⽤計画を問わない等地⽅公共団体等に対する随意契約要件の緩和を再度
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⾏った。さらに、５年４⽉公有地の拡⼤の推進に関する法律施⾏令の改正により、地⽅公共団体による⽤地先⾏
取得の中核機関である⼟地開発公社が⾏い得る⼟地の造成事業として、新たに「事業所、店舗等の⽤に供する⼟
地の造成事業」が追加されたことから、いわゆる商業・業務⽤地として事業団⽤地を売却することが可能となっ
た。

(c) 地価不顕在化⼿法の活⽤

 地価⾼騰問題が緊急課題となったことから、事業団は昭和62年９⽉に「地価を顕在化させない処分⽅法」につ
いて、事業団の資産処分審議会に諮問を⾏い、63年５⽉にその基本的な考え⽅について答申がなされた。
 このうち、⼟地信託⽅式については、平成３年度から渋⾕等３箇所で信託受益権の販売を実施した。また、建
物付⼟地売却⽅式については、３年度から津⽥沼電⾞区等６箇所で実施した。
 次に、出資会社活⽤⽅式については、不動産の共有持分権に変換することについての予約権が付いたローン契
約により債務の早期償還を⾏う⽅式（不動産変換ローン⽅式）を２年度から新宿南等４箇所で実施した。この⽅
式については、投資家のニーズに的確に対応するためその運⽤の弾⼒化を図るとともに、５年１⽉から⽇本開発
銀⾏による不動産変換ローン投資家に対する低利融資制度が創設された。
 また、汐留等の⼤規模⽤地において、不動産の⾦融資産化を⾏い、これにより⼟地の売却処分と同様の効果が
ある資⾦調達を早期に⾏う⽅式（株式変換予約権付事業団債⽅式）については、汐留地区の不動産開発事業の主
体となる事業団の100％出資会社を４年10⽉に設⽴したところであるが、今後、その早期実施に向け、関係機関と
の調整等所要の措置を引き続き講じることとしている。
 運輸省では、このほか、省全体による⽀援体制を確⽴するとともに、各地⽅ブロックにおける関係⾃治体、地
⽅運輸局及び事業団から構成される連絡会議等の場を活⽤しつつ、今後ともあらゆる⼿段を講じて⼟地処分を推
進し、９年度までに事業団⽤地の実質的な処分を終了することとしている。

(ウ) ＪＲ株式の処分について

 ＪＲ株式については、前述のとおり、５年度には、ＪＲ東⽇本株式の売却・上場を⾏ったが、同株式の残り及
び上場基準に達しているＪＲ東海及びＪＲ⻄⽇本の株式についても、ＪＲ各社の完全⺠営化及び清算事業団の⻑
期債務の償還の観点から、６年度以降も引き続き処分を進めていくこととしている。

(2) 国鉄改⾰の⼀層の推進・定着化に向けて

(ア) ⻑期債務の変動からみる国鉄改⾰の推進状況

 国鉄⻑期債務等の推移は〔２−５−11表〕のとおりであり、厳しい状況が続いている。

２−５−11表 国鉄⻑期債務等の推移
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(イ) 国鉄改⾰の総仕上げに向けて

 国鉄改⾰の総仕上げのためには、国鉄⻑期債務等の処理をはじめ、ＪＲの完全⺠営化の実現、さらには将来に
わたって鉄道事業が健全経営を⾏っていくための鉄道の近代化・⾼速化等の課題に今後とも引き続き取り組んでい
く必要がある。
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第６章 安全で環境と調和を図りつつ、利⽤者のニーズに対応した⾞社会の形成

第１節 安全で環境と調和のとれた⾞社会の形成へ向けて

１ ⾃動⾞交通を取り巻く環境

 ⾃動⾞は、国⺠の⾜として、また、物流の動脈として、現代社会に不可⽋のものであり、⾃動⾞保有台数は今
や約6,450万台を超えている（平成４年度末現在）〔２−６−１図〕。

２−６−１図 ⾃動⾞保有⾞両数の推移

 他⽅、道路交通混雑はますます激しいものとなり、また、我が国の交通事故による死者数は、昭和63年以来、
５年連続して１万⼈を超え、⾃動⾞公害についても、窒素酸化物等による⼤気汚染、⾃動⾞騒⾳による⽣活環境
への影響等が社会問題化し、さらに、⼆酸化炭素の排出抑制も課題となっている。加えて、近年における厳しい経
済情勢のもと、⾃動⾞関係業界を取り巻く状況も極めて厳しいものとなっており、今後、「⼈」が「⾞」とうま
くつきあっていける「安全で環境と調和のとれた⾞社会」を実現するために、より⼀層の努⼒が求められてい
る。

２ 安全で環境と調和のとれた⾞社会の形成を⽬指して
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(1) より安全な⾃動⾞を⽬指して

(ア) ⾃動⾞の安全に関する技術基準の⾒直し等

 ⾃動⾞の保安基準については、国際的調和にも留意しつつ、交通環境の変化に対応した⾒直しを適宜⾏ってい
る。特に、近年、交通事故死者数が増加傾向にあるという厳しい事態に対処するため、平成４年３⽉に運輸技術
審議会から出された答申を逐次計画的に実施することとしている。このため、５年４⽉には、乗⽤⾞の前⾯衝突
時の⾞両本体による衝撃吸収性能の強化、⾼速⾛⾏時のブレーキ性能の強化等、⾃動⾞の安全性に係る規制の拡
充強化を実施したところである。また、(財)交通事故総合分析センターにおいては、今年度から、効果的な安全基
準の策定等を図るために交通事故の詳細な事例調査を開始したところである。

(イ) ⾼知能化した先進安全⾃動⾞の開発

 エレクトロニクスを応⽤することにより、⾃動⾞をより⾼知能化した先進安全⾃動⾞（ＡＳＶ：Ａdvanced Ｓ
afety Ｖehicle）を21世紀初頭に実⽤化するための調査、研究を３年度から開始した。
 本調査研究では、運転者の負担の軽減、事故の未然の回避、乗員等の被害の軽減等を図るため、⾞両の周囲の
交通環境を検知するセンサ、⾃動制動等の技術についての調査、研究を⾏い、将来の理想的な安全⾃動⾞の指針を
⽰すこととしている〔２−６−２図〕。

２−６−２図 先進安全⾃動⾞（ＡＳＶ）のイメージ図
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(ウ) 今後の⾃動⾞の検査及び点検整備

(a) 運輸技術審議会答申「今後の⾃動⾞の検査及び点検整備のあり⽅について」

 最近の技術の進歩に伴う⾃動⾞の性能の向上、構造・装置の⾼度化等により、⾃動⾞の耐久性、信頼性は著し
く変化しており、また、ユーザーニーズの多様化に伴う⾛⾏距離の変化、⾼速⾛⾏の機会の増加等⾃動⾞の使⽤
形態も変化している。このような状況を踏まえ、今後の⾃動⾞の検査及び点検整備のあり⽅について、平成４年
７⽉から運輸技術審議会において安全確保、公害防⽌を前提として、技術的、専⾨的に審議が⾏われ、平成５年
６⽉に答申が出された。
 具体的にはモ⼀タリゼーションの成熟化に伴い、①⾃家⽤乗⽤⾞の６か⽉点検の義務付けの廃⽌、定期点検項
⽬の簡素化、及び⾛⾏距離の少ない⾃家⽤乗⽤⾞については⾛⾏距離により劣化する度合いが⾼い項⽬の点検を
次の点検時期まで延期すること。②⾞齢が11年を超える⾃家⽤乗⽤⾞等の⾃動⾞検査証の有効期間を現⾏の１年
を２年に延⻑すること。③定期点検整備の実施時期は検査の前後を問わないこととすること。④ユーザーに分か
りやすい点検整備記録簿の⼯夫等、⾃動⾞の整備料⾦等の適正化について、国と整備事業者は所要の措置を講じ
ること等が指摘されている。
 今後は、この答申に沿い、健全な⾞社会の⼀層の発展のため所要の対策を速やかに実施していくこととしてい
る。
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(b) ⾃動⾞の整備の充実

 ⾃動⾞の整備は⾃動⾞の安全を確保し、公害を防⽌する上で重要なものであるため、「定期点検整備促進運
動」等を充実した。また、整備事業者は、⾃動⾞ユーザーの依頼に応じ、適切な整備を実施するという社会的に
重要な役割を担っていることから、整備事業者向けの技術相談窓⼝活⽤、検査主任者への技術研修の実施等の措
置を講ずるとともに、構造改善計画の推進や⾃動⾞整備近代化資⾦の活⽤による整備事業の近代化を通じ整備技
術の向上を図り、適切な整備を確保し、ユーザーの理解と信頼が得られるよう整備事業を指導しているところで
ある。

(エ) ⾃動⾞ユーザーへの安全情報の提供等

 ⽋陥⾞に関する情報データベースを活⽤しユーザーからの問い合わせ等への迅速な処理を⾏うなどユーザーの
保護に努めている。

(オ) 事業⽤⾃動⾞の安全な運⾏の確保

 ⾃動⾞運送事業の安全な運⾏の確保については、運⾏管理者の選任、運転者の過労防⽌、乗務員の指導・監督
等が義務付けられているところであるが、近年、道路交通事故の死者数が増加傾向にあることから、⾃動⾞運送
事業者等に対し、あらゆる機会を通じ、より⼀層の交通事故防⽌対策に取り組むよう指導しているところであ
る。

(カ) ⾃動⾞事故被害者に対する救済対策

 被害者の救済を図るため、⾃動⾞損害賠償責任保険（共済）と、政府の保障事業を中⼼とする⾃動⾞損害賠償
保障制度の適切な運⽤を⾏っている。⾃賠責保険（共済）については４年12⽉の⾃動⾞損害賠償責任保険審議会
の答申を受けて、５年４⽉から⾃賠責保険料（共済掛⾦）の平均13％の引下げが実施されている。
 また、⾃動⾞事故対策センターにおいては、交通遺児等に対する育成資⾦の貸付け、重度後遺障害者に対する
介護料⽀給、重度意識障害者に対する治療・養護を⾏う療護センター（千葉療護センター及び東北療護センタ
ー）の運営等の業務を実施しており、５年度においては、育成資⾦の貸付額の引上げを⾏ったほか、同年度中の
開業を⽬指して岡⼭療護センターの施設整備を進めている。
 このほか、⾃動⾞損害賠償責任再保険特別会計から、救急医療設備の整備等の⾃動⾞事故対策事業に対して助
成を⾏っている。

(2) 環境と調和のとれた⾞社会の形成

(ア) 環境と調和のとれた交通体系

 環境と調和のとれた交通体系を構築するためには、⾃動⾞排出ガス規制等の強化及び効率的な物流、⼈流を確
保することが重要であり、鉄道、海運へのモーダルシフトの推進、営業⽤トラックの積合せ輸送の推進等物流の
効率化を図るとともに、バスへの需要の誘導を⽬指し、バス活性化システム整備費等補助⾦の活⽤、都道府県ご
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との「バス活性化委員会」の設置等により、都市新バスシステムの導⼊等バスの⾛⾏環境改善のための施策を推
進している。

(イ) ＮＯｘ法への対応

 ⼤都市地域を中⼼とした窒素酸化物による⼤気汚染については、「⾃動⾞から排出される窒素酸化物の特定地
域における総量の削減等に関する特別措置法」（いわゆるＮ０ｘ法）が４年５⽉に成⽴した。同法は、①国によ
るＮＯｘ総量削減のための基本⽅針の策定及びこれに基づく都道府県知事による総量削減計画の策定、②東京、
⼤阪等の⼤都市地域のトラック・バス等についてＮＯｘ排出量のより少ない⾞種へ代替えすることの義務付け
（使⽤⾞種規制）、③事業所管⼤⾂による運送事業者等に対する⾃動⾞使⽤の合理化に関する指針の策定及びこ
れに基づく指導・助⾔を三本柱に、⼆酸化窒素に係る⼤気環境基準の確保を図ることを⽬的としている〔２−６
−３図〕。

２−６−３図 ⾃動⾞から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（Ｎ０ｘ
法）の体系

 運輸省としては、本法に基づき、使⽤⾞種規制を平成５年12⽉から実施するとともに、積合せ輸送の推進、低
公害⾞の導⼊等総合的な施策を推進することとしている。

(ウ) 低公害⾞の開発・普及

 環境負荷の低減のためには低公害⾞の開発・普及が⼤変有効である。現在実⽤段階にある低公害⾞の種類とし
ては、メタノール⾃動⾞他３種類があげられる〔２−６−４表〕。
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２−６−４表 低公害⾞の特性

 これら低公害⾞の開発・普及を促進するためには技術基准の整備、取得に対する⽀援措置等が必要である。運
輸省としては、メタノール⾃動⾞について４年12⽉から⼀般⾞両と同様に道路運送⾞両の保安基準を適⽤し、⼀
般ユーザーの取得を容易とした。また、低公害⾞の取得・保有に対する税制上の優遇措置、運輸事業振興助成交
付⾦を活⽤した助成措置の拡充など所要の施策を推進している。さらに、３年度及び５年度にバス活性化システム
整備費等補助⾦を活⽤しハイブリッド⾃動⾞の路線バスとしての試験運⾏を⽀援している。加えて、５年度よりＮ
Ｏｘ法の特定地域内の⺠営バス事業者が低公害バスを導⼊する際の補助制度を開始した。

(エ) 排出ガス対策への取組み

 ⾃動⾞排出ガス規制については、逐次規制強化を⾏っており、元年12⽉の中央公害対策審議会の最終答申の短
期⽬標値を踏まえて、①窒素酸化物の⼀層の低減、②粒⼦状物質に対する新たな規制の導⼊、③⿊煙の低減、④
⾛⾏実態に合わせた排出ガス測定モードへの変更等を内容とする保安基準等の改正を⾏い、平成３年〜６年規制
として、３年11⽉以降逐次施⾏されている。
 また、⻑期⽬標のうち、ガソリン中量⾞（⾞両総重量1.7トン超2.5トン以下）及びガソリン重量⾞（⾞両総重量
2.5トン超）について規制強化の改正作業を⾏い、平成６、７年からそれぞれ規制実施を⾏うこととしており、デ
ィーゼル⾞についても早期に⻑期⽬標値を踏まえた規制強化を検討することとしている。

(オ) 騒⾳対策への取組み
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 騒⾳規制については、加速⾛⾏騒⾳規制（能⼒⼀杯に加速したときの騒⾳の測定値による規制）の強化、近接
排気騒⾳規制（停⾞した状態でエンジンを⾼回転に上げるなどした場合の測定値による規制であり、暴⾛族の取
締り等にも有効）の導⼊、消⾳器装着の義務付け等について実施してきたところである。さらに、４年11⽉の中
央公害対策審議会の中間答申を踏まえた規制強化を検討することとしている。

(カ) 地球環境にやさしい⾞を⽬指して

 地球温暖化を防⽌するため、⼆酸化炭素の排出を低減・抑制する必要があり、⼆酸化炭素の排出の少ない低公
害⾞の開発・普及と併せて、省エネルギーの⼆酸化炭素低減効果に着⽬して⾃動⾞の燃費改善に努めることが重
要である。運輸省においては、「エネルギーの使⽤の合理化に関する法律」に基づき、ガソリン乗⽤⾞の燃費に
ついて⼀層の改善を図るため、⾃動⾞メーカーが遵守すべき新たな⽬標値等を平成５年１⽉に告⽰した。また、
ガソリントラックについても、燃費⽬標値の設定を検討することとしている。
 このほか、⾃動⾞及び交換部品等に係るリサイクルの促進を図るため、「再⽣資源の利⽤の促進に関する法
律」に基づき⾃動⾞整備事業者等に対して、具体的な指導⽅針を設定することとしている。
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第２節 ⾃動⾞運送事業の活性化

１ ⾃動⾞旅客輸送の活性化

(1) バス

(ア) 現状と課題

 バス事業については、都市部における⾛⾏環境悪化に伴う利便性の低下、地⽅における⼈⼝の減少やモータリ
ゼーションの浸透等による利⽤者の減少等により、厳しい経営状況が続いている。
 しかしながら、バス交通は、最も⾝近な交通⼿段であり、また、環境保全、省エネルギー、都市における道路
交通の円滑化等の⾯で豊かな国⺠⽣活の実現に重要な役割を果たすものであるため、国⺠のこうした期待に応え
られるよう条件整備を進めていく必要がある。
 また、バスを⾝体障害者や⾼齢者にとって利⽤しやすい交通機関としていくため、福祉⾏政との連携の下に、リ
フト付きバス等の普及等に努めていく必要がある。

(イ) ⼤都市等におけるバス交通の活性化と道路交通の円滑化

 ⼤都市、地⽅中核都市の過密化する道路交通において、バス等の公共交通機関の利⽤を促進することは、道路
空間の有効活⽤、道路交通の円滑化に資するものであることから、⾃家⽤⾞からの誘導を図るため、バス等の利
⽤者利便を向上させるとともに、警察、道路管理者、地⽅公共団体、バス事業者等関係者が⼀体となって、バス
専⽤レーンの設置、違法駐⾞の排除等の⾛⾏環境改善の実現に向けた諸施策を推進しているところである。運輸
省は、バスの活性化の⼀環として、平成４年３⽉に警視庁、建設省との中央レベルの「バス活性化連絡会」及び
地⽅公共団体、地⽅運輸局、都道府県警察本部、道路管理者等から成る各都道府県ごとの「バス活性化委員会」
を設置し、諸施策を総合的に推進している。
 また、バス輸送サービスの改善施策については、低床・広ドアバスの導⼊や停留所におけるバスシェルターの
設置等を事業者に指導するとともに、バス活性化システム整備費等補助⾦を交付することにより、需要の喚起及
び利⽤者利便の向上を⽀援している。具体的には、４年度事業として、北九州市等においてバス運⾏管理システム
等を総合的に整備した都市新バスシステムの導⼊、横浜市等におけるカードシステムの導⼊等のほか、岡⼭市にお
けるガイドウェイバス導⼊に関する調査等に対して約4.8億円を交付した。

(ウ) 地⽅バスの維持・整備

 地⽅バスは、地域住⺠にとって不可⽋な公共交通機関であるが、過疎化の進⾏、マイカーの普及などの原因によ
り利⽤者の減少傾向が続いており、路線の維持⾃体が困難なところがあるなど厳しい経営状況に置かれている。
このため、運輸省では、地域住⺠の⾜を確保するため、事業者に対し、フリー乗降制やデマンドバスの導⼊等地
域の実情に応じてサービスの多様化を図ることにより利⽤者の確保等に関する⾃主的な経営努⼒を⾏うよう指導
するとともに、それらの経営努⼒を前提に所要の助成措置を講じることとしており、平成４年度においては、乗
合バス事業者159事業者、435市町村等に対し、約107億円の国庫補助⾦を交付している。

(エ) ⾼速バスネットワークの整備

 平成５年度 183



 ⾼速道路の伸⻑に伴い、⾼速バスの進展が著しく、特に昭和63年度以降は、夜⾏便を中⼼とした300キロ以上の
⻑距離⾼速バスの開設が急増し、平成４年度末現在171系統が運⾏されている〔２−６−５図〕。

２−６−５図 ⾼速バスの運⾏系統数の推移

 これは、⾼速道路網の伸びに伴い様々な都市間の便の設定が可能になるとともに、低廉な運賃、ハイグレード
な⾞両の導⼊、夜⾏便の設定等利⽤者ニーズに沿ったサービスの提供がされるようになったこと等によるものと
考えられる。
 今後は、競合する交通機関との関係でバスの利点をさらに発揮させるため、路線の再編成、⾞内のアメニティ
ーの⼀層の向上、利⽤しやすいターミナルの整備等を図っていくことが求められる。

(2) タクシー

(ア) 現状と課題

 タクシーは、鉄道、バスといった⼤量輸送機関とあいまって⾯的、個別的な輸送を担うとともに、時間帯や地
域によっては鉄道、バスの代替的な、また、駐⾞スペースの乏しい都市では⽇常の⽣活、業務活動のための効率
的な輸送機関となっている。
 近年、価値観の多様化等を受け、利⽤者のタクシーに対するニーズも多様化している。タクシーサービスの多
様化については、深夜輸送需要に対応したブルーラインタクシー、⾞いすのまま乗降できるリフトを備えた患者
輸送タクシーやキャッシュレス時代に対応したプリペイドカードの導⼊等様々な試みがなされているが、利⽤者
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ニーズに応えるためには、これまでにも増して、事業者が創意⼯夫を活かし、多様なサービスを供給していくこ
とが求められている。
 ⼀⽅で、タクシー事業は、原価構成の８割近くを⼈件費が占める労働集約的産業であり、我が国社会全体の労
働⼒不⾜の進展に伴いますます労働⼒確保が困難になっていくことが懸念され、これへの対応が迫られている。

(イ) 今後のタクシー事業のあり⽅

 タクシー事業については、上述のように、利⽤者ニーズの多様化が進むとともに、労働⼒の確保が困難になる
等事業を取り巻く状況が変化している。また、平成４年６⽉に臨時⾏政改⾰推進審議会から事業規制の⾒直しに
ついて指摘がなされた。こうした状況を踏まえ、平成４年９⽉に、運輸⼤⾂から運輸政策審議会に対し「今後の
タクシー事業のあり⽅について」諮問を⾏い、平成５年５⽉11⽇に審議会から答申が出された。答申は、今後の
タクシー事業の望ましいあり⽅を明らかにするとともに、その達成に向けた⽅策について今後の⽅向、当⾯の措
置等に関する現実的な指針を⽰した画期的なものとなっている。
 答申では、タクシーの役割を積極的に位置づけ、利⽤者が安⼼して利⽤できるよう安定した輸送⼒を確保する
とともに、多様なニーズに応えていく必要があるとしている。そして、タクシーがそのような使命を果たしていく
ためには、良質な労働⼒の確保、ニーズの多様化に対応した規制の緩和等の⽅策が必要であるとしている。
 労働⼒の確保については、運転者の労働条件が全産業平均に⽐べて劣悪な状況に置かれている現状に鑑み、労
働条件の改善が不可⽋であるとし、そのための原資については、事業者⾃らの市場創造努⼒及び運賃改定の⼿続
等についての透明性の確保を前提としつつ、適時適切な運賃改定により賄うことが適当であるとしている。
 次に規制の緩和については、公正な競⾛を通じてサービスの多様化を図ることが⼤切であり、そのために経済
的規制の緩和を図っていく必要があるとしているが、これに合わせてサービスの悪化や安全上の問題に対する社会
的規制の充実が必要であるとしている。また、経済的規制の緩和は段階的に進めていくことが必要であり、当⾯
は、サービスの悪化や安全上の問題を利⽤者の⽴場に⽴ってチェックするタクシー近代化センターの設置されて
いる東京及び⼤阪において次の規制緩和措置を実施することを提⾔している。まず、運賃規制については、地域毎
に事業者の申請を受け、その平均原価に基づき設定する従来の運賃設定⽅式に加え、今後はこの⽅式による改定
申請を⾏わない者がいる場合はこれを認めるとともに、この⽅式による運賃より安い運賃の設定を希望する者が
いる場合には個別に審査することとし、タクシーサービスの価格⾯における多様化を図ることとしている。ま
た、需給規制については、需要が供給を下回っている場合を除き、事業者毎に⼀定の⼱の中で増減⾞を認めるこ
ととしている。規制緩和については、当⾯以上の措置を講じることとし、その実施状況をみながらその内容、地
域について逐次拡⼤を図ることが適当であるとしている。
 また、この他に、都市交通上の問題についての協議の場の設置、福祉⾏政との連携による⾝体障害者対策の充
実、個⼈タクシーの健全な発展のための検討等について指摘している。
 運輸省では、５年10⽉に本答申実施のための具体化⽅策を策定したところであり、今後、この⽅策に沿って東
京、⼤阪地域の規制の緩和を始めとする施策を着実に進めていくこととしている。

(3) その他の輸送サービス

 レンタカー及びリースカーは、平成４年３⽉現在で、レンタカーが約22万台、リースカーが約170万台となるな
ど急速な成⻑を遂げており、国⺠⽣活、産業経済活動に不可⽋な輸送⼿段となっている。
 また、近年、主に企業等との⻑期的な契約に基づき⾃家⽤⾃動⾞の運転、整備、燃料等の管理等を請け負う⾃
家⽤⾃動⾞管理業や、飲酒等のため⾃⼰の⾞両を運転できなくなった者に代って運転を代⾏する運転代⾏業が発展
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してきている。⾃家⽤⾃動⾞管理業は５年１⽉現在で71事業者が営業しており、運転代⾏業は４年10⽉末現在で
1,995事業者となっている。これらの事業については、道路運送に関するサ⼀ビスとして、実態を把握していくと
ともに、利⽤者ニーズに対応したサービスの提供、輸送秩序の確⽴を図っていく必要がある。

２ トラック輸送の効率化及び近代化

(1) トラック輸送の現状と課題

 営業⽤トラックによる貨物輸送は、平成３年度においてトンキロベースで国内貨物輸送の36.5％に達し、国⺠
⽣活と経済活動の基盤として重要な役割を担っているが、他⽅、労働⼒不⾜、道路交通混雑、⼤気汚染問題の深刻
化等の制約要因に対する対応が必要になってきている。さらに、本年12⽉からは、軽油引取税が引き上げられる
とともに、ＮＯｘ法に基づく使⽤⾞種規制が実施されることとなっている。
 トラック輸送が引き続き、その役割を果たしていくためには、これらのコストアップ要因を抱えながら、⾼度
な利⽤者ニーズに応えうる輸送サービスを今後とも提供していくことが必要である。

(2) これからのトラック輸送

 こうした課題に対応していくためには、輸送の効率化及び近代化を図る必要がある。
 まず、幹線トラック輸送においては、⾞両総重量等⾞両諸元の制限の緩和の実施に向けて、関係省庁と連携しつ
つ、⾞両構造等の⾯から安全、環境等の諸課題の検討を進めているところである。
 ⼀⽅、都市内・地域内輸送においては、集配業務の共同化による積合せ輸送等を促進することにより、輸送効
率の向上と輸送コストの低減を図ることが必要である。また、トラック輸送の効率化を図るため、荷主の⾼度な
ニーズに対応したサービスを提供することにより、⾃家⽤トラックから営業⽤トラックへの転換を推進していく
必要がある。
 以上の輸送の効率化を推進してもなお、トラック事業をめぐる労働⼒不⾜は構造的な問題であり、安定的な労
働⼒確保のための取り組みが必要である。そのためには、平成６年３⽉末まで週44時間制の適⽤が猶予された事
業所における44時間制の前倒し実施、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法を活⽤した地域別⼀⻫休⽇の導
⼊等を推進することより、魅⼒ある職場づくりを進めていく必要がある。
 また、トラック業界は中⼩企業がその約99％を占めており、以上のような施策を講じていくためには、個々の
事業者の取り組みだけでは限界があり、共同化等を通して経営基盤の強化、経営の近代化を進めていく必要があ
る。そのため、従来から中⼩企業近代化促進法に基づき、３次にわたり構造改善計画を推進してきたところであ
るが、本年度からは社会環境の変化を踏まえ、経営基盤の強化、輸送ニーズへの対応、環境問題への対応、勤労
者のゆとりと豊かさの実現を４つの柱とする社会ニーズ対応型構造改善事業を推進することとしている。
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第７章 海運、造船の新たな展開と船員対策の推進

第１節 海上交通の充実

１ ⽇常⽣活を⽀える外航海運の発展をめざして

 四⾯を海に囲まれている我が国は、天然資源に乏しく、原材料、エネルギー資源等のほとんどを海外からの輸
⼊に依存しており、これら資源の輸送を担っている我が国外航海運は、⽇本経済や国⺠⽣活の屋台⾻を⽀えてお
り、重要な役割を果たしている。

(1) 外航海運の活動概況

 平成４年の我が国海上貿易量は、我が国経済の後退を反映して輸⼊が減少したが、輸出はアジア向け等が⼤幅
に増加し、全体では７億8,500万トン（対前年⽐0.5％の微減）となった。また、我が国商船隊（外国⽤船を含
む。）の輸送量は、輸出や三国間輸送で増加したものの輸⼊で減少したため、６億4,900万トン（対前年⽐0.7％の
微増）にとどまり、運賃収⼊は市況の低迷や円⾼から、１兆9,800億円と対前年⽐6.2％の減収となっている。この
ような停滞基調にも拘らず、我が国の国際コンテナ輸送量は着実に増加し、３年には約１億2,500万フレートトン
と対前年⽐8.5％の増加となった。
 （北⽶定期航路）
 北⽶定期航路は、荷動きが最も多く活発な航路であるが、従来から競争が激しく企業経営を圧迫してきた。こ
うした情勢の中で、同盟船社のほか、盟外船社も参加したＴＳＡ（太平洋航路安定協定）の実施などにより航路
の安定化が図られており、⼀定の成果をあげつつある。また、最近の我が国海運企業をめぐる動きとしては、５年
４⽉から、外船社と共同で⽇本・極東／北⽶⻄岸・東岸／欧州を結ぶ新規サービスが開始されたほか、また同年
６⽉から、邦船２社により極東／北⽶⻄岸間の直航サービスが開始されるなど、各社のサービス体制の⾒直しが
進んでいる。
 （欧州定期航路）
 欧州定期航路においては、ここ数年、荷動きは⽐較的順調に推移しているものの、往航に⽐べて貨物の絶対量
の少ない復航については運賃⽔準が低迷しているため、４年９⽉、同盟船社12社、盟外船社６社が参加したＥＡ
ＴＡ（欧州航路安定協定）が締結され、航路の安定化のための努⼒が続けられている。⼀⽅、各船社は⼤型船舶
の投⼊による船隊の拡充を計画しており、今後の荷動き状況によっては、船腹過剰による運賃競争の激化も懸念さ
れる。
 また、ＥＣ委員会においては、海運に係る独占禁⽌法の運⽤を強化する動きがあり、今後の動向が注⽬され
る。
 （アジア海運の動向）
 停滞する世界経済の中で、アジア諸国の経済は減速しつつも依然⾼い成⻑率を維持している。経済の成⻑とと
もに、アジア海運は世界でも有数の規模に成⻑し、我が国のアジア向けのコンテナ荷動き量は、北⽶向けに次ぐ
規模となっている。この中にあって、航路の安定化、船員の養成、⽼朽船のスクラップ促進、船舶の安全航⾏など
⼀国の海運問題としては解決の難しい諸問題が発⽣しており、アジア船主フォーラム等⺠間レベルの対話の場を通
じてその解決を図る動きがある。

(2)海運企業の経営状況
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 我が国外航海運企業（318社：注１）の営業収益は53,067億円（うち海運業収益は31,386億円）、経常利益は
772億円である。また、主要な利益率を⾒ると、売上⾼経常利益率は1.5％、総資本経常利益率は1.2％で、全産業
平均（それぞれ2.6％、2.9％：注２）に⽐べ低⽔準で、外航海運企業の収益性は総じて低いと⾔える。
 さらに、海運業収益ベースで外航海運企業全体の約２／３を占める海運助成対象企業（32社）について４年度
の経営状況を⾒ると、世界的な経済停滞の影響により荷動きが低調に推移したことや前年度下期からの不定期船
及びタンカー市況の低迷が今年度も続いたことに加え、急激な円⾼による円貨ベース収⼊の⽬減りや欧州コンテ
ナ航路の競争激化等の要因から、営業収益は全体で前年度⽐2.2％の減収となった。⼀⽅、損益⾯では、船舶稼働
量の減少や円⾼の影響等により費⽤も前年度を下回ったが、収⼊減の影響が⼤きく、全体では減収減益となった
〔２−７−１図〕。

２−７−１図 海運助成対象企業の損益状況推移

 ５年度の外航海運企業を取り巻く経済環境を⾒ると、粗鋼⽣産の低迷やタンカーの過剰船腹状態が続くと⾒込
まれること等から、不定期船、タンカーともに厳しい状況が続くものと予想される。加えて、年初来円⾼が急速
に進⾏し、５年８⽉には100円／＄台まで上昇している。我が国の海運企業⼤⼿５社の場合、４年度ベースで、対
ドル１円の円⾼は営業損益段階で約８億円（５社合計）の減益要因となることから、我が国外航海運企業の経済
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活動はさらに厳しくなるものと⾒られる。このため、各社ともに経費節減、コストのドル化、円建て収⼊の確保
等による為替リスクの低減等の経営努⼒を引続き実施し、国際競争⼒の向上や、収益⼒及び経営基盤の強化・充実
に取組んでいく必要がある。

注１：海上運送法に基づく船舶運航業者及び２千総トン以上の⽇本籍船舶保有業者のうち海上交通局調査回答企
業（３年度ベース）

注２：法⼈企業統計季報のデータを基に海上交通局にて作成（３年度ベース）

(3) 安定した海上輸送確保のために

 （我が国商船隊の現状と課題）
 貿易⽴国としての安定的な経済発展を維持するためには、健全な商船隊を擁する外航海運業の保持が不可⽋で
ある。このため、⽇本籍船を中⼼に、コスト競争⼒のある⽀配外国⽤船及び供給⼒に弾⼒性を有する単純外国⽤
船を組み合わせることにより、輸送の安定性や荷主ニーズへの対応等の諸条件を満たしつつ、全体として国際競
争⼒を有する我が国商船隊の維持・整備を図って⾏くことが必要である。
 なかでも、⽇本籍船は、安定輸送⼒、船舶の運航ノウハウの維持、償却資産保有による企業の安定経営、⽇本
⼈船員の安定した職域確保、環境・安全確保、緊急時の対処における信頼性及び紛争勃発時等における国家主権
による対応の可能性等の観点から重要な意義を有しており、我が国商船隊の中核を担うものとして位置づけられ
る。
 しかしながら、近年、内外船員コスト格差の拡⼤や円⾼の進⾏により⽇本籍船の国際競争⼒が著しく低下した
結果、⽇本籍船のフラッギング・アウト（海外への移籍等による⽇本籍船の減少）が進⾏し、⽇本籍船は最近10
年間で約１／３に減少した。さらに、最近の急速な円⾼の進⾏により、フラッギング・アウトに拍⾞がかかるこ
とが懸念されている。このため、我が国貿易物資の安定輸送の確保等の観点から、⽇本籍船の整備を促進するた
めの施策を講じて⾏くことが必要である。
 （我が国商船隊の整備⽅策）
 ⽇本籍船の維持・整備を促進するため、２年３⽉より⽇本⼈船員と外国⼈船員の混乗が開始されている。た
だ、混乗⽇本籍船においても、東南アジア船員フル配乗のケースと⽐較すると、船員コストには相当な格差があ
ると⾔われており、さらに、最近の円⾼によりコスト差は拡⼤する傾向にあると⾒られることから、⽇本籍船の
⼀層の国際競争⼒の向上を図るため、配乗構成の⾒直し、近代化船における就労体制の⾒直し等、関係者間にお
ける早急な検討が望まれるところである。
 また、我が国外航海運企業の経営基盤強化や⽇本籍船の整備を進めるために、⾦融・財政⾯からの⽀援措置と
して、⽇本開発銀⾏の⻑期・低利融資、⼆重構造タンカーをはじめとする船舶に対する特別償却制度等の税制上
の優遇措置等が講じられているところである。

(4)外航客船旅⾏の振興

 外航客船旅⾏は、単に交通⼿段としてばかりではなく、船旅そのものの楽しさを満喫できるという意義も有し
ており、特にクルーズ客船は、いわゆる「余暇時代」を迎えた我が国において国⺠⽣活をより豊かなものにする
ためのゆとりある旅⾏形態として注⽬されている。
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 我が国と韓国、中国等の近隣諸国との間を結ぶ外航定期旅客航路について⾒ると、現在、海運企業８社により
６航路（うち、⽇本企業は６社５航路）が運航されており、４年の外航定期旅客航路利⽤者数は外国⼈も含めて
27.4万⼈（対前年⽐6.8％減）であった。さらに、新たな定期航路として、現在、⽇中間におけるフェリー航路開
設計画（⽇本／⼤連、⻑崎／上海）及び⽇ロ間のフェリー航路開設計画（ウラジオストクノ新潟／⼩樽／コルサ
コフ／ワニノ）が検討されている。
 外航クルーズ客船についてみると、我が国海運企業が実質的に運航しているものは12隻となっている。また、
４年の⽇本⼈外航クルーズ客船利⽤者数（外国籍船利⽤者を含む。）は、対前年⽐20％増の約7.7万⼈となった
〔２−７−２図〕。これに１泊以上の国内クルーズを楽しんだ⽇本⼈12万⼈を加えると、我が国のクルーズ⼈⼝
は約20万⼈となる。このうち、⽇本籍船による外航クルーズについてその利⽤形態をみると、チャーター・クル
ーズ客（団体貸切による利⽤客）が全体の８割にも達している。それ以外のレジャー・クルーズ客（⼀般利⽤
客）は、レジャー・クルーズ客が⼤半を占める欧⽶とは異なり、我が国では２割にとどまっている。これは、我
が国においては、⻑期休暇が取りにくいこと、クルーズ利⽤料⾦に割⾼感があることなどから、個⼈としての利
⽤はまだ少数であるためである。しかしながら、３年11⽉の⼤型クルーズ客船「⾶⿃」の就航を契機に、レジャ
ー・クルーズ客も徐々に増えてきており、今後の成⻑が期待される。

２−７−２図 ⽇本⼈外航客船利⽤者数の推移
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 外航客船旅⾏の振興を図るためには、船舶の安全運航の確保及び利⽤者の保護を図ることはもとより、国⺠が
気軽に参加できるクルーズ旅⾏を促進する必要がある。このため、現在、(社)⽇本外航客船協会を中⼼に、クルー
ズ情報の提供、クルーズキャンペ⼀ンの開催等の振興⽅策を推進している。

２ 安全で快適な海上旅客交通の充実をめざして

(1) 海上旅客輸送の現状と課題

(ア) 旅客航路事業の概況

 公共輸送機関として重要な役割を果たしている国内旅客航路事業は、５年４⽉１⽇現在、903事業者により
1,479航路において2,478隻（約133万総トン）をもって運航されている。４年度の輸送実績は、景気後退の影響を
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受けて、輸送⼈員については、１億5,786万⼈（対前年度⽐2.6％減）、⾃動⾞航送台数については、2,334万台
（同2.5％減）となった。
 近年の国⺠の交通機関の⾼速化に対するニーズに応え、海上旅客交通分野においても⾼速化が進んでおり、時
速40kmを超える⾼速旅客船の隻数は10年前に⽐べて約２倍になっている。さらに、それより速い時速65kmを超
える超⾼速旅客船が国内各地に就航するようになっており、５年４⽉には隠岐島〜七類・境航路に新たに就航す
るなど、５年５⽉現在、15航路に32隻が就航している。また、⾼齢者、⾝体障害者等に配慮して、⻑距離フェリ
ー等においては、リプレース等の機会をとらえエレベーター、エスカレーター、⾝体障害者⽤トイレ等の設置が
進んでおり、さらに、運賃についても、従来からの⾝体障害者・精神薄弱者に対する割引に加え、阪神〜北九州
航路等において、⾼齢者を対象とした割引を実施して、⾼齢者等の福祉の増進を図っている。

(イ) ⻑・中距離フェリーの動向

 ⻑・中距離フェリーは、積み荷であるトラックが⾃⾛して乗下船するという特質を有することから、トラック
の⻑距離幹線輸送を肩代わりすることにより、ドア・ツー・ドアのトラックの機動性、利便性をそのまま⽣かせ
る輸送機関である。このため、海運へのモーダルシフトの受け⽫として⼤いに期待されており、５年４⽉１⽇現
在、24事業者により44航路において86隻（約79万総トン）をもって運航されている。最近は、輸送⼈員、⾃動⾞
航送台数とも好調であったが、４年度の輸送量は、輸送⼈員で830万⼈（対前年度⽐3.2％減）、⾃動⾞航送台数
で384万台（同2.9％減）と景気後退の影響を受けて前年度を下回っている。
 こうした状況にあって、運輸省においては「新たな需要構造に対応した⻑・中距離フェリーネットワーク整備
のあり⽅に関する調査」を実施し、本年３⽉に報告書をとりまとめたところである。同報告書においては、輸送
⼒の充実、ダイヤの改善等について、関係者が取り組むべき⽅向を⽰しており、今後、同報告書の結果を踏まえ
て、関係者が協⼒してモーダルシフトを推進していく必要がある。

(2) 離島航路の維持・整備

 我が国には、400余りの有⼈離島があり、そこに150万⼈余りの⼈々が⽣活している。これらの離島と本⼟⼜は
離島相互間を結ぶ航路は、島⺠に不可⽋な⽣活の⾜として重要な役割を果たしている。
 こうした離島航路の多くは、離島の過疎化等の進展に伴って輸送需要が低迷していることに加え、船舶修繕費等
諸費⽤の上昇等により収⽀が悪化し、極めて苦しい経営を余儀なくされている。しかしながら、住⺠の⽣活の⾜
として不可⽋な離島航路は今後とも⼗分にその役割を果たしていく必要があることから、航路の経営を改善し、
⽋損額の縮減を図ることが、緊急の課題となっている。このため、離島航路事業者は、観光客の積極的な誘致等
により収⼊の増加を図るとともに、経費の節減に努めるなど、経営改善に取り組んでいるところである。こうし
た経営改善を前提として、国としても離島航路の維持・整備を図るため、従来から地⽅公共団体と協⼒して、離島
航路のうち⼀定の要件を備えた⽣活航路について、その⽋損に対し補助を⾏ってきている。４年度においては、
119事業者、125航路に対し39億9,674万円の国庫補助⾦を交付している。
 ⼀⽅、離島の隔絶性の軽減や交流の拡⼤、産業の振興等を進めるため、船舶の⾼速化等が必要となっている。
しかしながら、離島航路事業者は経営基盤が脆弱であるため、船舶整備公団との共有⽅式により新船建造等を⾏
う場合には、その建造費⽤における同公団の共有⽐率を80％とし、⼀般航路に就航する船に⽐べ共有⽐率を10％
⾼めている。

３ 内航、港湾運送の効率化をめざして
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(1) 内航海運の発展と経営体質の改善のために

 （内航海運の現況）
 内航海運は、⻑距離⼤量輸送に適した輸送機関として、国内貨物輸送の44.4％（トンキロベース）を担う基幹的
輸送機関となっている。特に鉄鋼、セメント等の産業基礎物資の輸送においては、その⼤半を担い、重要な役割
を果たしている。内航海運の輸送量は景気後退に伴う産業基礎物資に対する需要の低迷を受け、低調に推移して
いる。
 （内航海運の構造改善のために）
 内航海運業は、中⼩零細事業者が⼤部分を占め、過当競争体質の業界構造を有しており、これが輸送の合理
化、船舶の⼤型化、近代化などを妨げる要因ともなっている。このため、従前より、事業体質の強化、過剰船腹の
解消を図るといった内航海運対策を推進してきた。
 しかしながら、５年３⽉末現在、内航海運事業者の95.2％は資本⾦１億円未満の中⼩企業及び個⼈で占められ
ているなど、未だ構造改善が⼗分に達成されたとはいえない状況にある。このような状況に加え、内航船員不⾜
が深刻化しており、海上貨物の安定的な輸送に⽀障が⽣じることが懸念されてきている。⼀⽅で、モーダルシフト
の社会的要請が⾼まっており、内航海運の重要性が各⽅⾯で認識されてきている。
 このような状況の下、これらの環境変化に対応した新たな内航海運対策のあり⽅を確⽴すべく、昨年３⽉に運
輸⼤⾂の諮問機関である海運造船合理化審議会は「今後の内航海運対策のあり⽅について」を答申し、その中で
基本的認識として、船員確保対策等新たな視点を加えた構造改善対策等の推進、今後の経済状況の進展に対応し
た安定輸送の確保、トラックから海運へのモーダルシフトの社会的要請への対応といった観点からの新たな内航
海運対策に重点を移していく必要がある旨述べている。また、⽇本内航海運組合総連合会（以下「内航総連」と
いう。）が⾏っている船腹調整制度についても、中⻑期的には同制度への依存を解消し得るよう内航海運の事業
体質の強化を図る必要があるが、現時点においては、内航海運業の健全な発展のため、同制度の機動的・弾⼒的
運⽤の実施を前提に、当⾯制度の維持存続を図ることとすることを指摘している。
 同答申を受け、４年度からモーダルシフト対象船に対する解撤猶予制度の導⼊など、船腹調整制度の運⽤の緩和
等を実施してきている。
 また、船員確保対策については、内航総連等の事業者団体が中⼼となって積極的に取り組む必要があるが、内
航総連では、内航船船員居住環境設備改善奨励⾦の交付等内航船員の労働環境の改善等を図るための事業を推進
している。
 さらに、内航海運の輸送の効率化やサービス向上のための事業の情報化、船員不⾜等に対応するための内航近
代化船の開発への取組みについても、各⽅⾯により近年始められている。
 ⼀⽅、内航船舶の近代化に関しては、船舶整備公団が⾏う共有建造⽅式による整備が⼤きく寄与してきてお
り、さらに５年度においては、モーダルシフトの推進や海洋汚染防⽌を図る観点から、⾃動⾞専⽤船、⼆重構造
化タンカーの公団共有⽐率を60％から70％（近代化船については70％から80％）に引き上げた。
 なお、昨今の⼀般貨物船における輸送量の減少に対処し、併せて船員労働条件の改善にも資するため、⼀定期
間以上停係船する⼀般貨物船に対し内航総連より船員休暇給付⾦を⽀給する制度等を５年度より実施するととも
に、同制度の⼀層の充実を図るため、給付⾦の増額改定等を⾏ってきているところである。

(2) 港湾運送事業の⾼度化の推進
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 近年の産業、貿易構造の変化等に起因する物流ニーズの⾼度化・多様化、コンテナ化に伴う⾰新荷役、海陸⼀
貫輸送体制の進展等により、港湾運送を取り巻く環境は⼤きく変化している。
 このような港湾運送事業を取り巻く環境の変化に対応するためには、港湾運送事業の⾼度化対策として、①新
型荷役機械の導⼊や情報化の推進等による労働集約型産業から装置型産業への転換、②国際複合⼀貫輸送への進
出等による事業の多⾓化、③これらを円滑に進めるための事業の協業化、共同化、集約化による事業基盤の強化
等を進めていくことが重要な課題となっている。
 このため、⽇本開発銀⾏等からの低利融資や(財)港湾運送近代化基⾦からの⽀援等により、総合輸⼊ターミナル
をはじめとした⼤型物流拠点の整備、各種荷捌き施設の整備、荷役の機械化、情報化の促進等の施策を講じてい
るところである。
 また、安定した港湾運送サービスを提供していくには労働⼒の確保が必要であるが、若年層の３Ｋ職場離れや
労働者の⾼齢化により、今後労働⼒不⾜の深刻化が予想される。このため、労働条件の改善等による魅⼒ある職
場づくりを⽬指し、これまで事業者の努⼒がなされてきているところであるが、５年２⽉には、(財)港運構造改善
促進財団が、とくに若年労働者の確保対策のため新たに港湾運営基⾦等の⼀部を原資として、新卒者の共同求⼈
活動、独⾝者⽤住宅の整備、モデル事業所における職場環境の整備等の取組みに対し⽀援を⾏うこととなったと
ころである。

４ 海への理解と親しみを深めるために

 四⾯を海に囲まれ、天然資源も少ない我が国は、海上交通等を通じ様々な⽣活の分野で海と深く関わり、その
恵みを受けてきている。
 このような海の重要性について、広く理解と認識を深めてもらうため、７⽉20⽇が「海の記念⽇」とされてお
り、この⽇から７⽉31⽇までを「海の旬間」として、毎年、全国各地で講演会、体験乗船等様々な⾏事を⾏うと
ともに、主要港湾都市において持ち回りで「海の祭典」が開催されている。今年は、北海道⼩樽市において「海
の祭典」が開催され、多彩な⾏事が繰り広げられた。
 ⼀⽅、最近、⺠間において国⺠の祝⽇「海の⽇」制定推進国⺠会議が組織され、「海の記念⽇」の祝⽇化運動
が展開されている。
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第２節 ⾼度化をめざす造船業

１ 我が国造船業の現状

 平成元年以降、⽐較的好調な受注活動を続けてきたが、世界景気の低迷の⻑期化等を背景に市況が低迷し、４
年度の受注量は518万総トン、対前年度⽐36％の減少となっている。船種別には、タンカー市況の低迷を反映しタ
ンカーの落ち込みが極めて⼤きく、197万総トン、対前年度⽐64％減となった。特にＶＬＣＣの受注は２年度28
隻、424万総トン、３年度20隻、301万総トンと好調であったが、４年度は７隻、103万総トンへと⼤幅に減少して
おり、受注量全体の落ち込みの主因となっている。
 また、４年度中の竣⼯量は、対前年度⽐８％増となっており、受注が減少する⼀⽅竣⼯量が伸びたことから、
⼿持⼯事量は４年度末217隻、1,059万総トンで３年度末の279隻、1,325万総トンから⼤幅に減少している。
 さらに、ロイド統計によれば、本年上半期の新造船受注量は239万総トンであり、我が国のシェアは円の独歩⾼
の影響等により26％へと⼤幅に低下している〔２−７−３図〕。

２−７−３図 我が国の新造船建造量の推移及び⾒通し

 平成５年度 195



２ 造船業の課題と対策

 ３年12⽉の海運造船合理化審議会答申「21世紀を展望したこれからの造船対策のあり⽅について」を踏まえ、
運輸省では以下のような取組みを⾏っている。

(1) ⻑期的な需給の安定化

 我が国造船業の建造需要は、⼤型タンカ⼀を中⼼とした代替建造等により⽀えられ、90年代には順調に推移す
ると予想される。しかしながら、⼀時的な需要増を対象とした造船能⼒の拡⼤は2000年以降に予想される代替需
要⼀巡後の需要下降期における構造的需給不均衡を招来するおそれがある。したがって、現在の設備能⼒を堅持
しつつ今後の需要増に対しては⽣産性の向上等により対応することとする。また、2000年以降の需要減に備え新
たな船舶の開発を推進する等需要の安定化対策に努めている〔２−７−４図〕。

２−７−４図 世界の新造船受注量の推移

(2) 産業基盤の整備
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 我が国の造船業は、国内的には他産業に劣後化しないよう産業の魅⼒化を図っていくことが課題となっている。
また、⻑期不況からの回復に伴い、省⼒化・合理化のための設備投資の拡⼤、若年労働⼒の雇⽤の推進等主に⽣
産に直結した対策は進められているものの、創造的な技術ポテンシャル保持のための研究開発体制の整備、熟練
労働者の⾼齢化への対応等の課題を依然として抱えている。このため、元年度から造船業基盤整備事業協会を通じ
て新形式超⾼速船（テクノスーパーライナー）等の創造的で国⺠経済の向上にも資する船舶の研究開発を推進す
るとともに、ＣＩＭ（コンピュータ統合⽣産システム）化等⽣産システムの⾃動化・効率化を推進している。
 ⼀⽅、対外的には、最近の円⾼の急進により我が国造船業の競争⼒が著しく低下していることから、産業存⽴
のための競争⼒の回復が課題となっている。今回の円⾼は、単に、資機材費及び⼈件費の相対的上昇による競争
⼒の低下という以上に、過去の⻑期不況期の⼤幅な過剰設備処理の過程で個々の事業者の経営資源が縮⼩、偏在
化した状況となっていることが⼀層の経営の効率化の阻害要因になっていること等の構造的な問題をクローズアッ
プする契機となっている。このような状況から、事業者の主体的な取組みをベースに造船業の構造調整⽅策につ
いて検討を⾏っている。

(3) 国際協調の推進

 国際的な単⼀市場を分けあう世界の造船業にとって、調和ある発展を図る上で国際的な協調を推進することは
不可⽋な要件である。我が国はリーディングカントリーとして国際協調のための各般の取組みに積極的に参画して
いる。

(ア) 先進造船国との政策協調

 ＯＥＣＤ造船部会において、政府助成を削減し公正な競争条件を確保するための新たな条約の策定に関する協
議が⾏われている。また、同部会の需給サブグループにおいて、需給動向についての情報交換等を通じ、国際的に
共通な市場動向認識の醸成とそれに対応した設備政策の展開を図るなど所要の政策協調を図っている。
 また、韓国との協調を図ることは、我が国と合わせた新造船シェアが国際市場の約３分の２を占めることか
ら、世界の造船業の安定的な発展を図る上で重要な問題である。このため、昭和59年以降政府レベルの定期協議
を開催し、政策協調を図っている。

(イ) 地球環境問題等への対応

 地球環境保全に対する国際的要請は本年１⽉のタンカー事故の頻発によりさらに⾼まっており、船舶に関する
環境保全技術の開発を促進するとともにその成果の普及に努める必要がある。運輸省では、３年度から造船業基
盤整備事業協会が実施しているタンカーからの油流出防⽌技術及び船舶⽤機関の排気ガス浄化技術の研究開発に
対し助成措置を講じている。
 また、環境、安全、海運市況の安定化等の観点から船舶解撤の促進が重要な課題となっており、船舶解撤の促
進について、本年６⽉、ＯＥＣＤ造船部会において意⾒交換が開始された。

３ 中⼩造船対策の推進
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 我が国の中⼩造船業は、内・外航船、漁船等の製造・修繕を通じて、効率的、安定的な海上輸送を確保し、⽔
産資源の採取を⽀えるとともに、地場産業として地域経済の振興及び雇⽤機会の創出に寄与してきている。
 全般的には、近年の内需拡⼤に伴う内航船貨物輸送量の伸び等により、昭和63年度以降、業況は徐々に回復し
てきているが、脆弱な経営基盤、過当競争体質等の問題に加え、労働⼒の⾼齢化が深刻な問題となっている。ま
た、国際的な漁業規制の強化により、漁船を主な事業対象とする中⼩造船業においては経営環境は⼀層深刻なも
のとなってきている。
 このため、５年度より中⼩企業近代化促進法に基づき新商品・新技術の開発、就労環境の改善等をめざした第
４次構造改善事業を開始した。

４ 舶⽤⼯業対策の推進

 我が国舶⽤⼯業は、⻑期不況から脱却し、中⻑期的に安定的な需要が期待される状況にあるが、依然、若年技
術者の不⾜、技術ポテンシャルの低下、⽣産設備の近代化の遅れ等の多くの課題を抱えている。
 さらに、昨今の急激な円⾼の影響により、国際競争⼒が問われる事態も⽣じてきている。
 こうした中で、舶⽤⼯業の基盤整備の必要性が⼀層増してきており、技術開発体制の整備、舶⽤機器の標準化
の推進、省⼈・省⼒化投資、環境改善投資の促進、国際協調の推進等、我が国舶⽤⼯業が21世紀に向けて魅⼒あ
る産業に脱⽪するための施策を推進しているところである〔２−７−５図〕。

２−７−５図 船⽤⼯業製品の⽣産額・輸出額の推移

 平成５年度 198



第３節 船員対策の推進

１ 船員の雇⽤

(1) 船員雇⽤の現状

 外航海運における経営の合理化や国際的漁業規制の強化による漁船の減船等により総体的な雇⽤船員数は引き
続き減少傾向を⽰しており、平成４年10⽉には約14万⼈と対前年同⽉⽐約4,000⼈（３％）の減少となお厳しい船
員雇⽤情勢となっている。更に、船員の年齢構成をみると、⾼齢化の傾向は変わらず、海技伝承の受け⽫となるべ
き若⼿船員の不⾜という状況も依然として懸念されている。
 また、船員の労働需給⾯をみてみると、有効求⼈数が５年４⽉には2,249⼈と対前年同⽉⽐399⼈（18％）の減
少となり、⼀⽅、有効求職数は4,773⼈と対前年同⽉⽐477⼈（10％）の減少となった。このため、有効求⼈倍率
は0.47と対前年同⽉より0.15ポイント下がった状況となっている。部⾨別では外航船舶は0.33となっており、内航
船舶では0.69となっている。

(2) 船員雇⽤対策の推進

(ア) 船員雇⽤対策

 国際的漁業規制の強化等による漁船の減船に伴う離職船員等に対しては、「国際協定の締結等に伴う漁業離職
者に関する臨時措置法」（５年４⽉に有効期限を５年間延⻑）その他のいわゆる離職者四法に基づき職業転換給
付⾦その他の給付⾦の⽀給等の措置を講じている。
 上記対策のほか、外航海運においては、⽇本船舶への外国⼈船員の導⼊が拡⼤される等我が国の船員をめぐる
雇⽤環境が変化していることを踏まえ、外国籍船への配乗を実施する等により⽇本⼈船員について海上職域を確
保し、その雇⽤の⼀層の促進と安定を図るため、(財)⽇本船員福利雇⽤促進センタ⼀が船員労務供給事業等を実施
している。
 ⼀⽅、内航海運においては、依然として船員全体の年齢構成も⾼くなってきており、若年労働⼒を始めとした船
員の確保が急務となっている。このため、全国の運輸局等に設置した内航船員確保対策協議会の活⽤を図りつ
つ、内航に関する求⼈情報誌を定期的に発⾏するとともに、内航船員確保のための内航転換奨励⾦の⽀給等を内
容とする対策を実施している。また、荷主、内航海運事業者、海員組合、学識経験者による「内航船員不⾜問題
を考える懇談会」を設置し、５年３⽉に、労働条件の改善、労働環境の改善、リクル⼀ト対策の強化等を⾻⼦と
した報告を取りまとめたが、今後は、同報告に沿って内航船員不⾜問題の解決を図っていくこととしている。

(イ) 外国⼈船員受⼊れ対策

 外国⼈労働者の陸上職域への受⼊れについては、閣議了解により原則としていわゆる単純労働者は受け⼊れな
いこととされており、船員についてもこれを準⽤して⽇本船であって⽇本の船社が配乗権を有するものについては
原則として外国⼈船員を配乗しないよう⾏政指導を⾏っている。
 これに対し⽇本船であっても海外貸渡しにより外国の船社が配乗権を持っているもの（いわゆるマルシップ⽅
式）については、従来から外国⼈労働者の国内受⼊れ問題の範ちゅう外として外国⼈船員が⼀部配乗されてい
る。
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 外航海運については、昭和63年12⽉、海運造船合理化審議会から外国⼈船員の配乗を従来近海船等において実
施されてきた海外貸渡⽅式により外航貨物船⼀般に拡⼤することが適当であるとの提⾔がなされた。これを受け
て関係者間で協議・検討が進められ、平成元年10⽉労使の合意が成⽴し、２年３⽉15⽇に混乗第１船が就航し
た。
 客船に関しても、労使の合意により、元年３⽉より海外貸波⽅式による混乗が、外航客船（３年６⽉より⼀定
の条件を満たす内航併⽤客船を含む。）において始められている。
 また、２年８⽉からは、内・外航を問わずエンタテナー等の専⾨的な技術・技能等を有する外国⼈船員の⽇本
客船への混乗も認められている。
 ⼀⽅、漁船については、元年11⽉、関係者間において、海外基地を利⽤する漁船を対象に外国⼈の受⼊れ基準
が合意され、２年９⽉より混乗が始められている。

２ 船員教育体制の充実と船員制度の近代化

(1) 船員教育体制の充実

（新規学卒者の確保）
 商船⼤学及び商船⾼等専⾨学校の新規学卒者の採⽤については、近年外航海運の不況により⻑期にわたって抑
制され、特に、昭和61年から63年にかけてその採⽤者数は著しく落ち込んでいたが、最近にいたり、海運不況も
底を脱したこと及び若⼿船員が不⾜しつつあることを反映し、平成２年度以降⼤幅に増加し、５年度までほぼ同
様の⽔準を維持している〔２−７−６表〕。

２−７−６表 外航海運海上職員新規学卒者採⽤状況

（新船員教育制度の定着）
 近年の海運界における船員の需要構造の変化や若年層の⽣活意識の変化を踏まえて、社会的ニーズに的確に対
応できるように、船員教育機関全般にわたって⾒直しを⾏なうため、２年10⽉、海上安全船員教育審議会に「船
員教育機関の今後のあり⽅について」諮問を⾏い、３年６⽉に、船員教育機関の教育内容・課程の改善に関する
答申を得た。
 海員学校については、船員教育の魅⼒化を図り、若者の海上志向を⾼めるため、教育内容を外航部員養成から
主として内航職員養成に重点を移し、修了時に四級海技⼠（航海及び機関）の国家試験の受験を可能にするよう
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乗船実習期間を拡⼤する等、４年度から新しい制度による教育を実施している。教育制度改善の結果、応募者も
増加傾向にあり、引き続きその定着を図っている。

(2) 船員制度の近代化

 船員制度の近代化は、船舶の技術⾰新に対応するとともに厳しい海運情勢の下で⽇本⼈船員の職域を確保する
ことを⽬的として、より少数精鋭化した乗組体制の確⽴を段階的に図ってきたものであり、４年６⽉、船員制度近
代化委員会の「今後の船員制度近代化のあり⽅」の中で、世界で貴最も少数精鋭化されたＰ船（乗組員11名体
制）の実⽤化が提⾔された。また、その中で、⼤幅な円⾼の進⾏等により、⽇本⼈船員フル配乗の近代化船を⽇
本船の中核とする考え⽅を維持するのは困難となっていることから、マルシップ⽅式（海外貸渡⽅式）の混乗船
での近代化船の活⽤についても提⾔された。
 この提⾔を受けて、同年10⽉海上安全船員教育審議会の答申が得られ、５年４⽉に、Ｐ船を第四種近代化船と
し、乗組み基準を定めた船舶職員法施⾏令等が施⾏されるとともに、マルシップ混乗船⽅式の船舶に近代化船制
度が適⽤されることとなった。混乗近代化船については更にその適⽤の促進を図るため、設備要件、就労体制の
⾒直しを⾏うための実験を同年７⽉より開始した。
 また、第四種近代化船において、⼀層の国際競争⼒強化のため、洋上メンテナンスのための外国⼈船員を定員
に上乗せすることについて、関係者間で検討が進められている。

３ 船員の労働時間の短縮と船員災害防⽌対策の推進

(1) 船員の労働時間の短縮等

 船員の確保を図るための魅⼒ある職場づくりを進めるとともに、ゆとりある⽣活を実現するとの観点から、船
員の労働条件等の⼀層の改善が求められており、必要に応じ、船員労務官による監査を活⽤しつつ、その推進を
図ることとしている。その中でも、労働時間の短縮は極めて重要な課題となっており、⼤型船及び外航船に乗り組
む船員については４年４⽉１⽇から、また、総トン数700トン未満の内航⼩型船に乗り組む船員については５年４
⽉１⽇から、それぞれ週平均48時間から44時間に短縮した。労働時間の短縮については、４年６⽉の「⽣活⼤国
５か年計画」において、８年度中に週40時間制を実現することが求められており、船員の分野においても、船員
中央労働委員会の審議を踏まえつつ、週平均40時間労働制への移⾏等の労働時間法制の整備について検討を進め
ている。

(2) 船員災害防⽌対策の推進

 船員災害防⽌については、近年の災害発⽣率の減少傾向の鈍化に加え、船員の⾼年齢化、乗組員の少数化、外
国⼈船員の混乗化といった労働環境の変化に伴う安全衛⽣⾯への悪影響が懸念されている現状等を踏まえて、第
６次船員災害防⽌基本計画（５か年計画）及び平成５年度船員災害防⽌実施計画を策定し、中⼩船舶所有者の安
全衛⽣管理体制の整備等を含めた漁船及び汽船の死傷災害防⽌対策、⾼年齢船員の死傷災害防⽌対策、中⾼年齢
船員の疾病予防対策及び健康増進対策、外国⼈船員の混乗に係る安全衛⽣対策等の諸対策の推進を図っている。
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第８章 豊かなウォーターフロントの形成

第１節 港湾及び海岸の整備の基本的⽅向

１ 豊かなウォーターフロントをめざして

(1) 21世紀を展望した⻑期政策

 21世紀の成熟化社会に備えて、運輸省は、平成２年４⽉、⻑期港湾整備政策「豊かなウォーターフロントをめ
ざして−『21世紀への港湾』フォローアップ−」をとりまとめた。この中で、豊かなウォーターフロントを形成
するために、総合的な港湾空間の質の向上及び国⼟の均衡ある発展への貢献を政策⽬標として掲げており、⽬標
の実現に向けて、①港湾の機能の充実に加え、使いやすさや美しさの追求、②輸⼊促進のための港湾の整備、③
旅客船時代に備えた港湾の整備、④地域振興や⼤都市の問題への対応の強化等の点に政策の重点をおくこととし
ている。
 また、２年８⽉に策定した⻑期海岸政策「豊かな海辺づくりのために−21世紀への海岸−」では、⾯的な防護
⽅式を積極的に活⽤し、安全性を確保しつつ快適で利⽤しやすい海岸の整備を図ることとしており、①ふるさと
の海岸づくり、②マリンリゾート開発の中⼼となる⼈⼯ビーチの整備、③「美しい港づくり」とタイアップした
海辺づくりを主要施策として豊かな海辺づくりを推進することとしている。
 さらに、４年６⽉、これらの政策を技術⾯から⽀援するため、「⼈と地球にやさしい港湾の技術をめざして−
港湾の技術開発の⻑期政策−」を策定し、これに基づき、①⼈と地球にやさしいウォーターフロントの形成、②
⼈と情報の国際交流と世界への貢献を主要施策とした技術開発を鋭意推進していくこととしている。

(2) 第８次港湾整備五箇年計画〔２−８−１図〕〔２−８−２表〕

２−８−１図 港湾整備五箇年計画の投資規模

２−８−２表 第８次五箇年計画における港湾整備事業
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 我が国の経済発展を⽀えるうえで、港湾は物流、⽣産の拠点として、また地域の⽣活基盤として重要であること
から、経済基盤強化を図り国⺠経済の健全な発展に寄与することを⽬的とし、昭和36年以来７次にわたり港湾整
備五箇年計画を策定し、計画的に整備を進めてきた。
 第８次港湾整備五箇年計画は、近年の港湾をめぐる諸情勢に的確に対応し、引き続き強⼒かつ計画的に港湾整
備を⾏うために、計画期間を平成３〜７年度とし、総投資規模を５兆7,000億円とすることが３年３⽉に閣議了解
され、同年11⽉に、港湾整備事業の実施の⽬標と事業の量について閣議決定が⾏われた。なお、３〜５年度にお
ける港湾整備事業の進捗率は57.6％となっている。

(3) 第５次海岸事業五箇年計画〔２−８−３図〕

２−８−３図 海岸事業五箇年計画の投資規模
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 国⺠⽣活、⽣産、物流等の諸活動が集中している臨海部を、⾼潮、津波、侵⾷等の災害から防護することは緊
要な課題であることから、昭和45年度以来４次にわたる海岸事業五箇年計画に基づき海岸の整備を進めてきた。
 こうした中、引き続き計画的に海岸の整備を推進するため、３年度を初年度とし、総投資規模を１兆3,000億円
とする第５次海岸事業五箇年計画が、３年11⽉に閣議決定された。新五箇年計画は、国⼟保全のための海岸保全
施設の整備及び魅⼒ある海岸環境の保全と創出を図り、計画期間中に整備率を10％向上させることとしている。
 なお、我が国の海岸線延⻑約34,500kmのうち、保全が必要な延⻑約16,000kmに対する海岸の整備率は、平成４
年末現在48％である。

２ 海洋・沿岸域の計画的な利⽤の促進

(1) 広域的視点に⽴った港湾整備構想

 東京湾、⼤阪湾、伊勢湾の三⼤湾については、複数の港湾が近接し、経済社会活動が⾼密度に展開されている
ことに鑑み、広域的かつ総合的視点から開発、利⽤及び保全を⾏っていくことが必要であり、それぞれについて
「港湾計画の基本構想」を策定している。
 東京湾については、物流をめぐる状況の変化や、⽔際のアメニティの向上等に対応するため、より⻑期的な⾒通
しのもとに新たな港湾計画の基本構想を検討中であり、そのガイドラインとして平成５年５⽉に、世界に開かれ
た⼈と海とまちが共⽣する美しい湾空間をめざした「21世紀の東京湾ビジョン（中間とりまとめ）」の提⾔を⾏
った。
 ⼤阪湾では、⾃然と調和した経済・⽂化の交流、創造空間の形成をめざした、超⻑期の⼤阪湾の将来像である
「オーバルビジョン2025」を３年７⽉にとりまとめ、これを踏まえて新たな港湾計画の基本構想の検討を⾏って
いる。
 伊勢湾については、⼈・物・情報の交流拠点の形成等を基本⽬標とした港湾計画の基本構想が、４年３⽉に策
定されたところである。
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 ⼀⽅、環⽇本海地域については、その地域の発展をめざした構想を検討するために設置された「⽇本海の将来
を考える懇談会」により、５年７⽉、「⽇本海とその沿岸地域の将来ビジョン」がとりまとめられた。これは、
異なる国・地域の連帯により豊かで活⼒ある環⽇本海地域の創造を図ることを基本⽬標とし、⽇本海沿岸地域の
開発の⽅向を⽰したものであり、今後、当該地域の港湾整備等について、経済・⽂化等の分野の関係者と協⼒
し、連携をとりながら具体的施策を展開していくこととしている。
 さらに、北海道とロシアとの北⽅圏交易交流の促進に関して検討を⾏うほか、中国、韓国、⽇本間の環⻩海交
流圏の将来像と、それを⽀える港湾など交流基盤整備の⽅向性に関しても検討を進めている。

(2) 新しい社会資本の整備をめざした海洋空間利⽤の推進

 ⼭岳性の島国であり、平地部が狭⼩な我が国にとっては、海洋空間は未来の社会資本整備のための貴重な場で
あると考えられる。
 今後の海洋空間については、物流、産業、⽣活のための質の⾼い利⽤が要請されるとともに、これらの機能を
組み合わせた複合的利⽤、海域環境の積極的な創造をめざした利⽤など、新しい社会資本として魅⼒ある空間の形
成を図っていく必要がある。このため、⻑期的な視点に⽴って海洋空間利⽤の進むべき⽅向等を明らかにする「海
洋利⽤の⻑期展望」について検討を進めている。
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第２節 物流・産業を⽀える港湾の整備

１ 効率的な物流体系の形成

(1) 輸⼊促進のための港湾の整備〔２−８−４図〕

２−８−４図 外貿コンテナ貨物取扱量の推移

 我が国の経常収⽀⿊字額は、平成３年の729億ドルから４年の1,176億ドルと拡⼤しており、輸⼊を拡⼤・促進
して貿易収⽀の⿊字を縮⼩することが緊急の課題となっている。こうした中で、港湾で取り扱われる輸出⼊貨物量
は４年には10億572万トン（対前年⽐0.35％増）となり、過去最⼤となった。特に輸⼊コンテナ貨物の取扱量は、
製品輸⼊割合の拡⼤に伴い、過去10年間で2.9倍と⾼い伸びを⽰し、４年には6,051万トン（対前年⽐2.0％増）と
なっており、さらに増加する勢いにある。
 ⼀⽅、現在の我が国の外貿コンテナターミナルは、主に輸出貨物を対象として整備されてきた。しかし、⼀般
に、輸⼊コンテナ貨物は、ターミナル内で国内で流通させるための加⼯が⾏われたり、あるいは荷主の在庫管理
の影響を受けたりするため、滞留時間が概ね６⽇と、輸出コンテナ貨物が２、３⽇であるのに⽐べて⻑く、また
随時引き取りにくる荷主に効率的に対応する必要があるため、多段積みの保管には適さない。輸⼊コンテナ貨物
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を効果的・効率的に取り扱うためには在来のターミナルに⽐べ２〜４倍の⾯積を持つヤードや流通関連施設の整
備が必要であると考えられる。
 現在の限られたヤード⾯積ではコンテナを多段積みして保管せざるを得ず、コンテナ受け渡し等の荷役効率が著
しく低下しており、また、荷主のスケジュールによって、コンテナ搬出のためにターミナルに集まるトレーラーが
⼀時的に集中し、駐⾞場不⾜のために周辺道路においても待機せざるを得ない場合もあり、⼀般道路を含めた周
辺道路の渋滞を引き起こす⼀因ともなっている。こうした状況を解決するため、荷役システムを改善して作業効率
の向上に努めてはいるものの、⼗分な対策とはなっておらず、基本的には広いヤードの整備が不可⽋となってい
る。
 さらに、世界的にコンテナ船の⼤型化が急速に進み、岸壁⽔深の主流が−10ｍ〜−12ｍから−14ｍ〜−15ｍへ
とシフトしているのに対して、我が国のコンテナターミナルのうち⽔深−14ｍ以上のものはわずかに５バース
（５年６⽉現在）であり、こうした変化に⼗分な対応がなされていない現状にある。
 こうした状況は、海外からも輸⼊促進を阻害する要因の⼀つとして指摘されており、２年の⽇⽶構造問題協議
において、７年度までに外貿コンテナターミナル、多⽬的外貿ターミナル等を⽔際線延⻑で約30km整備すること
とされた。
 これは、第８次港湾整備五箇年計画の整備⽬標の⼀つとなり、５年度には、神⼾港、博多港等17港で外貿コン
テナターミナルの整備を、⼋⼾港、三河港等75港で多⽬的外貿ターミナルの整備を⾏うほか、横浜港、博多港等
において、輸⼊貨物を円滑に処理するための総合輸⼊ターミナルの整備を推進することとしている。
 また、４年度に制定された「輸⼊の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」に基づいて、５年３
⽉には港湾関連では、⼤阪港、神⼾港、松⼭港、北九州港についての地域輸⼊促進計画を承認し、これら輸⼊促
進地域における輸⼊インフラの整備を推進することとした。引き続き、その他の地域においても輸⼊促進地域の
検討が進められている。

(2) モーダルシフト推進のための港湾の整備〔２−８−５図〕

２−８−５図 内貿ユニットロードターミナル（室蘭港フェリーターミナル）
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 近年の我が国の物流は、ＣＯ2排出に伴う地球温暖化等の環境問題、労働⼒不⾜の深刻化、あるいは都市部の道
路渋滞の激化等の問題に直⾯している。現在我が国の国内貨物輸送の50％強はトラック輸送によっているが、こ
れを、幹線輸送については、⼀⼈あたりの輸送効率では８〜13倍、輸送活動（トンキロ）あたりのＣＯ2排出量で
は15〜11分の１の鉄道及び海上輸送へのモーダルシフトを押し進めることが、重要な課題となっている。
 内航海運のうち、内航コンテナ船、ＲoＲo船、フェリーによる輸送は、貨物がパレット、コンテナ、オンシャ
ーシー等ユニットロードと呼ばれる機械荷役が可能な荷姿にまとめられており、海陸間の積み替えが極めて迅速
かつ効率的に⾏えることから、トラックとの複合⼀貫輸送を⾏えるメリットを持ち、海運へのモーダルシフトの
受け⽫となるため、その利便性の向上が課題となっている。このため、貨物の積み卸しから保管までの作業を⼀
体的かつ連続的に⾏うことができる荷捌き施設や、⼗分な駐⾞スペースを備えた内貿ユニットロードターミナル
を、第８次五箇年計画期間中に28港で整備することとしており、現在北九州港、塩釜港等23港において整備して
いる。
 また、港湾と幹線⼀般道路とを直結する幹線臨港道路を、東京港、新潟港等17港で整備している。
 さらに、モーダルシフトを⾶躍的に進めるものとして開発の進められている新形式超⾼速船（テクノスーパ・ラ
イナー）に対応した港湾荷役システムやターミナル施設、物流ネットワークを構成するための港湾の配置等につ
いて検討を⾏っている。

２ 資源の安定供給と地域の産業振興
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 我が国におけるエネルギー消費構造の変化に伴い、今後とも増加が⾒込まれる海外⼀般炭等の安定供給を確保
するために、常陸那珂港、三隅港等５港を、⽯炭⽕⼒発電所等の基地として整備している。
 また、既存の地場産業のさらなる振興や、新たな産業おこし等の基盤となる地域産業振興港湾の整備を、御前崎
港など106港で⾏っており、地域における雇⽤の確保、所得⽔準の向上等を通じて地域の⼈々の定住を図っている
ところである。
 地域の産業振興を⽀えるとともに、港湾背後都市の住宅地や⼯業⽤地等が混在している状況を改善し、さらに
は良好な環境を創造するには、物流・産業施設を再配置し、⽣活のための基盤施設を整備するため等の新たな⽤
地需要に応えていく必要があり、５年度には博多港等57港で⽤地造成を⾏うこととしている。
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第３節 国⺠⽣活の質の向上をめざした港湾・海岸の整備

１ ゆとりのある⽣活のための基盤整備

(1) 快適な旅客交通を形成する港湾の整備〔２−８−６図〕

２−８−６図 天保⼭客船ターミナル（⼤阪港）

 近年の外航クルーズ船利⽤者数の増加、あるいはレストラン船等の新たな国内クルーズ船の出現や、都市内の交
通対策や観光・レクリエーションを⽬的とする海上バスの就航等の状況を背景として、旅客ターミナルの整備の
推進が強く求められており、平成５年度には、公共事業として横浜港、佐世保港等49港で整備を⾏っている。ま
た、⺠間活⼒を利⽤した、旅客船の乗降客とともに、気軽に⽴ち寄った⼈々も楽しめる旅客ターミナルを、洲本
港等５港で整備している。
 また、都市部と港湾及び港湾内の地区相互間の輸送を円滑に⾏うことは、利⽤者にとって極めて重要であるこ
とから、５年度には、東京港、⼤阪港において港湾整備事業の⼀環として新交通システム等の整備を推進してい
る。

(2) マリーナ等の整備〔２−８−７図〕

２−８−７図 マリーナ（津松阪港）伊勢湾海洋スポーツセンター
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 プレジャーボートの保有隻数は増加の⼀途をたどっているが、これらを収容する施設が絶対的に不⾜しており、
４年２⽉の実態調査によれば、マリーナ等での保管艇は約４万隻であるのに対し、放置艇は全国で約10万隻に達
している。これら放置艇は港湾機能や周辺環境に⽀障をきたすなどの問題を⽣じており、放置艇の解消は緊急の
課題となっている。運輸省では、昭和63年９⽉に「全国マリーナ等整備⽅針」を策定し、放置艇を解消しつつ将
来の需要増に的確に対応するため、平成11年までに新たに19万隻分のマリーナ等の整備を図ることとしている。
また、マリーナ等は魅⼒あるウォーターフロント空間の中核施設であり、地域振興にも資することから、積極的
にその整備を推進している。
 ５年度には、港湾整備事業により、公共マリーナの整備を広島港等38港で、またプレジャーボートの簡易な係
留場所であるプレジャーポートスポットの整備を塩釜港等22港で実施している。他⽅、⺠間及び第三セクターが
⾏う整備に対しても各種の財政的な⽀援制度を活⽤し、その整備を⽀援している。
 また、管理・運営の⾯でも優れた質の⾼いマリーナの普及を⽬的とする優良マリーナ認定制度に基づき、認定
事業を⾏う社団法⼈⽇本マリーナ・ビーチ協会は、５年６⽉までに49マリーナを認定している。

２ 快適な港湾及び海岸の創造

(1) 美しく快適な港湾空間の形成
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 豊かさを実感できる国⺠⽣活の実現が強く求められる中で、港湾においても⼈々が憩い集う、美しく快適な空
間の形成が重要となってきている。このため運輸省では、港湾におけるレクリエーション活動や憩いの場の創
出、交流や賑わいの場の整備や提供等、港湾空間を豊かな⽣活空間として形成するための施策を推進している。
５年度は、親⽔性豊かなイベント広場の提供、⿂釣り施設や親⽔護岸の整備等を含む緑地等施設の整備を伏⽊富
⼭港、横浜港等132港で推進している。また、⽔際線に近づきたい、海にふれたい等近年の親⽔ニーズの⾼まりを
踏まえ、⼀般市⺠が港の⽔際線へ⾃由に安全かつ快適に⾏き来ができ、海と親しめる空間の確保⽅策等の検討を
進めている。
 さらに、運河、煉⽡造りの倉庫等の歴史的港湾施設を港湾⽂化の貴重な財産として保全するとともに、周辺地
域を歴史的な情緒の漂う美しいウォーターフロント空間とする歴史的港湾環境創造事業を推進しており、５年度
においては北九州港等10港で事業を実施している。⼀⽅、海、船等の港湾特有の景観資源を活⽤した美しい港づ
くりを進めるため、港湾において⼈々が集まる地区等についての景観形成のための計画を策定し、それに基づい
て良好な景観形成を進める港湾景観形成モデル事業を⻘森港等で実施している。

(2) ふるさとの海岸づくり

 ⼈⼝・資産が集中している“みなとまち”の海岸の整備では、⾼潮、津波、海岸侵⾷等に対する安全性の確保を前
提として、⼈々と海とのふれあいや良好な海岸景観を創出する「ふるさとの海岸づくり」を積極的に推進し、国
⺠⽣活の質の向上を図っている。
 ５年度には全国277の港湾海岸で⾼潮、侵⾷対策事業を推進しており、特に津⽥港海岸等24海岸においては、元
年度に創設した「ふるさと海岸整備モデル事業」によって、消波機能を持つ海浜等を整備するとともに、地域住
⺠が気軽に海辺とふれあえる質の⾼い海岸保全施設の整備を重点的に実施している。
 また、安全で快適な海辺づくりの要請に対応して、５年度は海岸環境整備事業により、⼈⼯ビーチ、緩傾斜護岸
等の整備を唐津港海岸等113海岸で実施しているほか、親⽔性豊かで多⽬的な利⽤が可能となる空間を創出する公
有地造成護岸等整備事業を境港海岸等９海岸で実施している。特に、リゾート地においては、マリーナ等とあわ
せた⼤規模かつ複合的な⼈⼯ビーチの整備を促進する「ビーチ利⽤促進モデル地区制度」を宮崎港海岸等３海岸
で実施している。

(3) 快適な海域環境の創造〔２−８−８図〕

２−８−８図 神⼾港 リフレッシュ・シーサイド事業
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 快適なウォーターフロント空間の形成には良好な海域環境の保持が重要であり、また、近年の国⺠の親⽔志向
の⾼まりにより、海や浜辺についての良好な環境を求める要請が⾼まっている。このため運輸省では、従来から
実施している公害防⽌のための施策に加え、より快適な海域環境の創造を総合的に実施する「シーブループロジェ
クト」を推進している。この⼀環として、５年度は、ヘドロの堆積した海域において覆砂や海浜整備等を⾏うこ
とにより⽔質・底質等を改善する海域環境創造事業を瀬⼾内海、宮津港等２海域７港で実施している。また、湾
奥部や運河部等の⽔質・底質の悪化した⽔域では、⽔域の環境改善を図ることと併せ緑地整備等の陸域の環境を
整備する事業を複合的に実施してアメニティ豊かなウォーターフロントを創出する⽔域利⽤活性化事業（リフレッ
シュ・シーサイド事業）を⾐浦港等３港で実施している。

３ 港湾空間の質の向上をめざして

(1) 新しい港湾空間づくり〔２−８−９図〕

２−８−９図 和歌⼭マリーナシティ
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 近年の豊かで潤いのあるウォーターフロントに対する国⺠の関⼼の⾼まりに応えるため、昭和61年度より、具
体的な開発拠点において、港湾の再開発等総合的な港湾空間の形成を図っていくためのマスタープランをつくる
ポートルネッサンス21調査、臨海部活性化調査、マリンタウンプロジェクト調査、コースタルリゾート調査を実
施しており（平成４年度までに178プロジェクト）、これらの調査の結果に基づいて、すでに123プロジェクトが
具体化している。
 また、陸域・海域の総合的な利⽤をめざした沖合⼈⼯島の整備を進めており、このうち、「世界リゾート博」
の主会場となる予定の「和歌⼭マリーナシティ」については５年度に基盤整備が概成する⾒込みである。下関
港、博多港等における沖合⼈⼯島計画についてもその事業の推進を図ることとしている。

(2) ⺠活事業制度の充実

 豊かで潤いのあるウォーターフロントを実現するためには、従来からの公共事業に加え、⺠間の資⾦⼒、技術
⼒等の導⼊が不可⽋である。このため、昭和61年以来、開発整備の拠点となる⺠間の施設の整備に対して、税制
⾯、資⾦調達⾯の⽀援、規制緩和等の措置を講じている。
 ⺠活制度については、年々⽀援措置の拡充を図ってきており、港湾関係の⺠活事業としては、①⺠活法特定施設
整備事業、②特定⺠間都市開発事業、③沖合⼈⼯島の整備、④⼩型船拠点総合整備事業、⑤多極分散型国⼟形成
促進法関連事業、⑥総合保養地域整備法特定⺠間施設整備事業の６つの事業制度に加え、平成５年度には新た
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に、港湾における再開発を推進するため、⺠間事業者が⾏う臨海部における基盤施設の整備に対して⽇本開発銀
⾏等からの融資を⾏う臨海部再開発促進事業（ＨＡＲＣＡ21）を創設した。

(3) ⺠活事業の推進

 全国各地で⺠活プロジェクトが推進されており、４年度までに、⺠活法の特定施設として36プロジェクト53施
設を認定するとともに、特定⺠間都市開発事業として42プロジェクトを⽀援してきている。５年度には、⼤阪
港、神⼾港において輸⼊促進地域の整備を推進するための物流⾼度化基盤施設等の整備を⽀援するほか、伊良湖
港の旅客ターミナル施設や那覇港の港湾業務⽤施設等の地⽅圏における⺠活プロジェクトの展開についても積極
的に⽀援することとしている。
 また、５年４⽉には「⻄福岡マリーナ」、５年８⽉には「⿃⽻フェリーターミナル」が開業し、国⺠⽣活に密
着した、市⺠が海に親しむ拠点施設として、地域の活性化に⼤きく貢献している。

４ 暮らしを守る港湾の整備

(1) 廃棄物等の対策の推進

 廃棄物、建設発⽣⼟、浚渫⼟砂等の処分については、中間処理による減量化や再資源化が積極的に⾏われてい
るが、⼤都市圏をはじめ内陸部での最終処分場の確保が困難になってきており、最終処分場を海⾯に求める要請
が⾮常に強い。このため港湾では、従来から廃棄物埋⽴護岸の整備や、広域臨海環境整備センター法に基づく複数
の都府県において⽣じた廃棄物の最終処分場を整備する事業（フェニックス事業）を⾏っており、５年度は広島
港等32港において廃棄物理⽴護岸の整備を、また⼤阪湾においてフェニックス事業を実施している。また、これ
に加え、資源のリサイクルを促進するため、広域資源活⽤護岸制度を５年度に創設し、⾸都圏等の建設発⽣⼟を
全国の港湾で建設資源として有効利⽤することとした。

(2) 防災対策の推進

 釧路沖地震の被災経験も踏まえて、地震時における地盤の液状化による港湾施設、海岸保全施設の被災を防⽌
するため、従来にも増して液状化防⽌対策に取り組むとともに、⼤規模な地震が発⽣した直後における避難者及
び緊急物資の海上輸送を確保するために、耐震強化岸壁の整備を推進している。
 また、北海道南⻄沖地震の津波被害等も踏まえて、津波、⾼潮、海岸侵⾷等の⾃然災害から“みなとまち”を守る
ため、津波防波堤、離岸堤、⼈⼯海浜、緩傾斜護岸等を組み合わせて、波の⼒を沖合いから効果的に徐々に弱め
る⾯的防護⽅式等により、港湾及び海岸の安全対策を積極的に進めている。
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第９章 航空ネットワークの充実に向けた取組み

 我が国の航空輸送は、時間価値の上昇に伴う⾼速交通ニーズの⾼まり等を背景として、旅客・貨物ともに急速
な発展を遂げており、これらの増⼤する航空需要に対応するためには、空港の整備と航空サービスの充実を図
り、国内・国際の航空ネットワークを充実させる必要がある。そのため、平成３年度を初年度とする第６次空港
整備五箇年計画に基づき、新東京国際空港の整備及び東京国際空港の沖合展開の完成並びに関⻄国際空港の開港
を最優先課題として空港整備を推進するとともに、増⼤する交通量に対応した航空保安体制の整備を進めてい
る。また、航空サービスの⾯では、競争促進施策の推進、新国際航空運賃政策の推進、供給⼒の充実と効率化、
地⽅空港の活⽤等を図っている。

第１節 空港整備の推進

１ 第６次空港整備五箇年計画の推進〔２−９−１表〕

２−９−１表 第６次空港整備五箇年計画における⼀般空港整備進捗状況（運輸省資料）（2,000ｍ級以上）
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 (21世紀を展望した空港整備）
 航空需要の増⼤に対応して、計画的な空港及び航空保安施設の整備を推進するため、政府は昭和42年度以来
「空港整備五箇年計画」を策定してきている。平成３年11⽉29⽇には、３年度から７年度までの５年間を計画期
間とする第６次空港整備五箇年計画（投資規模３兆1,900億円、対前計画⽐66％増）が閣議によって決定され、現
在、同計画に従って積極的に空港整備を進めている。
 同計画においては、国際・国内航空ネットワークが集中する東京圏及び⼤阪圏の⼆⼤都市圏の空港制約を解消
するため、新東京国際空港の整備及び東京国際空港の沖合展開事業の完成並びに関⻄国際空港の開港といういわ
ゆる三⼤空港プロジェクトを最優先課題として推進するほか、⼀般空港等についても、就航機材の⼤型化等に対
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応するとともに、国際・国内航空ネットワークの充実を図るため、空港の新設、滑⾛路の延⻑等所要の整備を図
ることとしている。
 さらに、中⻑期的な航空需要の動向を勘案して、関⻄国際空港の全体構想についてその推進を図るため、調査
検討を進めるとともに、事業の健全な経営と円滑な実施を図るための措置に関し関係者間で具体的⽅策を確⽴す
るほか、中部新国際空港構想及び⾸都圏の空港能⼒の拡充についても調査を進めることとしている。

２ 新東京国際空港の整備

 （新東京国際空港の整備に向けて努⼒）

(1) 空港の現況

 平成４年度における新東京国際空港の利⽤状況は、航空機発着回数12万1,000回、年間航空旅客数2,180万⼈、
同航空貨物量131万トンに上っている。この結果、Ａ滑⾛路１本の現供⽤施設では、現在乗り⼊れている38ヶ国51
の航空会社からの強い増便要請や、45ヶ国からの新規乗り⼊れ希望に応えられない状況にある。
 このため、昭和61年度から⼆期⼯事に着⼿し、４年12⽉には、第２旅客ターミナルビルの供⽤を開始し、さら
に、これらと併せて、既存施設の能⼒増強にも取り組んでいる。しかしながら、空港能⼒の拡⼤を図るために
は、新東京国際空港の滑⾛路等の整備が是⾮とも必要であり、成⽥空港問題の解決が喫緊の課題となっている。

(2) 新東京国際空港の整備に向けて

 成⽥空港問題については、平和的に話し合いで解決するべく最⼤限の努⼒を⾏っており、３年11⽉から、運輸
省・空港公団、反対同盟、千葉県等関係者が⼀堂に会し「成⽥空港問題シンポジウム」が開催され、５年５⽉の
第15回シンポジウム（最終）において、国側は、反対同盟からの３提案（①収⽤裁決申請の取り下げ、②Ｂ・Ｃ
滑⾛路建設計画を⽩紙に戻すこと、③空港をめぐる地域のコンセンサス作りのための新たな場づくり）につい
て、とりまとめ役である隅⾕調査団が⽰した所⾒（同盟提案の①については国が同意すること、②については国
は⽩紙の状態に戻して地域とよく話し合って解決の道を探ること、③については国・同盟のほか地元関係者が合意
し、それが実現されることにより「⼒による対決」の時代が終わり、今後は新たな場において空港と地域の共⽣
の仕組み等について関係者が⾃由に話し合い、解決の道を探ること。）に従って受け⼊れることを表明し、これ
をもってシンポジウムは終結した。
 このシンポジウムでの結論を受けて、空港と地域との共⽣の道を話し合うための「成⽥空港問題円卓会議」が
５年９⽉からの開催されており、今後、この場等を通じて、新東京国際空港の整備についての地域のコンセンサ
スを得る努⼒を⼗分尽くし、計画実現に向けて引き続き全⼒を傾けていくこととしている。

(3) 過激派対策

 ⼀⽅、空港周辺に常駐する⼀部過激派は、空港に向けて⾶翔弾を発射したり、住宅に放⽕するなどのテロ・ゲ
リラを繰り返している。
 このため、空港内外に存する15ヶ所の団結⼩屋等に対し、「新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法」
の規定に基づき使⽤禁⽌命令を発し、このうち同命令違反が明⽩であった７ヶ所については、62年以降、除去あ
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るいは封鎖処分を実施している。今後も空港を取り巻く情勢等を踏まえながら、同法を適切に運⽤していく必要
がある。

３ 東京国際空港の沖合展開事業の推進〔２−９−２図〕

２−９−２図 東京国際空港（⽻⽥）沖合展開事業段階計画

 （⻄側ターミナル施設が供⽤開始し、３期⼯事が本格化）
 東京国際空港は、全国42空港との間に１⽇約260便（520発着）のネットワークが形成され、年間約4,000万⼈が
利⽤している。本事業は、将来とも⾸都圏における国内航空交通の中⼼としての機能を確保するとともに、航空
機騒⾳問題の解消を図るため、東京都の⽻⽥沖廃棄物埋⽴地を活⽤し、空港を沖合展開するものである。本事業
においては、全体を３期に分け段階供⽤を⾏うこととしており、第１期については、昭和63年７⽉２⽇の新Ａ滑
⾛路供⽤開始をもって完了し、滑⾛路年間処理能⼒は以前より増⼤し順次増便が⾏われてきている。
 これに引き続き、第２期として⻄側ターミナル施設の整備に着⼿し、平成５年９⽉27⽇に供⽤を開始した。こ
れにより、東⻄の⻑さが840ｍにも及び⽇本有数の規模を誇る⻄側旅客ターミナルビルや約4,700台収容可能な⽴
体駐⾞場等のターミナル施設が整備され、また、空港へのアクセスとして東京モノレールの⻄側旅客ターミナル
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ビルへの延伸、京浜急⾏と東京モノレールとの接続、湾岸道路、環状８号線の空港への延伸が⾏われた。この結
果、旅客の利便性の向上が図られ、⾸都圏の空の⽞関にふさわしい空港へと⽣まれ変わった。
 今後は第３期計画に係る事業について、⽤地造成等の⼯事を引き続き実施するほか、エプロン、航空保安施設、
気象施設等の整備についても本格的に着⼿し、推進を図るものとする。

４ 関⻄国際空港の設備

 （来年９⽉の開港に向けて空港建設も最終段階へ）

(1) 空港計画の概要

 関⻄国際空港は、⼤阪湾南東部の泉州沖約５kmの海上に建設中の我が国初の本格的な24時間運⽤可能な空港で
ある。現在、滑⾛路１本の第１期計画の建設を進めており、全体構想についても、実現に向けて取り組んでいる
〔２−９−３表〕。

２−９−３表 関⻄国際空港の建設計画

(2) 空港建設の進捗状況

 昭和59年10⽉に設⽴された関⻄国際空港株式会社は、62年１⽉以来空港建設を進めているが、平成６年９⽉の
開港に向け、⼯事も最終段階に⼊っており、現在、滑⾛路、旅客ターミナルビル等の空港諸施設の建設⼯事を急
ピッチで進めているところである〔２−９−４図〕。

２−９−４図 関⻄国際空港の建設状況（平成５年７⽉４⽇現在）
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(3) アクセス交通の整備

 関⻄国際空港は、⼤阪、神⼾とそれぞれ30分で結ばれるなど、鉄道、道路、海上、といった様々なアクセス交
通で近畿圏の主要都市と連絡する極めて便利な空港として計画されており、現在、これらのアクセス交通の施設
整備その他の準備も来年の開港に向けて最終段階に⼊っている〔２−９−５表〕。

２−９−５表 関⻄国際空港のアクセス交通と所要時間
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(4) 全体構想

 関⻄国際空港の全体構想については、平成３年11⽉の第６次空港整備五箇年計画の閣議決定において、『関⻄
国際空港の全体構想については、その推進を図るため、調査検討を進めるとともに、事業の健全な経営と円滑な
実施を図るための措置に関し関係者間で具体的⽅策を確⽴する。』とされたところであり、この閣議決定の趣旨
に沿って所要の調査・検討を⾏っている。
 なお、平成５年度予算において、全体構想に関する調査費として５億300万円（国7,000万円、関⻄国際空港(株)
４億3,300万円）が計上されており、これにより所要の調査を進めている。

５ ⼀般空港の整備

 （航空ネットワ⼀クの充実・多様化をめざして）

(1) 整備の現状

 ⼀般空港の整備については、昭和42年度の第１次から平成３年度の第６次に⾄る空港整備五箇年計画に基づき
着実に実施してきており、昭和42年度末においては空港数52、うちジェット化空港は全空港の12％に当たる６空
港、2,500ｍ以上の滑⾛路を有する⼤型ジェット機の就航可能な空港は全空港の４％に当たる２空港であったもの
が、平成５年10⽉１⽇現在で、空港数86、うちジェット化空港は59％に当たる51空港、⼤型ジェット機の就航可
能な空港は29％に当たる25空港となっている〔２−９−６図〕。

２−９−６図 空港のジェット化の推移
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 その結果、輸送構造をみると、４年度においては国内航空195路線のうち74％に当たる144路線がジェット化さ
れ、ジェット機就航路線の旅客数は全旅客数6,969万⼈の96％に当たる6,724万⼈を占めるまでに⾄っている。ま
た、東京国際空港及び⼤阪国際空港を利⽤した旅客は全旅客数の77％に当たる5,370万⼈を占めており、両基幹空
港への⼆極集中構造となっている。

(2) 将来の展望

 ５年度には新規事業として中標津空港、新紋別空港、⼥満別空港、新北九州空港、北⼤東空港の滑⾛路新設・
延⻑事業や⼤館能代空港の新設に着⼿するなど、コミューター空港の２空港も含めて23空港において滑⾛路の新
設・延⻑事業を進めている。これらが完成すると空港の数は現在の86から92に、ジェット化空港の数は51から61
に、⼤型ジェット機の就航可能な空港は25から31に増加する。
 今後においても、航空需要の増加に対応した航空ネットワークの充実・多様化を図るため、引き続き⼀般空港
のジェット化、⼤型化等を推進するとともに、地⽅拠点空港におけるターミナル地域の整備を推進する。また、
地⽅空港の国際化についても必要に応じてその推進を図る。
 ⼀⽅、航空サービスを享受し得ない地域や離島における空港の新設等の整備については、需要動向、路線運営
の⾒通し、投資効果等を勘案しつつ、計画的に進めていくこととしている。

６ 航空交通流管理センター等の整備

（航空交通の増⼤に対応した航空保安システムの新たな展開）
 東京国際空港の沖合展開等の三⼤空港プロジェクトの進捗等に伴う航空交通量の⼤幅な増加に対応し、航空交
通の安全と効率的な運航を確保するため、全国の航空交通流を⼀元的に制御するための航空交通流管理センター
を６年度から本格的に運⽤すべく準備を進めている。また、航空交通の⾼密度化等に対応し、管制情報処理シス
テムの⾼度化・⾼信頼化を図るため、現在、分散配置されているテストシステムを⼀か所に集中し、効率的なソフ
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トウェアの開発・評価及び災害等による管制機関の機能喪失時の危機管理を⾏うためのシステム開発評価センタ
ーを整備し、今年度から運⽤を開始しているところである。
 さらに、関⻄国際空港の開港に伴う関⻄空域の航空交通の輻輳に対応するため、ターミナル管制業務を⼀元的
に実施して空域の有効利⽤と管制処理能⼒の向上を図るための関⻄広域ターミナル管制所を開港に合わせて運⽤
開始すべく整備を進めている。
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第２節 航空サービスの充実

１ 我が国航空輸送の展開

(1) 我が国航空輸送の現状

 （国内旅客・国際旅客とも景気後退の影響により微増）
 平成４年度の国内旅客輸送実績は約6、969万⼈（対前年度⽐約1.4％増）、国際旅客輸送実績は約3,449万⼈
（対前年度⽐約0.9％増）となった。国内旅客輸送・国際旅客輸送とも、３年度以降の景気の後退の影響を強く受
け、旅客数の伸びは⾮常に低いものとなっている。また、貨物輸送については、４年度国内貨物輸送実績が67.3万
トン（対前年度⽐1.6％減）、国際貨物輸送実績が154.4万トン（対前年度⽐0.1％増）となった。景気後退の影響
を受け、国内貨物輸送実績は前年度に引き続き減少し、国際貨物輸送実績については増加に転じたものの輸送実
績の伸びは⾮常に低いものとなっている〔２−９−７図〕〔２−９−８図〕。

２−９−７図 航空旅客輸送実績の推移
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(2) 我が国航空企業の経営状況

２−９−８図 航空貨物輸送実績の推移
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 （平成４年度の我が国航空企業の収⽀は景気後退等の影響により減益）
 我が国航空企業の収⽀は、昭和62年度以降は、需要の回復等に⽀えられて順調に推移してきた。しかしなが
ら、平成３年度は国際・国内の景気後退の影響を強く受け、各社とも前年度に⽐べ⼤幅な減益となった。さら
に、最近における景気減速等による需要の低迷と国際的な競争激化による収⼊の落ち込みは予想以上に激しく、
平成４年度の航空３社（⽇本航空、全⽇本空輸、⽇本エアシステム）計の経常損失は約427億円となった〔２−９
−９図〕。

２−９−９図 航空企業３社の経常利益合計額の推移

(3) 競争促進施策の積極的推進

 （国内線のダブル・トリプルトラック化、国際線の複数社化の推進）
 現在、我が国においては、昭和61年６⽉及び平成３年６⽉の運輸政策審議会答申の趣旨に沿って、安全運航の
確保を基本としつつ、航空会社間の競争促進を通じて利⽤者利便の向上を図るため、国内線については、⾼需要
路線を中⼼にダブル・トリプルトラック化を、また、国際線については複数社化を推進している。ダブル・トリプ
ルトラック化については、更なる利⽤者利便の向上を図るため、平成４年10⽉にダブル・トリプルトラック化の
基準となる年間旅客数をダブルトラック化については原則70万⼈以上から原則40万⼈以上（空港整備状況等を勘
案し当分の間原則50万⼈以上）、トリプルトラック化については100万⼈以上から原則70万⼈以上（空港整備状況
等を勘案し当分の間原則80万以上）に引き下げたところである。この新基準に従って、４年12⽉に東京−旭川
線、札幌−仙台線、５年４⽉に⼤阪−⻑崎線、⼤阪−宮崎線、那覇−宮古線、⿅児島−那覇線のダブルトラック
化、５年３⽉に名古屋−札幌線、東京−⼤分線のトリプルトラック化を実施した。また、国際線については５年
２⽉に全⽇空が東京−フランクフルト線、５年３⽉に東京−上海線を開設し、我が国航空企業の複数社化が着実
に進められている〔２−９−10表〕〔２−９−11表〕。

２−９−10表 国内線のダブル・トリプルトラック化の実施状況
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２−９−11表 国際線の複数社化の実施状況（旅客便）
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(4) 地域航空輸送の展開

 平成５年度 230



 （地城の創意⼯夫による地域的ネットワークの充実）
 離島については、航空輸送が離島住⺠の⾜として⽣活に密着した役割を果たしており、こうした離島路線の必
要性等を踏まえ、国においては、着陸料や航⾏援助施設利⽤料の軽減措置を講じてきたところであるが、従来か
らの措置に加え、平成５年度予算においては、離島航空に使⽤する⼩型航空機を購⼊する際の航空機購⼊費の⼀
部補助が認められたところである。また、地⽅公共団体においても、固定資産税の軽減措置、⽋損補助等の助成
を⾏っているところである。このように、離島航空については、国、地⽅公共団体、航空企業のそれぞれが、そ
の維持のため適切な役割を果たしていくことが必要であり、運輸省では必要な施策の検討を進めているところで
ある。
 また、地域航空については、都市間の⾼速輸送等、地域における独⾃の役割が期待される分野であり、時間価
値の上昇や利⽤者ニーズの多様化による地域航空ニーズの⾼まりに対応して、地域の創意⼯夫による取組みを前
提として、地域的ネットワークの形成を図っていくことが必要である。このような地域航空をめぐる新しい動きと
して、５年３⽉から中⽇本エアラインサービス(株)が名古屋−福島間の運航を開始した。

２ 市場原理を反映した国際航空運賃政策の推進

 （より弾⼒的な運賃設定のための国際航空運賃政策の展開）
 国際航空運賃については、近年、旅⾏ニーズが⾼度化、多様化し、航空に関する情報が充実している中で、航
空利⽤者の価格意識がとみに⾼まっており、運賃の⽔準や内容について利⽤者の要求に適切に対応することが重
要な課題となっている。

(ア) 新エコノミークラス運賃の導⼊等

 従来のエコノミークラス運賃は、その運賃⽔準、サービス内容等からほとんど利⽤されておらず、形骸化してい
る実情にあった。このため、エコノミークラス運賃をそのサービス内容に⾒合った運賃⽔準とし、企業の出張等
個⼈客が広く利⽤しうる運賃とするため、⽇本発運賃について平成３年から４年にかけて、従来のエコノミーク
ラス運賃と⽐べて最⼤約17％値下げされている新エコノミークラス運賃を導⼊した。また、近年の旅客需要の平
準化に合わせた運賃⽔準を実現することを⽬的として、ＧＩＴ、ＰＥＸ運賃についてはピーク時の値下げを中⼼
とした運賃改定を⾏っている。

(イ) 国際航空旅客運賃の特別運賃に係るゾーン運賃制の導⼊

 国際航空運賃については、利⽤者の価格意識がとみに⾼まってきており、市場原理をよりよく反映し、航空企
業の⾃主的な判断による弾⼒的な運賃設定の可能性をより⾼めていくことが必要となっている。こうした考え⽅
に基づき、ＧＩＴ、ＰＥＸ運賃等の特別運賃について、ゾーンの範囲（新エコノミークラス運賃額を上限とし、
同運賃額に⼀定の⽐率を乗じた額を下限とする範囲）内において認可申請が⾏われた場合には⾃動認可とするゾ
ーン運賃制を４年に導⼊した。

(ウ) チャーター運賃の弾⼒化、国際航空貨物運賃に係る幅運賃制の導⼊
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 チャーターの実施内容、実施時期等により適切なレベルで設定されるチャーター運賃、基本的に市場メカニズ
ムに基づき設定される貨物運賃については弾⼒的な運賃設定を可能とし、実態に即したものとすることが必要で
ある。このため、チャーター運賃については包括的に幅をもって認可する仕組みを導⼊していくこととしており、
また、⽇本発国際貨物運賃について、４年４⽉に100kg以上の貨物の運賃を20％の幅の範囲内で航空企業が⾃由に
設定できる制度である幅運賃制を導⼊したところである。

３ 国際航空運賃制度の⾒直し

 現⾏の国際航空運賃については、現在、認可運賃と実勢価格との間に著しい乖離が⽣じていることに対して、
多くの利⽤者が不信感、不透明感を抱いているものと考えられることに加えて、個⼈型旅⾏需要が増⼤している中
で現在の運賃体系が個⼈旅⾏者にとって利⽤しにくいという批判がある。
 このため、個⼈型旅⾏形態の増⼤といった海外旅⾏市場の変化を踏まえた今後の運賃体系のあるべき姿および
利⽤者が抱いている不信感・不透明感を解消するための⽅策について、有識者の意⾒を求めるため、５年４⽉か
ら航空運賃問題懇談会を開催したところであり、同懇談会は６⽉に航空局⻑に対して報告書を提出した。その要
旨は以下の通りである。

①国際航空運賃制度の⾒直しの基本的⽅向
・認可運賃と実勢価格との著しい乖離を是正し、運賃制度の透明性を⾼め、利⽤者の運賃制度に対する不信感を
解消する。
・個⼈型旅⾏需要の増⼤に対応した分かりやすく使いやすい運賃制度を確⽴する。
・国際航空市場における企業間の競争の現状を反映した弾⼒的な運賃設定を可能とする制度を実現する。
②国際航空運賃制度の⾒直しの具体的内容
・少⼈数単位の海外旅⾏の増⼤に対応するため、⼀⼈より適⽤可能な旅⾏商品造成⽤の運賃（ＩＩＴ運賃）を導
⼊するとともに、団体旅⾏を前提としたＧＩＴ運賃を廃⽌する。
・個⼈旅⾏者が航空企業等の窓⼝で正規に購⼊できる航空券に適⽤される個⼈⽤割引運賃（新ＰＥＸ運賃）を導
⼊する。
・弾⼒的な運賃設定を可能とする観点から、ＩＩＴ運賃に幅運賃制度（⼀定の幅を包括的に認可し、幅の中で⾃
由な運賃設定が可能）を導⼊するとともに、新ＰＥＸ運賃にゾーン運賃制度を導⼊する。

 運輸省としては、今後、同懇談会の報告書の趣旨を踏まえ、平成６年４⽉を⽬途に、利⽤者にとって分かりやす
い合理的な運賃体系の構築に向け努⼒していくこととしている。

４ 我が国航空企業の競争⼒の強化

 （我が国航空企業の競争⼒強化のための⽅策）
 近年、世界的な航空不況が続く中で、⽶国における巨⼤航空企業による寡占化、欧州における国境を超えた企
業間の連携、アジアにおける低コスト企業の台頭など、世界の航空業界は⼤きな変貌を遂げようとしている。この
ような状況下で、我が国航空企業は懸命な合理化等の経営改善努⼒により体質強化を図ろうとしているが、従来
から安定した経営基盤を有しているとはいえないことに加えて、景気後退による国内、国際需要の伸び悩み、国際
線の⼀層の競争激化等により、その収⽀は近年急速に悪化し、⽣き残りまで危惧されるような深刻な経営状態に
ある。しかし、今や国⺠の⾜として必要不可⽋となっている国内航空はもちろん、国際航空においても、我が国の
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国際社会における地位の⾼まりに対応して、我が国航空の果たすべき役割はますます重要なものとなっており、利
⽤者の⽴場からみても我が国航空企業の競争⼒強化は喫緊の課題となっている。

(ア) 経営改善に向けての航空企業の努⼒

 我が国航空企業の収⽀は、景気、原油価格の変動等の影響をうけやすく、さらに、資産も主として航空機に限
られる等、必ずしも安定した経営基盤を有しているとはいえない。また、三⼤空港プロジェクトの進捗に伴う航
空関連施設の整備、新型機材の導⼊等により毎年巨額の設備投資が必要であり、さらに、三⼤空港プロジェクト
完成後は競争の激化により、経営環境が⼀段と厳しくなることが予想されることから、我が国航空企業において
は⼈件費の圧縮等による費⽤削減、投資計画の⾒直し等の経営改善策を⾏っているところであるが、今後ともよ
り⼀層の合理化・効率化等によりコスト競争⼒の強化に努めるとともに、サービスと営業⼒の向上等により増収
を図る努⼒が必要である。

(イ) 供給⼒の充実

 我が国国際航空においては、平成６年夏の関⻄国際空港の開港等により、相当の供給⼒の増加が求められると
考えられる。さらに、我が国航空企業においては、今後、⼤量に操縦者の定年退職者が発⽣することが⾒込まれ
ることもあり、乗員の供給⼒の増加を確保するため、各企業における⾃社養成も積極的に進められているととも
に、有償運航に係る航空機乗組員の60歳制限年齢を延⻑していくことを検討しているところである。
 また、効率的な運航業務体制の実現を図る必要があることから、平成４年12⽉に⻑距離国際路線における乗員
編成基準の緩和措置を⾏ったところである。
 さらに、国際航空路線の競争⼒の強化を図る必要があることから安全運航に万全を期しながら、必要に応じ
て、外国⼈運航乗務員の導⼊が進められており、また、客室乗務員についても平成５年７⽉から⽇本航空が⼤阪
−バンコク線の客室乗務をジャパン・エア・チャーター（ＪＡＺ）に委託し、ＪＡＺが採⽤している外国⼈客室
乗務員による客室乗務が開始された。

(ウ) 効率化の推進

 厳しい経営環境下にある我が国航空企業においては、⾃社のサービス供給体制の効率化を⾏う必要があり、ウ
ェットリース（他社の機材・乗員を借り受け、⾃らの運航責任において⾃社便として運航する形態）、コードシ
ェアリング（⾃社便に接続する他社の以遠路線等において、ダイヤ等において⾃社便名を付して販売することによ
り、⾃社便の集客⼒を強め、販売上のメリットを獲得する形態）、ゲートウェイにおける機材変更等の活⽤を図
ることが重要であり、また、チャーター輸送、コミューター輸送等の特定の航空市場の需要に対応した分社化等
の推進を図る必要がある。最近では、エアーニッポンが全⽇空からのウェットリースにより、平成５年７⽉１⽇
から８⽉31⽇までの間、東京ー中標津線の運航を⾏った他、⽇本航空がＫＬＭオランダ航空とのコードシェアリ
ングにより、平成５年４⽉から東京−アムステルダム線に接続するアムステルダム−マドリード線の運航を開始し
た。
 なお、我が国航空企業の競争⼒向上等のための⽅策について、５年９⽉に航空審議会に対し諮問を⾏ってお
り、同審議会において検討が⾏われているところである。

５ 国際航空ネットワークの充実
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 （我が国利⽤者の多様なニーズに対応した旅⾏パターンの実現）

(1) 国際航空ネットワークの形成の⽅向

 我が国発着の旅客需要に対しては、近年の旺盛な⽇本⼈観光客を対象とした乗⼊れ希望国が多数に上っており、
航空協定を申し⼊れている国は45ヶ国に達している。こうした外国企業の多くは、⽇本⼈旅客の出発地が東京・
⼤阪等⼤都市圏中⼼となっていることから、⼤都市圏への乗⼊れを希望している。⼀⽅、発着枠の制約のない地⽅
空港については、需要に応じて国際路線の開設が⾏われてきているが、必ずしも⼗分でない実情にある。
 このような状況の下においては、⼤都市の空港については、発着枠の制約が中⻑期的には顕在化してくるもの
と考えられることから、こうした国際航空の需要構造を前提にすると、⼤都市空港のように空港制約が存在する
場合における路線形成と企業の新規参⼊については、発着枠の有効な利⽤の観点から優先順位を検討していくこ
とが必要であり、⼀⽅、空港制約のない空港における路線形成と企業の参⼊については、相⼿国との実⾏上の権
益均衡の考え⽅に必ずしもとらわれず、外国企業のみであっても定期便開設を認めるべきものと考えられる。

(2) 利⽤者ニーズに対応したネットワークの形成

 ビジネス旅客及び近距離の観光旅客に多い直⾏型の旅⾏パターンに対応した直⾏路線の充実や、中・⻑距離の⽇
本⼈旅客に多い回遊型の旅⾏パターンに対応した回遊型ネットワークの形成等の利⽤者ニーズに対応した国際航
空ネットワークの充実を図ることが必要である。これらの考え⽅に基づき、航空交渉等を通じ、国際航空ネット
ワークの拡充を実施することとしており、平成４年10⽉から平成５年８⽉にかけて、新千歳−ケアンズ（カンタ
ス航空）（４年10⽉）等合計５の新規路線を開設している。

(3) 近距離国際航空施策

 （「地⽅発直⾏型の⼿軽な旅⾏」の実現）

(ア) 地⽅空港の国際化

 最近の国際航空旅客需要をみると、特に近距離国際航空の分野では我が国の地⽅都市から⽬的地へ直⾏するパ
ターンが好まれることもあり、地⽅空港の国際化が重要な課題となっている。最近では、４年４⽉に⼤分−ソウ
ル線（⼤韓航空）及び⾼松−ソウル線（アシアナ航空）並びに５年４⽉に富⼭−ソウル線（アシアナ航空）及び
新潟−ウラジオストック線（アエロフロート）の開設など、地⽅空港発着の直⾏路線の開設を推進している。

(イ) 国際チャーターの拡⼤

 地⽅空港の国際化のためには、国際定期路線の開設のほか、チャーター便の活⽤により地⽅における旅⾏需要
の開拓をしていく必要がある。現在、我が国の国際チャーター便の利⽤状況は全体の輸送量の１％未満と低い⽔
準にとどまっていることから、「フライ・アンド・クルーズ」等の多彩なパック旅⾏に対応した⽚道のみの包括
旅⾏チャーターの実施等の施策を講じるほか、我が国の国際チャーター専⾨会社を活⽤することにより、地⽅に
おけるチャーター需要を開拓していくことが重要である。
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 このような観点から、国際チャーター専⾨会社であるワールド・エアー・ネットワークが５年７⽉までに合計
588便（⽚道ベース）のチャーター便を運航し、旅客数が約11万４千⼈（⽚道ベース）に達した。また、ジャパ
ン・エア・チャーターが、５年７⽉までに合計441便（⽚道ベース）のチャーター便を運航し、旅客数が約10万２
千⼈（⽚道ベース）に達した。

(4) 利⽤者利便の向上

 （質の⾼い航空サービスの追求）
 ⾼度化する利⽤者ニーズに応え、「快適」な旅⾏を提供するためにも、機内サービス、空港サービスについ
て、その⼀層の向上を図るなど、航空企業において細⼼の配慮に努めていくことが必要である。
 国際航空における事故の際の旅客への賠償額の⽔準は、質の⾼い航空サービスの観点からも重要な要素であ
り、運送約款における責任限度額10万ＳＤＲ≒約1,800万円）は実際に⽀払われる賠償額と⽐較した場合必ずしも
⼗分なものということはできないことから、我が国航空企業は平成４年11⽉に当該責任限度額を撤廃したところ
である。

６ 「空の⽇」、「空の旬間」の事業の展開

 昨年、⺠間航空再開40周年を記念して、「空の⽇」（９⽉20⽇）「空の旬間」（９⽉20⽇〜30⽇）が定められ
た。これは各種の⾏事・イベントを通じて広く航空に親しんでもらうことにより、国⺠の航空に対する理解と関
⼼を⾼めようとするものである。
 平成５年度においても、その趣旨を引き継ぎ、「もっと感動、空はフロンティア」をキャッチフレーズに、記念
式典、空の⽇芸術賞、仙台空港における「スカイフェスタ東北ソラシド'93」のほか、全国各地の空港などで、⼀
⽇空港⻑、施設⾒学、体験搭乗、航空教室、バザー物産展など多彩な催しが開催された。
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第10章 地球環境の保全

第１節 地球環境問題等への対応

 地球温暖化、オゾン層の破壊、海洋汚染等をはじめとする地球環境問題は、⼈類にとってその⽣存の基盤を脅
かしかねない重⼤なものである。こうした認識のもと運輸省では、観測・監視体制の充実強化のほか、運輸部⾨
における⼆酸化炭素、窒素酸化物等の排出総量の⼤宗を占める⾃動⾞輸送において、排出ガス規制・燃費基準の
強化、低公害⾞の普及等の対策を総合的に進めるとともに、環境負荷が少なくエネルギー効率も⾼い鉄道や海運
へのモーダルシフト等について省全体をあげた取組みを展開している。
 また、海洋汚染問題については、「海洋汚染及び海上災害の防⽌に関する法律」（以下「海防法」という。）
を中⼼として、我が国周辺海域における汚染防⽌に取組んでいるほか、国際海事機関（ＩＭＯ）の場において海
洋環境の保全のための国際的取組みに積極的に参加・貢献するとともに、船舶からの油流出事故に対する国際的
な油防除体制の整備や、船舶からの油流出防⽌技術の研究開発を推進している。

１ 地球環境問題をめぐる内外の動き

 （地球サミットを踏まえた取組）
 平成４年６⽉の地球サミットのフォローアップとして我が国においては、５年５⽉に気候変動に関する国際連
合枠組条約を締結するとともに、地球サミットにおいて採択されたアジェンダ21に係る国別⾏動計画の作成につ
いて５年中の作成、公表をめざして取組みが進められている。
 また、政府は、地球環境時代に対応した環境政策の総合的展開を図るため「環境基本法案」を平成５年３⽉に
国会に提出した。同法案は成⽴⽬前で衆議院の解散により廃案となったが、その重要性にかんがみ、同年９⽉再
び国会に提出している。
「環境基本法案」には、環境の保全についての基本理念として、環境の恵沢の享受と継承等、環境への負荷の少
ない持続的発展が可能な社会の構築等及び国際的協調による地球環境保全の積極的推進という三つの基本理念を
定めるとともに、国、地⽅公共団体、事業者及び国⺠の環境の保全に係る責務を明らかにし、さらに、環境の保
全に関する施策に関し、施策の策定及び実施に係る指針を明⽰し、また、環境基本計画、環境基準、公害防⽌計
画、国等の施策における環境配慮、環境影響評価の推進、環境の保全上の⽀障を防⽌するための規制の措置、環
境の保全上の⽀障を防⽌するための経済的措置、環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進、環境への
負荷の低減に資する製品等の利⽤の促進、環境教育、⺠間の⾃発的な活動の促進、科学技術の振興、地球環境保
全等に関する国際協⼒、費⽤負担及び財政措置など基本的な施策のあり⽅を規定している。
 （海洋汚染をめぐるＩＭＯの動き）
 ＩＭＯでは、船舶に起因する海洋汚染防⽌に関する条約である「1973年の船舶による汚染の防⽌のための国際
条約に関する1978年の議定書」（ＭＡＲＰＯＬ73／78条約）などを基礎に、常に新たな課題への対応を進めてき
ているが、４年３⽉には、①油の排出基準の強化、②油タンカーに対する⼆重船殻構造の義務付け、等を内容と
する条約改正を採択したほか、船舶からの排出ガス抑制対策についても検討を進めている。
 また、⼤規模な油流出事故が発⽣した場合の緊急防除に関する国際協⼒体制の整備を主たる⽬的とする「1990
年の油汚染に対する準備、対応及び協⼒に関する国際条約（仮称）」（ＯＰＲＣ条約）が２年11⽉に採択されて
おり、５年７⽉現在、10ヶ国が批准している（15ヶ国批准後、12ヶ⽉で発効）。
 さらにＩＭＯでは、油濁損害による損害賠償の充実を図るため、４年11⽉に船舶所有者の責任限度額の引上げ
等を主な内容とする抽濁⼆条約の改正議定書（92議定書）を採択した。
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 （オゾン層保護をめぐる動き）
 地球を有害紫外線から守る働きを持つオゾン層保護のため、４年11⽉に開催されたモントリオール議定書締約
国会議において、船舶や鉄道の消⽕剤として使⽤されている特定ハロンについて６年１⽉１⽇から⽣産全廃、カ
ーエアコンや冷蔵倉庫等の冷媒に使⽤されている特定フロン等については８年１⽉１⽇からの⽣産全廃を決定す
るとともに、これまで規制対象外であったフロン類の⼀部等の規制対象への追加などを内容とする議定書の改正
が採択された。

２ 地球環境問題の解決を⽬指した運輸の対応

(1) 観測・監視体制の充実〔２−10−１図〕

２−10−１図 ⼤気バックグランド汚染観測網（ＢＡＰＭoＮ）南⿃島気象観測所

 （地球温暖化問題）
 気象、⽔象、地象等の総合的観測、予測等を通じて災害の予防、交通の安全の確保等に寄与する業務を⾏って
いる気象庁では、地球温暖化現象の実態解明を進めるため、世界気象機関（ＷＭＯ）が推進している世界気象監
視（ＷＷＷ）計画や全球⼤気監視（ＧＡＷ）計画等に基づく全球的な観測網の⼀翼として観測・監視体制の強化
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を図っている。５年３⽉からは、南⿃島気象観測所の設備や機能を充実し、ＷＭＯの⼤気バックグランド汚染観
測網の基準観測所として⼤気中の⼆酸化炭素濃度の観測を開始し、６年１⽉からは、オゾン、メタン、⼀酸化炭素
の濃度観測を開始することとしている。また、５年４⽉からは⽇本−オーストラリア間の上層⼤気中の温室効果
気体の定常観測を(財)⽇航財団の協⼒により開始した。５年度には、海洋気象観測船「凌⾵丸」により、これまで
の北⻄太平洋域の温室効果気体の観測に加え、海⽔中の有機炭素、有機窒素の観測を開始することとしている。
地球温暖化に関する世界各国の観測・監視データについては、気象庁に設置された「ＷＭＯ温室効果気体世界資
料センター」の役割を兼ねる「温暖化情報センター」において収集・管理・提供を⾏っており、５年３⽉には、
温室効果気体と気候変動の動向及びオゾン層の状況についての総合的評価を「地球温暖化監視レポート1992」と
して取りまとめ、公表している。
 このほか、気象庁では、ＷＭＯの推進している世界気候研究計画（ＷＣＲＰ）に沿って、気候変動の予測精度の
向上を⽬指した気候モデルの⾼度化のための研究及び世界的に解明が急がれている雲の地球温暖化への影響、⼆
酸化炭素等の⼤気−海洋間の循環等に関する研究を進めている。
 海上における船舶交通の安全確保等のほか⽔路の測量、海象の観測を⾏っている海上保安庁では、地球温暖化
への海洋の果たす役割等に関し、定常的な海洋観測や、国連教育科学⽂化機関・政府間海洋学委員会（ＵＮＥＳＣ
Ｏ／ＩＯＣ）の⻄太平洋海域共同調査（ＷＥＳＴＰＡＣ）の⼀環としての⼤型測量船「拓洋」による海洋精密観
測や漂流ブイの追跡観測等による海況変動の監視を⾏うとともに、地球温暖化に伴う海⾯⽔位変動の監視を実施
している。
 また、海上保安庁の「⽇本海洋データセンター」では、こうした各種の観測から得られた海洋データの⼀元的
な収集・管理・提供を⾏っている。
 さらに、地球規模の気候変動における海洋の役割等を把握するため、地球温暖化に係る国際的なプロジェクト
である世界海洋循環実験（ＷＯＣＥ）に、気象庁と海上保安庁が参画している。
 （オゾン層の破壊）〔２−10−２図〕

２−10−２図 ⽇本のオゾン全量年平均値の推移
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 気象庁の観測結果によれば、極域を除く全球平均オゾン全量は10年に約３％の割合で減少しており、４年には
南極で過去最⼤のオゾンホールが観測された。国内においても札幌で４年11⽉以降12⽉を除き５年６⽉まで、そ
の⽉における過去最低のオゾン全量を記録し続けた。このようにオゾン層の破壊が引き続き進⾏していることか
ら、さらに観測体制を強化するため、５年度に南⿃島においてオゾン層の観測を開始するほか、オゾン層及びオ
ゾン層破壊物質の観測・解析及び関連の研究を推進している。
 （海洋汚染及び海洋変動）
 海上保安庁及び気象庁は、我が国周辺海域、主要湾等において、海⽔及び海底堆積物中の油分、ＰＣＢ、重⾦
属等の汚染調査、海洋における海上漂流物の定期的な実態調査を⾏っているほか、ＩＯＣの海洋汚染モニタリン
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グ計画に参画し、廃油ボールの漂流・漂着状況の調査を⾏っている。また、５年４⽉に明らかとなった旧ソ連・
ロシアの放射性廃棄物の⽇本海への投棄に関連し、急きょ、⽇本海において放射能調査を⾏った。
 さらに、気象庁では⽇本周辺及び⻄太平洋海域の海洋変動の監視及びエルニーニョ現象等の予測モデルの開発
を⾏っており、エルニーニョ監視センターではエルニーニョ現象等の⼤規模海洋変動等の監視・予測を⾏い、そ
の成果をエルニーニョ監視速報等により発表している。

(2) 環境と調和した運輸の構築

 地球温暖化問題については、２年10⽉に「地球温暖化防⽌⾏動計画」が定められ、我が国全体として⼆酸化炭
素（ＣＯ2）の排出を抑制するための各種対策が講じられており、国内におけるＣＯ2排出量の約２割を占める運
輸部⾨についても、ＣＯ2の排出を抑制するために⾃動⾞燃費の改善や天然ガス⾃動⾞等の普及促進等の省エネル
ギー・ＣＯ2排出抑制対策を交通機関ごとに進めるとともに、物流における内航海運、鉄道の利⽤促進、共同輸配
送等の促進、旅客輸送における公共交通機関の利⽤促進等により、全体としてエネルギー効率が良くＣＯ2排出量
の少ない交通体系の形成を進めている。
 また、地球温暖化により海⾯が上昇した場合、⼈⼝、資産が集中する臨海部の諸機能に重⼤な影響を及ぼすこ
とが予想されるため、臨海部への影響の予測と被害を未然に防⽌するための具体的な対策について国内的な検討
を進めているが、５年８⽉には国際的に気候変動に関する知⾒を集積、評価する「気候変動に関する政府間パネ
ル」（ＩＰＣＣ）の協⼒下で「海⾯上昇問題に関する東半球国際会議」をつくば市において主催し、アジア・太
平洋諸国等との知⾒の交換など積極的な国際貢献も⾏っている。
 オゾン層保護に関しては、特定フロン及び特定ハロンについて、⾃動⾞のカーエアコンの整備時における特定
フロンの⼤気中への放出の抑制指導、回収再利⽤の検討、船舶における特定ハロンの使⽤抑制の指導を⾏うとと
もに、各種運輸関連施設、設備についても、これらを使⽤しないものへの転換を促進するための税制上の優遇措
置等を講じている。
 海洋汚染に関しては、４年３⽉に採択されたＭＡＲＰＯＬ73／78条約の改正を受けて、船舶からの油の排出基
準の強化や油タンカーに対する⼆重船殻構造の義務付けなどの海防法等関係法令の整備を⾏った。
 また、２年11年に採択されたＯＰＲＣ条約の早期批准に向けた国内体制の整備を進めている。
 このほか、我が国への主要なタンカールートであるアセアン諸国周辺海域における⼤規模油流出事故時の油防
除に関する地域協⼒体制の整備を図ることを⽬的として２年度より推進してきた「ＯＳＰＡＲ計画」について
は、５年５⽉に東京でアセアン諸国の政府代表者との協⼒会議を開催し、５年度中に(財)⽇本船舶振興会及び我が
国の海運業界の資⾦協⼒のもとアセアン諸国に対してオイルフェンス等の油防除資機材や油防除に関する情報ネ
ットワークシステムの供与を⾏うこととなった。

(3)国際的な協⼒

 運輸分野における環境関係の開発途上国に対する国際協⼒については、我が国における技術、経験の蓄積を⽣
かし、①鉄道等公共交通機関の整備によるエネルギー効率が良く環境負荷の少ない交通体系の形成、②⾃動⾞の
修理・検査体制の整備等による交通機関からの環境負荷の低減・抑制、③気候変動に関する観測・監視体制の整
備、④海洋汚染防⽌能⼒の向上等の分野において積極的な協⼒を実施している。
 また、運輸基盤施設の整備等の国際協⼒に関し開発途上国の環境保全に⼗分配慮するための指針作りを進めて
おり、３年度の港湾分野、４年度の鉄道分野についで５年度は航空分野について指針作りを⾏うこととしてい
る。
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第２節 環境対策の推進

１ ⼤気保全、騒⾳対策

(1) ⾃動⾞排出ガス対策

 ⾃動⾞排出ガス対策については、平成元年12⽉の中央公害対策審議会答申「今後の⾃動⾞排出ガス低減対策の
あり⽅について」の短期⽬標値を踏まえ、窒素酸化物（ＮＯｘ）及び⿊煙の規制強化及び粒⼦状物質の規制の導
⼊を段階的に実施中であり、また、税制上の措置等により最新規制適合⾞への代替も進めている。
 さらに、⻑期⽬標値のうち、ガソリン中量⾞、重量⾞について、６年、７年に規制を強化することとしてお
り、ディーゼル⾞についても技術開発の促進を図りつつ早期規制実施を⽬指すこととしている。
 また、東京特別区、⼤阪市等の⼤都市においては、⾃動⾞排出ガスに対する規制強化にもかかわらず、窒素酸化
物による⼤気汚染の改善がはかばかしくないまま推移していることから、４年５⽉に成⽴した「⾃動⾞から排出
される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に基づき、５年２⽉に策定した「運送
事業に係る特定地域における⾃動⾞排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針」を着実に実施するととも
に、⾞検制度を⽤いた使⽤⾞種規制を５年12⽉から実施することとしている。
 また、低公害⾞（メタノール⾃動⾞、ハイブリッド⾃動⾞、天然ガス⾃動⾞、電気⾃動⾞）の普及も重要な課
題であり、これらについて技術開発の状況等を踏まえ、技術基準等の整備を⾏うとともに、普及のための税制上
の優遇措置や運輸事業振興助成交付⾦を活⽤した助成措置を講じているほか、５年３⽉に兵庫県神⼾市に地下式
の⼤型メタノール燃料スタンドが設置されるなど、普及のために重要な役割を担う燃料供給体制についても整備が
進められている。
 このほか、⾃動⾞からの排出ガス総量を抑制するため過度に⾃動⾞交通に依存しない交通体系の整備を推進し
ている。

(2) 船舶からの排出ガス対策

 船舶からの排出ガス問題については、現在ＩＭＯにおいてＭＡＲＰＯＬ73／78条約の新附属書の策定作業が進
められており、５年３⽉の「船舶からの⼤気汚染問題検討会」の船舶からの排出ガスの環境に与える影響、規制
のあり⽅に関する検討結果を踏まえ、ＩＭＯの審議に引き続き積極的に参加するとともに、排出ガス低減技術の
研究開発等を推進していくこととしている。

(3) ⾃動⾞騒⾳対策

 ⾃動⾞騒⾳対策については、加速⾛⾏騒⾳規制の⼀層の強化を提⾔した４年11⽉の中央公害対策審議会中間答
申「今後の⾃動⾞騒⾳低減対策のあり⽅について」を踏まえて、早期規制強化を⽬指すこととしている。

(4) 鉄道騒⾳対策

 新幹線の騒⾳対策については「新幹線鉄道騒⾳に係る環境基準について」、「新幹線鉄道騒⾳対策要綱」等に
基づき関係旅客鉄道会社に対し具体的な対策の実施等の指導を⾏っている。
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 また在来線についても、地域の実情に応じ発⽣源対策を基本として各種対策を適切に実施するよう指導してい
る。
 これらの指導を徹底するため、⾏政機関、鉄道事業者及び研究機関が協⼒して鉄道騒⾳に関するより⼀層効果
的な対策を推進する上で必要な連絡・調整を⾏うことを⽬的として設置している「鉄道騒⾳等対策会議」の場を
活⽤し、騒⾳対策の積極的な推進を図っている。

(5) 航空機騒⾳対策

 航空機騒⾳対策については、発⽣源対策のほか、空港周辺対策についても学校等の防⾳⼯事等に伴い設置され
た空気調和機器の機能回復⼯事等を３年度から実施するなど、順次対策を拡充してきており、今後とも積極的にこ
れらの対策を推進し、空港と周辺地域との調和ある発展を図ることとしている。
 なお、福岡空港騒⾳訴訟については、４年３⽉福岡⾼等裁判所において、差⽌請求及び将来の損害賠償請求は
却下、過去の損害賠償請求は⼀部認容する旨の判決が⾔渡されたが、国は、同空港の公共性、現在まで実施して
きた環境対策等についての判断につき不服があるとして上告している。

２ 海洋汚染対策

(1) 海洋汚染の状況、取締り、防除対策

 （海洋汚染の状況）〔２−10−３図〕

２−10−３図 海洋汚染発⽣確認件数の推移（汚染種別）
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 ４年に我が国周辺海域において海上保安庁が確認した海洋汚染の発⽣件数は846件となっており、３年より47件
（約５％）減少した。
 また、我が国周辺海域等における、海⽔及び海底堆積物中の油分、ＰＣＢ、重⾦属等についての汚染状況は全
体的に低いレベルにある。
 ５年４⽉には、旧ソ連・ロシアによる⽇本海等への放射性廃棄物投棄の実態が明らかとなり、放射能対策本部
幹事会の決定を受けて急きょ海上保安庁測量船「昭洋」及び気象庁海洋気象観測船「清⾵丸」が⽇本海の13測点
において表層から深層までの採⽔、海底⼟の採取を⾏った。これらの分析結果については、８⽉末に放射能対策
本部幹事会に報告を⾏い、異常値は認められないことが確認された。
 （監視取締り）
 海上保安庁は、海洋汚染が発⽣する可能性の⾼い海域に巡視船艇・航空機を重点的に配備するとともに、監視
取締⽤資器材を活⽤するなどして、海洋汚染の監視取締りを実施しており、４年には、海上公害関係法令違反を
1,262件送致したほか、国際条約に基づき公海上での外国船舶による油の不法排出に対し14件の旗国通報を⾏っ
た。今後も、海洋環境保全のために厳重な監視取締りを⾏うこととしている。
 （排出油の防除対策）
 海上保安庁は、油排出事故が発⽣した場合、巡視船艇・航空機等を出動させ排出状況の把握及び原因者等防除
措置実施者への指導・助⾔を⾏うとともに、原因者側の対応が不⼗分なときは全国主要部署に配備している排出
油防除資機材を使⽤して排出油の防除を⾏うなど被害を最⼩限にくい⽌めるための措置を講じている。

(2) タンカー等に対する対策

 ５年７⽉より船舶からの油の排出基準の強化やタンカーに対する⼆重構造の義務付け等を⾏ったほか、⼆重構
造タンカーの導⼊を促進するための税制上の優遇措置等を講じている。
 ⼀⽅、５年１⽉に起こったシェットランド諸島沖の⼤規模な油流出事故、スマトラ北⽅沖合のタンカー衝突事
故を始め、⼤型タンカーによる事故が相次いだことから、緊急にその対応を取りまとめ、国際的な取組みを進め
るべき事項についてはＩＭＯにその検討を積極的に進めるよう働きかけるとともに、アセアン海域における油防
除体制の整備を側⾯的に⽀援するＯＳＰＡＲ計画を前倒しし、５年度までに資機材の提供を図ることとしたほ
か、５年３⽉から４⽉までの２ヶ⽉間、外国籍の危険物運搬船に対して集中的にポートステートコントロールを
実施した。また、「タンカー輸送の安全対策に関する懇談会」を開催し、運航管理体制の充実・強化、船員の教
育訓練及び資質の向上、タンカーの⼆重構造化の促進、事故発⽣時の緊急対応体制の整備等について対策を取り
まとめたほか、通商産業省とともに「タンカーによる輸送問題に関する合同懇談会」を開催し、アセアン海域に
おける⽯油の安定輸送確保のための体制整備等について検討を⾏ったところである。今後は、国際的な取組みを
含め、これら対策を着実に実施していく必要がある。
 また、油濁事故による損害賠償の充実を図るため、油濁⼆条約の改正議定書（92議定書）の早期締結と国内法
の整備に向けて検討を進めることとしている。

３ 港湾等における環境対策

(1) 海域環境の改善
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 港湾における浮遊ゴミ回収のための清掃船の建造を⾏うとともに、東京湾等３海域で浮遊ゴミ・油の回収事業
を実施している。また、公害防⽌のための汚泥浚渫等の事業を５年度は東京港等15港で実施するとともに、より
快適な海域環境の創造を総合的に実施する「シーブループロジェクト」の⼀環として、⽔質・底質の浄化や⽣物相
の回復を図る覆砂や海浜整備等を、５年度は瀬⼾内海、宮津港等２海域７港で実施している。

(2) 廃棄物の適正な処理

 廃棄物を適正かつ安全に処分するための廃棄物埋⽴護岸の整備を５年度は広島港等32港及び⼤阪湾で実施して
いる。特に⼤阪湾圏域では、２府４県149市町村の受⼊対象区域において⽣じた廃棄物の最終処分場を整備するフ
ェニックス事業を⾏っている。

４ その他

 このほか、運輸関連企業においても社内に環境保全対策組織を設けるなど、独⾃にリサイクルや分別ゴミの回
収などを含め幅広い地球市⺠としての環境保全対策を進める動きが広がっている。
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第11章 運輸における安全対策等の推進

第１節 交通安全対策の推進

 交通安全の確保は運輸⾏政の基本であり、このための施策の推進は最も重要な課題の⼀つである。運輸省とし
ては、⼈名尊重が何ものにも優先するとの⾒地に⽴ち、従来から、交通安全対策全般にわたる総合的かつ⻑期的
な施策の⼤綱を定めた交通安全基本計画に基づき、毎年度、具体的な交通安全業務計画を定め、各輸送機関の安
全の確保に努めてきている。
 平成５年度は、第五次交通安全基本計画（３〜７年度）に基づき、交通安全施設等の整備、⾞両・船舶・航空
機等輸送機器の安全性の確保、交通従事者の資質の向上及び適切な運⾏(航)管理の確保等の施策を更に推進すると
ともに、気象資料等の収集の強化並びに適時に的確な予報・警報等の提供、救難体制の整備や被害者の救済対策
にも積極的に取り組むことにより、陸・海・空すべての分野における交通安全対策の⼀層の充実を図っている。

１ 交通事故の概況〔２−11−１表〕〔２−11−２図①,②〕〔同図③,④〕

２−11−１表 道路交通事故、鉄軌道交通事故、海上交通事故及び航空交通事故による死傷者数の推移
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２−11−２図 交通事故数と死者数の推移 ①道路交通 ②鉄軌道交通
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２−11−２図 交通事故数と死者数の推移 ③海上交通 ④航空交通

 平成５年度 247



 道路交通事故の発⽣件数、死者数及び負傷者数はいずれも増加した。特に、死者数は、４年には11,451⼈と３
年度に⽐べ346⼈（3.1％）増加し、昭和63年から５年連続して１万⼈を超える結果となった。
 鉄軌道の事故のうち運転事故による死者数は、平成４年には415⼈と３年に⽐べて36⼈（8.0％）減少し、負傷
者数についても914⼈と３年に⽐べ584⼈（39.0％）減少した。
 海上交通については、４年に救助を必要とする海難に遭遇した船舶は1,810隻で昭和26年に海難統計をとり始め
て以来最も少なく、死亡・⾏⽅不明者も213⼈と３年に⽐べ16⼈（7.0％）減少した。
 航空交通については、４年の⺠間航空機事故件数（機内における病死は除く。）は24件、死者数は11⼈といず
れも３年に⽐べ減少した。

２ 交通安全の確保

(1) 道路交通の安全対策

⾃動⾞の安全性の向上に関しては、４年３⽉の運輸技術審議会答申を踏まえて、５年４⽉に安全基準の拡充強化
を⾏ったところである。
 今後も、本答申を踏まえ、事故回避、被害軽減等のための⾃動⾞の安全基準のより⼀層の拡充強化、研究開発
の推進等を⾏い、⾃動⾞の安全性の⼀層の向上を図ることとしている。
 また、⾃動⾞の安全の確保と公害の防⽌のより⼀層の充実を図るために、⾃動⾞の検査及び点検整備について
は、５年６⽉の運輸技術審議会答申「今後の⾃動⾞の検査及び点検整備のあり⽅について」に沿って、所要の対
策を速やかに実施していくこととしている。
(財)交通事故総合分析センターにおいては、今年度から交通事故の詳細な事例調査を開始したところであり、同セ
ンターを活⽤して交通事故の総合的な分析を⼀層推進することとしている。

さらに、引き続き、運⾏管理者に対する指導等により、事業⽤⾃動⾞の安全運⾏の確保に努める。
このほか、⾃動⾞事故被害者に対する救済対策として、⾃動⾞損害賠償保障制度の適切な運⽤等を⾏っていく。

(2) 鉄軌道交通の安全対策

(ア) 鉄軌道の安全性の確保

 鉄軌道における事故は⻑期的には減少傾向にあるが、ひとたび⼤事故が起きればその被害は甚⼤なものとなる
ため、より⼀層の安全性を確保するため常に⼗分な安全対策を講じておく必要がある。
 具体的には、軌道強化等の線路施設の整備、⾃動列⾞停⽌装置（ＡＴＳ）の設置・改良、列⾞集中制御装置
（ＣＴＣ）の整備、列⾞無線及び通信装置の整備等の運転保安設備の整備、コンピュータの利⽤等新しい技術を
取り⼊れた検査機器の導⼊による⾞両の安全性の確保、乗務員等に対する教育訓練充実、厳正な服務と適正な運
⾏管理の徹底等による安全運⾏対策を実施している。
 また、運輸省とＪＲ各社の安全担当責任者で構成する鉄道保安連絡会議を定期的に開催し、安全対策に関する
指導・情報交換を⾏い、安全対策の推進に努めている。
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(イ) 踏切事故の防⽌対策

 踏切事故の防⽌のため、踏切道改良促進法及び第５次踏切事故防⽌総合対策（３〜７年度）に基づき、踏切道
の改良を計画的に推進しており、４年度においては、⽴体交差化101ヶ所、構造改良403ヶ所、保安設備の整備293
ヶ所の改良が⾏われた。
 運輸省は、これら踏切整備のために、必要な資⾦を財政投融資により確保するとともに、地⽅公共団体と協⼒
して、⼀定の要件を満たす鉄道事業者に対し、踏切保安設備の整備費の⼀部を補助している。

(3) 海上交通の安全対策

(ア) 海上交通環境の整備

(a) 港湾等の整備

 ４年度には、港内の船舶の安全を確保するため、秋⽥港等69港で防波堤、航路、泊地等の整備を⾏った。ま
た、沿岸海域を航⾏する船舶の安全を確保するため、輪島港等12港の避難港を整備し、関⾨航路等16航路の狭⽔
道航路の拡幅、増深等を⾏った。

(b) 航路標識の整備

 海上保安庁は、船舶の安全かつ能率的な運航を確保するため、灯台、灯標等の航路標識の整備を推進してい
る。なかでも⽶国が我が国周辺海域で運⽤していた広域電波航法システム（ロランＣ）については、これを⽶国か
ら引継ぎ運⽤するため、必要な施設整備を３年度から⾏っており、５年７⽉から段階的な引継ぎ運⽤を開始し
た。また、隣接国のロランＣと国際協⼒チェーンを構築すべく検討を進めている。
 さらに、海上交通情報機構については、船舶交通のふくそうする東京湾、瀬⼾内海において整備・運⽤を⾏っ
ており、５年７⽉から⼤阪湾海上交通センターの運⽤を開始した。

(c) 海図等の整備

 海上保安庁は、紙海図等の⽔路図誌を整備するとともに、４年度から紙海図以上の利便性を有する電⼦海図表
⽰システムに必要不可⽋な電⼦海図の作成のためのシステムの開発等に着⼿し、６年度に最初の航海⽤電⼦海図を
刊⾏するための準備を進めている。

(イ) 船舶の安全な航⾏の確保

(a) 旅客船の安全対策

 旅客船に対して、運航管理者の選任、運航管理規程の作成を柱とした安全運航管理体制の整備を図っている。さ
らに、国内旅客船については、運航管理者研修、業務監査等を通じて安全運航に万全を期すよう指導監督してい

 平成５年度 249



る。また、我が国は、国際海事機関（ＩＭＯ）等を通じて、外航客船の安全対策に係る国際規範の策定に向けて
積極的に寄与している。

(b) 航⾏安全対策

 海上保安庁は、海上交通安全法等の海上交通関係法令に基づく規制に加えて、船舶の種類に応じた所要の安全
指導を⾏っている。また、東京湾横断道路等船舶交通に⼤きな影響を与えるおそれのある⼤規模プロジェクトに
ついて、事業主体等の関係者に対し、警戒船の配備等海上交通の安全の確保のための措置を講ずるよう指導して
いるほか、船舶の航⾏を制限する海域の設定等必要な措置を講じている。さらに、船舶交通の安全に係る情報の
うち緊急を要するものを航⾏警報等により提供している。

(ウ) プレジャーポート等海洋レジャーに係る安全対策の推進

 プレジャーボート等の船型及び操縦⽅法の多様化に伴い、⼩型船舶操縦⼠指定養成施設等関係機関に対して、
安全な航⾏に関する啓蒙及び指導の徹底を図るよう引き続き指導している。
 なお、⼩型船舶操縦⼠の海技免状については、⽔上オートバイ等において携⾏、収納が不便であるということ
から、５年11⽉１⽇以降、従来のA4サイズから定期券程度のサイズに⼩型化した。
 海上保安庁は、海難防⽌講習会及び海上安全教室等を通じ、海難防⽌思想の普及及び⾼揚を図るとともに、
種々の安全指導を⾏っている。また、海洋レジャー愛好者⾃らの責任の下に安全を確保することが肝要であると
の考え⽅から、(財)⽇本海洋レジャー安全・振興協会、⼩型船安全協会等⺠間団体が⾏う安全活動を積極的に⽀援
している。

(エ) 船舶の安全性の確保

 船舶の安全性の国際的な確保のため国際海事機構において⾏われている「1974年の海上における⼈命の安全の
ための国際条約」の改正、技術基準等の検討、1993年トレモリノス漁船安全条約議定書の採択、国際安全管理
（ＩＳＭ）コードの策定等の作業に我が国も積極的に対応するとともに、今後順次国内導⼊を図ることとしてい
る。
 さらに、⼀般危険物については、国際海上危険物規程（ＩＭＤＧコード）の第26回改正を国内規則に導⼊する
ため、船舶による危険物の運送基準等を定める告⽰の改正（５年１⽉施⾏）を⾏った。
 また、４年11⽉から５年１⽉にかけてフランスからプルトニウム返還輸送が実施されたが、今後、⾼レベル放
射性廃棄物の返還輸送が予定されており、国内における輸送も含めて、これら放射性物質輸送の安全確保に万全
を期すため、安全審査体制の充実を図っている。
 ⼀⽅、近年の⼩型の船舶の構造の簡易化等の状況から、５年５⽉に「船舶安全法」を改正し、⼩型船舶の定義
を⻑さ12メートル未満から総トン数20トン未満に変更し、⽇本⼩型船舶検査機構が検査を⾏う船舶の範囲を総ト
ン数20トン未満とした。今後、関係政省令の整備を⾏い円滑な施⾏を図ることとしている。
 なお、船舶の関係法令等の適⽤の基準として、総トン数、国際総トン数等が⽤いられているが、これら各種ト
ン数の測度について適正な実施に努めているところである。

(オ) 外国船舶の監督（ポートステートコントロール）体制の整備
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 近年、1974年の海上⼈命安全条約、1978年の船員訓練資格証明及び当直基準条約等の基準に適合していない船
舶（サブスタンダード船）の排除が国際的に問題となっており、我が国は、昭和58年からポートステートコント
ロール（ＰＳＣ）を実施し、逐次その拡充に努めてきている。
 また、ＰＳＣは、国際的な協⼒体制の下での実施がより効果的であり、欧州においては、既に関係国による協
⼒体制を確⽴し、サブスタンダード船の排除に効果を上げているところである。このため、我が国としても、アジ
ア・パシフィック地域における国際的な協⼒体制の確⽴について、主導的に関係各国との協議を⾏ってきてい
る。

(カ) 海上捜索救助体制等の整備

 海上保安庁は、ＳＡＲ条約等に基づく我が国の広⼤な捜索救助区域において発⽣する海難に迅速かつ的確に対
応するため、航空機との連携機能の強化を図った巡視船、捜索救助能⼒に優れた航空機等を整備するとともに、
転覆船内から遭難者の救出等を⾏う特殊救難体制、医師による洋上往診を⾏う洋上救急体制等を整備するほか、
より効果的な捜索救助活動を可能とする船位通報制度（ＪＡＳＲＥＰ）を運⽤している。また、沿岸で多発する
海難に対応するため、⺠間海難救助組織の育成強化に努めている。このほか、迅速・的確な捜索救助等を⽬的と
し、衛星通信技術等を利⽤した新しい遭難・安全通信システムである「海上における遭難及び安全に関する世界
的な制度」（ＧＭＤＳＳ）の導⼊が開始されたことに伴い、関連主要施設の整備を⾏い、捜索救助のための通信
系であるＣＯＳＰＡＳ/ＳＡＲＳＡＴシステム等及び海上安全情報の通信系であるＮＡＶＴＥＸシステム等を運⽤
している。なお、我が国は、本年７⽉10⽇に、地上部分提供国として「国際的なコスパス・サーサット計画」と
提携した。

(キ) 海難審判による原因の究明

 海難審判庁は、海難の発⽣防⽌に寄与するため、迅速かつ的確な海難原因の究明に努めており、特に社会的影
響が⼤きい海難については、重⼤海難事件として指定し、集中的な調査・審判により、早期の原因究明を図ってい
る。４年には、瀬渡船福神丸転覆事件（４年１⽉12⽇に下関市沖で発⽣）ほか４件の重⼤海難事件を含む838件の
裁決を⾔い渡した。５年に⼊ってからは、新たに発⽣した３件を重⼤海難事件に指定し、そのうち、漁船第七蛭
⼦丸転覆事件（２⽉21⽇に⻑崎県五島沖で発⽣）、貨物船菱南丸貨物船ゾンシャンメン衝突事件（２⽉23⽇に神
⼾港沖で発⽣）の２件の海難審判を開始している。

(4) 航空交通の安全対策

(ア) 航空保安システムの整備

 航空交通の安全性の向上と空域の有効利⽤による航空交通容量の拡⼤を図るため、航空路監視レーダー（ＡＲ
ＳＲ、ＯＲＳＲ）、空港監視レーダー（ＡＳＲ）、管制情報処理システム（ＲＤＰ、ＦＤＰ、ＡＲＴＳ）及び⽅
位・距離情報提供施設（ＶＯＲ／ＤＭＥ等）等の整備を⾏っている。
 また、定期便の定時性の確保と就航率の向上を図るため、計器着陸装置（ＩＬＳ）と航空灯⽕等の整備進めて
いる。
 ４年度においては、福島ＩＬＳ、福島、礼⽂及び与論のＶＯＲ／ＤＭＥ等の整備を完了し、運⽤を開始した。
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(イ) 航空機の安全運航の確保

(a) 運航管理の改善

 航空運送事業者は航空機の運航基準、運航管理の実施⽅法等を運航規程に定めるよう義務付けられており、運
輸省ではこれらの規定の認可、安全性確認検査等による運航管理体制の確認等を⾏い、必要に応じ改善を求める
等所⽤の指導、監督を⾏っている。

(b) 航空機乗員養成の拡充

 操縦⼠の需要は、航空会社の事業規模の拡⼤に加え、定年退職者数の増加等もあり、今後⼤幅に増⼤すること
が⾒込まれている。航空会社の操縦⼠は航空⼤学校をはじめ、⾃社養成、防衛庁からの割愛及び外国⼈等その供
給源が多様化してきており、運輸省では操縦⼠の質の確保を図るため航空会社への指導を強化している。

(c) 航空保安⼤学校の充実

 航空保安⼤学校においては、関⻄国際空港の開港等に備えて新規職員の養成体制の充実を図るため、５年度に
は、教育⽤対空通信制御装置及び進⼊管制実習装置等の更新整備を、また、同岩沼分校においては、⾼度な専⾨
技術習得のため教育⽤ＲＤＰシュミレーター及びＲＤＰシステムの更新整備を進めることとしている。

(d) 航空保安対策

 我が国では、「よど号」事件を契機として、各空港においてＸ線検査装置や⾦属探知器による検査の実施等の
ハイジャック防⽌対策を講じており、その結果、昭和55年以降ハイジャック事件は発⽣していない。しかしなが
ら、国際的には航空機の爆破事件が懸念されており、我が国としても、主要空港の国際線において全ての受託⼿
荷物のＸ線検査を実施するなど爆破防⽌対策の強化に努めている。

(ウ) 航空機の安全性の確保

 我が国の航空機はその運航形態から疲労、腐⾷等による機体の経年化に伴う事故の防⽌及び安全性の確保が強
く求められている。このため各航空会社に対し航空機の点検、整備の強化及び改修の促進を指⽰してきたが、今
後も更に対策の強化を進めていく。

(エ) 事故防⽌等に関する指導の強化

 航空運送事業者については、運航規程・整備規程の認可、安全性確認検査等を通じ、運航及び整備体制の充実
を図るよう指導している。特に、平成５年４⽉18⽇に花巻空港において発⽣した⽇本エアシステムのＤＣ−９−
41型機の事故については⽴⼊検査等を⾏った後、安全運航確保のための業務改善勧告を⾏った。
 ⼩型航空機については、その運航の安全を確保するため、法令及び安全関係諸規定の遵守、無理のない⾶⾏計
画による運航の実施、的確な気象状況の把握、操縦⼠の社内教育訓練の充実等について指導監督を⾏っている。
 また、スカイレジャーについては、関係団体等を通じて事故防⽌の指導を⾏っている。
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(オ) 危険物輸送の安全基準の整備

 危険物の輸送量の増加及び輸送物質の多様化に対応すべく、国際⺠間航空機関（ＩＣＡＯ）及び国際原⼦⼒機
関（ＩＡＥＡ）において危険物輸送に関する安全基準の整備強化が進められており、これらの動向をふまえ所⽤
の基準の整備を図っている。
 また、航空運送事業者については、危険物輸送に関する安全基準の遵守及び危険物輸送従事者に対する社内教
育訓練の充実等を⾏うよう指導している。

(カ) 緊急時における捜索救難体制の整備

 ⺠間航空機の捜索救難については、警察庁、防衛庁、運輸省、海上保安庁及び消防庁の間で取り決めを⾏な
い、救難調整本部（ＲＣＣ）を東京空港事務所に設置して実施にあたっている。ＲＣＣにおいては、関係機関との
合同訓練を定期的に⾏い、捜索救難体制の⼀層の充実強化を図っている。
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第２節 災害対策の推進

 運輸省、海上保安庁及び気象庁は、災害対策基本法に定める指定⾏政機関として、防災業務計画を策定し、災
害防⽌のための予報体制の強化、輸送施設及び交通機関の災害予防対策、国⼟保全対策、災害復旧事業を総合的
かつ計画的に推進している。

１ 災害予防の強化

(1) 予報・監視体制の強化

(ｱ) 気象情報の提供等

 気象庁は、地域ごとのより細かい予報・警報の発表、防災のための的確な気象情報を正確かつ迅速に提供する
ため、昭和63年度からコンピュータネットワークの整備を進めており、平成５年度には沖縄Ｌ−ＡＤＥＳＳ（地
⽅中枢気象資料⾃動編集中継装置）を更新・整備する。更に、沖縄管内の航空気象官署に航空気象情報配信装置
を整備し、関係機関への情報伝達を強化する。観測装置については、気象レーダーの更新（宮古島、⽯垣島レー
ダーを統合し⽯垣島於茂登岳へ移設・更新）、アメダス（地域気象観測システム）の有線ロボット気象計（四要
素）の更新（204ヶ所）、積雪深計の更新（12ヶ所）、⾼層気象観測⾃動処理装置の整備（⿅児島、稚内）等を実
施して近代化、効率化を図ることとしている。また、関⻄国際空港に、航空機の離着陸に重⼤な影響を与えるウ
インドシヤーを捕らえることができるドップラーレーダーを整備し、航空気象観測体制を強化することとしてい
る。
 また、海洋についても⾼潮や津波に対する注意報・警報の発表をはじめ、⽇本近海及び北⻄太平洋域の海⽔
温・海流・波浪・海氷の解析及び予報等の情報を作成・提供し、船舶及びマリンレジャー等の安全確保に寄与す
るとともに、引き続き解析・予報精度の⼀層の向上を図っている。更に、４年から運⽤を開始しているエルニーニ
ョ監視センターは、エルニーニョ現象の解析及び情報の提供を⾏っている。

(ｲ) 地震対策

 気象庁は、全国的な地震観測を⾏い、津波予報、地震情報等防災上必要な情報を提供している。気象庁⻑官は
東海地震の発⽣のおそれがあると判断した場合には、内閣総理⼤⾂に「地震予知情報」を報告することとされて
おり、このため、各種観測データをリアルタイムで処理し、総合的に監視する「地震活動等総合監視システム
（ＥＰＯＳ）」を運⽤しているが５・６年度には、「地震活動等総合監視システム」の改良更新を⾏い津波予報の
⼀層の迅速化を図るとともに、東京管内の普通観測⽕⼭の振動観測データをテレメータし、地震・⽕⼭データの
⼀元処理による⽕⼭活動監視強化を図ることとしている。また、５年度は沖縄気象台に地震津波監視システム（Ｅ
ＴＯＳ）を整備する。
 海上保安庁は、地震予知に必要な基礎資料を得るため、南海トラフ等において、海底地形・地質構造調査、潮
汐観測、地磁気観測、重⼒観測等を実施し、これらのデータを地震予知連絡会に提供している。

(ｳ) ⽕⼭対策
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 気象庁は、全国83の活⽕⼭のうち、活動的な19⽕⼭の常時監視を⾏い、その他の⽕⼭については、⽕⼭機動観
測班が計画的に基礎調査を実施している。噴⽕等の異常時には、同観測班が出動して緊急観測・監視を⾏うこと
としている。また、平成５年度には、札幌・仙台両管内の普通観測⽕⼭の監視強化を図るため、振動観測データ
の管区気象台へのテレメータを図る。これらの観測成果に基づき、適時適切に緊急⽕⼭情報及び臨時⽕⼭情報等
を関係都道府県知事等防災機関に通報・伝達している。
 海上保安庁は、南⽅諸島・南⻄諸島海域の海底⽕⼭活動を的確に把握するため、定期的に航空機等による観測
を実施し、これらのデータを⽕⼭噴⽕予知連絡会に提供している。

(2) 防災対策

(ｱ) 鉄道の防災対策

 鉄道事業は、鉄道施設について鉄道運転規則及び軌道運転規則に基づく定期点検等を⾏い、危険個所を早期に
把握するとともに、必要に応じ橋梁等の構造物の取替え⼜は改良を実施している。さらに、⾬期や台⾵時期に被
害の発⽣する恐れのある個所の点検を強化し、災害防⽌に努めている。運輸省においては、旅客会社等が⾏う防
災施設の設置のうち、治⼭、治⽔等の公共防災事業に準じるものについて、所要の助成措置を講じている。ま
た、消防庁と協議のうえ地下鉄道の⽕災対策に関する技術基準を作成し、これに基づいて必要な指導を鉄道事業
者に⾏っている。

(ｲ) 港湾の防災対策

 地震対策として、観測強化地域及び特定観測地域とその周辺の港湾において、耐震強化岸壁等の整備を実施し
ているほか、既存の岸壁等の液状化対策⼯事を実施している。また、⽕⼭対策として避難施設緊急整備地域の伊
⾖⼤島波浮港及び⻑崎県島原港において、避難岸壁等の整備を実施している。

(ｳ) 海上防災体制

 海上保安庁は、海上における災害の発⽣に備え、⾃ら排出油防除資機材の整備等を⾏うほか、海上災害防⽌セ
ンターを中⼼とした⺠間の海上防災体制の充実を図るとともに、流出油災害対策協議会の設置を促進するなど官
⺠の協⼒体制の強化に努めている。また、中央防災会議において決定された「当⾯の防災対策の推進について」
（昭和58年）及び「南関東地域直下の地震対策に関する⼤綱」（平成４年）に基づき、⽴川広域防災基地におけ
る海上防災関係施設及び横浜海上防災基地の整備を推進している。

(ｴ) 空港における消⽕救難体制及び雪害対策

 各空港ではＩＣＡＯの基準に基づき、化学消防⾞、救急医療資器材の整備等消防体制と救急医療体制の整備を
進めている。特に、今年４⽉の花巻空港におけるＪＡＳ機事故を契機に、改めて地⽅公共団体の管理する空港等
についてこれらの強化充実を指導した。
 積雪寒冷地の空港においては、除雪⾞両の整備等除雪体制を強化し、降雪期の航空機運航の安全性及び定時性
確保に努めている。
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２ 国⼟保全の推進

(1) 安全で快適な⽣活を⽀える海岸事業の推進

 港湾海岸事業では、⼈⼝・資産が集積する“みなとまち”を⾼潮、侵⾷、津波等の⾃然災害から守り、良好な海岸
環境を創出する「ふるさとの海岸づくり」を進めており、東京湾、伊勢湾、⼤阪湾等における⾼潮対策、新潟港
⻄海岸等での侵⾷対策、三陸・⼟佐沿岸等での津波対策、熱海港海岸等での海岸環境整備事業等を実施してい
る。
 特に、全国の海岸の中で他の模範となるような海岸を選定し、「ふるさと海岸整備モデル事業」及び「ビーチ
利⽤促進モデル地区制度」を活⽤して「⽩砂⻘松」の再⽣や、⼤規模で複合的なビーチの整備を推進している。

(2) 災害復旧事業の実施

 港湾施設及び港湾内の海岸保全施設の４年の災害は、２⽉の冬季⾵浪、８⽉の台⾵10号等により約32億円の被
害が発⽣した。これらの災害及び２年、３年に発⽣した災害を早期に復旧させるため４年度に実施した災害復旧
事業費は、約91億円である。また、５年１⽉の釧路沖地震、２⽉の冬季⾵浪、７⽉の北海道南⻄沖地震８⽉豪
⾬・台⾵などによって災害が発⽣しており、10⽉中旬までの災害報告額は約412億円と、すでに４年の年間の被害
報告額を⼤きく上回っている。

３ わが国における地震・津波災害への対応

(1) 北海道釧路沖地震への対応

 ５年１⽉15⽇20時06分頃、釧路沖の深さ107kmを震源とするマグニチュード7.8の地震が発⽣し、釧路で震度６
を観測したほか、帯広等で震度５を観測した。地震発⽣後、気象庁は地震情報を的確に発表し、現地調査のため
地震機動観測班を派遣した。
 釧路港、霧多布港等において、被害を受けた港湾関係施設は約130億円に達しており、このうち主要施設につい
ては、本年度内の復旧を⽬途に復旧⼯事を鋭意実施している。
 海上保安庁は、地震に伴い発⽣したアスファルトの海上流出事故に対し、釧路海上保安部に流出油災害対策本
部を設置し、オイルフェンスの展張等による防除措置等を実施した。

(2) 伊⾖半島東⽅沖の群発地震への対応

 伊⾖半島東⽅沖で５年５⽉26⽇から群発地震活動が始まり、有感地震が多発した。気象庁では、地震機動観測
班を派遣し、地震計を設置するなど観測を強化するとともに、地震情報等により、逐次地震の発⽣状況を発表し
た。
 海上保安庁では、航空機により熱⾚外線放射温度計による海⽔表⾯温度の測定等を実施するとともに、測量船
による⽔中⾳響観測を実施した。

(3) 北海道南⻄沖地震への対応
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 ５年７⽉12⽇22時17分頃、北海道南⻄沖の深さ34kmを震源とするマグニチュード7.8の地震が発⽣し、江差、
寿都等で震度５が観測され、奥尻島等には⼤津波が来襲した。気象庁は、22時22分に北海道の⽇本海沿岸と太平
洋沿岸等に津波警報・注意報を発表した。気象庁は海洋気象観測船「⾼⾵丸」により、奥尻島に津波被害の現地
調査のための地震機動観測班及び⽇本⾚⼗字社の救援物資の輸送を実施した。
 また、北海道⼤学と共同で余震域を含む海域での⾃⼰浮上式海底地震計による調査観測を実施した。
 港湾関係では、奥尻港、函館港等において埠頭等で沈下、⻲裂などの被害が発⽣したが、被害を受けた港湾関
係施設のうち、緊急的に復旧する必要のある施設については、応急復旧⼯事を実施し、港湾活動に対応してい
る。なお、本格的な復旧については、関係機関とも調整を図りながら、速やかに実施することとしている。
 海上保安庁は、本庁に対策室を、第⼀管区海上保安本部に対策本部を設置し、巡視船艇・航空機等による⾏⽅
不明者の捜索救助、救援物資の緊急輸送等を実施するとともに、震源域付近の海底地形・地質構造調査等を実施
し、多数の活断層等を確認した。

４ 雲仙岳噴⽕災害等への対応

(1) 雲仙岳は、２年11⽉17⽇に198年ぶりに噴⽕した。その後、⼀時活動は低下したが３年２⽉12⽇に再噴⽕し、
５⽉以降⽕⼭活動が活発化し現在も依然活動が続いている。規模の⼤きな⽕砕流の発⽣により、３年６⽉３⽇に
死者・⾏⽅不明者43⼈、５年６⽉23⽇に死者１⼈等の被害が発⽣したほか、噴出した⽕⼭灰等による⼟⽯流によ
り、現在もなお、島原鉄道に不通区間（島原外港〜深江）がある等深刻な被害が続いている。運輸省は災害発⽣
以来、島原鉄道に対する災害復旧費の助成等各種の対策を講じてきており、今後も島原鉄道の復旧等に対して可
能な限り⽀援を講ずることとしているほか、港湾管理者との連絡調整を図りつつ、島原港において避難岸壁、避
難広場等の整備を推進している。
 海上保安庁は、発災後から、付近海域の監視・警戒、海底地形・変⾊⽔等の調査等に万全を期しており、現在
も引続き情報の収集に努めるとともに避難⺠の輸送等万⼀の場合に備え、巡視船艇・航空機が即応できる体制を
確保している。
 気象庁では、雲仙岳の活動に対し観測・監視体制の強化を図ってきたところであるが、平成３年６⽉３⽇の規
模の⼤きな⽕砕流の発⽣以降遠望観測装置等の整備強化を⾏った。しかし、その後も続いている活発な⽕⼭活動
に対処するため、平成３年度補正予算等により、地震計、遠望観測装置、傾斜計、空振計、地磁気観測装置等の
各種観測機器を整備し、⼀層の観測・監視体制の強化を図り、これらの観測データに基づいて⽕⼭情報を迅速的
確に発表している。更に、５年４⽉１⽇福岡管区気象台に地震⽕⼭課を設置し、体制を強化している。また、⼟
⽯流が発⽣し易くなっており、⻑崎海洋気象台ではこの状況を考慮し、注意報・警報の適切な発表に努めてい
る。

(2) 平成５年８⽉豪⾬災害への対応

 ５年７⽉31⽇から８⽉７⽇にかけて九州・中国地⽅を中⼼に⼤⾬が降り、気象庁では適時、警報等を発表し、
厳重な警戒を呼びかけた。
 しかしながら、河川の氾濫、⼟⽯流等により死者・⾏⽅不明者79⼈等（８⽉30⽇消防庁資料）の被害が発⽣し
た。この豪⾬により⿅児島、宮崎両県を中⼼に⽇豊本線（⿅児島〜⻄都城）、肥薩線（吉松〜隼⼈）が１⽉以上
にわたり不通になる等、交通機関にも⼤きな被害が発⽣した。また、海上保安庁では、直ちに巡視船艇・航空機
等を動員し、海岸で孤⽴した被災者1,380⼈を救出したほか、警察、⾃衛隊等の災害復旧要員528⼈の輸送等の救
援活動を実施した。

 平成５年度 257



５ 国際防災の10年の推進

 ⾃然災害による被害の世界的な軽減を図るため、国連において1990年代を「国際防災の10年」とすることが決
定され、これを受けて政府は、元年に内閣総理⼤⾂を本部⻑とし、運輸⼤⾂、国⼟庁⻑官等を、副本部⻑とする
〔国際防災の10年推進本部〕を設置し、国際防災の10年の活動を積極的に推進することとしている。また、中間
年にあたる６年５⽉に横浜市において「国際防災の10年」世界会議を開催する予定である。運輸省、海上保安庁
及び気象庁としても国際防災10年の活動に積極的に対応している。
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第３節 技術開発の推進

 運輸技術の分野は、鉄道、⾃動⾞、船舶、港湾、航空、気象、海上保安等広範囲にわたっており、その技術開
発の成果は、多くの⼈々の⽣活の向上に貢献することが期待される。平成３年６⽉には運輸技術審議会より諮問
「21世紀を展望した運輸技術施策について」に対する答申が出され、運輸技術施策全般にわたる各種の技術につ
いて今後の開発の⽅向性が⽰された。運輸省では、今後も引き続き、同答申の趣旨に沿って運輸技術施策を推進
し、国⺠⽣活の質の向上に寄与することとしている。以下に現在進めている主な技術開発事例を紹介する。

１ 鉄道技術の開発

(1) 超電導磁気浮上式鉄道

 昭和37年に国鉄が開発を始めた超電導磁気浮上式鉄道については、超⾼速、低公害等の性格を有する将来の都
市間⼤量輸送機関として期待され、現在は、(財)鉄道総合技術研究所において開発が進められている。
 宮崎実験線（単線⾼架構造、延⻑７km）においては、54年に無⼈の実験⾞両で517km/hを達成し、また、62年
には有⼈の実験⾞両で400km/hを達成するなど実験成果を上げており、平成５年１⽉から難燃化等を⼗分に考慮
した新しい⾞両ＭＬＵ002Ｎを使⽤して⾛⾏実験を⾏っている。
 また、２年度からは、⼭梨県において新しい実験線の建設を進めており、⾼速連続⾛⾏試験等を経て、10年度
末までに実⽤化のめどを⽴てる予定である。

(2) 常電導磁気浮上式鉄道

 昭和49年より⽇本航空によって開発が始められたＨＳＳＴについては、エイチ・エス・エス・ティ開発(株)に技
術等が継承されて現在に⾄っている。さらに、平成３年５⽉から第３セクターの中部エイチ・エス・エス・ティ
開発(株)において、愛知県内の実験線で最⾼速度100km/h程度のシステムについて実⽤化のための各種試験が⾏わ
れた。また、運輸省においても、その安全性、信頼性等に関する技術評価⽅法等の検討を⾏った結果、最⾼速度
100km/h程度のシステムについては、実⽤化に際して技術的な問題はないとの結論を得た。

(3) 鉄道の⾼速化

 鉄道の⾼速化は、運輸政策審議会及び運輸技術審議会の答申でも指摘されており、新幹線においては、
300km/h台の営業運転最⾼速度を⽬指して４年度から次世代の⾼速試験⾞両による⾛⾏試験が⾏われている。在
来線においても、ＪＲ各社では、最⾼速度130km/hの営業運転を⾏っており、また、最⾼速度160km/h程度の営
業運転を⽬指した⾞両の開発が進められているほか、⼀部⼤⼿⺠鉄でも130km/h化に向けた検討が⾏われてい
る。運輸省としても、(財)鉄道総合技術研究所における基盤的技術開発に対する補助⾦等の各種⽀援措置を講じて
いる。

(4) オンレールトレーラー等の開発

 環境問題、省エネルギー化等に対応する観点から陸上貨物輸送の鉄道へのモーダルシフトを促進するため、鉄
軌道上は貨⾞、道路上はトレーラーとなるオンレールトレーラーの実⽤化に向けた技術開発を進めているほか、
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鉄道施設の保守・検査に係わる労働環境の改善や将来の労働⼒不⾜に対応する観点から省⼒化・効率化が急務と
なっているため、保守・検査の近代化のための技術開発を進めている。

２ 港湾技術の開発〔２−11−３図〕

２−11−３図 テクノスーパーライナー（ＴＳＬ）ターミナルのイメージ図

 港湾を取りとりまく社会、国際社会の変化に対応して、運輸省は、21世紀初頭をめざした港湾の技術開発を推
進していくために、今後重点的に取り組むべき技術開発課題を掲げ、その実現のための様々な推進⽅策を⽰した
「⼈と地球にやさしい港湾の技術をめざして−港湾の技術開発の⻑期政策−」を４年６⽉に発表した。
 この⻑期政策を踏まえ、各港湾建設局や港湾技術研究所で策定した技術開発のアクションプログラムに従って、
港湾⼯事の省⼒化に向けてケーソンの⼀部をプレハブ化することにより現場作業の低減を図れるパネルシステム
ケーソンの開発、作業船の超⾼精度な位置測定をリアルタイムで⾏える⼈⼯衛星利⽤船位測定システムの開発や、
ウォーターフロントの安全性・防災性の向上のため、⼤都市直下⼤地震等に対応した臨海部の耐震設計⼿法の⾼
度化の研究等を⾏っている。また、テクノスーパーライナー（ＴＳＬ）の導⼊に向けて、ＴＳＬ対応の⾼速岸壁荷
役機械及びヤード荷役システム等の技術開発も⾏っている。
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 ⼀⽅、近年技術⼒向上の著しい⺠間に対し技術開発を⽀援するため、「港湾に係る⺠間技術の評価制度」、
「共同研究制度」、「共同技術開発制度」や各種の税制措置等を講じているが、５年度からは新技術を実際の⼯
事で採⽤し検証を⾏うための「新技術活⽤パイロット事業」を創設したところであり、今後も更なる⽀援策を整
備していく予定である。また安全・快適な港湾空間の創出に資するため、マリーナ、臨海交通施設等の技術基準を
新しい技術的知⾒により充実することを主要課題とし、６年４⽉の適⽤を⽬指して「港湾の施設の技術上の基
準」の⾒直しを進めている。

３ 造船技術の開発

 造船技術の⾼度化、海上輸送の効率化のため、造船業基盤整備事業協会を通じ⾼度船舶技術の研究開発を推進
しており、現在、テクノスーパーライナー（航空機やトラックよりも⼤量の貨物（積載重量1,000トン）を⾼速
（速⼒50ノット）かつ航空機よりも低コストで輸送することができ、トラック輸送から海上貨物輸送へのモーダ
ルシフトにより労働⼒不⾜、交通渋滞等の緩和に貢献しうる新形式超⾼速船）及び⾼信頼度舶⽤推進プラント
（６ヶ⽉間メンテナンスフリーの⾼い信頼性を有し、熱効率等も現状を⼤きく上回るエンジン）の研究開発を進
めている。さらに、地球的規模での環境問題に対処するため、新形式タンカー構造等の油流出防⽌技術及び排気
ガス浄化技術の研究開発を推進しており、この研究成果については、広く普及を図ることとしている。この他に
も、造船業ＣＩＭ、超電導電磁推進船等の様々な研究開発を推進している。
 原⼦⼒船「むつ」は、現在、解役作業が⾏われており、後利⽤の検討も進められている。「むつ」の建造、航
海、解役を通して得た知⾒を踏まえ、⽇本原⼦⼒研究所等では改良舶⽤炉の研究開発が進められている。なお、
運輸技術審議会において、５年４⽉の運輸⼤⾂諮問第18号「新時代を担う船舶技術開発のあり⽅について」を受
け、現在、船舶技術開発について豊かな社会への貢献、地球との調和、安全性の追求、世界に貢献する船舶技術
等の観点から新たな展開を図っていくための重要技術開発課題等について検討が⾏われている。

４ ⼈⼯衛星の開発利⽤

(1) 気象観測

 元年９⽉に打ち上げられた静⽌気象衛星４号は、台⾵等の気象観測を実施し災害の防⽌・軽減等に寄与してい
るとともに、アジア、オセアニアの天気予報や世界気象機関の世界気象監視（ＷＷＷ）計画等に貢献している。ま
た、気象衛星の安定的・継続的な運⽤を図るため、平成６年度打ち上げを⽬標に静⽌気象衛星５号の開発を進め
ている。この衛星では、⾚外チャンネルの増加により、⽔蒸気分布の観測と海⾯⽔温測定の精度向上等利⽤の拡
⼤等が図られる予定である。

(2) 航空管制

 洋上の航空機は、不安定かつ容量の少ない短波通信を⽤い、パイロットからの位置通報を基に管制を⾏ってい
る。将来の航空交通量の増⼤に対応していくためには、衛星を利⽤することにより、管制機関と航空機との間の
通信を⼤幅に改善し、洋上の航空機の正確な位置の把握等安全性及び管制処理能⼒の⾶躍的向上を図ることが必
要とされる。このため今後、衛星導⼊に向けての実⽤化のための研究を⾏うこととしており、２年度から衛星デ
ータリンクの研究を⾏っている。
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(3) 捜索救助

 遭難情報をよりリアルタイムに⼊⼿できるよう、静⽌衛星を利⽤したシステムの実験を⾏うこととし、元年よ
り静⽌気象衛星５号に搭載する遭難信号中継器の開発を進めている。

(4) 海洋測地〔２−11−４図〕

２−11−４図 海洋測地の概念図

 我が国の管轄海域の確定のためには、海図上の本⼟及び離島の位置を世界測地系で表⽰しておく必要がある。
このため、海上保安庁では、世界測地系に基づくこれらの位置関係を⾼精度で求めるため、測地衛星「ラジオ
ス」、「あじさい」等を利⽤した海洋測地を推進している。
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(5)運輸多⽬的衛星

 運輸政策⾏政の各分野で衛星利⽤の重要性が増⼤している⼀⽅、⺠間においても衛星利⽤に対する期待が⾼ま
っており、運輸省としてはこのような状況を踏まえ、様々な衛星利⽤ニーズを効率的かつ経済的に満たすため、運
輸に関する多⽬的な衛星システムの検討を⾏っている。

５ 交通安全のための技術開発

(1) ⾃動⾞

 近年の厳しい交通事故の状況に対処するため、４年の運輸技術審議会答申を踏まえ、灯⽕器の被視認性向上に
関する研究、側⾯衝突時の乗員保護性能に関する研究等事故の回避及び事故時の乗員の保護の両⾯からの⾞両構
造に関する調査・研究・評価を推進している。
 また、エレクトロニクスを応⽤し、⾞両の周囲の交通環境・路⾯状況等を検知するセンサー等を⾞載すること
により⾃動⾞を⾼知能化し、最も適切な安全動作を⾏うことができる先進安全⾃動⾞（ＡＳＶ）を21世紀初頭に
実⽤化すべく３年度から調査研究を⾏っている。

(2) 鉄軌道

 鉄軌道の安全のための技術開発については、⾼密度化運転保安システムの開発や抜本的な踏切遮断システムの改
善⽅策について検討を進めている。また、降⾬時や地震時における鉄軌道輸送の安全を確保する観点から、降⾬
災害の予知及び検知システム（ラミオス）の技術開発の成果並びに地震による事故防⽌及び地震発⽣後の運転再
開の迅速化を図るための地震防災及び復旧⽀援システム（ユレダス、ヘラス）の技術開発の成果を踏まえ、複合
した災害にも対処できる総合防災システムの開発を⾏い、技術の深度化を図っていく。

(3) 船舶

 近年の船舶の⾼速化、乗組員の少⼈数化、混乗化等に対応し、海上交通の安全を確保するため、船舶技術研究
所では、⾼速航⾏シミュレーンョンによる安全性評価等の研究、海⾯効果翼船の性能と安全評価に関する研究、
⼈⼯知能を応⽤した舶⽤機関の保全性向上の研究、内航船の衝突予防⽀援装置の開発と安全性評価に関する研究
等を⾏っている。
 また、港湾技術研究所では、⾼速船に対応した⽔域施設の計画基準の作成と港内の航⾏⽀援システムに関する
研究、荷役時間の⼤幅な短縮を⽬的とした⾼速荷役システムに関する研究、天候により荷役等の効率・安全性の
低下を⽣じない全天候型施設に関する研究を⾏っている。

(4) 航空

 将来の航空ニーズに適合するために、地形による制約が少なく、正確で⾃由度の⼤きい複数の進⼊着陸コース
の設定を可能とするマイクロ波着陸システム（ＭＬＳ）や航空機間のデータ通信機能を利⽤して、衝突の危険性を
警告し回避する航空機衝突防⽌システム（ＡＣＡＳ）等の新しい航空保安システムの開発・評価を重点的に推進し
ている。
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６ 地震・噴⽕、気候変動、気象予測のための技術開発

 災害を未然に防ぐため、地震・噴⽕予知、気象予報及び気候変動予測の精度向上のための技術開発が必要であ
る。特に、気象研究所では元年度より「直下型地震予知の実⽤化に関する総合的研究」を実施し、実⽤化のため
の⼿法開発を進めるとともに、「⽕⼭活動度の定量化に関する基礎的研究」等⽕⼭噴⽕予知のための基礎的な研
究を⾏っている。また、温室効果気体増加による気候変動の予測精度向上のため、３年度より「地球温暖化予測
技術の⾼度化に関する研究」を実施している。気象庁では数値予報技術の⾼度化を図り、中・⻑期予報モデルの
開発を進めている。
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第４節 情報化の推進

 運輸部⾨においては、早くから各交通機関の連⾏管理システムや予約システム、安全確保システム等の各種の⾼
度な情報システムの構築により、利⽤者利便の増進、企業経営の効率化、安全性向上等が図られているところで
ある。企業経営の⼀層の効率化の要請、従業者の⾼齢化等の制約要因に着実に対応しつつ、多様化、⾼度化する
利⽤者のニーズに的確に応えるためには、情報処理技術、通信技術の⾰新動向を踏まえつつ、より⾼度な運輸関
連情報システムの導⼊を引き続き進めるとともに、効率的な情報システムの構築の前提となる業務内容の標準化や
情報システム間の相互運⽤性の確保を図る必要がある。
 運輸省では、このような観点から、以下のような運輸部⾨における情報化促進のための施策を推進している。

１ 運輸における電⼦データ交換化の推進

(1) ＥＤＩの概要

 ＥＤＩ（Ｅlectronic Ｄata Ｉnterchange）とは異なる企業間で商取引のためのデータを広く合意された規約に基
づき、コンピュータ間で交換することであり、⾒積、注⽂、納⼊、⽀払等の取引データを、コンピュータを介す
ることにより「正確かつ迅速に」、また、広く合意された規約に基づくことにより、「無駄なく」伝達する⽅法
である。
 コンピュータと通信回線を利⽤した異企業間のデータ交換は、従来の郵便や電話、ＦＡＸによる場合に⽐べ、
処理時間が⾶躍的に短く、処理コストの削減につながるため、しだいに増えてきたが、これまで個々の事業者同
⼠で取り決めた様々な⽅式により⾏われ、各システムが相⼿に接続しているため、取引先毎の複数の端末機への⼆
重⼊⼒（いわゆる多端末現象）が発⽣し、重複投資、作業の煩雑化を招くといった問題が⽣じてきている。
 こうした問題を解決するための⽅策として、ＥＤＩ（電⼦データ交換）が注⽬されている。ＥＤＩの導⼊に
は、データ交換における「広く合意された規約」（ＥＤＩ標準）の存在が不可⽋である。

(2) 国際的な状況

 ＥＤＩ規約の標準化は、1986年より国連欧州経済委員会の貿易⼿続簡易化作業部会（ＵＮ/ＥＣＥ/ＷＰ．４）
において「ＥＤＩＦＡＣＴ（⾏政、商業、運輸のための電⼦データ交換規則）」と呼ばれる国際標準規約の策定
により⾏われている。これまでに情報を電⼦データとして表現する際の⽂法に相当する構⽂規則（シンタックス
ルール）については国際標準化が完了しており、現在、取引を⾏う際の書式に相当する標準メッセージの開発、
普及等が進められている。
 また、これらを効果的に進めるために地域専⾨家（ラポーター）が世界の６つの地域（汎⽶、⻄欧、東欧、オ
ーストラリア／ニュージーランド、アジア、アフリカ）を代表して派遣されており、ラポーターの活動を⽀援する
組織として各地域にＥＤＩＦＡＣＴボードが設けられている。
 我が国は、２年度にアジアＥＤＩＦＡＣＴボードを設⽴し、運輸、貿易等の業界団体を中⼼に、ＥＤＩＦＡＣ
Ｔ⽇本委員会を設置するとともに、アジア地域を代表して地域ラポーターを派遣し、国際標準への我が国の意向
の反映、国際標準の普及、啓蒙に積極的に努めている。アジアＥＤＩＦＡＣＴボードには５年８⽉現在、６ケ国
と１地域（⽇本、シンガポール、韓国、中国、マレーシア、インド、台湾）が加盟している。

(3) 国内における状況
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 物流は、多くの関係事業者の⼿を経るため、その効率化を図るためには、迅速かつ正確なデータの交換が不可
⽋である。また、ＥＤＩの標準化を⾏うに際しては、関係各業界における標準化作業と⼗分な連携をとって進めて
いくことが必要である。
 国内におけるＥＤＩ標準規約については、現在のところ製造業を中⼼に普及しているＣⅡ標準など汎⽤性が⾼
い標準規約の策定がなされてきている。しかしながら、国内物流事業者間における標準規約は未だ確⽴されてお
らず、国内物流分野におけるＥＤＩの推進を図るためには、こうした標準規約を確⽴することが⾮常に重要であ
る。
 このため、４年６⽉に学識経験者、運輸関係企業、関係省庁からなる「物流ＥＤＩ研究会」が設置され、ＥＤ
Ｉ導⼊のための業務フローの作成、標準メッセージの開発等を⾏うほか、４年10⽉に設⽴された「ＥＤＩ推進協
議会」にも参加するなど、他業界とも連携を図りつつ業界横断的なＥＤＩの推進を図るための活動を⾏っている。
 また、特に、情報の流れが複雑多岐にわたる国際海上貨物輸送の分野においては、効率的な情報ネットワーク
の利⽤がＥＤＩの推進に不可⽋と考えられることから、こうした情報ネットワークを構築するための情報システ
ムの開発、導⼊及び保守を総合的に推進するための基盤的組織として、５⽉６⽇に(社)港湾物流情報システム協会
が設⽴された。
 このほか、対応が遅れがちな中⼩物流事業者へのＥＤＩの導⼊を促進するため、ＥＤＩの導⼊によるコスト削
減効果等のメリット算出調査を⾏うとともに、啓蒙普及活動に努めることとしている。
 旅⾏予約等の⼈流部⾨についてもＥＤＩを推進することが必要であり、当⾯、国際交通、宿泊の予約について
の標準メッセージの作成に着⼿している。

２ 共通乗⾞カード等運輸分野におけるカードシステム導⼊の推進

 キャッシュレス化の進展と情報処理技術の⾰新を背景として、現⾦管理等の事務負担の軽減、利⽤者利便の向
上等を⽬的として、乗⾞カードの導⼊が鉄道、バス、タクシー等の公共交通機関において積極的に進められてい
る。
 特に、鉄道事業者においては、磁気カードを直接⾃動改札機に挿⼊し、利⽤料⾦を差し引くストアードフェア
システム（運賃⾃動引き落としカードシステム）がＪＲ東⽇本、帝都⾼速度交通営団等で導⼊されているほか、４
年６⽉には、横浜市の地下鉄とバス、川崎市、神奈川中央交通のバスの３社間で共通のストアードフェアカード
が導⼊されるなど、利⽤者利便の向上が図られてきている。
 こうしたストアードフェアカードを始めとする乗⾞カードについては、今後とも利⽤者利便の⼀層の向上を図
る観点から、公共交通機関相互間の共通利⽤の⼀層の拡⼤を図ることが必要である。
 このため、運輸省においては、４年度、鉄道、バス、タクシー等の公共交通機関を共通のカードで利⽤できる
システムの導⼊についての技術的・制度的問題点及びその解決⽅策についての検討を⾏ったところであり、今
後、この検討結果を踏まえ、積極的な共通乗⾞カードの導⼊を推進していくこととしている。
 さらに、現在の磁気カード⽅式に代わるものとして、記憶容量が⾶躍的に⼤きく、⾼度な機密保持機能を有す
る次世代のＩＣカードについても、運輸部⾨において有効な活⽤がなされるよう具体的な検討を⾏うこととして
いる。

３ 総合観光情報システム等の推進
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 地⽅公共団体は、地域活性化の⼀⽅策として、イベント・まつりの開催等を始めとする観光誘致を積極的に⾏
ってきているが、近年の秘境・秘湯ブーム、グルメブームに代表されるように旅⾏・レジャーに対する国⺠のニー
ズは個性化、多様化しており、これらのニーズに対応するための詳細かつ迅速な情報提供が求められているとこ
ろである。
 このような国⺠のニーズに的確に対応すべく、⼀部の地⽅公共団体ではパンフレット、ポスターの配布等に加
え、イベント情報や観光施設情報等の地元観光情報をパソコン通信等を通じて提供しているが、現⾏のシステム
は、各地の観光情報内容、様式、操作⼿順が統⼀化されていない、地域間で通信を⾏うにあたってアクセス料⾦
が⾼額となる等の問題点が指摘されている。
 こうした状況を踏まえ、運輸省では、パソコン通信を活⽤した観光情報提供システムについてシステムの全体構
成を整理するとともに、地⽅公共団体が提供する観光情報の標準フォーマットを作成したが、今後、観光情報に
付随する予約システム・画像情報等の各種サービスを盛り込む付加価値の⾼い総合観光情報システムの構築を⽬指
すこととしている〔２−11−５図〕。

２−11−５図 ビジュアルな総合観光情報提供システム
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平成５年度 付属統計表
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第１表 輸送機関別国内旅客輸送量
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第２表 輸送機関別国内貨物輸送量
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第３表 我が国の国際輸送量
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平成４年度〜６年度 運輸の動き
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施設整備等

年・⽉      施設整備等
平成５年７⽉ ・奥⽻線福島〜⼭形新幹線直通運転開業［１⽇］

・ＪＲ北海道新千歳空港駅開業［１⽇］
・新千歳空港新ターミナル地区供⽤開始［１⽇］
・神津島空港（800ｍ）供⽤開始［１⽇］
・仙台市地下鉄南北線延伸（⼋⼄⼥〜泉中央間）開業［15⽇］

８⽉ ・⽯狩湾新港フレートオアシス（物流⾼度化基礎施設）開業［１⽇］
・新潟／⼩樽／コルサコフ間において⽇ロ定期フェリー航路の試験運転［25⽇〜31⽇］
・北陸新幹線⻄⽯動信号場〜⾦沢間着⼯［27⽇］

９⽉ ・京浜トラックターミナル総合センター（物流⾼度化基礎施設）開業［１⽇］
10⽉
11⽉ ・関⻄国際空港航空局庁舎・管制塔⼯事完成［30⽇］
12⽉ ・新東京国際空港第２旅客ターミナルビル使⽤開始［６⽇］

平成６年１⽉ ・横浜・⼤阪〜上海間に定期貨客航路（蘇州号）開設［18⽇］
・海洋気象観測船「清⾵丸」竣⼯［22⽇］

２⽉ ・地震津波監視システム（ＥＴＯＳ）の運⽤開始（⼤阪）［２⽇］
・熊本港開港［27⽇］

３⽉ ・南⿃島に設置した⼤気バックグランド汚染基準観測所で⼆酸化炭素濃度の観測を開始［１⽇］
・福岡市地下鉄１号線延伸（博多〜福岡空港間）開業［３⽇］
・⼤阪市地下鉄６号線延伸（動物園前〜天下茶屋間）開業［４⽇］
・横浜市地下鉄３号線延伸（新横浜〜あざみ野間）開業［17⽇］
・東海交通事業城北線延伸（枇杷島〜尾張星の宮間）開業［18⽇］
・福島空港（2000ｍ）供⽤開始［20⽇］
・天然ガス⾃動⾞が東京都他９⾃治体において試験運⾏開始［下旬］

４⽉ ・福岡管区気象台技術部地震⽕⼭課発⾜［１⽇］
・京浜急⾏電鉄空港線延伸（⽻⽥空港〜⽻⽥空港⼝間）開業［１⽇］
・システム開発評価センター運⽤開始［１⽇］
・ハイブリッドトラック（ＨＩＭＲ⽅式）が運送業者３社において試験運⾏開始［１⽇〜３⽇］
・名古屋港国際総合流通センター（物流⾼度化基盤施設）が開業［14⽇］

５⽉ ・ワールド流通センター〔東京港〕（物流⾼度化基盤施設）が開業［１⽇］
６⽉ ・東海道線貨物輸送⼒増強⼯事着⼯［23⽇］
７⽉ ・⼤阪湾海上交通センター運輸開始［１⽇］

・ロランＣチェーンの⽶国からの引継ぎ運⽤開始［１⽇］
・⽯⾒空港（2000ｍ）供⽤開始［２⽇］
・⼭陰線・宮福線等⾼速化⼯事着⼯［21⽇］
・⽇豊線⾼速化⼯事着⼯［24⽇］

８⽉ ・⺠活法による国際会議場施設「宇奈⽉国際会館」開業（富⼭県）［１⽇］
９⽉ ・東京国際空港沖合展開第Ⅱ期（⻄側ターミナル地域）供⽤開始［27⽇］
10⽉ ・北陸新幹線⽷⿂川〜⿂津間着⼯［13⽇］
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・新広島空港（2500ｍ）、広島⻄⾶⾏場（1800ｍ）供⽤開始［２９⽇］
11⽉
12⽉ ・ハイブリットバス（畜圧式）が東京他７都市（８バス事業者）で路線バスとして運⾏開始［予

定］
平成７年春 ・南⿃島において、メタン・⼀酸化炭素観測及びオゾン観測開始［１⽉予定］

・⽯垣島於茂登岳気象レーダー運⽤開始［３⽉予定］
・地震津波監視システム（ＥＴＯＳ）の運⽤開始（沖縄）［３⽉予定］
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施策・⼀般

年・⽉      施策・⼀般
平成４年７⽉ ・(財)⽇本海洋レジャー安全・振興協会がプレジャーポート救助事業（ＢＡＮ）を開始［１⽇］

・三陸・海の博覧会開催（岩⼿県）［４⽇〜９⽉15⽇］
・港湾局ＴＳＬ対策本部設置［８⽇］
・国際船と海の博覧会ジャパンディ実施［15⽇］
・「輸⼊の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」（輸⼊促進法）の施⾏［16⽇］
・第52回海の記念⽇［20⽇］
・海の旬間{20〜30⽇］
・第７回海の祭典（仙台）［20⽇〜８⽉８⽇］
・マリンレジャー・セーフティ・キャンペーン開催（逗⼦）［29⽇］
・「今後の⾃動⾞の検査及び点検整備のあり⽅について」諮問（運輸技術審議会）［27⽇］
・⽇⽶構造問題協議フォローアップ会合［28⽇、29⽇］
・輸⼊促進法に係る「地域輸⼊促進指針」告⽰［30⽇］

８⽉ ・⾃動⾞損害賠償責任保険（共済）⽀払基準等の改正（⾃賠責保険（共済）の保険⾦のうち休業
損害限度額１万８千円／⽇への引上げ等）［１⽇］
・⽇⽶建設レビュー会合［４⽇、５⽇］
・総合経済対策（10兆7000億円）の策定［28⽇］

９⽉ ・ＥＡＴＡ（Ｅurope Ａsia Ｔrades Ａgreement）締結［１⽇］
・運転代⾏業について事業報告制の導⼊［１⽇］
・「今後のタクシー事業のあり⽅について」諮問（運輸政策審議会）［３⽇］
・ＡＰＥＣ第２回観光ワーキング・グループ開催（バンクーバー）［16⽇〜18⽇］
・空の⽇［20⽇］
・空の旬間［20⽇〜30⽇］
・航空フェスタ開催［22⽇〜27⽇］
・「地域伝統芸能等を活⽤した⾏事の実施による観光及び特定地域商⼯業の振興に関する法律」
施⾏［25⽇］

10⽉ ・「中⼩企業流通業務効率化促進法」施⾏［１⽇］
・スカイ・レジャー・ジャパン'92開催（埼⽟県桶川市）［31⽇〜11⽉１⽇］

11⽉ ・海上保安庁がプルトニウム海上輸送の護衛を実施［８⽇〜平成５年１⽉６⽇］
・気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第８回会合（ハラーレ；ジンバブエ）［11⽇〜13
⽇］
・第８回観光⽴県推進地⽅会議（⾹川、徳島、愛媛、⾼知）［16⽇〜19⽇］
・第４回モントリオール議定書締約国会合（コペンハーゲン）［23⽇〜25⽇］
・油濁⼆条約改正外交会議開催（ロンドン）［23⽇〜27⽇］
・第２回ＯＳＰＡＲ協⼒会議開催（ジャカルタ）［30⽇〜12⽉２⽇］

12⽉ ・⼆輪の⾃動⾞を使⽤する貨物軽⾃動⾞運送事業（バイク便事業）［１⽇］
・「⾃動⾞から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」の
施⾏（使⽤⾞種規制に係る部分を除く）［１⽇］
・気候・環境フォーラムの開催［７⽇］
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・ＡＰＥＣ第３回運輸ワーキング・グループ開催（東京）［８⽇〜10⽇］
平成５年１⽉ ・世界気象機関／国際学術連合会議合同科学委員会「熱帯海洋全球⼤気変動研究計画（ＴＯＧ

Ａ）モンスーン数値実験作業部会第４回会合」（ニューデリー）［12⽇〜14⽇］・関⻄国際空港
の開港時の進⼊・出発経路公表［26⽇］
・「⾃動⾞から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に
基づき、総量削減基本⽅針を閣議決定［26⽇］・⾃動⾞の性能の向上に関する製造事業者等の判
断の基準等の⼀部改正（⾃動⾞の燃費⽬標値の強化）［27⽇］

２⽉ ・⽇本、国際海事機関（ＩＭＯ）に対し、タンカーの安全対策に対する緊急提案を⾏う。［１
⽇］
・「⾃動⾞から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に
基づき、⾃動⾞使⽤の合理化指針を告⽰［９⽇］
・ジュネーブ軍縮会議第35回地震専⾨合会（ジュネーブ）［15⽇〜26⽇］
・世界気象機関（ＷＭＯ）第４回ラジオゾンデ国際⽐較観測（つくば）［15⽇〜３⽉12⽇］
・第17回ユネスコ政府間海洋学委員会総会（パリ）［25⽇〜３⽉８⽇］

３⽉ ・タンカー等に対するＰＳＣの⼀⻫実施［１⽇〜４⽉30⽇］
・オゾン層の保護のためのウィーン条約締約国会議のオゾン研究管理者第２回会合（ジュネー
ブ）［10⽇〜12⽇］
・〔オゾン層観測報告1992〕〔地球温暖化監視レポート1992〕発表［11⽇］・地域伝統芸能フェ
スティバル（⽇本地域伝統芸能歳時記）の開催（東京都）［17⽇］
・⽇・ＥＣ運輸ハイレベル協議［17⽇］
・輸⼊促進法に基づき、りんくうタウン（関⻄国際空港対岸部）等６地域に係る地域輸⼊促進計
画を承認［24⽇］
・ＡＰＥＣ第３回観光ワーキング・グループ（ゴールドコースト）［24⽇〜26⽇］
・道路運送⾞両の保安基準の⼀部改正（「⾃動⾞から排出される窒素酸化物の特定地域における
送料の削減等に関する特別措置法」に基づく使⽤⾞種規制の実施）［26⽇］

４⽉ ・「船舶職員法施⾏令の⼀部を改正する政令」等施⾏（第４種近代化船の乗組み基準等の制度
化）［１⽇］
・運輸事業振興助成交付⾦制度を５年間（平成９年度まで）延⻑［１⽇］
・「国際観光ホテル整備法」の⼀部改正法の施⾏［１⽇］
・「漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する議定書」の採択［２⽇］
・「海洋汚染及び海上災害の防⽌に関する法律の⼀部を改正する法律」施⾏［４⽇］
・道路運送⾞両の保安基準の⼀部改正（乗⽤⾞の全⾯衝突時における⾞体本体による衝撃吸収の
性能要件の強化、⾼速⾛⾏時のブレーキ性能に係る要件の強化等）／新総合経済対策（13兆2000
億円）の策定［13⽇］
・世界気候計画（ＷＣＰ）に関する政府間会合（ジュネーブ）［14⽇〜16⽇］
・放射能対策本部幹事会の決定を受け、測量船「昭洋」が⽇本海中部の７測点において放射能調
査を実施［18⽇〜30⽇］・世界気象機関（ＷＭＯ）第11回海洋気象委員会（リスボン）［19⽇〜
30⽇］
・ユネスコ政府間海洋学委員会（ＩＯＣ）／世界気象機関（ＷＭＯ）合同政府間熱帯海洋全球⼤
気変動研究計画（ＴＯＧＡ）委員会第６回会合（ジュネーブ）［19⽇〜21⽇］
・第３回アジア・太平洋地域航空会議（バンコク）［19⽇〜５⽉７⽇］
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・「新時代を担う船舶技術開発のあり⽅について」諮問（運輸技術審議会）［21⽇］
・「タンカー輸送の安全対策に関する懇談会」報告とりまとめ［27⽇］

５⽉ ・「今後のタクシー事業のあり⽅について」答申（運輸政策審議会）［11⽇］
・「気候変動に関する国際連合枠組条約」を批准［14⽇］
・第３回ＯＳＰＡＲ協⼒会議開催（東京）［17⽇〜22⽇］
・「気候業務法の⼀部を改正する法律」公布［19⽇］
・「船舶安全法の⼀部を改正する法律」公布［21⽇］
・第１回⽇⽶運輸協⼒コンファレンス〔⽶国、ワシントン〕［23⽇］
・第15回成⽥空港問題シンポジウム（反対同盟の３提案を隅⾕調査団所⾒に従って受け⼊れるこ
とを表明し、シンポジウムは終結）［24⽇］
・「流通業務市街地の整備に関する法律の⼀部を改正する法律」の公布［26⽇］
・「モーダルシフトを推進するための鉄道、海運の活⽤⽅策に関する懇談会」開催［27⽇］
・第９回「観光⽴県推進地⽅会議」（岡⼭、広島）［31⽇〜６⽉２⽇］

６⽉ ・世界気象機関（ＷＭＯ）第45回執⾏理事会（ジュネーブ）［８⽇〜18⽇］
・(社)港湾物流情報システム協会設⽴［11⽇］
・「今後の⾃動⾞の検査及び点検整備のあり⽅について」答申（運輸技術審議会）［17⽇］
・第１回⽇⽶運輸フォーラムの開催［22⽇］、⽇韓環境保護協⼒協定に署名［29⽇］
・気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第９回会合（ジュネーブ）［29⽇・30⽇］

７⽉ ・環境事業団に「地球環境基⾦」を設置［１⽇］
・中⼩企業近代化促進法に基づき、トラック運送事業等及び⾃動⾞分解整備業に係る近代化計画
を策定（トラック運送事業等［１⽇］、⾃動⾞分解整備業・中⼩造船業［７⽇］）するととも
に、「社会ニーズ対応型」構造改善計画を承認（トラック運送事業等［21⽇］、⾃動⾞分解整備
業［16⽇］、中⼩造船業［27⽇］）
・船舶からの油の排出基準の強化（海洋汚染及び海上災害の防⽌に関する法律施⾏令の⼀部を改
正する政令施⾏）／タンカーの⼆重船体構造等の義務づけ開始［６⽇］
・国際的なコスパス・サーキット計画との地上部分提携国としての提携が発効［10⽇］
・第53回海の記念⽇［20⽇］、ＡＰＥＣ第４回運輸ワーキング・グループ（シアトル）［20⽇〜
22⽇］
・海の旬間［20⽇〜31⽇］
・第８回海の祭典（⼩樽）［20⽇〜８⽉１⽇］
・「タンカーによる輸送問題に関する合同懇談会」報告とりまとめ［23⽇］

８⽉ ・海⾯上昇問題に関する東半球国際会議の開催［３⽇〜６⽇］
９⽉ ・ＧＡＴＴウルグアイ・ラウンド・サービス貿易交渉［９⽉〜12⽉予定］

・空の⽇［20⽇］
・空の旬間［20⽇〜30⽇］
・ＡＰＥＣ第４回観光ワーキング・グループ（タイ）［28、29⽇］

10⽉ ・第１回地域伝統芸能全国フェスティバルの開催（⽯川県）［９⽇〜11⽇］
・第10回「観光⽴県推進地⽅会議」（京都、兵庫）［20⽇〜22⽇］
・タンカーの安全対策に関するＩＭＯ総会決議・採択［25⽇〜11⽉５⽇］
・ＪＲ東⽇本株式上場［26⽇］
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11⽉ ・「船舶職員法施⾏規則の⼀部を改正する省令」施⾏（⼩型船舶操縦⼠に係る海技術免状⼩型
化）［１⽇予定］
・第４回アジア・パシフィック地域ＰＳＣ会議開催（東京）［11⽉末〜12⽉初め予定］
・「流通業務市街地の整備に関する法律の⼀部を改正する法律」の施⾏［予定］

12⽉ ・「新時代を担う船舶技術開発のあり⽅について」答申（運輸技術審議会）［１⽇予定］
平成６年春 ・⾃動⾞事故対策センターの重度後遺症害者療護施設「岡⼭療護センター」開設［１⽉予定］

・「オゾン層観測報告1993」、「異常気象レポート'94」発表［３⽉予定］
・ＡＰＥＣ第５回観光ワーキング・グループ（東京）［予定］
・ＡＰＥＣ第５回運輸ワーキング・グループ（ニュージーランド）［３⽉、４⽉予定］
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技術開発・研究

年・⽉      技術開発・研究
平成４年７⽉ ・世界初の超伝導電磁推進実験船「ヤマト」竣⼯、引き渡し［３⽇］

・タクシー専⽤⾞両施策発表［30⽇］
８⽉
９⽉
10⽉
11⽉
12⽉

平成５年１⽉
２⽉ ・有害紫外線量の速報値を毎⽉発表開始［19⽇］
３⽉
４⽉ ・テクノスーパーライナー実海域模型船起⼯（揚⼒式複合⽀持船型）［６⽇］

・定期航空便による⼤気中の温室効果気体の定常観測を開始［23⽇］
５⽉ ・⽕⼭情報の名称を変更［11⽇］

・テクノスーパーライナー実海域模型船起⼯（空気圧⼒式複合⽀持船型）［28⽇］
６⽉ ・有害紫外線量の推定全国分布図を発表［24⽇］
７⽉
８⽉
９⽉
10⽉
11⽉
12⽉

平成６年春
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事件・事故

年・⽉      事件・事故
平成４年７⽉ ・三陸はるか沖の地震により津波発⽣［18⽇］

８⽉ ・雲仙普賢岳周辺、断続的に⼟⽯流発⽣ 建築物被害240棟［８⽇〜15⽇］
９⽉ ・ＪＲ東⽇本成⽥線で踏切事故（１名死亡90名負傷）［14⽇］

・気象庁エルニーニョ現象今夏で終息を発表［18⽇］
・南極に過去最⼤のオゾンホール出現
・⽯垣島近海で群発ち地震発⽣［９⽉〜５年３⽉］

10⽉ ・ピタラス横岳ロープウェイで搬器衝突事故（70名負傷）［30⽇］
11⽉ ・島原鉄道で列⾞衝突事故（74名負傷）［３⽇］
12⽉ ・瀬渡船福神丸転覆事件海難審判（第⼀審）裁決［10⽇］

平成５年１⽉ ・伊⾖半島東⽅沖で群発地震発⽣［10⽇〜18⽇］
・釧路沖を震源とする地震により釧路で震度Ⅵを記録、港湾施設に被害発⽣［15⽇］
・⽇本へ原油を輸送中のタンカー「マースク・ナビゲーター」がスマトラ北⽅沖合で衝突［21
⽇］

２⽉ ・能登半島沖を震源とする地震により輪島で震度Ⅴを記録［７⽇］
・⽔中翼船こんどる三号衝突事件海難審判（第２審）開始［17⽇］

３⽉ ・⻑野県⻄部（王滝村付近）で群発地震発⽣［３⽉〜４⽉］
４⽉ ・ロシア放射性廃棄物の海洋投棄の実体報道［２⽇］

・ロシア核燃料関連施設の事故［６⽇］
・ヨットマリンマリン、たか転覆事件海難審判（第⼀審）開始［23⽇］
・雲仙普賢岳周辺、最⼤規模の⼟⽯流発⽣、建物被害491棟、島原鉄道の安穂〜瀬野深江間不通と
なる［28⽇・29⽇］

５⽉ ・雲仙普賢岳周辺、⽐較的規模の⼤きい⼟⽯流発⽣、建物被害194棟［２⽇］
・⽯垣島近海を震源とする地震により、⻄表島で震度Ⅴを記録［17⽇］
・伊⾖半島東沖で再び群発地震発⽣［26⽇〜６⽉４⽇］

６⽉ ・雲仙普賢岳周辺、に⼤規模な⼟⽯流発⽣ 死者１名、建物被害438棟［18⽇〜19⽇、23⽇〜24
⽇］

７⽉ ・北海道南⻄沖地震により⼩樽等で震度Ⅴを記録、奥尻島等に⼤津波来襲、港湾施設に被害［12
⽇］
・雲仙普賢岳周辺、断続的に⼟⽯流発⽣ 建物被害147棟［16⽇〜17⽇］
・漁船第７蛭⼦丸転覆事件海難審判（第⼀審）開始［22⽇］

８⽉ ・気象庁、エルニーニョ現象が本年春から続いていることを発表［20⽇］
９⽉ 貨物船菱南丸中国船衝突事件海難審判（第⼀審）開始［７⽇］
10⽉
11⽉
12⽉

平成６年春
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参考資料

 平成５年度 281



１ 鉄道

・旅客輸送 鉄道旅客輸送の推移

・貨物輸送 鉄道貨物輸送の推移

・新幹線輸送の推移

 平成５年度 282



２ ⾃動⾞交通

・旅客輸送量の実績

 平成５年度 283



・貨物⾃動⾞輸送量の実績

 平成５年度 284



・⾃動⾞保有⾞両数(a)

 平成５年度 285



・⾃動⾞保有⾞両数(b)

 平成５年度 286



３ 海上交通

・世界の主要品⽬別海上荷動き量

 平成５年度 287



・我が国の品⽬別海上貿易量及び貿易額

 平成５年度 288



・我が国商船隊の輸送量の推移

 平成５年度 289



・我が国商船隊の船腹量の推移

 平成５年度 290



・国内旅客輸送実績

 平成５年度 291



・⼀般旅客定期航路事業の⾃動⾞航送台数及び台キロ

 平成５年度 292



・⻑距離フェリー輸送実積

 平成５年度 293



・内航貨物輸送量の推移

 平成５年度 294



・内航船舶の船種・船質別船腹量

・港湾運送量の推移

 平成５年度 295



４ 航空

・世界の定期航空輸送量（国際線・国内線の計）の推移

 平成５年度 296



・我が国航空企業の国際線輸送実績

・我が国出⼊国航空貨物量及び我が国航空企業の積取⽐率

 平成５年度 297



・世界の国際航空に占める我が国航空企業のシェア

 平成５年度 298



・国内線航空旅客輸送実績

・国内航空貨物輸送実績

・コミュータ−による定期的な旅客輸送の推移

 平成５年度 299



・空港の利⽤状況

・空港の整備

 平成５年度 300



５ 海上技術安全

・我が国の新造船受注量の推移

 平成５年度 301



・我が国の造船⼿持⼯事量の推移

 平成５年度 302



・従業員の年齢構成

 平成５年度 303



・造船設備の現状

 平成５年度 304



・部⾨別船員数及び船舶数

 平成５年度 305



６ 港湾

・港湾数⼀覧表

・重要港湾位置図

 平成５年度 306



・全国の⼊港船舶の状況

 平成５年度 307



７ その他

(1) 国際協⼒

・有償資⾦協⼒及び無償資⾦協⼒（交換公⽂ベース）

・国際協⼒事業団（ＪＩＣＡ）を通じた技術協⼒

 平成５年度 308



(2) 観光

国際観光

・世界の国際観光量

・主要国の受⼊れ旅⾏者数及び旅⾏収⽀（1991年）

 平成５年度 309



・登録ホテル・旅館の軒数及び客室数

 平成５年度 310



・国際観光ペンション・⺠宿の軒数

・国際観光レストランの軒数

 平成５年度 311



・訪⽇外国⼈数の推移

国内観光

・国⺠１⼈当たり平均宿泊旅⾏回数及び宿泊数

 平成５年度 312



旅⾏業

・旅⾏業 旅⾏業者数

(3) 倉庫

・倉庫業者数及び倉庫⾯（容）積

 平成５年度 313



・営業倉庫の品⽬別⼊庫量及び平均⽉末在庫量

 平成５年度 314



 平成５年度 315



(4) 運輸とエネルギー

・我が国の最終エネルギー消費に占める運輸部⾨の割合

・部⾨別⽯油依存度（３年度）

 平成５年度 316



・国内主要機関の輸送量とエネルギー消費量の構成

 平成５年度 317



(5) その他

 平成５年度 318



・業種別事業者数の推移

・業種別損益状況（１社平均）(a)

 平成５年度 319



 平成５年度 320



・業種別損益状況（１社平均）(b)

 平成５年度 321



・業種別損益状況（１社平均）(c)

 平成５年度 322



・業種別損益状況（１社平均）(d)

・付加価値労働⽣産性の推移（50年度＝100）

 平成５年度 323



・物的労働⽣産性の推移（50年度＝100）

 平成５年度 324



・輸送原価の推移（50年度＝100）

 平成５年度 325
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